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科学技術庁原子力安全局核燃料規制課

運輸省大臣官房技術安全管理官　　　　監修

放射性物質等の輸送法令集

亙　核燃料物質等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

王1　放射性同位元素等の運搬

○陸上輸送一手持ち，車両による運搬

　　○海上輸送

　　○航空輸送

III　関連法令及び定義等

○薬事法（抄）

○放射性医薬晶製造

○原子力基本法等

日本原子力産業会議
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わ
が
國
の
原
子
力
研
究
醐
発
利
用
の
進
展
に
伴
い
、
各
種
放
射
性
物
質
の
輸
送
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
は
、
原

子
力
研
究
醐
発
利
用
の
活
動
の
な
か
で
、
放
射
性
物
質
が
一
般
公
衆
に
最
も
近
接
す
る
局
面
で
あ
り
、
そ
の
安
全
の
確
保
は
、
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　
放
射
性
物
質
の
輪
送
に
賞
す
る
安
全
基
準
は
、
原
子
力
委
員
会
及
び
関
係
省
庁
に
お
け
る
策
定
作
業
を
経
て
、
そ
の
法
黒
化
が
終
了
し
て
お
り
、
ま
た
、
本
年
㎜

月
か
ら
施
行
さ
れ
た
原
子
炉
等
規
制
法
の
～
部
改
正
法
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
の
輸
送
の
安
全
規
欄
が
｝
層
充
実
強
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
の
規
制
分

担
の
明
確
化
が
図
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
放
射
性
物
質
の
輸
送
の
安
全
規
制
の
法
令
制
度
は
、
　
皿
応
整
備
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
輸
送
さ
れ
る
も
の
が
核
燃
料
物
質
か
放

射
性
同
位
元
素
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
ま
た
関
係
す
る
省
庁
も
、
科
学
技
術
庁
、
運
輸
省
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
等
と
、
極
め
て
複
雑
な
も
の
と

な
っ
て
お
り
、
　
｝
般
の
方
々
に
そ
の
全
容
を
理
解
頂
く
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
な
の
が
実
紀
で
あ
り
ま
す
。

　
今
般
、
日
本
原
子
力
産
業
会
議
に
お
か
れ
ま
し
て
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
の
安
全
規
制
に
関
す
る
関
係
法
令
を
と
り
ま
と
め
、
本
法
令
集
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
こ

と
は
、
誠
に
辞
宜
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
輸
送
の
実
務
に
た
ず
さ
わ
る
方
々
の
み
な
ら
ず
、
関
係
者
の
す
べ
て
に
と
り
ま
し
て
、
極
め
て
有
益
な
こ
と
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
わ
が
國
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
輪
送
は
、
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
実
施
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
後
と
も
、
質
的
に
も
量
的
に
も
増
大
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
放
射
性
物
質
の
輸
送
が
関
係
法
令
の
遵
守
の
下
に
、
門
滑
か
っ
安
全
に
行
わ
れ
、
わ
が
国
の
庶
子
力
研
究
閣
発
利
用
の
健
全
な
発
展
を
図
っ

て
い
く
上
で
本
書
が
大
き
く
資
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

昭
和
五
十
四
年
七
月

科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局

核
燃
料
規
制
課
長
　
　
　
　
佐

竹
　
　
宏
　
　
文

序
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わ
が
国
に
お
け
る
原
子
力
の
開
発
利
用
は
、
二
十
年
を
経
過
し
た
今
臼
、
目
覚
ま
し
い
伸
長
を
遂
げ
、
経
済
・
社
会
を
支
え
る
重
要
な
基
盤
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
原
子
力
発
電
の
能
力
は
、
わ
が
国
の
総
発
電
設
備
容
量
の
一
割
を
超
え
る
に
い
た
り
、
こ
れ
は
、
米
墨
に
つ
い
で
第
二
位
の
規
模
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
放
射
性
固
位
元
素
は
、
医
療
を
は
じ
め
工
業
、
農
業
及
び
学
問
分
野
等
に
広
く
利
駕
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
原
子
力
の
利
屠
が
増
大
す
る
に
従
い
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
量
の
増
加
と
広
域
化
に
対
応
し
た
安
全
輸
送
体
制
の
整
備
が
急
務
と
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
国
際
原
子
力
機
関
（
I
A
E
A
）
は
、
放
射
性
物
質
が
園
際
輸
送
物
質
で
あ
る
た
め
、
関
係
魍
に
お
い
て
統
一
規
格
の
採
用
が
利
便
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

各
国
の
輸
送
の
経
験
、
規
制
の
実
態
を
ふ
ま
え
て
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
規
鋼
（
一
九
七
三
年
版
）
を
作
成
し
、
各
国
に
同
規
則
の
内
容
を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
勧

告
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
勧
告
を
受
け
た
わ
が
国
の
原
子
力
委
員
会
は
昭
和
五
十
年
皿
月
「
放
射
性
物
質
の
輸
送
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
」
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
運
輸
省
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
う
し
た
情
勢
を
背
景
に
、
放
射
性
物
質
の
輸
送
基
準
及
び
体
溜
の
整
備
を
図
る
た
め
、
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
、
科
学
技
術
庁
と

連
携
を
と
り
つ
つ
放
射
性
物
質
輸
送
関
係
諸
規
則
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
第
八
十
四
國
会
に
お
い
て
成
立
し
た
原
子
力
基
本
法
等
の
㎝
無
腰
正
法
に
関
連
す
る
関
係
政
省
令
の
改
正
を
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
に
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
放
射
性
物
質
輸
送
の
規
制
分
担
の
明
確
化
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
一
連
の
改
正
に
よ
り
、
こ
こ
数
年
間
に
及
ん
だ
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
に
係
る
規
制
体
系

の
整
備
は
一
段
落
を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
放
射
性
物
質
の
安
全
輸
送
の
確
撮
の
た
め
に
は
、
今
後
と
も
、
制
度
颪
で
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
関
係
法
令
の
周
知
及
び
こ
れ
の
適
確
な
遵

守
を
図
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
度
、
臼
本
原
子
力
産
業
会
議
が
本
書
を
編
さ
ん
し
、
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
こ
と
は
、
時
宜
を
得
た
意
義
深
い
も
の
と
確
信
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　
放
射
性
物
質
の
輸
送
に
関
与
さ
れ
る
方
々
が
本
書
に
よ
っ
て
、
放
射
性
物
質
安
全
輸
送
の
趣
旨
を
十
分
理
解
さ
れ
、
か
っ
、
放
射
性
物
質
の
安
全
輸
送
を
確
保
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
五
十
四
年
七
月

運
輸
省
大
臣
官
房
技
術
安
全
管
理
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
　
　
岡

栄
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核
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物
質
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核
燃
料
物
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原
子
炉
の
規
翻
に
関
す
る
法
律
（
抄
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…
…
…
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○
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
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（
抄
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○
試
験
研
究
の
用
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る
原
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炉
等
の
設
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等
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（
抄
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使
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又
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置
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別
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お
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○
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別
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別
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別
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関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
条
関
係
）

（
第
二
十
条
関
係
）

：
：
…
…
…
…
…
・
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
孟
六
～
左

（
第
二
条
関
係
）
特
別
形
核
燃
料
物
質
に
係
る
試
験
…
…
・
：
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
・
　
　
　
　
　
　
…
・
・
：
：
…
…
…
：
…
：
・
・
…
…
七
二

（
第
五
条
、
第
十
三
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
～
般
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

（
第
六
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
七
温

（
第
七
条
、
第
十
四
条
関
係
）
B
錘
型
輪
…
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
…
・
：
・
：
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
黛

（
第
九
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
～
般
の
試
験
条
件
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三

（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
…
…
…
・
…
…
…
・
：
：
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

（
第
十
九
条
関
係
）
第
～
類
白
標
識
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
・
別
記
第
八
（
第
十
九
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
…
…
…
・
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・

　
・
別
記
第
九
（
第
十
九
条
関
係
）
第
三
三
三
標
識
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
・

　
。
別
記
第
十
（
第
十
九
条
関
係
）
三
葉
マ
：
ク
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
：
・
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
蘭
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
等
に
つ
い
て

・
別
記
第
一

・
別
記
第
二

・
別
記
第
三

・
別
記
第
四

・
別
記
第
五

・
別
記
第
六

・
別
記
第
七

。
別
記
第
八

・
別
記
第
九

・
別
記
第
十

　
・
別
記
第
十
一

　
・
別
記
第
ヤ
ニ

　
・
別
記
第
十
三

　
・
別
記
第
十
四

　
・
別
記
第
十
五

　
・
別
記
第
十
六

　
・
鋼
表
　
三
三
容
器
検
査
要
領
…

○
核
燃
料
物
質
等
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
記
載
要
綱
（
原
子
力
安
全
局
核
燃
料
規
欄
課
内
規
Y
…
：

　
イ
章
　
輸
送
物
の
説
明
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
：
…
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
講
書
…
…
…
…
・
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
更
新
申
請
書
：
…
：
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・

二
二
容
器
承
認
申
請
書
…
・
：
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
・

輸
送
容
器
検
査
立
会
申
請
書
…
…
…
…
：
…
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
；
…
…
…
…
…
…

輸
送
容
器
承
認
更
新
申
請
書
…
…
…
…
・
…
…
・
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…

輸
送
容
器
登
録
票
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：
…
…

輸
送
容
器
登
録
廃
止
届
…
…
…
：
…
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
：
：
・
：
…

（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）
収
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
仕
様
等
の
説
明
…
…
・

（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）
核
燃
料
野
送
物
の
安
全
解
析
等
の
説
明
書
…
…
：
：

　
（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）
輪
…
送
容
器
の
製
作
時
検
査
等
の
説
明
書
…
…
：
：

　
（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
麗
係
）
核
燃
料
輸
送
物
の
発
送
前
検
査
等
の
説
明
書
…
・

　
（
規
則
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）
運
撮
機
器
及
び
積
載
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篠
懸
の
説
明
書
：
：
：
：
：

　
特
別
形
核
燃
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物
質
等
設
計
承
認
申
請
書
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
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…
：
・
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核
燃
料
輸
送
物
設
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承
認
英
文
証
明
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・
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：
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燃
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物
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七
七

　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
七
八

　
　
　
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）
…
…
…
…
七
九

：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
　
八
二

：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
八
隅

：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
　
八
五

：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
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：
：
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：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
　
八
六

：
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
　
八
七

：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
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…
…
…
…
・
…
…
…
：
八
八

：
：
：
：
：
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：
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・
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：
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：
：
：
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八
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・
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…
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九
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・
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九
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：
・
：
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九
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…
…
δ
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…
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…
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…
・
：
…
…
…
…
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…
δ
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…
…
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・
：
…
…
…
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も
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じ

ロ
章
　
輸
送
物
の
安
全
設
計
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
　
　
　
…
…
…
…
…
：
：
…
：

表
1
｝
　
総
理
府
令
及
び
科
学
技
術
庁
告
示
に
定
め
る
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
の
評
価
…
…
　
　
　
　
　
…
・
…
…
…
・
：

　
ハ
章
　
輸
送
容
器
の
製
作
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：

　
二
章
　
輸
送
物
の
取
扱
い
方
法
及
び
保
守
条
件
…
…
…
…
…
：
：

　
ホ
章
　
安
全
設
計
、
安
全
輸
送
に
関
す
る
特
記
事
項
…
…
…
：
：

　
へ
童
－
　
申
詫
言
書
量
闘
式
：
・
：
：
・
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
　
　
　
〔
運
輸
省
関
係
〕
：
：
…

　
・
第
一
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
関
係
）
第
｝
類
白
漂
識
・

　
・
第
二
号
様
式
（
第
九
条
、
第
ナ
八
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
・

　
・
第
三
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
関
係
）
第
｝

　
・
第
四
号
様
式
（
第
九
三
三
係
）
三
葉
マ
ー
ク
…
…
…
…
…
・

　
・
第
五
号
様
式
（
第
九
条
、
第
十
八
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
漂
識
・

　
σ
二
二
ハ
ロ
写
陛
二
三
　
（
第
十
一
　
条
関
件
）
　
車
卑
｝
両
標
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・
：
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・
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・
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二
類
黄
標
識
…
…
…
…
・

．
　
e
　
　
O
　
O

・
　
e

○
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
、

　
　
監
督
局
長
・
言
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
一
）
：
：
…
…
：
…
…
・
：

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
三
皇
に
つ
い
て

　
。
三
二
第
一
　
運
搬
計
画
二
等
記
載
事
項
等
…
…
…
…
…
：
：
・
・
：
…
：
…
…

　
・
別
表
第
二
　
指
定
申
請
書
の
記
載
事
項
等
：
：
：
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
：
…
…

　
・
別
表
第
　
二
　
届
出
及
び
申
請
先
　
…
：
：
…
：
：
：
・
：
：
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
：

　
・
第
一
号
様
式
（
確
認
申
請
書
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…

　
・
第
二
号
様
式
（
指
定
申
請
書
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
・

　
・
第
蕊
号
様
式
（
届
出
書
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
・
…
：
：
：
…

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
二
）

（
運
輸
省
鉄
道

：
：
：
：
一
〇
八

　
…
：
三
〇

…
…
…
一
三

　
　
　
　
・
一
二
五

　
　
　
…
三
七
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三
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九
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一
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・
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…
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…
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四
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…
…
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…
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五
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五
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五
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二
五
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・
第
四
号
様
式
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承
認
申
請
書
）
…
…
…
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…
・
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…
…
…
…
…
…
・
・
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…
…
：

○
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
：
・
…
：
：
…
…
…
・
…
・
：
：
：

○
道
路
運
送
車
薔
の
保
安
墓
準
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
：
：

○
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
　
　
　

〔
警
察
庁
関
係
）
・

　
・
別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
…
…
…
…
…
：

　
　
一
　
運
搬
届
出
関
係
（
法
第
三
九
条
の
二
第
四
、
第
五
項
）
…
…
；
　
…
…
　
　
…
…
…
：

　
　
一
一
、
　
報
比
口
徴
収
関
係
　
（
法
第
七
六
条
）
；
・
：
；
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
　
　
　
：
・
：
…
：
：
：
：
・

○
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
）
：
・
…
…
…
：
・
：

　
。
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
例
（
警
察
庁
保
安
部
公
害
課
）

　
　
そ
の
一
、
低
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
場
A
口
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：

　
　
　
　
　
運
搬
経
路
及
び
通
過
予
定
時
刻
（
例
）
…

　
　
　
　
　
核
燃
料
物
質
等
積
載
車
両
及
び
運
転
者
（
例
）
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
携
行
資
器
材
の
名
称
及
び
瀾
数
（
例
）
　
：
：
…
…
…
・
：
・
：
；

　
　
　
　
　
運
搬
要
領
／
警
察
機
関
へ
の
連
絡
要
領
／
応
急
措
置
要
領
・
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
：

　
　
　
　
　
積
載
車
両
外
観
図
／
三
二
編
成
図
…
・
…
…
…
…
…
・
・
：
…
・

　
　
そ
の
二
、
プ
ル
ト
ユ
ウ
ム
、
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
場
合
…
…
…
・
…
…

　
　
　
　
　
運
搬
経
路
及
び
通
過
予
定
時
刻
（
例
）
…
…
…
…
…
…
－
「
…

　
　
　
　
　
核
燃
料
物
質
ハ
等
積
載
車
両
及
び
運
転
者
（
例
）
…
…
…
…
・

　
　
　
　
　
携
行
資
器
材
の
名
称
及
び
三
三
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
◆
・

・
別
記
様
式
第
二
（
第
二
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
変
更
届
出
書
…
：
：
　
　
　
：
…
…
…
：
・
：
…
…
：
…
…
：
：
：

・
別
記
様
式
第
三
（
第
四
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
振
示
書
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
：

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
鯛
す
る
法
令
の
概
要
（
説
明
）
…
…
…
：
：
…
　
　
　
：
：
・
・

核
燃
料
物
質
等
の
書
芸
の
燭
出
等
に
関
す
る
作
業
図
（
警
察
庁
）
…
…
…
…
…

　
　
、

　
　
　
　
P
　
，
　
冒
　
，
　
　
「
　
■
　
．
　
　
，
　
◎
　
●
　
　
「
　
○

，
　
■
　
・
　
・
　
■
　
■

　
　
幽
　
　
．
　
　
　
9
　
　
9
　
　
，
　
　
，

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
・
：
　
一
六
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
六
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
　
さ
塩

…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
　
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
｝
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
　
六
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
：
：
；
・
・
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
一
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
…
…
…
…
…
・
・
：
…
…
⊥
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
一
七
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
毛
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
毛
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
…
…
：
．
…
…
・
…
…
…
：
毛
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
毛
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
悪
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
：
…
…
・
…
：
モ
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
二
七
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
・
：
・
：
・
・
：
；
：
：
：
・
：
・
：
・
　
」
七
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
一
七
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
：
、
：
：
：
：
：
：
：
：
・
一
七
八
～
一
七
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
｝
八
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
一
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
■
：
．
：
：
：
一
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
・
｝
八
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
・
・
：
：
：
　
八
三

も
　
　
く
　
　
じ



も
　
　
く

　
　
　
　
　
　
運
搬
要
領
／
警
察
機
関
へ
の
連
絡
要
領
／
応
急
措
鐙
要
領
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…

　
　
　
　
　
　
積
載
車
両
外
観
図
／
車
列
編
成
図
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
。
…
…
…
…
…
．
：
：
．
…
…
…

　
　
表
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
務
担
当
者
｝
覧
表
（
警
察
庁
課
安
部
公
害
課
）
：
…
…
…
…
…
…
・
・

B
　
海
上
輸
送
関
係
法
令
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…

　
図
　
核
燃
料
物
質
等
め
船
舶
運
送
関
係
法
令
と
体
系
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…

　
　
○
船
舶
安
全
法
（
抄
）
：
…
…
：
…
：
…
：
▼
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…

　
　
○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…

　
　
　
。
第
一
号
の
二
様
式
（
第
六
条
、
第
九
十
｝
条
の
十
二
、
第
九
十
　
条
の
十
六
関
係
）
第
一
類
白
標
札

　
　
　
　
標
札
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
・
：
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
：
…
…
：
：
・
…
…
…
：

　
　
　
・
第
一
号
の
　
二
様
式
（
第
九
十
　
条
の
十
二
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…

　
　
　
・
第
一
号
の
四
様
式
（
・
鮎
第
九
十
一
条
の
十
二
、
第
九
十
一
条
の
十
六
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
…
…
…
…
…
…

　
　
　
。
第
　
号
の
五
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
届
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…

　
　
　
・
第
一
号
の
六
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…

　
　
　
・
別
表
第
十
編
ハ
　
（
第
十
四
条
、
第
二
十
二
条
の
五
関
係
）
混
載
撚
爪
軍
議
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
・

　
　
○
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
継
匿
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
：
…
・
：
…
：
：
：
…
・
：
…
・
：

　
　
　
。
別
記
第
［
（
第
四
条
麗
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…

　
　
　
・
別
記
第
二
（
第
六
条
、
第
十
一
二
条
、
第
十
四
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…

・
別
詑
第
三

・
別
詑
第
四

・
別
記
第
五

・
別
記
第
六

（
第
七
条
関
係
）
B
M
三
三
三
物
に
係
る
条
件
：
：
：
…
…
…
…
：
・
…
…
：
・
…
：
・
：
：
・
・
：

（
第
八
条
、
第
十
三
条
、
窮
十
四
条
蘭
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
：
：
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…

（
第
十
㎝
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…

・
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
・
一
八
豊
～
一
八
五

：
；
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
一
八
五
～
一
八
六

：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
　
皿
八
七

・
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
・
：
・
：
：
一
八
九

・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
一
八
九

：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
一
九
〇

・
：
・
：
。
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
　
　
九
一

、
第
二
類
黄
標
札
、
第
三
類
黄

…
…
…
…
…
：
…
・
：
：
：
…
…
…
…
：
三
箪

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
一
一
毫

…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
一
＝
五

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
一
二
六

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
一
二
六

…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
三
七

・
：
；
：
：
・
：
・
2
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
・
二
一
八

…
…
…
…
…
…
：
・
・
：
：
…
：
…
…
・
　
三
二

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
壬
三

○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
等
に
伴
う
運
輸
大
臣
の
行
う
確
認
に
関
す
る
審
務
に
つ
い
て

　
二
二
局
長
通
達
）
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
…
：
…
－
…
：
・
…
…
：
…
」
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…

…
…
…
…
・
　
：
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
三
壼

　
　
　
　
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
三
三
一
瓢

　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
一
三
四

　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
一
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷹
合
省

　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
◆
…
…
…
：
一
三
五



　
　
　
。
別
紙
様
式
一
（
規
則
第
九
十
一
条
の
九
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
安
全
確
認
申
講
書
…
…
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
三
八

　
　
　
。
放
射
性
輸
送
物
安
全
確
認
申
請
書
記
載
要
領
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
一
三
九

　
　
　
σ
別
紙
様
式
二
（
規
則
第
九
十
一
条
の
十
五
関
係
）
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
秘
書
安
全
確
認
申
請
書
…
…
…
…
…
…
・
・
…
・
…
…
…
…
・
…
・
：
…
…
三
薫
　

　
　
　
．
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
画
書
記
載
要
領
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
曇
三

　
　
〇
放
射
性
物
質
等
の
船
舶
運
送
に
伴
う
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
対
す
る
放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
行
政

　
　
　
指
導
文
講
1
そ
の
｝
）
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
：
．
：
…
…
…
…
…
…
．
：
…
：
：
：
…
…
…
．
…
…
…
…
…
…
：
。
…
…
…
：
三
無
四

　
　
　
・
別
紙
一
　
管
区
海
上
保
安
本
部
に
お
け
る
担
当
課
…
覧
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
二
毘
五

　
　
　
・
別
紙
二
　
運
送
船
舶
の
行
う
連
絡
…
要
領
…
…
…
・
：
：
：
：
…
：
：
ン
：
：
：
…
：
・
：
；
：
…
…
…
：
：
：
：
：
：
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
：
：
：
：
：
：
：
：
：
．
…
：
二
混
六

　
　
〇
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
一
の
規
定
に
基
づ
く
放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
行
政

　
　
　
指
導
文
書
…
そ
の
二
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
二
三
七

　
　
　
．
別
添
様
式
（
規
則
第
九
十
一
条
の
二
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燃
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す
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…
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別
表
第
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第
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条
関
係
）
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表
第
三
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第
三
条
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第
四
条
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係
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三
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第
四
条
関
係
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表
第
五
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第
三
条
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第
四
条
関
係
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鴉
表
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第
三
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第
四
条
関
係
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第
四
条
関
係
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第
十
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関
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⊥
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、
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・
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条
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燃
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す
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よ
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す
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よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
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四
（
第
七
条
関
係
）

　
　
。
別
記
第
五
（
第
九
三
三
係
）

　
　
。
別
記
第
山
ハ
　
（
第
十
条
関
係
）

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
綴
規
則
、

　
通
達
一
そ
の
｝
）
　
…
…
…
…

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
…
…
…
…
・
…
…
・
：
：
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
：
…
三
四
五
～
瓢
｝
胤
穴

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験
…
…
…
…
：
：
・
…
：

A
型
輪
…
三
物
に
係
る
条
件
：
…
…
…
…
：
・
…
・
：
…
…
…
・
：
…
：

B
M
三
輪
…
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
：
：

B
M
三
輪
…
三
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…

B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
：
…
・
…
・
…
・
…
：
：
…
…
…

B
U
型
輪
土
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
制
定
に
つ
い
て
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長

　
　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
に
つ
い
て
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
一
じ

　
　
　
・
二
二
　
規
則
中
の
主
な
条
項
の
解
釈
及
び
取
扱
い
、
運
搬
届
出
、
運
搬
承
認
申
請
：
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
・
別
表
第
一
　
記
載
事
項
等
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…

　
　
　
・
別
表
第
二
　
届
出
及
び
申
請
先
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・

　
　
　
・
第
一
号
様
式
　
放
射
性
輸
送
物
運
搬
届
二
二
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
：
…
・

　
　
　
・
第
二
号
様
式
　
特
別
措
置
運
搬
承
認
申
請
書
…
…
：
…
…
…
：
・
：
：
…
・
：
・
…
：
・
：
・
：
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…

B
　
海
上
輸
送
関
係
法
令
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
：

　
図
　
放
封
性
同
位
元
素
等
の
船
舶
運
送
関
係
法
令
と
体
系
：
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：

　
　
○
船
舶
安
全
法
（
抄
）
：
…
：
…
：
：
・
：
…
：
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…

幽
　
　
．
　
．
　
　
．
　
　
，
　
の
　
　
，
　
　
・
　
　
φ
　
　
▼
　
　
．
　
．

■
　
●
　
◎
　
，
　
●
　
緊
　
○
　
甲
　
■
　
●
　
，
　
●
　
　
■

■
　
　
，
　
　
9
　
　
0
　
　
‘
　
　
‘
　
　
，
　
　
曾
　
　
曾
　
　
畢
　
含
　
　
，
　
　
「

…
：
…
…
三
孟
七

：
：
：
・
：
：
：
三
五
七

・
：
・
：
．
：
．
．
．
。
灘
五
八

…
…
…
…
主
五
八

：
・
：
・
：
・
：
・
：
三
楓
八

…
…
：
：
…
巴
五
九

：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
　
宍
O

：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
乗
三

：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
三
六
三

：
　
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
・
三
六
五

…
…
…
…
…
…
…
◆
・
…
…
乗
九

：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
毛
O

…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
皿
主

：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
蕊
七
二

…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
…
毛
一
一

…
…
…
…
…
：
…
e
…
…
…
…
…
⊥
宅
一
描



○
危
険
物
土
船
運
送
二
期
（
抄
）
・
…
…

○
危
険
物
船
舶
運
送
告
示
・
・
…
…
…
…

○
運
輸
省
船
舶
局
長
通
達
（
そ
の
一
）

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の

○
三
五
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の

○
港
則
法
（
抄
）
：
：
…
：
…
…
…
－
・
…

○
港
三
法
施
行
規
則
（
抄
）
…
…
…
…

●
　
◎
　
．
　
　
「
　
．
　
■
　
驚
　
，
　
●
　
　
，
　
・
　
e
　
　
■
　
凸
　
P
　
　
曾
　
，
　
e
　
．
　
9
　
，
　
●
　
，
　
・
　
，
　
，
　
，
　
「
　
0
　
顧
　
　
■
　
．
　
．
　
◎
　
○
　
¶
　
「

●
　
■
　
，
　
「
　
■
　
，
　
蒐
　
，
　
●
　
・
　
．
　
噸
　
，

一
）
…
…
：

二
）
…
…
：

，
　
，
　
．
　
■
　
孕
　
9
　
　
璽
　
●
　
響
　
，
　
．
　
ψ
　
　
．

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
三
三
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…

○
放
製
性
三
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

○
放
射
性
同
位
元
素
輸
送
三
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て

・
別
記
一

・
劉
記
二

。
別
記
三

・
別
記
四

。
別
記
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
・
瓢
ぞ
三

：
…
…
…
…
…
…
・
：
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
　
　
　
　
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
：
：
蕊
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
…
…
…
…
…
■
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
毛
薫

　
　
　
　
　
　
　
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
：
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
：
一
毛
一
瓢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
霊
毛
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
・
証
七
蔦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
三
七
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
一
毛
姫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
毛
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
：
…
・
三
七
七

R
I
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
…
…
：
：
…

R
二
三
三
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書
：
：
…

輸
送
容
器
登
録
申
講
書
…
…
…
…
…
…
：
・
・

　
　
　
　
　
　
（
運
輸
省
船
舶
局
長
通
達
i
そ
の
二
Y
…
…
…
…
…
…

：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
・
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
皿
七
九

：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
三
八
一

・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
皿
八
二

輸
送
容
器
登
録
票
（
記
載
例
）

輸
送
容
器
の
使
用
廃
止
届
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
：
：
…
：
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
…
…

■
　
，
　
重
　
　
「
　
・
　
▽
　
■
　
■
　
■
　
◆
　
7
　
．
　
　
，
　
幽
　
，
　
含
　
・
　
「
　
■
　
覧
　
■
　
◆
　
9
　
「
　
　
．
　
■
　
璽
　
，
　
，
　
■
　
　
「
　
「
　
「
　
○
　
・

C
　
航
空
輸
送
関
係
法
令
：
…
…
…
…
：
　
　
　
－
：
・
…
…
…
…
…
…
：
◆
…
…
…
…
：

　
図
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
航
空
機
輸
送
関
係
法
令
と
体
系
：
：
：
：
：
…
…
…
…
…
：

　
　
○
航
空
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：

　
　
○
航
空
法
施
行
規
則
二
三
）
…
…
…
…
・
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・ ；

：
：
：
：
・
：
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
：
・
：
罵
八
蕊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
三
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
・
：
・
：
葺
八
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
：
三
八
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
：
…
∴
穴
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
’
…
…
…
…
：
…
…
●
…
…
・
…
二
穴
六

〇
放
躬
三
物
三
等
航
空
輸
送
告
示
…
…
…
・
…
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…
：
・
：
・
…
…
…
…
・
：
…
：
…
…
…
…
：
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
…
…
…
三
八
六

〇
運
輸
省
航
空
局
長
通
達
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
…
…
…
－
…
・
…
…
…
－
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
－
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
…
果
六

〇
放
射
性
間
位
元
素
等
に
よ
る
放
躬
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
富
一
八
七

〇
放
射
性
岡
三
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
…
…
：
…
－
…
…
・
：
：
：
：
－
…
・
…
・
：
・
：
…
：
…
…
…
・
：
・
…
…
…
一
穴
九

．
　
噸
　
，
●
　
，
　
響
。
　
．
，
，
　
，
5
0
　
9
0
◎
　
■
辱
■
　
o
幽
。
　
，
■
，
　
　
　
　
　
　
　
　
，
■
■
　
唖
。
「
　
「
亀
■
　
■
　
　
．
　
．
●
　
「
．
「
．
　
●
●
の
　
9
●
　
響
・
●
　
曜
　
．
■
9
　
「
曾
，

，
　
，
　
◆
　
　
，
　
■
　
「
　
　
■
　
噛
　
．
　
．
　
●
　
●
　
　
■
　
「
　
噛
　
．
　
曹
　
，
　
，
　
■
　
，
　
　
，
　
◆
　
．
　
　
■
　
　
　
，
　
畠
　
，
　
，

，
　
●
　
専
　
響
　
會
　
「
　
膨
　
o
　
電
　
．
　
，
　
響
　
8
　
響
　
“
　
7
　
●
　
φ
　
■
　
■
　
φ
　
？
　
孚

も
　
　
く
　
　
じ



頂

も
　
　
く
　
　
じ

関
連
法
令
及
び
定
義
等
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
φ
：
…
…
…
…
…
…
曜
：
…
…
…
…
…
…
．
●
∴
究
～

　
　
○
薬
事
法
（
抄
）
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
9
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
p
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
◎
　
究
三

　
　
〇
放
射
性
医
薬
最
製
造
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
究
㈱

　
　
○
郵
便
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
：
…
・
尭
六

　
　
〇
昭
和
二
十
二
年
逓
信
雀
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
、
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
（
抄
）
　
…
…
究
七

　
　
〇
昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
嵐
九
八

　
　
○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
：
：
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
四
〇
〇

　
　
〇
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
二
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
圏
〇
二

　
　
〇
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
：
…
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質
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図　核燃料物質等の運搬に関する基本体系

核燃料物質等の運搬

工場又は事業所の内

工場又は事業所の外

加工事業所内

再処理事業所内

使糟事業所内

陸囲撚
　　｝

　　　　　「輸送物一
車両運酬
　　　　　L輸送方法

L＿輸送経路、輸送購。指示＿都道府購委員会

船舶輸送

L＿運送中。保購等噺

L航空機輸送

科学技術庁

通　産　省

運輸省（船舶筒）

科学技術庁

同　上

同　上

同　上

同　上

　　　　自動車局
運輸省（　　　　　　　　）
　　　　鉄管局

運輸省（船舶局）

海上保安庁

運輸省（航空局）

（注）　危険時の措置については、工場又は事業所内の輸送にあっては、事業所の区：分に応じ各主務大臣が、エ場又

　　は事業所外の輸送にあっては、内閣総理大臣叉は運輸大臣が、それぞれ応急極目を定めるとともに、必要な措

　　置命令を発することとなっている。
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図　核燃料物質等の藝業所内運搬関係法令と体系
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○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薦
鯉
警
癖
靖
晶
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
五
一
二
年
唐
門
月
五
日
法
律
第
八
轟
ハ
篇
万

（
掻
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
用
が

　
平
和
の
自
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
駕
が
計
麺
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
圏
際
規

　
髄
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
を
閉
的
と
す
る
。

（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
二
十
一
条
の
二
　
加
工
事
業
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

一二三

加
工
施
設
の
保
全

加
工
設
備
の
操
作

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬

（
加

里
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
捌
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
限
る
。
次
条
に
お
い

　
　
て
同
じ
。
）
、
好
蔵
叉
は
廃
棄

（
施
設
の
使
田
川
の
停
止
等
）

第
二
十
一
条
の
三
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
加
工
施
設
の
保
全
若
し
く
は
加
工
設

　
備
の
操
作
又
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
物
の
運
澱
后
貯
藏
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
前
条
の
規
定
に
基
づ
く

　
　
　
　
エ

　
総
理
府
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
加
工
事
業
者
に
対

　
し
、
加
工
施
設
の
使
朗
の
停
止
、
改
造
、
修
理
又
は
移
転
、
加
工
設
備
の
操

　
作
の
方
法
の
捲
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
ω
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六

（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
三
十
五
条
　
原
子
煙
設
置
者
及
び
重
織
原
子
力
船
運
航
春
は
、
次
の
事
項
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
い
て
、
主
務
省
令
ぺ
（
外
国
原
子
力
船
穂
聖
者
に
あ
っ
て
は
、
運
輸
省
令
）

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
鍛
を
講
じ
な
け
れ
ぼ

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
原
子
輔
α
施
設
の
保
全

　
二
　
原
子
煩
の
運
転

　
三
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯

　
　
蔵
又
は
廃
棄
（
運
搬
及
び
廃
棄
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た

　
　
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

　
　
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
又
は
廃
棄
に
限
る
。
次
条
第
　
項
に
お
い
て
岡
じ
。
）

2
（
略
）

五



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
（
施
凱
載
の
使
用
の
停
止
等
）

第
三
十
六
条
　
主
務
大
鐡
（
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
い
て
は
、
運
輸
大
臣
）

　
は
、
原
子
炉
施
設
の
性
能
が
第
二
牽
九
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合

　
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
原
子
頬
施
設
の
保
全
、
原
子
炉
の
運
転

　
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
借
置
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
の

　
く
主
務
省
令
、
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
原
子
炉
設
置

　
者
又
は
外
廓
原
子
力
船
運
航
者
に
対
し
、
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
停
止
、
改

　
造
、
修
理
又
は
移
転
、
原
子
炉
の
運
転
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
（
略
）

　
　
ω
　
実
用
発
電
用
炉
規
則
第
十
三
条

　
　
　
　
実
用
舶
用
炉
規
則
第
二
十
五
条

　
　
　
　
試
験
研
究
用
炉
規
則
第
十
二
条

　
　
②
　
突
用
向
落
卵
規
則

　
（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
四
十
八
条
　
再
処
理
事
業
春
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
ω
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
再
処
理
施
設
の
保
全

　
二
　
再
処
理
肌
双
備
の
操
作

　
三
　
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
又
は
こ
れ
ら
に
よ
つ

　
　
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
（
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
、

六

　
　
内
の
運
搬
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
嗣
じ
。
）
、
貯
蔵
又
は
廃
棄

　
（
施
設
の
使
用
の
停
止
等
）

第
四
十
九
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
再
処
理
施
設
の
保
全
若
し
く
は
再
処
理
設

　
備
の
操
作
又
は
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
若
し
く
は

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
措
置
が
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
総
理
府
気
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認

　
め
る
と
き
は
、
再
処
理
事
業
春
に
対
し
、
再
処
理
施
設
の
停
庄
、
改
造
、
修

　
理
又
は
移
転
、
再
処
理
設
備
の
操
作
の
方
法
の
撫
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に

　
必
要
な
漏
話
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
再
処
理
規
鋼
第
十
四
条

　
（
運
搬
の
基
準
）

第
五
十
九
条
　
使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
の
運
撮
（
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬

　
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
ω
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て

　
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

　
　
ω
使
用
規
則
馨
条

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
一
（
略
）

　
二
（
略
）

　
一
工
　
第
十
－
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
一
M
粂
の
一
二
、
第
＝
一
十
六
条
紬
弟
　
項
訟
右

　
　
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第

　
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
二



第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た

春

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

七



核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

置
碁
難
不
旱

嘉
）

　○
規核
則燃
（料
抄物
）質
　の
　加
　工
　の
　事
　業
　に
　関
　す
　　る

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
五
コ
一
年
一
～
一
日
月
山
ハ
R
州
総
理
府
A
7
繍
昂
四
－
九
口
写

　
（
工
場
叉
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
七
条
の
六
　
法
第
二
十
　
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
加
工
事
業
者
は
、
加
工

　
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い

　
う
。
）
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
借
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
Q

　
～
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
⇒

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
比
そ
の
他
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め

　
　
　
　
　
②

　
　
　
の
措
鷹
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
顎
口
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
國
難
な
も
の
を
長
富
の
承
認
を

八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
腿
麟
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
G

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
▽
〈
は
p
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
飽
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
裏
薩
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
宮
の
定
め
る
放
射
線
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
の
二
神
　
号
p
の

　
評
容
忍
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
ば
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
岡
｝
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
ど
混

　
載
し
な
い
こ
と
〇

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
欝
乎
に
従
事
す
る
嵩
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る



　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
翻
限
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
澗
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
岡
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
駿
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
叉
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
に
叡

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
す
る
蕎
の
適
当
藷
露
書
の
定
め
る
漂
識
鞭
取
り
付
け
る
こ
と
・

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
も
の
の
被
ば
く
放
川
射
線
量
が
鮎
弟
七
条
の
～
二
籠
二
項
（
第
｝
二
号
の
許
容
被
ば
く

　
　
線
量
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
…
二
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

長
官
の
承
認
柳
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
・
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
鍛
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
宮
の
定
め
る
放
射
線
量
職

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
［
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
加
工
事
業
者
は
、
核
燃
料
昇
物
質
等
の
運
澱
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

　
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理

　
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

　
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

　
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

　
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

　
料
物
質
等
を
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1

核
燃
料
物
質
等
事
業
所
内
浦
搬
告
示
第
二
知
事
一
項

同同同同同詞同

第
二
条
菊
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条

二野



試
験
研
究
の
飛
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

〔
昭
和
三
ナ
至
当
十
二
月
九
段
総
理
府
令
第
八
十
三
号
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
　
二
月
一
一
八
日
総
理
府
令
第
五
〇
号

　
（
適
穏
範
囲
）

第
［
条
　
こ
の
府
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
則
に
関

　
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

　
二
手
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
つ
い
て
適
益
す
る
。

　
（
略
）

　
（
工
場
又
は
事
紫
不
所
…
内
の
運
搬
）

第
十
二
条
　
法
晶
第
三
十
五
ん
粂
の
規
定
に
よ
り
原
子
炉
設
鐙
者
等
は
、
漂
照
明
炉
楡
照

　
設
を
設
託
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
（
漂
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ

　
の
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は

　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料

　
物
質
等
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
Q

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

δ

　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
躬
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
の
定
め
る
限
鹿
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
防
止
そ
の
他
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の

　
　
　
の

　
　
措
畳
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
受
け
た
障
害
防
比
の
た
め
の
三
軸
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三
　
藤
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
口
　
容
易
か
っ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
っ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
お
よ
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損

　
　
等
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
．
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
鐙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
発
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
藤
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
の
二
第
一
号
ロ
の

　
許
容
表
面
密
度
の
牽
分
の
～
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。



　
五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
岡
｝
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
ッ
ど
混

　
　
蔵
し
な
い
こ
と
Q

　
七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
概
、
見
張
人
の
配
置
等

　
　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
爾
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
岡
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
麗
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
溝
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
詞
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
す
る
車
海
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
…
　
従
事
春
以
外
の
音
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
岡
項
第
黒
号
及
び
第
四
号

　
　
試
験
研
究
の
屠
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

　
に
掲
げ
る
霊
堂
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
⑦

　
長
宮
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
薗
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
｝
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
黒
し
な
い
。

4
　
原
子
炉
設
置
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

　
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
＝
　
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
事

　
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
一
二
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

　
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
｝
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

　
燃
料
物
質
等
を
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

　
揺
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
9

（
抄
）

（8）　（7）　（6）　（5）　確）　（3）　（2）　（

「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ぺ
…
ジ
参
照
）

二



使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る

規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

ﾈ
紺
碧
建
飽
海
琶

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
十
二
月
二
八
日
総
理
府
令
第
五
二
号

　
（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再
処
理
施

　
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ

　
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）

　
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○

　
㎝
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
聴
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
富

　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
の
定
め
る
限
度
一
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
め
の
搭
象
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
薦
難
な
も
の
を
懸
賞
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
一
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

董

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
周
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
諏
か
ら
一
洗
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
φ

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
最
嶺
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
颪
の
放
射
性
物
暫
ハ
の
密
度
が
第
九
条
第
一
号
p
の
許
容

　
表
面
密
度
の
十
分
の
　
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
周
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。



　
八
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
課
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
稜
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
父
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
躍
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
囎
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
周
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
必
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
櫟
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
春
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
十
条
第
一
項
第
三
号
の
許
容
被
ば
く
線
量
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
0

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
～
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
の

　
長
富
の
承
靭
讐
受
け
た
措
罎
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
漁
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＄

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
嗣

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
饅
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
絹
し
な
い
G

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

4
　
再
処
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
費
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
菰
十
三
年
総

　
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
．
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

　
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

　
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

．
燃
料
物
質
等
を
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

　
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

　
　
）
　
　
　
ノ

（鋤　　（7）　（6＞　（5）　（荏）　（3）　（2）　（1

「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ぺ
…
ジ
参
照
）

ご
エ



核
燃
料
物
質
の
使
順
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
聯
…
獅
般
難
晴
艶
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
＝
一
月
二
八
日
総
理
府
令
第
煮
三
号

　
（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
の
潜
入
上
の
基
準
）

第
五
条
　
法
第
五
十
九
条
（
法
範
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
Q

　
二
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の

　
　
条
に
お
い
て
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ

　
　
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
冒
す
る
場

　
　
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
　
の
定
め
る
限
慶
一
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
。

　
　
p
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
藷
㌧
く
函
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
。

　
四

三
　
餉
項
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
G

　
口
　
容
易
か
っ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
周
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
…
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
飽
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
叉
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
褒
面
及
び
㌫
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
弛
の
距
離
に
お
け
る
網
間
射
線
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
包

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
最
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
～
の
表
面
の
放
論
…
洋
物
暫
｛
の
密
｛
皮
が
第
三
並
置
叩
四
号
p
の
許
⊥
谷

　
表
面
密
度
の
十
分
の
　
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
Q

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
春
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
澗
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。



　
八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
爾
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
枳
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
問
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
牽
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
謝
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
叉
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
幸
一
　
従
事
春
の
集
積
線
量
及
び
被
ば
く
放
射
線
量
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
第

　
　
六
号
イ
の
許
容
集
積
線
鍛
及
び
許
容
被
ば
く
線
量
を
超
え
な
い
よ
う
に
す

　
　
る
こ
と
。

　
十
二
　
従
事
春
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
最
が
第
三
条
第
穴
号
ハ
の
許
容
被
ば
く
線
最
を
超
え

　
　
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
…
二
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
薯
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
磐
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
袈
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
鍛
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
は
、

　
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
輪
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
超
群
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及

　
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
落
第
七
十
二
号
）

　
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ

　
の
項
に
お
い
て
「
事
業
所
外
運
搬
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
保
安
の
た

　
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
の
法
燈
五
十
九
条
（
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
目
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
の
技
術
上
の
基

　
準
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
所
外
運
搬
基
準
と
す
る
Q

（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3）　（2）　（1

、」 「
加
工
規
則
」
の
場
合
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

蓋



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
披
術
的
細
摺
等
を
定
め
る
告
示

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告

　
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
X
雛
質
禰
餅
＋
騎
〕

　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
～
年
総
理
府
令
第

三
十
七
号
）
第
七
条
の
六
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
真
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
十
二
条
、

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）

十
濾
条
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

令
第
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
則
を
実
施

す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
腸
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等

に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
五
幸
四
年

　
一
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
五
十
二
年
科
学
技
術
庁
欝
欝
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技

術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
纂

　
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
六
、
試
験

　
硯
究
の
用
に
供
す
る
原
子
騨
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下

芸

　
¶
試
験
研
究
煩
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
、
使
罵
済
燃
料
の
再
処
理
の

　
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
繁
幸
四
条
及
び

　
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
興
（
以
下
「
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）

　
第
五
条
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
「
…
条
　
加
工
規
購
第
七
条
の
烈
震
一
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十

　
二
条
第
㎝
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
則
第
十
暇
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
硬

　
用
規
則
第
五
棄
子
一
項
第
二
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
限
度
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当

　
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技

　
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
A
値
の
一
万
分
の
　
と
す
る
。

2
　
加
工
規
購
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二
条

　
　
レ
弟
一
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
…
警
部
十
四
条
第
　
項
第
一
報
写
イ
及
び
使
用
規

　
則
第
五
条
第
…
項
第
エ
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
動
恥
の
申
渡
瞬
戴
回
）



第
三
条
　
加
工
㎞
規
則
箪
｝
七
条
の
六
部
甥
｝
項
第
二
号
p
、
試
…
験
研
…
究
一
浴
一
規
削
則
第
十
・

　
二
条
第
｝
項
第
二
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
p
及
び
使

　
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
Q

　
｝
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
撮
す
る
臼
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
＝
唄
第
囮
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
一
項
第
四
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
使
用
規
則

　
第
五
条
第
㎝
項
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と

　
す
る
。

　
｝
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
曲
線
儀
率
に
つ
い
て
は
、
必
然
ミ
リ
レ
ム

　
　
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
準
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
三
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
軍
体
の
底
面
）
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
一
…
欝

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
．

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
駈
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
諸
等
を
定
め
る
告
示

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
十
・
ミ
ジ
レ
ム
毎
日
町

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
…
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
鳳
里
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
（
危
険
物
）

第
五
条
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
｝
項
第
六
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
牽
二

　
条
第
一
項
第
六
口
写
、
　
颪
口
隔
処
理
恥
規
則
箪
叩
十
－
四
条
第
｝
項
籠
〃
ゐ
ハ
口
写
及
び
繍
臥
用
規
…
則

　
第
五
条
第
　
項
第
六
号
の
長
宮
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
【

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
岡
譜
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
一
…
　
古
陶
圧
ガ
ス
取
締
法
　
（
昭
和
｝
…
↓
一
山
ハ
年
法
律
第
一
二
臼
四
口
ぢ
）
　
第
一
一
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
Q
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
筋
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

　
（
標
識
）

第
点
ハ
条
　

加
叩
工
規
剛
即
第
七
条
の
山
ハ
第
一
謹
狽
第
L
T
篇
万
、
　
試
験
研
究
瞬
炉
規
則
第
十
皿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薯



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
条
第
｝
項
第
十
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
㎝
項
第
十
号
及
び
使
用
日
鋼

　
第
五
条
第
一
項
第
十
号
の
長
沼
の
定
め
る
標
識
は
、
別
記
に
掲
げ
る
標
識
と

　
す
る
。

　
（
特
別
措
環
蹴
に
係
る
承
静
脈
の
申
離
唄
講
）

第
七
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
二
項
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二
条
第
二

　
項
、
再
処
理
規
躍
第
十
四
条
㌶
こ
項
及
び
使
用
規
…
劇
薬
五
条
晶
弟
二
項
の
規
定

　
に
よ
る
承
認
の
申
講
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
に

　
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
往
所
並
び
に
法
人
で
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
…
二
　
運
搬
物
の
蓑
磁
並
び
に
幽
衣
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
顕
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
鍛
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
鍵
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
前
工
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
る
措
置

二
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
再
処
理
規
則
第
－
γ
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
使

用
規
則
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
長
窟
の
定
め
る
放
射
線
星
率
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

　
　
運
搬
物
の
表
齎
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

　
時

二
　
運
搬
〃
物
の
輯
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
躁
離
に
お
け
る
口
放
蘭
纒
綿
置
襲
率
に
つ

　
い
て
は
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
八
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
二
項
た
だ
し
書
、
試
験
研
究
炉
規
剛
第
十



別記（第6条関係）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
書
等
を
定
め
る
含
示

＼

♪メ

　放　射　性

事業所内運搬

注

　　　　　　　／

＼》／

1　‘は、α5セソチメ～トル以上とするQ

2　nは、0．2セァチメートル以上とする。

3　車癒に取り付ける標識については、その

各辺は、15センチメートル以上とする。

4．色彩は、次表によること。

部　　　　分 色彩

地 白

】三　葉　マ　一　ク 黒
i 文　　　　　　　　字 黒

F
ト
ー
I
I
　
一

ふ　ち　の　部　分

ﾓ　ちの内側の線
白
黒

…

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視

区域内運搬」の文字で代えることができる。

一
九



実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

〔昭

､
産
業
省
令
第
七
十
七
号
〕

　
（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

第
十
訂
…
条
　
法
論
弟
三
十
・
五
条
箪
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
v
設
置
者
は
、
原

　
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核

　
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
産
業
大
臣
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

　
　
放
射
性
物
質
の
飛
散
叉
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
通
商
産
業
大
国
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
薦
を
講
じ
た
も
の
を
運
署
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
大
型
機
械
等
容

　
　
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
な
も
の
を
通
商
産
業
大

　
　
臣
の
承
認
を
受
け
た
障
害
楚
の
た
め
の
愚
見
講
じ
て
運
搬
す
る
場
．

一
δ

　
　
合

一二

@
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
口
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想
さ

　
　
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等
が

　
　
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
懸
樋
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
澗
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
Q
）
の
表
諏
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
量
翫
乞
超
え
な
い
よ
う

　
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
八
条
第
一
号

　
ロ
の
許
容
表
面
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
周
一
の
運
搬
機
器
に
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
危

　
　
ラ

険
響
混
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
運

　
搬
に
従
事
す
る
曹
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る
車
両
以
外
の
車
両
の



　
　
立
入
り
を
制
限
し
、
か
つ
、
必
要
な
箇
飯
に
見
張
入
を
配
濡
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
両
に
積
載
し
て
運
搬
す
る
運
合
は
、
徐
行
す
る
と
と
も
に
、
運
搬
行

　
　
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ

　
　
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
青
を
岡
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
馬
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
Q
以
下
同
じ
Q
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
を
運
搬
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
る
車
両
の
適
楽
な
箇
所
に
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
櫟
綿
隣
を
取
り
付
け
る

　
　
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
轡
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
景
が
第
九
条
第
一
項
第
㎜
一
欝
写
の
許
容
被
ば
く
線
量
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
岡
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
通
商
産
業
大
駆
の
承
認
を
受
け
た
措
概
夢
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら

　
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら

　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
臣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
定
め
る
放
射
線
量
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
蜀
（
抄
）

3
　
第
｝
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

　
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運

　
輸
省
令
第
七
牽
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技

　
術
上
の
蒸
器
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事

　
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（8＞　（7）　（6）　（5＞　（4）　（3）　（2）　（1＞

実
用
発
電
所
内
運
搬
告
示
第
一
一
条
第
…
項

同学同流同岡同

学
二
条
第
二
項

第
三
琴

爪
四
条

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
至

要



工
場
父
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
借
置
に
係
る
技
衝
…
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

○
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

k昭
a
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
瞬
冊
趙
壷
乾
酪
同
量
省
闘
止
ロ
一
那
鮪
弟
六
百
山
ハ
十
轟
ハ
号
〕

　
実
薦
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通

商
産
業
省
全
知
七
十
七
号
）
第
十
忽
…
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
規
定
を
実

施
す
る
た
め
、
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る

措
置
に
係
る
技
術
的
細
工
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
工
場
叉
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る

技
術
的
細
自
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
【
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
絹
語
は
、
実
罵
発
電
用
原
子
炉
の
設

　
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
に
お

　
い
て
使
用
す
る
罵
誰
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
凶
の
定
め
る
限
度

　
は
、
　
｝
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
羅
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
獲
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
年
十
二
月
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
A
値

　
の
…
万
分
の
一
と
す
る
。

一
三

2
　
規
則
第
幸
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
障
害
防
止

　
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
固
型
化
材
料
に
よ
っ
て
瞳
型
化
す
る
こ
と
等

　
　
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
を
防
止
す
る
こ
と
。

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
羅
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
密
訴
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
羅
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
珊
条
第
一
項
第
縢
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

　
　
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ



　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
一
二
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
下
両
）
に
お
け
る
放
射
線
工
率
に
つ
い
て
は
、
二
百

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
十
ミ
リ
レ
ム
隔
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
醸
に
お
け
る
放
川
猟
線
鍛
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
薗
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
・
に

　
　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
十
一
二
条
第
一
項
第
六
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
危
険
物

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
～

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
一
一
百
四
号
）
第
一
一
条
に
規

　
　
題
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
一
一
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
6
1
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
鍛
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

　
（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
十
三
条
第
｝
項
第
十
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
漂
識
は
、

　
別
記
の
も
の
と
す
る
。

　
（
特
別
措
置
に
係
る
承
…
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
規
則
第
十
三
条
繁
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
講
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
叉
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
…
ト

　
　
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
録
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
る
措
置

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
八
条
　
規
則
第
十
｝
二
条
第
二
項
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
蟹
率
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
Q

工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
衝
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

量



工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
醜
す
る
措
躍
に
係
る
技
術
的
細
譲
等
を
定
め
る
告
示

単

一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
景
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

時

　
二
　
運
搬
物
の
裏
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
　
　
寸
　
　
　
り

　
　
　
阿
　
　
§
ハ

　
こ
の
告
示
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
施
行
の
鍵
か
ら
施
行
す
る
。

別　記（第6条関係）

「

・諺

夢

洗　1　研ま、2ミリメートル以上とする。

　　2　mは、0．5センチメートル以上とする。

　　3　車両に取り付ける標識については、その

　　各辺は、15センチメートル以上とする。

　　4　色彩は、次表によること。

、麟轟／
＼》／

「π色彩
…

　　　　地
　＝　　嚢｝　マ　　一　　ク
　　みく
　文　　　　　　　字
　ふ　ち　の　部　分

　ふちの内側の線

難

劃
黒」

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視

区域内運搬」の文字で代えることができる。



○
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
　
〔
翻
耀
紅
藍
餐
膏
八
琶

　
（
原
子
力
船
等
内
の
運
搬
）

第
工
十
五
条
　
法
第
三
十
五
条
笛
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
概
春
等
は
、

　
玉
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
［
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物

　
　
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
一
一
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
啓
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
大
臣
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性

　
　
　
物
質
の
飛
散
叉
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射

　
　
　
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
〔
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
饗
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
坂
も
の
を
運
輸
大
駆
の
承

　
　
　
認
を
受
け
書
軸
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
撃
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

コ　

@
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

実
薦
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
イ
簸
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等

　
　
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

圏
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
颪
か
ら
一
戸
；
ト
ル
の
麗
離
に
お
け
る
放
射
線
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
．
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
織
屋
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、

　
か
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十
条
第
｝
号
ロ
の

　
許
容
表
隔
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
落
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
父
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
岡
一
の
運
搬
機
器
に
運
輸
大
量
の
定
め
る
危
険
物

　
と
混
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
正
倉
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
馬
す
る

　
車
両
以
外
の
車
尚
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

二
五



実
用
船
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
財
（
抄
）

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
撮
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
逃
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
課
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
幸
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
穰
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
二
又
は
車
両
に
置
幽
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
運
輸
大
雛
の
定
め
る
標
識
を
取
り
懸
け
る
こ

　
　
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
も

　
　
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
第
二
十
一
条
第
一
項
晶
弟
三
号
の
許
容
被
ば
く
線

　
　
量
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
嗣
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
腰
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
撃
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代

　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
蕗
か
ら
ニ
メ

　
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
蟻
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
甑
の
定
め
る
放

　
　
　
　
　

　
射
線
量
》
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
醒
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
城
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
「

二
六

4
　
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等

　
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年

総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
館
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等

車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第

十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
｝
項
の
議
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子

力
船
等
に
お
い
て
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（8）　（7＞　（6）　（5）　（4＞　（3）　（21　（1

実
用
原
子
力
船
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

同宿同同同会同

第
二
廊
廟
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
黒

蜜
七
条

第
八
条



○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関

　
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

u
論
獅
バ
塑
廿
鉛
〕

　
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
綴
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸

省
令
第
七
十
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た

め
、
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
等
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
概
に
係
る
技

術
的
挙
国
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
凍
子
力
基
本
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
｝
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
羅
に
係
る
技
術
的

細
殿
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
｝
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
牽
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
Q
以
下
「
規

　
劉
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
規
則
箆
二
十
五
条
第
｝
項
第
二
号
イ
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
限
度
は
、

　
｝
グ
ラ
ム
惑
た
り
核
燃
料
　
物
質
紐
守
の
工
場
又
は
事
自
軍
所
の
外
に
お
け
る
㎜
建
搬

　
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年

核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
齪
に
係
る
技
術
的
細
謹
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
A
値
の
一
万
分
の

　
へ
と
す
る
。

2
　
規
則
第
二
十
五
条
第
｝
紺
碧
一
言
写
イ
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
障
害

　
防
止
の
た
め
の
措
鐙
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
…
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
（

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
国
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
講
）

第
［
二
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
土
量
｝
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
鰯
⑳
の
申
独
胴
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
Q

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
臼
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
景

　
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛



核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
毎
時

工
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

三
　
庫
両
の
表
薦
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
垂
直
薩
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百

　
ミ
リ
レ
ム
毎
時

四
　
車
爾
の
表
面
（
囎
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
垂
直
繭
）
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
剛
率
に
つ
い
て
は
、

　
十
t
ミ
リ
レ
ム
毎
目
時

五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
ム
毎
蒔

六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
睡
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に

　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
運
輸
大
事
の
定
め
る
危
険
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
…
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
｝

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
周
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
撰
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

　
（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
二
十
近
条
第
一
項
第
十
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
標
識
の
様

　
式
は
、
別
記
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
特
別
措
躍
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
疵
名

　
一
一
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
…
二
　
運
搬
物
の
表
翻
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
顕
離
及
び
ニ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
顕
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
規
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
嗣
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
呈
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め

　
に
講
ず
る
借
置

（
特
別
措
縫
の
適
絹
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
量
率
）



第
八
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
憲
の
運
輸
穴
臣
の
定
め
る
放
射
線

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
G

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時

　
二
　
運
搬
物
の
蓑
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

別記様式（第6条関係）

1　Zは、α5センチメートル以上とする。

2　nは、0．2センチメートル以上とする。

3　車両に取り付ける標識については、その各辺

　は、15センチメートル以上とするQ

4　色彩は、次表によること。

注

色彩分部

白
黒
黒
白
黒

ク
字
分
線

地
マ葉

ちの部
ちの内側の

三
文
ふ
ふ

び

　
　
　
　
　
　
撮

摩
繋

　
　
　
　
　
　
事、義轟ゾ
＼》／

5　「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視区域

内運搬」の文宇でかえることができる。

核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
澱
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
綱
目
等
を
定
め
る
告
示

孟
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図　核燃料物質等の事業所等外運搬関係法令と体系

　
等

　
認

　
確
麗

　
る
措

法
す
の

　
関
時

　
に
険

ロ缶
搬
危

　
運
…

　
…
項

規
2
1

　
の
第

　
条
条

　
9
　
，
4

　
5
6

　
勢
第

（第59条の2）

（第64条第1項）

（第59条の2）

　規捌法施行令
第17条の3（確認）
第17条の4（属出）

〉　
と
ド
ロ

全
タ
員

紆
所
規

理
業
搬

総
事
運

く

、第17塑∴

〈総理府令〉

届　出　規　則

（第17条の3）

＜騰齢＞1
㊧車両運搬規則 二二

灘鍵1

鉄道監督

　　　局長通達
自動車

〈運輸省令〉

危険時措置規則



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）〔

麟
瞬
配
置
扮
一
碧

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
六
号

（
医
欝
）

第
一
条
　
こ
の
法
径
日
は
、
原
子
・
刀
痕
・
本
法
（
昭
［
和
｝
二
十
・
年
法
戯
口
晶
弟
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
凍
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
用
が

　
平
和
の
謬
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
駕
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
御
調
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
零
墨
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規

　
鋼
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
五
十
九
条
の
二
　
使
駕
者
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
慕
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
園
原
子
力
船
運
航
者
及
び
再
処
理
事
業
春
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業

　
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
叉
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
欄
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

　
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
含
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鉛

　
い
て
の
措
置
を
除
き
、
貝
輪
省
旬
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
技

術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁

　
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
徹

　
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
春
等
は
、
そ
の
運
搬
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
措
置
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
理
府
禦

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
核
燃
料

　
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が

　
周
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
等

　
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と

　
が
で
き
る
Q

4
　
筆
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
叉
は
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
を
防
虚
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

使
用
老
等
は
、
総
理
府
令
ヨ
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県

公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
筋
項
の
届
鐵
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
災

　
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

三



　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

運
搬
の
日
時
、
経
路
そ
の
侮
総
理
府
碕
で
定
め
る
双
書
に
つ
い
て
、
必
要
な

指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（4｝　（3）　（2）　（1＞（7＞　（6＞　（5）

事
業
所
外
運
搬
規
則
　
第
三
条
か
ら
第
牽
四
条
ま
で

（
核
）
事
薗
運
搬
規
剣
　
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で

規
制
…
法
施
行
A
¶
　
紬
第
十
七
条
の
｝
二

市
融
業
所
外
運
搬
漁
総
則
　
　
第
L
T
山
ハ
条
及
び
第
十
七
ん
粂

（
核
）
車
両
運
搬
規
則
　
第
二
十
｝
条

規
制
法
施
行
令
　
第
十
七
条
の
四

届
臨
規
則
　
第
二
条

届
出
規
則
　
第
四
条

（
事
故
届
）

箪
叩
山
ハ
⊥
「
㎜
二
条
　
　
難
桝
錬
古
サ
業
申
着
、
　
加
…
工
事
輩
ハ
山
僧
、
　
賄
尿
エ
丁
炉
肌
戒
置
暑
徊
、
　
外
・
国
粋
か
エ
丁
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
慕
業
者
及
び
寺
田
粋
者
（
第
六
十
六
条
第
｝
項
に
規
定
す

　
る
春
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ち

　
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
つ
い

　
て
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

　
旨
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
鵬
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
六
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
夢
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
麿
原
子
力

　
船
運
航
春
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

　
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
承
了
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た

　
者
は
、
そ
の
醗
持
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ

　
の
他
の
災
害
が
起
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る

…二

災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
ウ
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直

　
　
　
　
　
　
　
め

　
ち
に
、
主
務
省
礒
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
裏
罫
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

3
　
内
閣
総
理
大
距
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
岡
項
に
規
定
す
る
者
に
潔
し
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施

　
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
の
使
用
の
停
止
、
核
燃
料
物
質
の
所
在
場

　
所
の
変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
虫
口
を
防
止
す
る
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
Q

　
　
製
錬
事
業
者
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
煮
牽
八
条
の

　
二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
窮
業
所
外
廃
棄
」
と
い
う
。
）
に
係
る
場

　
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

　
運
搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と

　
い
う
Q
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

二
　
加
工
翁
業
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
絹
者
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
核

　
燃
料
物
質
の
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
、
内
閣
総
理
大
臣
（
事
業

　
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
鳥
距
又
は
運
輸
大
臣
）

三
　
言
忌
炉
設
置
考
　
第
二
十
三
条
第
｝
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
距
又
は
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外

　
廃
棄
に
係
る
黙
黙
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る



　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
巻
　
運
輸
大
臣
（
窮
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
照
）

　
　
　
ω
　
事
業
所
外
運
搬
規
則
第
十
八
条

　
　
　
　
　
危
険
措
置
規
則
第
｝
条
第
｝
項

（
指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
措
置
）

第
六
十
六
条
　
第
牽
条
の
規
定
に
よ
り
捲
定
を
取
り
消
さ
れ
た
製
錬
事
業
者
、

　
第
二
十
条
、
第
三
十
三
条
、
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
六
十
　
条
の
六
の
規

　
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原

　
子
力
船
運
航
者
、
使
用
考
若
し
く
は
購
際
規
鋤
物
資
使
葉
者
又
は
前
条
第
一

　
項
、
第
【
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
者
（
核
原
料
物
質
使
用
巻
及
び
核
漂
料
物
質
使
用
者
に
係
る
前
条
第
四
項

　
の
者
を
除
く
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質

　
を
譲
り
渡
し
、
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
を
除
去
し
、
若
し
く
は
核
燃
料
物

　
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
窮
し
、
又
は
国
際

　
規
潮
物
資
（
核
燃
料
物
質
を
除
く
。
）
を
譲
り
渡
す
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
が

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
す
る
場
合

　
に
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
及

　
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
が
核
燃
料
物
質
を
運

　
継
し
、
又
は
保
管
す
る
場
合
に
準
用
す
る
Q

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
報
皆
徴
収
）

樋門

Hハ

ﾛT

ｵ
て
条
　
　
内
閣
総
理
キ
〈
臣
、
　
通
嘉
岡
産
紫
ボ
十
く
臣
、
　
運
輪
糊
憂
ハ
臣
▽
〈
は
郷
軸
遣
出
限
第

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
第
五

　
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
隈
度
に
お
い
て
、
製
錬
事

　
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理

　
事
業
者
、
使
燗
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
又
は
蜀
際
遇
鯖
物
資
を
使
用
し
て

　
い
る
春
に
対
し
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
同
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
核
原
料
物
質
使
用
春
及
び
正
面

　
規
鯛
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
里
芋
総
理
大
壷
と
し
、
第
五

　
十
九
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
出
撃
“
彪
た
春
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
公
安
委
員
会
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

　
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
規
舗
法
施
行
令
第
二
幸
二
条

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
霞
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
嶺
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
量
に
あ
っ
て
は
第
六
牽
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
核
原
料
物
質
使
摺
者
並
び
に
国
際
規
捌
物
資
使
用
者
及
び
第
六
十
一
条
の

　
三
第
　
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者

　
に
つ
い
て
は
、
晶
弟
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
…
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内

　
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員

　
会
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
階
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）

蓋



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鯛
に
園
す
る
法
律
（
抄
）

　
に
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
漂
子
炉
設
置
者
、
外
鼠
原
子
力
船
運
航

　
者
、
再
処
理
事
業
管
、
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
又
は
国
際
規
調
物
資

　
使
用
者
若
し
く
は
第
六
十
　
条
の
三
第
一
項
各
号
の
～
に
該
当
す
る
場
合
に

　
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
叉
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所

　
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立

　
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係

　
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
貴
に
限
り
、
核
原

　
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
玄
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
Q

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
貴
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
講
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
春
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
ぐ

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
十
　
第
六
ナ
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
㎝
二
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
春

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
｝
二
　
第
十
　
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
＝
条
の
一
二
、
第
三
十
六
条
第
一
項
若

　
　
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第

　
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
二

　
　
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
絹
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

轟

　
　
規
定
に
よ
る
命
令
書
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
穴
十
六
条
窮
二
項

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
舎
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た

　
　
者

　
五
の
三
　
第
五
十
九
条
の
二
段
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
第
五
十
九

　
　
条
の
二
藍
四
項
（
第
六
幸
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核
燃
料
物

　
　
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
者

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

　
る
。

　
五
　
第
六
十
七
条
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
六
　
第
六
十
八
条
第
一
青
森
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し

　
　
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳

　
　
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者



　
○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
　
　
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

k昭
a
三
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
政
令
第
三
百
二
十
四
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
二
臼
政
令
第
三
九
六
号

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
三
　
法
第
天
十
九
条
の
一
　
第
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
目
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

　
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

　
一
　
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核
燃
騨
物
質
又
は
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
　
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
（
運
輸
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勃

　
　
の
確
認
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運
輪
省
匂
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
で
定
め
る
も
の

　
二
　
臨
雰
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
核
燃
料
物
質
で
あ
っ
て
、
総

　
　
　
　
＄

　
　
理
府
金
で
定
め
る
も
の

　
　
　
ω
　
裏
業
所
外
運
搬
規
則
第
十
五
条
第
一
項

　
　
　
謝
　
　
（
核
）
車
両
運
搬
規
則
第
二
十
条

　
　
　
㈹
　
事
業
所
外
運
搬
懸
垂
第
十
五
条
第
二
項

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
四
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
五
セ
九
条
の
二
第
四
項
（
第
六
十
六

　
　
核
原
料
物
質
〔
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

　
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
注
）
準
用
し
た
場
合
の
総
理
府
令
は
、
事
業
所
外
運
搬
届
出
規
則
第
七
条

　
　
　
ω
　
規
制
法
施
行
令
第
十
七
条
の
｝
二

（
報
告
）

第
二
十
二
条
　
日
日
弟
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
一
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
叢
ハ

　
大
臣
が
製
錬
事
業
考
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
と
す
る
〇

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

　
二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

　
三
　
製
錬
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
（
人
の
障
害
が
発
生
す

　
　
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状

　
　
況

　
四
　
製
錬
施
設
の
故
障
（
生
産
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
　
の
状
況

2
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
製
錬
事
業
者
等
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
髄
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

　
の
表
の
上
瀾
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

　
項
と
す
る
。

製
錬
事
業
考

（
抄
）

　
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の

外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃

料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓋



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

燃
料
物
質
等
㎏
と
い
う
Q
）
の
廃
棄
又
は
運
搬

の
状
況

二
　
　
製
徽
錬
施
…
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
臨
栗
所
の

外
に
お
い
て
戸
購
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
ハ
等
の
｛
溌
棄

又
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故

の
状
況

加
工
興
業
春
、
再
処

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

理
事
業
者
及
び
使
用

二
　
放
射
線
管
理
の
状
況

巻

三
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
溺
施
設
等

（
使
用
施
設
、
貯
蔵
施
設
及
び
廃
棄
施
設
を
い

う
。
以
下
周
じ
。
）
に
関
し
人
の
障
霧
が
発
生

し
た
事
故
の
状
況

四
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

の
故
障
（
生
産
、
再
処
理
又
は
核
燃
料
物
質
の

使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

の
状
況

五
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

を
設
置
し
た
工
場
又
は
慕
業
所
の
外
に
お
い
て

行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の

状
況

実
用
発
電
溺
原
子
炉

一
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

等
設
置
者
（
法
第
二

（
原
子
力
船
を
含
む
◎
次
暑
に
お
い
て
嗣
じ
。
）

十
三
条
第
一
項
第
～

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

三
六

号
又
は
第
二
号
に
規

山
事
は
運
搬
の
状
況

定
す
る
原
子
炉
に
係

二
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

る
原
子
炉
設
置
者
を

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
…
暫
ハ
等
の
｛
廃

い
う
。
）

棄
又
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

故
の
状
況

試
験
研
究
駕
原
子
炉

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

等
設
置
者
（
法
第
二

二
　
燃
料
と
し
て
そ
う
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の

十
三
条
第
一
項
第
三

蚤
及
び
そ
の
取
出
量

号
又
は
第
四
号
に
規

「二

@
核
燃
料
物
質
の
燃
焼
度

定
す
る
原
子
炉
に
係

四
　
　
原
子
炉
の
運
配
転
舳
符
間
及
び
歓
｛
出
力

る
原
子
炉
設
置
者
を

五
　
放
射
線
管
理
の
状
況

い
う
。
以
下
こ
の
条

六
　
鱈
子
炉
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た

に
お
い
て
同
じ
。
）

票
故
の
状
況

七
　
原
子
炉
施
設
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当

該
施
設
以
外
の
旛
滞
陣
を
会
一
む
。
）
　
の
故
障
　
（
原

子
炉
の
運
転
又
は
船
舶
…
の
航
行
に
及
ぼ
す
支
障

が
軽
徽
防
な
も
の
を
除
…
く
。
）
　
の
状
況

八
　
原
子
力
船
の
位
置
の
状
況

九
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
又
は
運
搬
の
状
況

十
　
甘
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所



の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
父
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

故
の
状
況

核
原
料
物
質
使
用
巻

［
　
核
原
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

二
　
騒
騒
線
管
理
の
状
況

三
　
　
核
原
料
物
質
の
篇
使
用
施
｝
設
に
㎜
撮
し
入
の
障
盈
閑

が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

四
　
　
核
原
料
物
質
ハ
の
使
用
施
｝
設
の
故
瞳
　
（
核
原
料

物
質
の
使
田
川
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を

除
く
。
）
の
状
況

五
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工
場

又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
原
料

物
質
又
は
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

国
際
規
制
物
資
使
用

一
　
放
射
線
管
理
の
状
況

者
（
第
十
九
条
に
定

二
　
圏
際
規
鰯
物
資
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障

め
る
放
射
能
濃
度
等

害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

の
限
度
を
超
え
る
核

三
　
　
国
際
…
規
灘
物
資
の
使
用
施
設
の
故
障
（
核
原

原
料
物
質
で
あ
る
国

料
物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の

一
叢
糊
物
資
を
使
用

を
除
く
。
）
の
状
況

す
る
者
に
限
る
。
）

四
　
國
際
規
制
物
資
の
使
用
施
設
を
設
置
し
た
工

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
際

規
制
物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
又
は
国
際
規
勧

5
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
距
が
製
錬
事
業
者
等
に
対
し
報
告

　
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
製
錬
纂
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉

　
設
置
者
（
法
第
二
十
三
条
第
…
項
第
二
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
に
係
る
原
子

　
炉
設
置
者
を
除
く
。
）
、
再
処
理
審
業
者
及
び
使
用
者
に
つ
い
て
は
製
錬
施

　
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
罵
施
設
等
を
設
置
し

　
た
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核

　
燃
料
物
質
等
の
運
搬
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
事
業
所
外
山
撮
」

　
と
い
う
。
）
の
状
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
入
の
障
害
が
発
生
し
た
事

　
故
の
状
況
と
し
、
法
第
二
十
一
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
に
係

　
る
原
子
炉
設
置
者
に
つ
い
て
は
第
二
項
の
表
試
験
研
究
溺
原
子
炉
等
設
置
者

　
の
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の
状

　
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
入
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
し
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
い
て
は
同
国
試
験
研
究
用
凍
子
炉
等
設
置
者
の

　
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の
状
況

　
及
び
事
業
駈
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

6
　
落
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
法
第
五
十
九
条

　
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
春
、
原
子

　
炉
設
置
者
、
外
属
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
及
び
事
業

　
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
翻
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

毛



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

〔昭

a
覧
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
総
理
府
令
第
五
十
七
号
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鰯
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
牽
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
纂
二
項
（
第
穴

牽
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
期
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
六
牽
四
条
第

　
項
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
捌
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に

基
づ
き
、
並
び
に
郷
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業

所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
山
留
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

（
定
義
）

第
「
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
車
両
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、

　
　
無
軌
条
露
草
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。

　
二
　
簡
易
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
運
搬

　
　
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
Q

　
【
二
　
核
燃
料
輪
…
送
物
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
的
篇
と
い
う
。
）
が
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い

三
八

　
る
も
の
を
い
う
。

四
　
専
田
川
積
載
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
爾
、
索
道
の
搬

　
器
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
穴
場
さ
れ
、
か
つ
、

　
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ

　
つ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

五
　
従
事
者
　
核
漂
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規

　
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）
第
一
条
第
五
号
、

　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令

　
第
三
十
七
号
）
第
　
条
第
五
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の

設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
士
輩
総
理
府
令
第
八
＋
三
号
）

　
第
一
条
の
二
第
八
号
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る

　
規
劉
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
一
条
第
二
項
第

　
八
号
、
実
罵
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

　
三
年
忌
輪
…
省
日
華
第
七
十
号
）
鮪
弟
二
条
軸
第
㎝
項
鮪
辮
八
号
、
使
用
洛
一
燃
料
の

　
再
処
理
の
事
業
に
騰
す
る
‘
規
灘
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第

　
一
条
第
六
号
又
は
核
燃
料
物
質
の
使
絹
等
に
関
す
る
規
剣
（
紹
和
三
十
二

　
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従
事
老

　
を
い
う
。

穴
　
集
積
山
鼠
　
人
が
そ
の
時
ま
で
に
被
ば
く
（
診
療
を
受
け
る
た
め
の
被

　
ば
く
及
び
皮
ふ
又
は
手
、
前
ば
く
、
足
若
し
く
は
足
関
節
の
み
に
対
す
る

　
被
ば
く
を
除
く
。
）
し
た
放
射
線
（
百
万
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ

　
一
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
を
含
み
、
自
然
放
射
線
を
除
く
Q

　
錦
秋
同
じ
。
）
の
放
銅
射
線
一
下
を
い
う
。



　
七
　
被
ば
く
放
射
線
量
　
｝
定
期
間
に
お
い
て
人
の
被
ば
く
（
診
療
を
受
け

　
　
る
た
め
の
被
ば
く
を
除
く
。
）
す
る
放
射
線
量
を
い
う
。

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
高
し
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
一
　
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第

　
二
項
に
お
い
て
準
了
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上

　
の
基
準
（
車
両
運
搬
に
よ
ワ
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次

　
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
）

第
三
条
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
嶺
該
各
号
に
定
め
る
種
類
の
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物
質
等
と
し
て
科
学
技
術
庁
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
（
以
下
　
、
長
官
し
と
い
う
。
）
の
定
め
る
も
噴
」
型
輸
送
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
密

　
一
一
　
長
官
の
定
め
る
胤
警
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物
質
等

　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
る
壁
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物

　
　
質
等
（
第
｝
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
Q
）
　
8
M
型
輸
送
物
書
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

2
　
萌
項
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
三
輪
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U

　
型
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基

　
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
L
型
輪
送
物
に
係
る
技
衛
上
の
基
準
）

　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
二
条

　
　
ω
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
条

第
四
条
　
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
｝
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
三
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き

　
　
れ
つ
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
囚
　
み
だ
り
に
硝
録
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
開
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
五
　
表
面
の
放
射
線
墨
率
が
○
．
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
趨
塚
ん
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
六
　
表
顕
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
長
官
の
定
め
る
密
塵
（
以
下
「
許
容
表

　
　
面
密
度
し
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
四
条

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
㎜
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
定
め
る
基
準

　
二
　
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
頁
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
薦

　
　
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
最
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
［
二
　
核
燃
料
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
核
燃
料
輸

髭



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
三
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

　
四
　
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
～
般
の
試
験
条
籔
下
に
置
く
こ

　
　
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
放
射
線
電
率
が
二
百
、
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
五
条

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
六
条
　
B
蝋
型
輸
送
物
に
係
る
技
衛
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
　
二
号
ま
で
に
定
め
る
猛
進
－
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輪
盛
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
離
条
第
四
号
ロ
の
要
件
　
　
　
　
　
　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
…
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
慶
の
温
度
が
銭
陰
に
お
い
て
五
十
度
（
専
爾
積
載
と
し
て
運
搬
す

　
　
　
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
許
容
表
慶
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
⇒

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
籔
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
干
ミ

　
　
　
リ
レ
ム
毎
晴
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
週
聞
当
た
り
の
漏
…
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
景
を

超
え
な
い
こ
と
。

（4）　（3）　（2）　（1）

㎜
陥
和
r
五
＝
一
細
ヰ
科
学
潮
脚
術
庁
出
ロ
一
示
第
十
－
｝
下
窩
第
山
踏
条

同「司同

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
課
の
基
準
は
、

　
の
と
す
る
。

　
一

　
二

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
三

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、

　
　
イ
　
越
則
条
軸
弟
三
号
イ
の
西
ダ
件

　
　
口

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
四

第
八
条
第
2
項

第
七
条

第
八
条
第
2
項

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

第
五
条
第
　
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
衡
下
に
置
く

　
　
　
　
　
　
　
前
条
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
残
の
下
に
置
く

　
　
　
　
　
　
　
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
旦
警

　
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
過
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

五
　
最
高
使
用
圧
力
（
核
燃
料
輸
送
物
に
つ
い
て
血
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
別
な
措
㎜
直
を
桶
休
ら
な
い
場
A
“
に
当
訪
朋
核
…
燃
料
輸
送
物
内
に
生
じ
る
気
体
の

　
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
Q
）
が
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎



　
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
G
D
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
九
条
、
第
十
条

　
　
②
　
　
　
同
　
　
第
十
｝
条
第
1
項

　
　
㈹
　
　
　
同
　
　
第
十
一
条
第
2
項

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

第
八
条
　
核
分
裂
性
物
質
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

　
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
一
一
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ゥ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
核
燃
料
物
質
（
長
官
の
定
め
る
も
η
を
除
く
。
）

　
を
い
う
。
）
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場

　
合
に
は
、
嶺
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸

　
薫
物
扁
と
い
う
。
）
は
、
輪
送
中
に
お
い
て
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る

　
ほ
か
、
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
第
㎜
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第

　
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
衛
上
の

　
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
①
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
十
二
条

（
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
九
条
　
第
～
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
楽
該
核
分

　
裂
性
輪
番
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
と
と
す
る
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輪
送
物
と
詞
一
の
も
の
で
あ
っ
て
長
官
の
定
め
る
核
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
裂
性
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配

　
　
列
方
法
で
任
意
の
偶
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
長
官
の
定
め
る
核
分

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
裂
性
輪
…
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配

　
　
列
方
法
で
任
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
食

　
　
　
G
D
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
［
号
第
十
三
条

　
　
　
幻
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
四
条

（
第
二
種
核
分
裂
性
巣
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
条
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
核
分

　
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
と
と
す
る
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
籠
工
号
の
試
験

　
　
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
三
盆
値
数
（
一
個
所
に
集
合
積
載
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
個
数

　
　
の
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
以
下
嗣
じ
。
）
の
五
倍
に
楓
当

　
　
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輪
蓋
物
と
飼
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
二
号
の
試
験

　
　
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
制
限
個
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
一
条
　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
核

　
分
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る

　
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
嶺
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
第
九
条
第
｝
号
の
試

　
　
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送

　
　
物
の
輸
送
鯛
限
飼
数
に
等
し
い
緬
数
並
べ
た
集
合
積
載
と
し
、
当
該
集
合

四
｝



　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
積
載
を
二
組
近
接
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
簿
　
の
も
の
で
あ
っ
て
第
九
条
第
二
号
の
試

　
　
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送

　
　
物
の
輸
送
制
限
個
数
に
等
し
い
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
運
搬
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、
第
三
条

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
撮
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
と
し

　
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
含
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
四
条
第
況
号

　
　
に
お
い
て
「
空
容
器
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
外
接
す
る
蔑
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
p
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
一
一
　
内
部
の
放
窮
性
物
質
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
の
百
倍
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
　
ホ
　
表
面
の
放
射
線
騒
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
し
た
際
に
付
さ
れ
た
漂
識
又
は
そ
の
際
に
行

　
　
　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
表
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で
あ
っ

　
　
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
σ

聖

　
　
ロ
　
嚢
該
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
質
の
放
射
能
濃
度
が
長
官
の
定
め
る
儀
誉
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
専
周
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

　
　
二
　
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
▽
ハ

　
　
　
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
措
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
　
ホ
　
表
齎
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表

　
　
　
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ

　
　
　
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
廊
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ト
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
G
の
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
十
五
条

（
特
別
措
置
に
よ
る
運
搬
）

第
十
三
条
　
第
三
条
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困

　
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
採

　
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な

　
い
旨
の
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運

　
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
す
る
物
の
放
射

　
線
量
率
は
、
表
面
に
お
い
て
千
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
繭
か

　
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら

　
な
い
。

（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
曹
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
簡
易



運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
Q

一
　
第
三
条
、
第
十
二
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物

　
質
等
（
以
下
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
運
搬

　
機
械
又
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
Q
以
下
「
運
搬
機
器
」

　
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る

　
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
及
び
十
、
・
・
リ
レ
ム
毎
時
を

　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
Q

二
　
運
搬
物
の
運
澱
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

倒
、
、
護
霧
す
。
お
そ
れ
が
な
い
、
う
。
行
う
．
．
と
。
ω

三
　
運
澱
物
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な

　
へ
　
　
　
　
　
　
　
む

　
レ
こ
と

四
　
二
以
上
の
運
搬
物
（
そ
の
表
面
の
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎

　
時
を
超
え
る
も
の
及
び
第
十
条
又
は
第
十
一
条
の
基
準
に
適
合
す
る
核
分

　
裂
性
輸
送
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
岡
じ
Q
）
を
　
の
運
搬
機

　
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
放
射
線
障
害
防
止
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
び
臨
界
防
止
の
た
め
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
積
載
し
、

　
又
は
奴
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
こ
と
Q

近
　
運
搬
物
（
第
＝
…
条
第
㎜
項
第
一
号
の
L
型
置
…
送
物
及
び
空
容
器
を
除
く
。

　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
岡
じ
Q
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
借

　
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
裏
す
る
者
は
、
運
搬
物
の
取
扱
方
法
、
箏

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
縦
様
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
を
記
載
し
た
書
藤
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
口
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
測
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
置
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
Q

　
ハ
　
人
の
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
は
、
運
搬
物
又
は
運
搬
機
器
を

　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
と
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

　
　
こ
の
限
り
で
な
い
〇

六
　
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
B
M
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に

　
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
法
第
一
　
十
二
条
の
三
第
一
項
の
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
若
し
く
は

　
　
法
第
四
十
　
条
第
｝
項
の
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
又
は

　
　
こ
れ
ら
と
岡
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
岡
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
　
放
射
線
管
理
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理

　
　
そ
の
飽
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ

　
　
と
。

　
ロ
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
間
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

七
　
運
搬
物
に
は
、
里
宮
の
定
め
る
と
こ
ろ
磨
よ
り
、
標
識
の
取
付
け
又
は

　
表
示
を
す
る
こ
と
。

八
　
従
事
者
の
集
積
線
量
及
び
被
ば
く
放
謝
」
線
最
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
る
許
容
集
穣
線
量
及
び
許
容
被
ば
く
線
且
量
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九
　
従
事
者
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
簡
易
運
搬
に
従
事
す

四
罵



　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
麗
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

る
も
の
の
被
ば
く
放
射
線
量
が
長
宮
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
胤
嬰
超
え

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（5）　（4）　（3）　（2）　（1）

昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
｝
号
第
十
七
条

同同同同

第
十
八
条

第
十
九
条

第
二
十
条

第
　
二
条

（
確
認
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
十
五
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
三
第
｝
号
の
総

　
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
は
、
第
三
条
第
｝
項
第
三
号
に
規
定
す
る

　
核
燃
料
物
質
等
（
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
」
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
三
第
二
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
第
八

　
条
の
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

（
運
搬
に
瀾
す
る
確
認
の
申
講
）

第
十
六
条
　
法
第
置
十
九
条
の
工
第
一
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
嗣
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
運
搬

　
に
関
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
（
簡
易
運
搬
に

　
係
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
甥
記
様
式
第
二
）
に
よ

　
る
確
認
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
長
官
に
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
　
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
前
号
の
核
燃
料
物
質
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
「
輸
送
容
器
」
と
い
・

購
熱

　
　
う
。
）
の
構
粍
迫
、
耕
一
二
尉
及
び
劇
一
作
の
中
刀
一
法
（
以
下
質
輪
辮
送
容
器
の
鰭
悪
計
し

　
　
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
嘉
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た

　
　
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
殺
す
る
説
明
譜

　
…
二
　
輸
送
容
器
が
前
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
核
燃
料
輸
送
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

　
五
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
運
搬
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
性
に
関
す
る
説
明
書

2
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
長
官
の
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
…
項
の
確
認
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。

（
運
搬
確
靭
瞼
証
の
交
滑
）

第
十
七
条
　
長
宮
は
、
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た

　
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
危
険
時
・
の
措
置
）

第
十
八
条
　
法
楽
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事

　
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
困
漂
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使

　
用
者
（
以
下
「
裏
業
者
等
し
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
の
委

　
託
を
受
け
た
者
は
、
核
燃
料
物
質
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
核
燃
料
輸
送
物
に
延
焼
す
る

　
　
お
そ
れ
の
あ
る
火
災
が
起
こ
っ
た
場
合
は
、
火
災
の
消
火
又
は
延
焼
の
防

　
　
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
磁
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。



　
二
　
核
燃
料
輸
送
物
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に

　
　
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
躍
に
は
な
わ
を
張

　
　
り
、
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
運
搬

　
　
に
従
事
す
る
者
及
び
付
近
に
い
る
老
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の

　
　
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
Q

　
五
　
放
射
線
毒
害
を
受
け
た
港
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
麗
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
簡
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
塘
十
四
条
第
八
号
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
男
子
ρ
疑
事
者
を
そ
の
被
ば
く
す
る
放
射
線
鍛
が
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
α

　
宮
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
最
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
に

　
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
昭
和
五
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
二
四
条

（
報
告
の
鐡
収
）

第
十
九
条
　
事
業
春
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

　
　
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
雷
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

　
る
処
置
を
十
β
以
内
に
長
官
に
報
皆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
核
燃
料
物
質
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
父
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
二
　
蔚
二
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
条
　
法
第
六
十
八
条
第
一
一
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第

　
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
　
態

　
　
　
属
　
　
貝

　
こ
の
府
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
｝
条
第
一
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
外
孫
）
か
ら
施
行
す
る
。

曙
五



（別記）

様式第蓬（第16条関係）

科学技徳止長宮
殿

1紅　両　運　　搬　　確　　認　　巾　　請　　爵

爵　　　　　号

年　　月　　日

氏名（法人にあっては、その名称及び代表＝毒び）氏名）撫…

　核瞭料物質、核燃料物質及び原．妊炉の規制に関する法緯第59条の2第2項及び核燃料物質等のユニ場父は虞業

所の外における耀搬に関する三重1】第16条第1項の規走により車両運搬の確認を串講します。

肇　奨　の　区　分　（こ臼）i

運搬をしょうとする核燃料物質等の種　i　　　　　　　　　　　　　　　望

ﾞ・獄及び罎・　　　（㌍）i

運　　　搬　　　の　　　目　　的　（注3＞

運　搬予定時　廻
核燃料雛四物の名称（注4）　　　　　　　　　　　　　　…

　　　　　　　　　　　　　　…
D灘襲灘顯裁裂性1

核燃料輪引物の総重蟻（注5）

収燃

[駕
ｷ物
骼ｿ
j出

　　　　　　　　　　　ヨ
d　　　　　　　蟻：（注6）

核
燃
料
鮪
送
物
に
関
す
る
説
明

放　身士能　の　llセ（注η1iに

炎ﾖ
垂
P
る

外形寸法（注，）i　　　　　　　　　　　…（荘8）

O
菱
容
器

桑　　　　　　　置（注10）
@　　　　　　　　　　i

核瀬

I物
�ﾌ
ｫ場
J合

　　　　　　　　　　　i
A送　鯛隈鮒　数　i　　　　　　　　　　　…

ヨ
醗　　列　　方　　法（注1韮）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

注置　旋用者、製錬肇業蒋、加貸こ肇業肴、原チ炉設搬者、ク舜：鱒原．∫＝力舶運航春圭芽しくは縛処埋審漿奢又はこれ

　　らの脅から運搬を委託された脅の別を詫消すること。運搬を委託された渚にあっては、委話考の名称及び

　　餐業の区分を餅記すること。

　2　縫頽については酸化ウラン紛末、軽水炉用新燃料集合体、経水炉使用済燃料等1こ区別して、性状につい
　　ては物理的’化学的形態を、績についてはトノ、キログラム父はグラム単位（有効数字2けた）で記載す

　　ること。

3
4
5
6
7
8
．
9
0
1

　
　
　
　
　
　
1
　
1

当該運搬に孫る出発地及ひ．目的地の．i：二場父は喉業所の名称及び所在地を餅せて記載すること。

核燃料輪送物の通称を記載すること。

トン、キログラム叉はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。

注5の例により詑載すること。

総燈及び主要な接種ごとの量をキ晶り一単紘（有効数字2けた）で記載することつ

輸送容器の腿略を示す鮮明で複箏可能な図面を添付すること。

七ンチメ｝トル父はメ｝トル単位ぐ苓」効数掌2けた）で記載すること。

注5の例により記載すること。
任意の幽幽法父は山窟の配ダ顔方法。捌を記載し、特定の山山方法の場合には一山運搬す四分鮒三

輪送物相．身：閥の艶離を明卜1こした配列方法についての説明鴎を添付すること。

四
六

幡考　この用紙の大きさは、目本し業規格A曙とすること3



様式第2（第16条関係）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
開
す
る
規
則

科学妓術庁長島
鍛

簡　　易　運　　搬　 確　　認　　申　請　　蕩

番　　　　　．号

年　　圭1　　目

住所

氏名（法人にあっては、そグ）名称及び代表表の氏名）…恥

　核原料物質、核燃料物質及び原r炉の規鋤に関する法律第59条の2第2項及び核燃轡物質等のJ：場又は事

業所の外における運搬に関する規1珊第…6条第且壌の規定によウ平場運搬の曙認を串請します。

核燃料輸送物の名称（注の

核燃料韓砿物の種頽及び核分裂燃

嚔囎ｨにあっては、その種類

該燃料鵜送物の総屯昂：（注5）
き

重　　　　　　　越：（ε：i三6）
　

核
燃
縦
翰
送
物
に
関
す
る
説
明

収燃

[窮
ｷ潤
骼､
j等

　　　　　　　　一鱒g量能の縫、（注7）　

タト　　　形　　　　寸’　　　浸～（　溢三9　）
（注8）

�
落
･
器

垂　　　　　　　　騒〔～言110）

核親

ｪ物
�ﾌ1

順送湖限綱数1
　　…

配　蝉　方　法（注…1＞i

@　　　　　　　　　斗
縁場する運機織離の種類（注達2　）運関

ﾀす
福髟

ﾁ説
ﾉ明

．運搬機器への稿付け方法（～｝l13）

齢す・緬及び齢器購　I　　　　　　　　　　　　　　　　E

四
七

注1　使用者、湿声事業海、膿i．事業霧、療チ炉設齢潟、外㈱磨．r力船運航溝若しくは再処理事業者又1よこれらの春から

　　運搬を委託された者の窮を記載すること，運搬を委託された：者にあっては、委託潟の嶺称及びドド業の1：薫分を餅記する

　　こと。

2

3

4

5

6

7「’

8

9

1G

11

繍類については醸化ウラン粉濃、軽水炉用新燃料集合体、軽水炉使用済燃料等に区辱i】して、性状については物理的

化学的形態を、量についてはトン、キログラム父はグラム茸｝亀位（誉効数字2けた）で記載すること。

当該運搬に孫る出発地及ひ目餅，地の．．．L場又は賢業所の名称及び所在地を併せて記歳すること。

該燃科繍怒物の通称を記載すること。

トノ、キログラム又はグラム単位（有効数字2けた）で記較すること。

注5の例によワ記載するこどウ

総蹴及び主要な核腫ごとの量をキユリ…．単紘（で∫効数字2けた〉で記載すること。

論送容器の概酪を示す鮮明で複写可能な図面を添1才すること。

聖ンチメートル父はメート・叫t儀（有効数字2けた）で記載すること。

£．E　5の例によ臼記載すること。

任意の配列方法父は特定の配列方法の劉を記載し、特定の配朔方法の場合には、覇該運澱する核分裂焼翰盛物掘．々：

闘の艶離を明記した配殉方泌についての、溌明園を添付すること。

12　自転車、台車等具体的に記載すること。

13　 縦付．け後び）量田圃を弓≒謬㍉瀧轡i園を添付「すること。

備考　この用紙の大きさは、　iヨ本．［二業規格A4とすることg



様式第3（第20条関係）

表 面

第 号

核原料物質、核燃料物質及び漂子炉の規欄に関する法律第68条第2項の規定に

よる

身 分 証 明 書

職名及び氏名

、

’

年　　月

年 月

日生

霞交付

門門

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
掻
に
関
す
る
規
則

四
八

備考　この用紙の大きさは、β本工業規格B7とする。



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
箏
業
駈
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

獲 面

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規捌に関する法律（抄）

第68条　内閣総理大霞、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律

　（内閣総理大臣、通商産業大販又は運輸大臣にあっては第64条第3項各号に

　掲げる事業考等の区分（核原料物質使用者董びに燭際規潮物資使用者及び第61

　条の3第1項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者について

　は、第64条第3項各号の当該匿分にかかわらず、内閣総理大臣とする。）に

　応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあっては第59条の2第5項の規

　定）の施行に必要な限度において、その職員（都道府県公安委員会にあっては、

　警察職員）に製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、

　再処理事業者、使用春、核原料物質使用者又は国際規捌物資使用者若しくは第

　61条の3第王項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者の事

　務藤又は工場若しくは嘉業所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、

　その船舶）に立ち入り、その春の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関

　係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の蚤に限り、核原料物質、核

　燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

2　前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、

　かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3　第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

　らないQ

第80条　次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処するQ

　六　第68条第1項又は第4項の規定による立入り、検査若しくは収玄を撫み、

　　妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述

　　をした者

四
九



○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
　
事
業
所
の
外

　
　
け
る
運
搬
　
関
す
る
技
術
上
の
基
準
　
係
る
細

　
　
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

ﾑ
慮
聴
駆
引
㌍

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
A
転
貸
五
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
間
規
劉

を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

に
関
す
る
技
術
上
の
蒸
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

同
規
則
の
施
行
の
耀
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
壌
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

　
の
基
準
に
係
る
細
自
等
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
痩
駕
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
心
事
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
三
条
第
［
項
第
｝
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物

　
質
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
㎝
に
該
当
す
る
核
燃
料

　
物
質
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
性
の
核
燃
料
物
質
山
並

　
び
に
第
一
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の

　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
難
は
二
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ

　
ラ
ン
ニ
｝
二
五
の
量
が
十
鷺
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
に
お
一
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
蚤
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
区
分

体

容
易
に
散
逸
し
な
い
蜀
体
状
の
核
燃
料
物

質
等
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た
核
燃

料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
核
燃

料
物
質
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
、
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
｝

　
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

　
あ
る
こ
と
G

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

　
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

　
長
さ
の
蟷
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

　
あ
る
核
燃
料
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
衝

　
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

　
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
擁
熱
型

　
験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

　
に
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
最

　
が
、
○
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
を

放
射
能
の
量

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

第
二
欄
に
掲
げ
る
数
日

（
以
下
「
義
値
」
と
い

う
Q
）
の
千
分
の
一



超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
垂
垂
伽
当
物
…
質
　
等
以
外
日
の
も
の

別
表
第
｝
か
ら
別
表
箪

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
父
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

第
三
欄
（
別
表
第
五
に

あ
っ
て
は
、
第
二
欄
）

に
掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
逓
値
」
と
い
う
。
）

の
千
分
の
｝

体

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
又
は
特
別
形
核
燃

遍
値
の
｝
万
分
2

液

料
物
質
等
以
外
の
も
の

体

特
別
形
核
燃
料
物
質
等

l
A
値
の
千
分
の
一

気

縛
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

漫
値
の
千
分
の
｝

（
許
容
表
面
密
度
）

第
四
条
　
規
則
第
四
条
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
瀾
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
度
と
す
る
。

物　ア 質ア
質ル ノレ

フ フ

ア ア

線 線
を を

放 放
墨 織

し す
な る

い 放
放 射
射 性
性 物

毎　一 毎十
平　万 平万
方分 方分
セ　・の セ　　の

ン　　一 ン　　ー

チ　マ チ　マ
メ　イ メ　イ

1　ク ｝　ク

ト　ロ ト　ロ

ル　キ ル　キ

引 サ
i …

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
型
輸
…
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
条
　
規
鋼
第
五
条
第
四
号
の
長
密
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
㎝
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
試
験
条
件
は
、
尊
上
第
二
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
　
　
第
六
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
量
に
係
る
｝
般

　
　
化
禽
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
が
容
易
に
腐
食
し
な
い
金
属
等
で
被
、
覆
さ
　
　
　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

　
　
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
避
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

　
　
（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
の
量
の
限
度
）
　
　
　
第
七
条
　
規
則
第
六
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別

第
三
条
　
規
購
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
次
の
表
の
上
　
　
　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

　
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
　
　
　
（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
口
の
長
官
の
定
め
る
蟻
は
、
A
値
の
百
万
分
の

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
醗
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
互



2
　
規
則
第
六
条
第
三
号
口
の
長
齢
の
定
め
る
蚤
は
、
A
値
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
　
一
万
キ
ュ
リ
ー
と
す
る
。

3
　
漏
え
い
す
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
…
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
蔚
二
項
の
A
値
は
、
非
圧
縮
状
態
に

　
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
九
条
　
規
躍
第
七
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
8
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般

　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輪
期
送
物
に
係
る
晶
特
鋼
の
試
一
験
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別

　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
壁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

第
十
｝
条
　
規
興
箪
甲
七
条
第
コ
百
写
口
の
長
官
一
の
定
め
る
鍛
は
、
A
誘
電
の
千
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
第
八
条
窮
三
項
の
規
定
は
、
蔚
項
の
鐙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
核
分
裂
盤
物
質
と
な
ら
な
い
核
燃
料
物
質
）

第
十
二
条
　
規
則
第
八
条
の
長
官
の
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
次
の
各
号
の
一

　
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
一
工
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
｝
二
八
、
プ
ル
ト

　
　
エ
ウ
ム
ニ
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
皿
の
量
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
量
の
合
計
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
核
燃
料
物
質

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
巾
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
含
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

翌

　
　
　
　
　
）

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
三
条
　
規
則
第
九
条
第
一
号
の
長
窟
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る

　
｝
般
の
試
験
条
件
は
、
溺
記
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
四
条
　
規
則
第
九
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る

　
特
鴉
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条
件

　
と
す
る
。

（
核
燃
料
輪
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
放
購
能
濃
度
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
二
条
第
二
号
口
の
長
官
の
定
め
る
簸
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当

　
　
　
ヒ

　
た
り
A
値
の
一
万
分
の
一
と
す
る
Q

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
・
甲
請
書
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
由
－
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
母
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
物
の
表
面
並
び
に
褒
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
及
び

　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
鐙
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
危
険
物
）



第
十
七
条
　
規
則
第
十
四
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の
題
号

　
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
一
一
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
独
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
物

（
運
搬
物
の
飼
数
の
制
限
）

第
十
八
条
　
規
則
第
十
四
条
第
四
弩
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運
搬
物
を
一

　
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
破
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
運
搬
機

　
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
単
数
（
運
搬
物

　
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム

　
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
の
最
大
値
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸

　
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂

　
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
飼
数
で
五
十
を
除
し
て
得
ら
れ
た
値
の
う
ち
、
い
ず

　
れ
か
大
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
Q
）
を
合
計
し
た
値
が
五
十
以
下
と

　
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る
も
の

　
と
す
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
九
条
　
規
剛
第
十
四
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
付
け
又
は
表
示

　
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
辞
表
の
中
欄

　
　
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
裏
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に

　
　
取
り
付
け
、
又
は
行
う
こ
と
。

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」

核
燃
料
輸
送

の
文
字
の
表

物
の
表
面

示

一　

@
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃
料
輸

第
一
三
農
標

核
燃
料
輸
送

送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
又
は

識
（
別
記
第

物
の
表
繭
の

第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

七
に
掲
げ
る

二
箇
所

そ
の
表
面
の
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ

も
の
）

リ
レ
ム
』
毎
時
を
紹
｝
え
な
い
も
の

三
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輪
…
送
物

第
二
類
黄
標

核
燃
料
輸
送

イ
　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃
料

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

輸
送
物
又
は
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送

八
に
掲
げ
る

二
箇
所

物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
諭
の
放
射
線

も
の
）

墨
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

え
五
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
輸
送
指
数
が
｝
を
超
え

な
い
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
衛
基
準
を
定
め
る
告
示

蓋



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

四
外 口

の　葭 い　つ十　て
核i三 も　’ミ　’第
燃号 の　そ　り　そ　二
料　に の　レ　の種

輸掲 輸ム表核
重げ 送毎面分
物　る 指時の裂核 数以放性

燃 が下射輸
料 一　で線送
輸 を　あ　愚物
送 超　り　率で
物 え　’が　あ
以 な　か　五　つ

も　九式第
の　に　（　三

）掲別類
げ急追
る　孟母

二物核
箇の燃
所表料

面輸
の　送

　
二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮
明

　
　
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
イ
総
重
量
が
鴛
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輸
送
物
総
重
量

　
　
ロ
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
の
文
字

　
　
ハ
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
　
　
「
B
黒
し
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容

　
　
器
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び

　
　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
別
記
第
十
に
掲
げ
る
も
の
）
を
明
確
に

　
　
表
示
す
る
こ
と
。

（
従
事
者
に
係
る
許
容
集
積
線
量
）

第
二
十
条
　
規
則
第
十
四
条
第
八
号
の
長
官
の
定
め
る
許
容
集
積
線
量
は
、
次
．

　
の
式
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
（
単
位
レ
ム
）
と
す
る
。

五
四

　
○
ロ
q
（
宏
I
H
Q
。
）

　
こ
の
式
に
お
い
て
、
D
は
許
容
集
積
線
量
を
、
N
は
年
令
の
数
を
表
わ
す
も

　
の
と
す
る
。

2
　
放
射
線
に
よ
る
事
故
に
よ
っ
て
二
十
五
レ
ム
未
満
の
被
ば
く
を
受
け
、
又

　
は
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
ば
く
し
た
結
果
、
そ
の
集
積
線

　
量
が
前
項
の
式
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
数
値
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
被

　
ば
く
し
た
日
か
ら
そ
の
超
過
し
た
被
ば
く
放
射
線
最
を
ニ
レ
ム
で
除
し
て
得

　
た
数
の
年
数
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
闘
に
限
り
、
前
項
の
式
に
よ
っ
て
算
出

　
さ
れ
る
数
値
に
そ
の
超
過
し
た
被
ば
く
放
射
線
最
を
加
え
た
数
値
を
も
つ
て

　
許
容
集
積
線
量
と
す
る
。

3
　
従
事
者
の
過
去
の
被
ば
く
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
明
ら
か
で
な

　
い
論
纂
に
つ
い
て
は
、
　
一
年
間
に
つ
き
五
レ
ム
の
割
合
で
被
ば
く
し
た
も
の

　
と
み
な
し
て
集
積
線
量
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
従
事
者
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

第
二
十
「
条
　
規
則
第
十
四
条
第
八
号
の
長
嘗
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、

　
三
月
間
に
つ
き
三
レ
ム
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
皮
ふ
の
み
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合
幽
三
月
間
に
つ
き
ハ
レ
ム

　
ニ
　
手
、
前
ば
く
、
足
止
は
足
関
節
の
み
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合
　
三
月

　
　
間
に
つ
き
二
十
レ
ム

　
三
　
女
子
（
妊
娠
可
能
年
令
で
な
い
女
子
、
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子

　
　
及
び
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
の
腹
部
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合

　
　
三
月
間
に
つ
き
一
・
三
レ
ム



　
四
　
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
に
対
す
る
被
ば
く
の
場
合
　
妊
娠
と
診
断

　
　
さ
れ
た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
一
レ
ム

2
　
前
項
の
従
事
春
の
被
ば
く
す
る
放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
舎
に
は
、

　
別
表
第
七
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
中
性
子
エ
ネ
ル
ギ
…
の
強
さ
に
応
じ
て
そ
れ

　
ぞ
れ
の
右
の
欄
に
掲
げ
る
粒
子
フ
ル
エ
ン
ス
が
一
ミ
リ
レ
ム
の
放
懸
線
量
に

　
相
当
す
る
も
の
と
し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
従
事
者
以
外
の
者
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

第
工
十
こ
条
　
規
即
第
十
四
条
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、

　
一
年
間
に
つ
き
一
・
五
レ
ム
と
す
る
Q
た
だ
し
、
皮
ふ
の
み
に
対
す
る
被
ば

　
く
に
つ
い
て
は
、
三
レ
ム
と
す
る
。

（
確
認
の
申
請
に
係
る
提
出
書
類
の
省
略
）

第
二
十
三
条
　
規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
確
認

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
（
輸
送
容
鋸
の
設
計
及

　
び
当
該
輸
送
容
器
に
叡
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
仕
様
を
い
う
Q
以
下
同
じ
。
）

　
に
つ
い
て
長
官
の
承
認
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
承
認
を
受
け
た
設
計
に
従
つ

　
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
長
官
の
承
認
を
受
け
た
輸
送
容
器
を
用

　
い
て
些
該
承
認
を
受
け
た
設
計
に
係
る
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
と
き
は
、

　
同
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
許
容
被
ば
く
線
最
）

第
二
十
四
条
　
規
則
第
十
八
条
第
二
項
の
長
官
の
定
め
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、

　
十
ニ
レ
ム
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

蓋



別表第望（第2条関係）

　種類が明らかであり、かっ、一種類である放射性物質の場合の数量の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

原 特別形核燃料物質等であ 特別形核燃料物質等以外

門
番

放射性物質の種類
る場合の数最（A…値） の核燃料物質等である場

№ﾌ数量（A黎値）

号 単位　Ci 単位　Ci

1 3H 気体状のもの、 1，000 1，000

放射線発光塗料

であるもの、固

体に吸収された

形状のもの、ト

リチウム水であ

るもの

1 3H （その他のもの） 20 20

4 7Be 300 300

6 14@C 1，000 100

9 18 e 20 20

11 22 Na 8 8

11 2喋 Na 5 5

12 28Mg 6 6

14 31Si 100 100

15 32P 30 30

16 35S 1，000 300

17 36Cl 300 30

17 38C1 10 10

18 37Ar 1，000 1，000

18 4ま Ar 1罐灘零）21 20
@1

19 42K 10 10

20 45Ca 1，000 40

20 47Ca 20 20

21 46Sc 8 8

21 47Sc 200 200

2エ 48Sc 5 5

23 48V 6 6

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

五
六



第　一 欄 第　二 欄 第 三 欄

24 51@Cr 600 600

25 52@Mn 5 5

25 5嘆@Mn 20 20

25 56@Ma 5 5

26 52@Fe 6 6

26 55@Fe 1，000 1，000

26 59@Fe 10 10

27 56@Co 5 5

27 57@Co 90 90

27 58mCo 1，000 1，0GO

27 58@Co 2G 20

27 60@Co 7 7

28 59@Ni エ，000 900

28 63@Ni 1，000 100

28 65@Ni 10 10

29 64 bu 8G 80

30 65@Zn 3G 30

30 69m
@　Zn

40 40

30 69　Zn 300 300

31 72G包 7 7

32 71Ge LOOO LOOO

33 73As LOOO 4GO

33 7唾 @A．S 20 20

33 76As 10 1G

33 77As 300 300

34 ？5　Se 40 40

35 82Br 6 6

36 85m
@　Kr

（葬圧縮状態）｛（圧縮状態） 100

@3
100

@3
36 85@Kr

（非圧縮状態）1，00G｛（圧縮状態）

5

1，000

@　5
36 87

@K罫 ｛曝灘。、詳1 　　2G
U×10－1

37 86@Rb 30 30

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

毛



第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

37 87@Rb 制限なし 制限なし

38 85m rr 80 80

38 85@Sr 30 30

38 8？m rr 50 50

38 89@Sr 100 40

38 90 rr 10 4x王0－1

38 91 rr 10 10

38 92@Sr 10 10

39 90@Y 10 10

39 91m
@　Y

30 30

39 91

@Y 30 30

39 92 x 10 10

39 93 x 王0 10

40 93@Zr 1，000 200

40 95Zr 20 20

40 97Zr 20 20

41 93m
@　Nb

1，000 200

41 95

@翼b
20 20

41 97 mb 20 20

42 99Mo 100 100

43 96m
@　Tc

1，000 1，000

43 96Tc 6 6

43 97斑Tc LOOO 200

43 97Tc 1，000 400

43 99m
@　Tc

100 ioO

43 99@Tc 1，000 80

44 97

@Ru 80 80

44 103

@　Ru
30 30

44 105 qu 20 20

44 106Ru 10 7

45 103m　Rh 1，000 1，000

45 105
@　Rh

200 2GO

46 103
@　Pd

1，000 700

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

五
八



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示
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第　一　欄 第　二　欄 第　…三　欄

54 135
@　Xe 懲欝）71

70
@2

55 131

@　Cs 1，000 LOOO

55 13喋m
@　　Cs 1，00G 1，000

55 三34

@　Cs
1G 10

55 ま35

@　Cs 1，00G 100

55 ま36

@　Cs
7 7

55 137

@　Cs
30 20

56 ！31

@　Ba
4G 40

56 133

@　Ba
40 10

56 14◎

@　Ba
20 20

57 140
@　1」a 30 30

58 三39

@　Ce 100 100

58 141

@　Ce 300 200

58 143　．

@　Ce
60 60

58 1些4

@　Ce
10 7

δ9 142
@　Pr 圭0 10

59 143
@　Pr 300 200

60 147
@　Nd 100 100

6G 149
@　Kd

30 30

61 147

@　Pm 1，000 80

61 149　　Pm 10G 100

62 147
@　Sm

糊限なし 制限なし

62 151

@　Sm 1，00G 90

62 王53

@　Sm
300 300

63 152m
@　　Eu 30 30

　物理的半減期が9．2（　　　　　　　　　）　時間のもの

63 王52

@　Eu 20 20
　物理的半減期が13（　　　　　　　　）　年のもの

63 154

@　Eu 10 5

63 王55

@　Eu 400 90

64 153

@　Gd 200 100

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

六
〇



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

益

第　一 欄 第　二 欄 第 三　欄

6淫 159
@　Gd 300 300

65 160
@　Tb 20 20

66 165
@　Dy 100 100

66 166
@　Dア 1，GOO 200

67 166
@　Ho 30 30

68 169
@　Er 1，0GO 300

68 171
@　猛r 50 5G

69 三70

@　Tm 3GO 婆0

69 171
@　τm 1，000 100

70 …？昏

@　Yb 400 400
71 177 ku 300 300
72 181 gf 30 30

73 182Ta 20 20

74 181W 200 100
74 エ85w 1，000 10G

74 187
@　W 40 40

75 186
@　Re 100 100

75 187
@　Re 制限なし 制限なし

75 188 qe 10 10

76 185 Os 20 20

76 191m　Os 200 200
76 19三 Zs 600 40G
76 193 Os 100 100
77 IgO

@　Ir 10 1G

77 192
@　1r 20 20

77 19蔓 撃 1G 10

78 191 ot 100 10G

78 193Pt 200 200
78 1971n　pも 300 300
78 ！97

@　Pt 300 300
79 呈93

@　Au 200 2GO
79 196

@　Au 30 30

79 198
@　A膿 40 40



第　一　欄 第　：＝：欄 第　三　欄

79 199

@　Au 200 200
80 ！97m

@　　Hg 200 200
80 197

@　Hg 200 200
80 203

@　Hg 80 80

81 200
@　？1 20 20

81 201
@　τ1 200 200

81 202
@　Tl 40 40

81 204
@　？1 300 30

82 210

@　Pb 100 2x10－1

82 2玉2

@　Pb 6 5

83 206
@　i3　i 5 5

83 207

@　Bi 10 10

83 210

@　Bi 100 4

83 212
@　Bi

6 6

84 2…O

@　Po 200 2×10吋
．85 211

@　At 200 7

86 222
@　Rn 1．0 2

88 223
@　Ra 50 2x10『三

88 224
@　Ra

6 5×10　1

88 226
@　Ra 10 5×10一2

88 228
@　R段 10 5×10－2

89 22？

@　Ac 1，000 3xio　3

89 228
@　Ac 10 4

90 227

@　Th 200 2×10－1

90 228
@　Th

6 8×10－3

90 230
@　Th 3 3x10『3

90 23正

@　Th 1，000 1，000

90 232
@　Th 調限なし 謝限なし

90 234
@　Th 10 10

90 Th 制限なし 制限なし

（天然の混合比のもの）

91 230

@　Pa 20 8x10－1

91 231

@　Pa 2 2×10－3
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歪

第　一　欄 第 二 欄 第 三 欄

9王 233@Pa 100 100

92 230@u 100 1×10畦

92 232@u 30 3x10－2

92 233@u 100 1×王0－1

92 234@u 10Q 1x10　1

92 235@u 100 2×10－1

92 236@u 200 2x10－1

92 238@u 制限なし 制限なし

92 u 制限なし 綱限なし

（天然の混合比のもの）

92 u 制限なし 制限なし

天然の混合比を超え

るものであって濃縮

度が20％未満のも

の

92 u 100 1×10－1

天然の混合比を超え

るものであって濃縮

度が20％以上のも

の

92 e 制限なし 制限なし

ないもの

93 237@Np 5 5×10－3

93 239@Np 200 200

94 238@Pu 3 3×10　3

94 239

@Pu 2 2x10一3

94 240

@Pu 2 2×1G－3

94 241

@Pu 1，000 1x10－1

94 242@Pu 3 3×10－3

95 241@Am 8 8×10－3

95 243@Am 8 8x10｝3

96 2蔓2@Cm 200 2×10－1

96 243@Cm 9 9×10－3
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六
贈

第　一 欄 第 二 欄 第 三 欄

96 2些4

@　Cm
10 1×10－2

96 245

@　Cm
6 6x10｝3

96 246
@　Cm

6 6×10－3

97 249
@　Bk 1，0GO 1

98 249
@　Cf

2 2×10『3

98 250
@　Cf

7 7×10｝3

98 252
@　Cf

2 9x10－3
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六
五

別表第2（第2条関係）

　種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第王に掲げる放射性物質以外の放

　射性物質の場合の数量の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特劉形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　　　分 場合の数量（A1値） 核燃料物質等である場合の

単位Ci 呈露（A2値）　単位Ci

1．放出する放射線が～種

類の場合（2に該当する

場合を除く。）

イ　アルファ線を放出す

る放射性物質の場合

（1）　半減期が千日未満 1，000（原子番号が82以 3（原子番号が82以上の

である場合 上のものである場合は、2） ものである場合は、

2x10『3）

（2）半減期が千日以上 50（原子番号が82以上 5×10－2　（原子番号力ζ82

百万年以下である場 のものである場合は、2） 以上のものである場合は、

合 2×10－3）

（3）半減期が百万年を 1，000 3

超える場合

ロ　ベータ線を放出する 半減期が千日未満である場

放射性物質の場合 合は3（原子番号が82以

（1＞最大エネルギーが 1，000 上のものである場合は、2

α5酸eV未満であ ×10　3＞、半減期が千賃以

る場合 上百万年以下である場合は

（2）最大エネルギーが 300 5x10『2（原子番号が82

0．5MeV以上1MeV 以上のものである場合は，

未満である場合 2×10　3）、半減期が百

（3）最大エネルギ～が 100 万年を超える場合は3

1MeV以上L5施V
未満である場合

（4＞最大エネルギーが 30

王．5MeV以上2MeV

未満である場合



㈲　最大エネルギーが 10

　　2酸eV以上である場

@　合

n　ガンマ線を放出する
9ア（1・000を超えるものに 3と・の粧欄・鮒・数

　放射性物質の場合

j　エックス線を放出す

あっては、1，000）

P，000　（　原子番号力弐5　6　以

撮のうちいずれか小さいも

ﾌ半減期が千日未満である黙

る放射性物質の場合 上のものである場合は、 合は3（原子番号が82以

200） 上のものである場合は、

2x1ザ3）、半減期が千臼

以上百万年以下である場合

｝ま　5x10｝2　（原子番号力葦

82以上のものである場合

は、2×10－3）、半減期が

9 百万年を超える場合は3

2．放出する放射線が一種 親核種及び娘核種に対する 親核種及び娘核種に対する

．類であり、当該放射性物 王の第一欄の区分に応じて 1の第一欄の区分に応じて

質が団子核の崩壊連鎖を それぞれ第二欄に掲げる数 それぞれ第三欄に掲げる数

生ずるもの（以下「親核 量のうち最小のもの 量のうち最小のもの

種」という。）であって

その半減期がその原子核

の崩壊によって生ずる放

射性物質（以下「娘核秘

の半減期よりも長く、か

つ、娘核種の半減期が十

日以内である場合

3。放出する放射線が二種 それぞれの放窮線に対する それぞれの放射線に対する

類以上の場合（4に該当 1の第一欄の区分に応じて 1の第一欄の区分に応じて

する場合を除く。） それぞれ第二欄に掲げる数 それぞれ第三欄に掲げる数

量のうち最小のもの 量のうち最小のもの
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4．放出する放射線が二種 それぞれの放射線に係る親 それぞれの放射線に係る親

類以上あり、当該放射性 核種及び娘核種に対する1 核種及び娘核種に鰐する1

物質の半減期が娘核種の の第一欄の区分に応じてそ の第一欄の区分に応じてそ

半減期よりも長く、かつ れそれ第二欄に掲げる数量 れそれ第三欄に掲げる数量

娘核種の半減期が十日以 のうち最小のもの のうち最小のもの

内の場合

備考　アは、当該放射性物質が1キュリーの場合において、当該放射性物質から1メ

　　ートル離れた位置における最大放射線量率をレントゲン毎蒔で表した値を示す。

別表第3（第2条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

第　～　欄 第　二　欄 第　三　欄

区　　　　　　　分

特別形核燃料物質等である

鼾№ﾌ数量（AI値）

@　　　　　単位　Ci

特別形核燃料物質等以外の

j燃料物質等である場合の

迫ﾊ（A2値）単位　Ci

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれていない場合
10 4×10－1

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれている場合
2 2x10－3

』＼

七



別i喪第4（第2条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部が明らかでない放射性物質の場合又は種

　類の一部が明らかであって種類別の数量の全部が明らかでない放射性物質の場合の数

　鍛の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　　　分 場合の数量（AI値） 核燃料物質等である場合の

単位C五 数量（A2値）　単位Ci

1．　アルファ線を放出する

放射性物質が含まれてい 2 2x10－3
る場合

2　アルファ線を放出する

放射性物質が含まれてい
2 4x10－1

ない場合（3に該当する

場合を除く。）

3．核分裂生成物である場

合（1に該当する場合を 10 4×10－1

除く。〉
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別表第5（第2条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数董の全部又は一部が明らかであ

　る放射性物質の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄

区　　　　　　　分 数　　　　　墨　　単位Ci

放射性物質の種類の全部又は一部が明ら

ｩであって種類別の数量の一部が明らか

ﾅない場合

次の算式を満たすgρp範，…，自ジn及び

福ﾌ数董

放射性物質の種類及び種類別の数量の全

狽ｪ明らかである場合

次の算式を満たす。二p晦，…，自コnの数量

ｿ＋並＋＿＋血無1Xl　　　X2　　　　　　　　Xn

備考　りジ1，晦・…，コぴnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数墨：

　　（キュリー）を、X1，X2，…，Xnはそれぞれ5じpコじ2，…，コPnに係る

　　各放象性物質に対する別衷第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を、アは

　　種類又は種類別の数量が明らかでない放射性物質の数最（キュリー）を、Yは、

　　yに係る放射性物質の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表

　　第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、yに係る放象

　　性物質の種類の全部又は～部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性物質

　　に対する別表第3に掲げる数量（キュリー）を示す。

六
九



別蓑第6（第2条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性物質の場合の数量の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　分 場合の数壁（A董値） 核燃料物質等である場合の

単位　Ci 数量（A2値）　単位Ci

その系列のすべての放射性 親核種に対する別表第1又 親核種に対する別表第1又

物質（親核種を除く。）の は別表第2の第二欄に掲げ は別表第2の第三欄に掲げ

半減期が十日を超えず、か る数量 る数量

つ、親核種の半減期よりも

短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算式を満たす銑，oじ2 次の算式を満たす即p晦，

その半減期が十日を超え、 ・，露nの数量 ・・ Cコニnの数量

又は親核種の半減期よりも

ｷいものがある場合

亙＋璽＋＿＋璽証1X訂　　X2　　　　　　　Xn 亜＋璽＋＿＋迦＝1×1　　×2　　　　　　　Xr弐

備考　飾，Ωウ2，…，岱nはその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の数

　　量（キュリー）をXI，X2，…，　Xnはそれぞれ飾，簸，…，欝nに係る各放

　　射性物質に対する鋼表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を示すQ
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別表第7（第20条関係）

1ミリレムに楓当する粒子フルエソス

中性子エネルギー

0．025eV

　O．1eV

　　leV
　10eV
　100eV
　　lKeV
　10KeV
　100KeV
　500KeV
　　lMeV
　　2MeV
　　3酸eV
　　5』正eV

　10MeV
　20澱eV
　50MeV
　100MeV
　200MeV
　500MeV
1，000MeV
2，000MeV
3，000MeV

粒子フルエソス（n／と涜）

936，000

864、000

792，000

828，000

864．000

972，000

1，008，000

　172，800

　50，400

　30，600

　25，200

　25，200

　24，480

　24、480

　23，400

　21，960

　2α160
　18β60
　12，960
　　7，92G

　　5，760

　　5，040

備考　該当値がないときは、内そう法によって計算する。

主
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別
記
第
「
（
第
二
条
関
係
）
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
～
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鍋
製
丸
捧
、
の
平
端
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
代
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
半
端
面
の
藏
径
が
二
・
五
セ
ン
チ

　
　
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
　
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
隠
し
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
饅
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
中
二
洛

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
捧
の
煮
端
颪
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
壌
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
温
度
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
せ
き

　
五
　
浸
漬
試
験

七
二

　
　
イ
　
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
θ

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
　
　
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
常
温
㊨
水
中
に
歯
間
浸
磯
さ
せ
る
こ
と
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
②
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
③
　
温
度
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
温
度
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
㈲
温
度
五
＋
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
肇
せ
る
こ
と
・

別
記
第
二
（
第
五
条
、
第
十
一
二
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
豊
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
G
D
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・

　
　
　
　
・
篭
耳
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ

　
　
　
　
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、

　
　
　
　
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ

　
　
　
　
つ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
「
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を



　
　
　
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
れ
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
・

　
　
　
一
董
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
獺

　
　
　
賞
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
間
加
え

　
　
　
る
こ
と
Q

　
　
㈹
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
…
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
琶
る
こ
と
。

一　

@
液
体
状
又
は
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ

　
　
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
ω
及
び
②
の
条
件
の

　
　
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
容
器
に
収
納

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
量
の
二
倍
以
上
の
量
の
核
燃
料

　
　
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え
て
い
る
核
燃
料
輸

　
　
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い
材
の
内
側
に
あ
る

　
　
も
の
又
は
当
該
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
を
す
べ
て
吸

　
　
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
表
面
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ

　
　
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
前
号
ロ
㈲
に
規
定
す
る
俸
を
一
・
七
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
核
燃
料
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ

　
　
　
つ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
G
の
及
び
②
の
条
件
の
下

　
　
　
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
関
係
）
　
B
錘
型
輪
…
送
気
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環

　
　
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
七
条
、
第
十
四
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試

　
験
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
核
燃
料
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
口
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
捧
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
一
一
　
温
度
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
三
審
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
遍
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
九
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
［
般
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

．
七
　
二



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
駈
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
問
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
十
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
〇

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
［
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

七
四



男曝言己第7　（第1　9条関係）第一類白標識

　
汽

　
㍉

卜

％
！
、
＼

、
y
’
．
＼

論⑱愈

畠

＼

メ

轟眺鉱α・鞠
眼　納　物
CONTENTS

放　射．．罷

ACTIVπTY、

＼
．

、．CUR1ES

／

〆
．

ノ

／

　　／　　ヤ
　客　・計
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　／
　／
／

／

壕暴一品瓢雛eH墾以楚蹄蝶趣e芯配舞むゆ購鰭e翼縷欄羅細型£燗肛1旨

注1　三葉マークは、励記第10のとおりとする。

　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納

　　されている核燃料物質等の名称及び放射能を記

　　入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒

糊



　　箪四幅撃諏勘e冒黙感楚錦蘇擾Q改蝦興匁ゆ鰯麟e鎖題憎羅細製£ゆ昭01旨

別記第8（第19条関係）第二類黄標識

　
㌔

㌔
・
宝

＼
ご

／

ギ1（

注1　三葉マークは、別記第10のとおりとする。

　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輸送指数を記入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を繭ることができる0

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



別記第9（第19条関係）第三類黄標識

＼．・％

　宝　㌔
　　　　申

・
〆

注1　三葉マークは、別記第10のとおりとする。

　2　収納物、放射能及び輪送指数の欄には、それ

　　ぞれ、継～納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輪送個数を記入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

西分線 一

箪蓑簗鐸蟄馳eH螂以慧糠蘇養e《之2鎗匁ゆ塑蓮ie蝋羅輔羅剣製愈ゆミ田活 押



　　遍蟹蕪撃睡榊eH黙以楚瀞螺霞e宏慧興匁ゆ鰯麺e鰹縷醐羅剣｛賀倉燗01旨

携記第壌0（第1g条関係）三葉マーク

桜

ピ60． ｽ論

10ゑ

2Z

臨

　
　
。
＼
⊥

o
o
駄
翻

注1　Zは、α2センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。



○原子力安全局長通違

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

殿

54安局第55号
昭和54年2月22日

科学技術庁巾子力安全局長：

　　　牧　　村　　儒　　之

　核燃料物質等の酒場又は事業所の外における運搬に

関する科学技術庁長官の確認等について　（通達）

　核燃料物質等のエ場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年総理府令

第57号。以下「規則」という。）第16条及び核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示（昭和53年科学技術庁告

示第11号。以下「告示」という。）第23条の規定の実施細同等について、科学技術庁

長官（以下「長官」という。）の命により、下記のとおり定めたので通知します。

　なお、　「核燃料物質等の運搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12

月8日付け52安局第405号。以下「旧通達」という。）は、本日をもつて廃止しま

すが、昭和54年3月4日までに行う運搬については、なお従前の例により核燃料輸送

物の確認を受けて下さい。

己二＝
口

1．核燃料輸送物の設計の承認の申請

（1）告示第23条の核燃料輸送物の設計についての長官の承認を受けようとする者は

　　別記第ヱの様式による申請書を提出すること。

（2）σ）の承認を受けた核燃料輸送物の設計の一部を変更しようとする者は、別記第2

　の様式による申請書を提出すること。

（3）（1＞の承認の有効期間を更新しようとする者は、有効期限の一月前までに、別記第

　　3の様式による申請書を提出すること。

　　　2．輸送容器の承認の申請

　　　　（1）告示第23条の輸送容器についての長窟の承認を受けようとする者は、別表の要
莞
　　　　　領により、当該輸送容器の検査を実施し、その結果を添付して、劉記第4の様式に

　　　　　よる申請書を提出すること。

　　　　（2）（1）の承認を受けようとする者は、科学技術庁原子力安全局核燃料規制課長あて、



　別記第5の様式による申請書により、輸送容器の検牽の立会いを申請することがで

　きる。

（3）（1）の承認の有効期間を更薪しょうとする者は、有効期限の1月前までに、別記第

　6の様式による申請書を提出すること。

3．輸送容器の承認に伴う措置

（1）輪送容器の承認を受けた者は、運搬の前に、鋼記第7の様式による輸送容器登録

　票をそれぞれの輸送容器に取り付けること。

　　ただし、外國から輸入されるA型核分裂性輪送物（A型輸送物であって核分裂性

　輸送物であるもの）であって引き続き国内で使用されるもの以外のものを運搬する

　場合であって、輸送容器登録票を携行して運搬するときは、輸送容器への取付けを

　要しない。

（2＞輪送容器の承認を受けた者は、轟該承認の有効期間中、核燃料輸送物設計承認申

　講書に記載した方法により、1年に1圓以上（年間の使用圓数が10圃を超えるも

　のにあっては、使用國数10回ごとに1圓以上）、それぞれの輸送容器について定

　期自主検査を実施するとともに、その性能を健全に保持すること。輸送容器の定期

　検査の記録は、製作時検査の記録と併せて、楽該輸送容器の承認の有効期間中、こ

　れを保存すること。

（3）輸送容器の承認を受けた者は、輸送容器の承認の有効期間途中において、当該輸

　送容器の性能が承認を受けた核燃料輪送物の設計の性能に合致しないこととなった

　場合には、速やかに、別記第8の様式による輸送容器登録廃止届を提出すること。

4．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

号。以下「法」という。）第59条の2項（法第66条第2項において準用する場合

　を含む。以下同じ。）の運搬に関する長官の確認の申請

（1）間口59条の2の規定は、使爾者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外

　鰯原子力船運航者及び再処理事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者のう

　　ち、運巌に関しすべての保安の責任を負うことになっている者が、規即に定める技

　術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならないという主旨で

　　あるので、同条第2項目規定する確認の申請は上記責任を有する者でなければ行え

　ないこ二とに留意すること。

（2）規則第16条第1項各号に掲げる書類の記載事項は、別記第9から劉記第13ま

　でによるものとする。

（3）期鋼第16条第2項の規定により、同条第1項第2号及び第3号に掲げる書類の

　提嵐を省略しようとする巻は、長官の交付した核燃料輸送物設計承認書及び輸送容

　器承認書の写しを岡条第1項に規定する確認申請書に添付すること。
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八
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5．原子力安全局長の設計承認等

（1）旧通達に基づく原子力安全局長の設計の承認を受け、叉はこれと問等の原子力安

　全局長の設計証明を受けた核燃料輸送物を運搬する場合には、その有効期間内にお

　　いて、長官が適当と認めるときは、当該設計承認書叉は証明書の写しをもって、4．

　（2）の長官の核燃料輪送物設計承認書の写しに代えることができる。

（2）旧通達に基づく漂子力安全局長の登録証の交付を受けた輸送容器を用いて運搬す

　　る場合には、その有効期間内において、当該輸送容器の性能が健全に保持されてい

　　ると長窟が認めるときは、当該登録証の写しをもって、4．（2）の長富の輸送容器承認

　　書の写しに代えることができる。また、この場合、旧通達に基づく輪送容器登録票

　　をもって、3，（1）の輪送容器登録票に代えることができる。

6．特別形核燃料物質等の設計の承認

　　告示第2条第1号に定めるA2値を超える放躬能を有する特別形核燃料物質等をA

型輸送物（核分裂性輸送物であるものを除く。）として運搬しようとする場合は、あ

　らかじめ、別記第14の様式による申請書により、当該特別形核燃料物質等の設計が

告示第2条第1号に定める特鋼形核燃料物質等の基準に適合することについて、原子

　力安全局長の承認を受けること。

7．　IAEAの輸送基準に適合することの証明

　　告示第23条に掲げる長官の設計の承認を受けた核燃料輸送物の国際輸送にあって

　は、当該核燃料輸送物の設計がIA8Aの輸送基準に適合することについて、別記第

　15の様式による願いにより、原子力安全局長の証明書の交付を願い出ることができ

　る。

8．法門59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬に係る核燃料輸送物の確認

　　法第59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬についても、当分の間、別記

第16の様式による申請書により、法第59条の2第2項の長官の確認に準じた核燃

料輸送物の確認を申請することができる。



○溺記第1

科学技術庁長宮

核燃料輸送物設計承認申請書

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代蓑巌の氏名）　　　　　　⑳

下記の核燃料輸送物について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

己雪口

1．核燃料輸送物の名称

2．核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあっては、その種類

3。核燃料輸送物に関する説明

（1）輸送容器の材料の種類

（2＞核燃料輸送物の総重最

（3）外形寸法

（4）外　　観

（5）収納する核燃料物質等の設計仕様

イ
ロ

ホ
ヘ
ト
チ
リ

種　　類

重　　量

放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）

性　　状

濃縮度

燃焼度

発熱量

冷却日数

その他

4，輸送制限個数及び配列方法

5．臨界計算における水密性に関する事項

6．BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

　の説明

工
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又
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（
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力
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長
通
達
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7．核燃料輸送物の取扱い及び保守に関する事項

（　男u紙言己載事項　）

1
2
3
4
5

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解析

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輸送に関する特記事項

備考　この用紙の大きさは、臼本工業規格A4とすること。

八
皿



○男IJ言己第2

科学技術庁長宜

核燃料輸送物設計変更承認申請書

殿

住
氏

所

号
日

　
月

番
年

名（法人にあっては、その名称及

　　び代表者の氏名）　　　　㊥

下記の核燃料輸送物について設計変更の承認を受けたく、別紙のとおり申講します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．既に交付された設計承認番号

2核燃料輸送物の名称

3．変更内容

4．変更理由

（別紙記載事項）（注）

　1，核燃料輸送物の説明

　2　核燃料輸送物の安全解析

　a　輸送容器の製作方法

　爆，核燃料輸送物の取扱方法及び保守の方法

　5，安全設計、安全輸送に関する特記事項

注　　．別紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本二L業規格A4とする。
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○別記第3

工
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る
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の
確
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（
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事
力
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全
局
長
逓
達
）

　　　　　　　　　　　核燃料輸送物設計承認更新申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　臼

科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　饒　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　総

　核燃料輸送物の設計承認の更薪を受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．核燃料輸送物の名称

2．設計承認番号

3，更新の理由

備考　正　本申請書には、既に交付を受けている核燃料輸送物設計承認書の写しを添イサ

　　　　すること。

　　　2　この用紙の大きさは、呂本工業規格A4とすること。

八
五



○別記第4

　　　　　　　　　　　　　　輸送容器承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　⑳

　下記の輸送容器について承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の名称

2，．輸送容器の個数

3、核燃料輸送物の設計承認番号

（別紙記載事項）

　1．輸送容器の製作時検査結果に関する説明（注1）

　2．輸送容器の性能維持に関する説明（注2）

注1　別表の検査要領による検査結果を記載すること。

　　2　輸送容器の完成後輸送容器の承認申請時まで、当該輸送容器が健全に保守され

　　ていることを示す事項を記載すること。

備考　この用紙の大きさは、臼本工業規格A4とすること。
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　　　　　　　　　　　　　輸送容器検査立会申講書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

科学技術庁原子力安全局

核燃料規鯛課長
　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表音の氏名）　　　　㊥

輸送容器検査の立会いを受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，輸送容器の名称

2．輸送容器の個数

3、核燃料輸送物の設計承認番号

4．製作工程蓑

5．検査の立会いを受けようとする期日及び場所

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

八
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○別記第6

　　　　　　　　　　　　　輸送容器承認更新申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

科学技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　⑳

輸送容器の承認の更新を受けたく、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の名称

2。　　設言十承認番号

3．輸送容器登録番号

4，輸送容器の性能維持に関する説明

備考1　本申請書には、定期検査記録を添付すること。

　　2　この用紙の大きさは、撲本工業規格A4とすること。
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○男【」言己第7

輸送容器登録票

輸送容器登録票（記載例）

Registra匙loR　Label　of　Packaging

輸送容器登録番号

Serlal　Number　oξ

　
n

　
b

　
就

　
甘限
s

期
師

　
R

効
s

　
翫有
T

核燃料輸送物の名称

Name　of　Packaging

Packaglng

ShaH　be

設計承認番号
Competent　Aut溢orlty
MarRs

NO．　A－20

　　　　　　昭和55年9月16日

val量（圭　t量1正　　Sep．16，1980

至dentificatiOn

GAK～5288

」／51／AF

備考1　目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で衷示されていること。

　　2　輸送容器登録票は、本邦内においてのみ運搬されるものにあっては英語の部分

　　　を削ることができる。

ミ
9
0
州
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○別記第8

科学技術庁長官

輸送容器登録廃止届

前

号
臼

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表者の氏名）　　　　愈

輸送容器の登録を廃止したく、下記のとおり届け出ます。

玉．輸送容器の名称

a　輸送容器の登録番号

3．廃止の理由

己轟一
爵

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○男iJ言己第9

エ
場
又
は
事
業
所
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外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
薬
掛
安
全
局
長
通
達
）

規則第エ6条第正項第1号の説明書の記載事項

空

1．収納する核燃料物質等の仕様（注1）

2．仕様の決定方法（注2）

a　設計仕様との比較（注3）

注1　輸送容器ごとに記載すること。

　2　燃焼度、放射能の量、発熱量等計算により算出した仕様の計算方法について記載

　　すること。実測による場合は、測定方法について記載すること。

　3　核燃料輸送物の設計承認を受けている場合、承認を受けた設計に係る核燃料物質

　　等の設計仕様と収納する核燃料物質等の仕様との比較について記載すること。

○男1」言己第10

霊
ま
9
臼
3
」
4
5

規則第16条第1項第2号の説明書の記載事項

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解析

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輸送に関する特記事項



○男弓言己第11

規則第圭6条第エ項第3号の説明書の記載事項

1　輸送容器の製作時の検査に関する説明（注1）

2　輸送容器の性能維持に関する説明（注2）

注1　別表の検査要領による検査結果を記載すること。

　2　輸送容器の完成後運搬の確認申請時まで、当該輸送容器が健全に保守されている

　　ことを示す事項を記載すること。

○男哩言己第12

規則第16条第1項第4号の説明書の記載事項

1．核燃料輸送物の発送前検査に関する説明（注）

2．発送前検査を行う予定時期

3．発送前検査を行う場所

注　　発送前に行う検査の具体的方法及び合格基準を記載すること。
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九

備考　核燃料輸送物の表面及び表面から1メートルの距離における放射線量率の合格基

　　準値を核燃料輸送物ごとに記載した書類を添付すること。



○男唖言己第霊3

工
場
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業
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け
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運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

規則第16条第1項第5号の説明書の記載事項

1，運搬機器及び積載方法

（1）　運搬機器の概要

（2）積載方法及び固縛方法

（3）運搬機器の放射線量率

　（4）運搬物の飼数

⑤　運搬物の輸送指数及びその合計値

2．運搬契施体舗

　（1）運搬費任管、運搬実施者、運搬従事者及び同行する専門家

　（2）放射線管理要領

（3）運　搬　要　領

（4）応急措羅要領

3．規則第14条各号に掲げる基準に適合することについての説明

九
三



○易弓言己第『4

　　　　　　　　　　　特別形核燃料物質等設計承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　科学技術庁原子力安全局長

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　⑭

　下記の特別形核燃料物質等について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．特携形核燃料物質等の名称

2特別形核燃料物質等に関する説明

　（1）重　　量

　（2）外形寸法

　㈲　外　　観

　（4）核燃料物質等の設計仕様

（別紙記載事項）

糊形撚渤鰐の謝酷示第2条麹号の蹄基靴齢することにつレ’ての
説明

備考　この用紙の大きさは、護本工業規格A4とすること。
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（）男4言己第15

　　　　　　　　　　　核燃料輸送物設計承認英文証明願

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　臼

　科学技術庁原子力安全局長

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊥

　下記の核燃料輸送物の設計が「IAEA放射性物質安全輸送規則（1973年版）」

の技術基準に適合していることについて英文により証明していただきたく、別添により

申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．核燃料輸送物の名称

2　設計承認番号

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○溺記第15の英文

　　　SCIENC鷺　AND　TECHNOLOGY　AGENCY
2－2－1Kasumigaseki　Chiyo6a－ku．　Tokyo　Japan

CERTlFICATE　OF　APPROVAL　OF　PACKAGE：DESIGN
FOR　THE　TRA層SPORT　OF　RAD至ACTIVE　MATER　IALS

This　is　to　certify，　in　response　to　the　apphcation　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　　　　　　　，　　　　　　，

that　the　Design　of　Pac盆age　descrlbeδ　herein　sat三sfles

匙he　design　reqαiremen匙s　of　Type　F孟ss呈量e　Class　Package

spe¢藍fled　ln　Regu是a亡丘ons　蓋or　之he　Safe　Transport　of

Radloactlve　Materials（International　Ato組lc　E勲ergy
Agency，　Safety　Ser量es　NO。6，　1973　Ed三tio鷺）

CO｝MP珍TENT　AUTHORITY
夏DENT　I　F董CATION　MARK　∫／／

Date Nobuyukl　Makimura
Director　General，

Nuc星ear　Safety　Bureau

Science　and　τechr｝ology　Agency

Competent　Aut血ori之y　o歪　Jaめan　for

Pac鑑ages・f醤uc隻ear　Materia豆s

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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1. NAME OF PACKAGING :
2, SPECIFICATION OF CONTENT
 (1) DESCRIPTION OF CONTENTS
  (i) Material of Nuclear Fuel
  (li) Initial Enrichment
 (2) RESTRICTIONS ON CONTENTS
  (i)TotalWeightofNuclearFuei :
  (li) Total Activity 1
  (iil) Total Heat Generatien Rate

  (iv) Burn Up Rate :
  (v) Cooling Time :
3. SPECIFICATION OF PACKAGING
 (1)TOTALWEIGHTOFPACKAGE ]
 (2) OUTER DIMENSION OF PACKAGING

 (3) MATERIALS OF PACKAGING
  (j)
  (iD

 (4) PACKAGE ILLUSTRATION :(See the atta-
4. TERMS OF CRITICALITY CLEARANCE : chedfigure)
5. ASSUMED AMBIENT CONDITIONS
 (i) Ambient Temperature
 Gi) InsolatioB Data
6. RESTRICTIONS ON TRANSPORT
7. INSTRUCTIONS ON USE AND MAINTENANCE OF
  PACKAGING
 (i)
 (ii)

8, ACTIONS PRIOR TO SHIPMENT
  Each package shail be checked for the following
   items before shipment
 (l)
 (ij)

9. THIS CERTIFICATE IS VALID TlLL
IO. THIS CERTIFICATE DOES NOT RELIEVE THE CON-
  SIGNOR FROM COMPLIANCE WITH ANY REQUIREME--
  NT OF THE GOVERNMENT OF ANY COUNTRY THROU-
  GH OR INTO WHICH THE PACKAGE WILL BE TRAN-
  SPORTED.
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　　　　　　　　　　　核燃料輸送物確認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

科学技術庁長宮

　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　㊧

核燃料輸送物の確認を受けたく、別紙の書類を添えて、下記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

事　　業　　の　　区　　分（注1）

運搬をしょうとする核燃料物質等の

嵭ﾞ、性状及び量　　　　（注2）

．運　　搬　　の　　屋　　的（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

核燃料輸送物の名称（注4）

核核燃輸送物の種類及び核分裂
ｫ輸送物にあっては、その種類

核燃料輸送物の総重量（注5）

重：　　　量（注6）

核
燃
料
輪
送
物
に
関
す
る
説
明

収燃
[料
ｷ物
骼ｿ
j等

放射能の量（注7）

外『形寸法（注9）
（注8）

A
送
容
器

重：　　　量（注10）

輪　送制限偲　数
核送
ｪ物
�ﾌ
ｫ場
A合 配列方法（注11）
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（別紙書類）

1，運搬する核燃料物質等に関する説明書（注12）

2。　設計承認書の写し

3．輸送容器承認書の写し

4．核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書（注13）

注1　使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者若しくは

　　再処理事業春又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を

　　委託された者にあっては、委託者の名称及び事業の区分を併記すること。

　2　種類については酸化ウラン粉末、軽水炉用新燃料集合体、軽水炉使用済燃料等に

　　区別して、性状については物理的・化学的形態を、量についてはトン、キログラム

　　又はグラム単位（有効数字2けた）で記載すること。

　3　当該運搬に係る出発地及び琶的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記

　　載すること。

4
5
6
7
8
9
0
1

　
　
　
　
　
　
1
　
1

核燃料輸送物の通称を記載すること。

トソ、キログラム又はグラム単位（有効数宇2けた）で記載すること。

注5の例により記載すること。

漁燈及び主要な核種ごとの量をキ品り一単位（有効数字倒けた）で記載すること。

輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。

センチメートル又はメートル単位（有効数宇2けた）で記載すること。

注5の例により記載すること。

任意の認列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場合には、

　当該運搬する核分裂性輸送物相互間の距離を明記した配列方法についての説明を添

　付すること。

王2　記載事項は、鋼記第9によること。

13　記載事項は、別記第12によること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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○別表　輪送容器検査要領

検　査　項　自 検　査　対　象 検　査　方　法 禽　格　基　準

外　観　検　査 BM，　BU，　AF 容器の外観を昌視で検査する。 傷、割れ、塗装及び形状等に異常のないこと。

容器に用いられた材料について、 設計承認申請書（以下「申請書」という。）に記載された

ミルシート等により照合するか又 設計条件を満足していること。
材　料　検　査 BM，BU は引張試験等により降伏応力、引

張強度等の材料特性を検査するQ

寸　法　検　査 BM，　BU
主要寸法を計測器を用いて検査す 申請害に記載された霞示公差内にあること。

る。

1）外観　2）開先寸法　3）液 申請書に記載された設計条件を満足していること。

溶　接　検　査 BM，BU
体浸透探鰯試験　4）放鍛線透過

試験等により溶接の健全性を検査
「

する。

吊上げ荷重検査 BM．　BU
トラニオソに漉圧等により荷璽を 吊上げ荷重の2倍の荷重に耐えること。

付加し、異常の有無を検査する。

重　量　検　査 BM，　BU
完成容器の重鍛又は各部分の総璽

ﾊを検i陣する。

申講書に記載された重鍛以下であること。



検　査　項　園 検　査　対　象 検　査　方　法 合　格　基　準

バスケット等の寸法及び外観を検 申請書に記載された設計条件を満足すること。

上し、中性子吸収材を使用してい
未臨界検査 BM，BU，　AF

る場合はその含有壁、分布等を検

査する。

しゃへい寸法 γ線、中性子線しゃへい用に用い 申請書に記載された設計条件を満足すること。
BM，　BU，　AF

検査 られる部分の寸法を検査する。

弁及び非常用安全装置等が装備さ 申請書に記載された設計条件を満足すること。

作動確認検査 BM，　BU，　AF れた容器にあっては、当該装概が

正常に作動するか否かを検査する。

バスケント、蓋板等の脱着、取出 申請書に記載された取扱いを行っても異常のないこと。

取　扱　検　査 BM，BU，　AF し、吊上げ等の取扱いについて異

常の有無を検査する。

気圧又は紐を加え溶器の蜘 異常な変形、　ひび、害口れ等がないこと。
耐　圧　検　査 BM，　BU

の有無等を検査する。

気密漏洩検査 BM，　BU
ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験又

ﾍ真空試験等により漏洩率を検査する。

轍率が輔書に記載さ続値以下であること。

H懸以麺瀞蝋蔭e《乏2震匁ゆ籔毯ま2認胴｝0誌紳蝋題｛ヒ蝋｛頭e縷雛慧03ト・（瞳串快蟹畑嘩蝋晒鋼） 101
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検　査　項　穏 検　i査　対　象 検　査i　方　法 合　格　基　準

伝　熱　検　査 BM，　BU

収納燃料の崩壊熱に相当する電熱

qーター等の熱源を容器内に装墳

ｵ、容器各部の最高温度、温度分

zを検査する。

外気条件を補正したのち、申請書に記載された温度以下で

?ること。

しゃへい性能

沚ｸ
BM，　BU

容器内に　60Co等の線源を装填

ｵ、しゃへい性能を検査する。

（1）しゃへい上の欠陥部分が存在しないこと。

i2＞その他申請書に記載された条件を満足すること。

注　BM，　BU：BM型輸送物及びBU型輸送物に係る輸送容器を示す。

　　AF：核分裂性物質を封入するA型核分裂性輸送物に係る輸送容器を示す。



○原子力安全局核燃料規制課内規集

核
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料
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請
書
記
載
要
綱

核燃料物質等輸送物設計承認申請書
　　　　　　　記　載　要　綱

核燃料物質等輸送物設計承認申請書記載要綱（改訂第2版）について

1．本要綱については、初版が昭和51年2月、改訂第1版が昭和53年12月、当課より発

行されているが、今般その後の審査の経験等を勘案し、新たに内容を見直すとともに、

昭和54年初頭より「核漂料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づ

き新しい運搬規制が実施されるので、改訂第2版を発行することとしたQ

2．本要綱は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基

準に係る細饅等を定める告示」（昭和53年科学技術庁告示第1i号）第22条の科学技術

庁長窟の核燃料輸送物の設計承認申請書の記載事項及び記載内容であるとともに、

　「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」（昭和53年総理府

令第57号）第16条第1項第2号の説明書の記載にあたって参考とすることができる。

3，申請書又は説明書の記載にあたって、基準は上記府令・告示によるが、その他r放

射性物質等の輸送に濁する安全基準」（昭和50年1月漂子力委員会決定）及び「IAEA

放射性物質安全輸送規則（1973年版）」も参考とされたい。

科学技術庁原子力安全局　核燃料規制課

一
9
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項 昌 内　　　　　　　　　容

（イ）

輸送物の説明

（イ）一A 罠的及び条件 輸送物の使用目的、輸送容器の型名、核分裂

性物質の場合はその種別、及び輸送撰数等の総

括的事項について記述する。

仔）一B 輸送物の種類 A型、BM型、　BU型の別及び核分裂性輸送

物にあっては、その癌分を記述する。

ω一C 輸送容器 総重最、購造材料、中性子吸収材、減速材’、

主要部分の寸法及び構造、容器、弁、試料採取

口、熱除去の方法、冷却材の量及び種類、内部

及び外部の突出物、吊り上げ用具及び締め付け

装置、しゃへい材及びその構造、圧力逃がし弁、

密封装置等の輸送物の解析に必要な基本設計に

ついて外形図、断面図、材料裏、溶接法等を用

いて説明する。複雑な輸送物の場合には、輸送

物のすべての弁、接続部、配管、孔、パッキン

グ、密封境界等の線図を添付し構造及び使用法

について説明を行う。

㈲一D 輸送容器の収納物 主要な核種の放射性物質の量（放射性強度）、

物理的形状、化学的性質、材料密度、減速比、

核的安全の評価に必要な形状、最大崩壊熱量、

密封容器最大鷹力、他の装荷制限及び全体の放

射能強度等について説明を行う。

（ロ） 輸送物の安全解析

（P）一A 購造解析

A．1 構造設計

A．1．1 概　要 密封容盟、機械的衝撃の吸収装置（緩総体）、

ふた、バスケット及び中等の輸送物の安全な取

扱いに必要な基本的構造及びシステムについて

記述し、これらを図示した上、構造設計等につ

いて説明を行う。

A．1．2 設計基準 設計基準として用いられる負荷（荷重等）の

組合せ、最大許容応力、（降伏応力又は引張強

さの100分率として記述する。）、容器各部の

種々の条件における応力及び歪、衝撃に用いら
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項 目 内　　　　　　　　容

れる基準、材料性質、設計限界並びに負荷及び

応力の組合せ方法等に用いられる計算コードの

概要及び基輩を記述する。

A，2 重燈及び重心 輸送容器及び収納物の総重量、各構成機器の

重量の一覧及び輸送物等の重心について記述す

るo

A3 材料の機械的性質 構造評栖に用いられる主要部の材料の通常輸

送条件および高温下における機械的性質（降伏

点、引張強さ、弾性率、最大歪、密度及び熱膨

張率等）、緩衝体の圧縮応カー歪の曲線、並

びに材料の性質の決定方法（試験条件、測定方

法等）を記述する。

A．4 輸送物の基準

A．4、1 化学的及び電気的反 輸送容器内及び輸送内容と収納物の間での化

応 学的、電気的及びその他の類似の反応について

説明を行う。接触する異種材料の一覧を記載す

る。

接触による危険な反応を防止するために講じ

られた特別な対策とその効果について説明を行

戸

つo

A．4．2 密封装置 通常の輸送時には開放されてはならない輸送

物の部分（ふた及び弁等）が誤操作等により開

かれないように講じられた措置について説曝を

行う。

A．4．3 昂上用具 輸送物の椙り．ヒげ用具（トラニオソ等）及び

その付属品の解析叉は試験について説明を行う。

またそれらの位置及び構造を示す図面を添付す

る。それらの設計基準として降伏応力（下部降

伏点）を用いるQ輸送物表面における吊り上げ

用具の位置について説明を行う。

A．4，4 締め付け装i置 輸送物の締め付けに係る全装置の解析又は試

験について説明を行う。それらの位遣及び構造

を示す図面を添付する。設計基準として降伏応

力を駕いる。輸送物表面における締め付け闇闇



項 目 内　　　　　　　　　容

について説明を行う。

A．5 一般の試験条件（通 本節では輸送物が基準によるものであること

常時試験条件） を記述する。試験：方法は府令及び告示に定める

ところによるQ

A，5．1 熱的試験 熱的試験の評価はB，4参照。

A，5．1，1 圧力及び温度の要約 A，5．1．2～A．5，1．4に要求される計算を行う

ため用いられる全圧力、全温度を要約して記述

する。

A．5，1．2 熱膨脹 定常状態に至るまでの熱膨脹の結果から円周

及び軸方向の変形並びに応力を計算により説明

する。

A．5．1．3 応力計箕 温度勾配、厩力及び荷重による応力を計算に

より箪定説明する。形状及び寸法を示す線図並

びに計算による説明、並びに熱負荷の繰返し

（他の負荷も共存するとして評緬を行う。）に

よる疲労及び変形の解析を記述する。

A．5．1．4 許容応力の比較 応力の組合せ、A．1．2での設計基準と応力の

比較を行う。

A．5．1．5 低温強度 外気温を仮定した場合（BU型においては

一40℃）について説明を行う。この場合、材料

性質及び液体の凍結について考慮する。

輸送物の重要部の温度及び取扱いによる影響

について説明を行う。

A．5．2 圧　力 輸送物の外気圧による影響について説明を行

レ

つo

A．5．3 振　動 通常時の振動の輸送物に対する影響について

説明を行う。

A．5．4 水噴霧 水の吹きつけ試験の輸送物に対する影響につ

いて説萌を行う。

A．5．5 自由落下 自由落下試験の輸送物に対する影響について

説明を行う。落下試験台の材質、構造、仕上げ

等について詳細に説明する。本試験は水の吹き

つけに引き続き行う。

A，5，5，1 コーナー落下 A・5．5の試験の上更にコーナー落下の影響に
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項 目 内　　　　　　　　　容

ついて説明を行う。

A．5．6 貫　通 貫通試験の輸送物に対する影響について説明

を行う。

A．5，7 圧　縮 輸送物の圧縮に対する影響について説明する。

設計基準として降伏応力を用いる。

A．6 特別の試験条件（事 本節では配送物が基準によるものであること

故時試験条件） を述べる。・試験の方法は府令及び告示に定める

ところによる。

A．6．1 強度試験・落下i試験 解析、原型試験及び（または）モデル試験等

夏（9πL一落．下蘭時） について説明を行うQ落下試験台の材質、梅造、

仕上げ等について詳細な説明を行う。

（a） 解　析 結果を証明する計算、落下エネルギーの消滅、

衝撃時の局部変形及び衝撃力、機器、強度部材

に対する応力及び歪に対する輸送物の対応性、

温度勾配、熱膨脹並びに圧力及びその他の負荷

の組合せの衝撃による応力等について説明を行

助

つ。

（b｝ 原型試験 方法、手順、落下試験台衝撃時の輸送物落下

方向を記述する。内容物の代替物について説明

を行う。衝撃による内部及び外部の破損を説明

する。この試験によって破損した輸送物の写真

を添付する。

（c） モデル試験 寸法及び材料を示した詳細な図面を添付する。

モデルと原型について違いを量的に比較し、そ

れについて説明を行う。縮尺率、相似則、衝撃

速度、落下エネルギー、最高衝撃加速度、（9

値）、最大変形量等について説明する。

A．6．1．1 垂直落下 垂直落下の輸送物に対する影響について述べ

る。

A，6．1．2 水平落下 側面落下の　　　　　　〃

A．6．1．3 コーナー蔭下 コーナ　落下の　　　　”

（落下点が重心を通る直線上を通るものに限る。

A．6．1．4 傾斜落下 試験又は上記A．6．1．i～A．6．i．3の結果によ

9評価を行う。長尺の輸送物の場合は転倒によ



項 目 内　　　　　　　　　容

る二次衝撃について説明することo

A．6．1．5 結果の要約と検討 各落下試験後の輸送物の状態について説明を

行う。各方向での破損を要約して記述し、最大

破損の状態と最大破損をうける条件について評

価する。

A．6．2 強度試験・落下試験 落下試験の輸送物に対する影響（局部、全体）

1（1視落下時） について説明を行うQ落下試験台の材質、構造、

仕上げ等について詳細な説明を行う。特に密封

に必要な弁等の装置については詳細に説明を行

う。試験条件はA，6．1に述べられる。

A．6，2，1 結果の要約と検討 各落下試験後の輸送物の状態について説明を

行う。各方向での破損を要約して記述し、最大

破損の状態と最大破損をうける条件について評

寵する。

A，6、3 熱的試験 熱的試験は落下試験に続いて行う。

A．6．3．1 圧力及び温度の要約 A，6．32、A．6．3を要約して記述する。

A．6．3．2 熱膨脹 熱膨脹による円周及び軸の方向の変形並びに

応力、最大応力並びに火災による温度勾配、膨

燃差、圧力並びにその他の機械的負荷による応

力等を定常状態及び非定常状態について計算に

よって説明する。寸法・形状を示した図面及び

応力計算の結果を示した霞面を添付する。

A、6．3，3 許容応力の比較 A．1．2の設計基準による応力と計算による応

力との比較及び妥当な応力の組合せについて説

明を行う。

A．6．4 浸　漬 輸送物が基準で定められた水頭下または基準

で定められた外ぼをうけても内容物の損失がな

いことを試験又は解析により示して、それにつ

いて説明を行う。

A．6．5 破損の要約 事故等試験後の輸送物の安全性について説弱

を行う。特に安全装置及び機器の破損について

明記する。

ん7 特別形 輸送物が基準における特別形によるものであ

ることを記述する。試験の方法等は基準に定め
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項 囲 内　　　　　　　　容

るところによる。

A．7ユ 概　要 化学的性質及び物理的形状等について記述し、

製作の寸法、材料並びに製作方法を詳細な図面

を添付して説明する。

A．7．2 衝　繋 衝撃試験の条件によ9試験を行い、結果を解

析すること。

A．7．3 打　撃 打撃試験　　　　　〃

A．74 加　熱 加熱試験　　　　　〃

A．Z5 曲　げ 曲げ試験　　　　　〃

A．76 浸　漬 浸漬試験　　　　〃

A．77 要　約 上記の解析の結果を要約する。

A．8． 放射性収納物 放射性収納物の構造設計について記述する。

必要に応じ燃料棒解析叉は模擬試験（ペレット、

ガスの密封に係る構造）について記述する。解

析は被覆管の厚さ、内径及び外径、支持体固ス

パソ長、燃料の密度変化、スプリングの体積変

化、半径方向のギャップ、内部圧力、燃料及び

被覆管の機械的及び照射効果並びに積み込み時

の被覆管の機械的性質等のパラメーターを用い

て行う。通常時試験条件下では被覆管が降伏応

力をこえない負荷に耐え得ることを説明する。

事故時試験条件下における被覆管の塑性及び弾

性解析を行う。クリープラプチャー及び疲労試

験についても考慮する。

A，9 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びにその入力及び出力、参考文

献の一覧、その他の記録等について記述する。

（ロ）一B 熱解析

B．1 概　要 輸送物の熱設計及びその取扱いの方法につい

て説明を行う。補幼冷却システム及び膨脹タソ

ク等の取扱方法を記述する。

熱解析及び試験の結果の要約並びに最大崩壊

熱について説明を行う。

B．2 材料の熱的性質 材料の熱的性質の一覧について記述する。



項 目 内　　　　　　　　　容

B，3 構成要素の仕様 弁、安全弁の最大使用圧力及び最高使用温度

並びに熱絶縁及び塗装等の仕様について説明を

行う。

B，4 一般の試験条件（通 輸送物が府令及び告示に示す通常時試験条件

常時試験条件） 下において、府令及び告示に示す技術基準を満

足することについて説明を行う。

B．4，1 熱解析モデル

B．4．1，1 解析モデル 熱解析モデル、ガスケット、弁、燃料、集合

聞及びモデル全体について説明を行う。実物と

モデルの違いを説明し、解析にあたって妥当な

モデルであることを説明するQ

B4．　L　2 試験モデル 試験の項目及び方法、試験結果及び熱的環境

について記述する。

ガスケット及び弁等の密封装遣の温度記録も

あわせて記載する。

B．4．2 最高温度 収納物、密封装置、しゃへい材、ガスケット

を含む通常時試験条件下の最高温度、温度分布

等を記述する。

B．4．3 最低温度 通常時試験条件下で、輸送物の最低温度につ

いて記述する。本評価において輸送される収納

物の最低崩壊熱量を考慮する。

ガスケット及びバルブ等の主要機器の温度を

記述する。

もし、安全のため、崩壊熱量が必要な場合は、

その崩壊熱鍛を記述する。

B．4．4 最大内圧 通常時試験条件で最大の内圧、又は最大崩壊

熱量との関係を記述する。

これらの条件での内圧を記述する。本評価に

おいては、掘変化、気体の発生、化学的分解、

液体の膨脹、圧縮の効巣を考慮する。輸送中に

燃料棒の破損が生じる可能性のある場合にはそ

れによる圧力の上昇を考慮する。

B．4．5 最：大熱応力 通常晴試験条件下の最大熱応力と、その条件

を記述する。澱度分布の一覧もあわせて記載す
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五

項 際 内　　　　　　　　　容

るo

B．4．6 一般の試験条件（通 熱的解析又は試験結架：に基づいて、通常時試

常時試験条件）下に 験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を

おける輸送物性能の 含めて評価する。本評価においては、最高から

総合的な評価 最低に至る環境温度、崩壊熱量め範囲を考慮す

る。それらの結果を容器の許容条件と比較して

記述する。

評緬の結果を要約して記述する。

B，5 特別の試験条件（纂 輸送物が府令及び告示に示す事故時試験条件

故時試験条件） 下において府会及び告示に示す技術基準を満足

することについて説明を行う。

B5．1 熱解析モデル

B．5．1．1 解析モデル 熱解析のモデルを詳細に記述する。

実物とモデルの違いを説明し、解析にあたっ

て妥当なモデルであることを説明する。

B．5，1．2 試験モデル 試験項目及び方法、試験結果及び熱的環境に

ついて記述する。

ガスケット及び弁等の密封装置の温度記録も

あわせて記載する。

B．5．2 輸送物の評価条件 強度試験により生ずる輸送物の主要な破損に

ついて記述する。これによる輸送物の熱的性能

に対する影響を評価する。本評価においては熱

的観点から輸送物が最大破損を受ける条件を考

慮する。

B．5．3 輸送物温度 熱的解析又は試験における温度変化を記述す

る。収納物、中性子吸収材、ガスケット、弁及

び鉛のしゃへい材等の輸送物の安全評価に重要

な部分の温痩を記述するQ温度変化の計算は、

温度が最高値に達し、低下し始めるまでの温度

を明示する。

B．5．4 最大内鷹 耐火試験中及び冷却中での最大内圧を記述す

る。　（輸送中の燃料棒の破損による圧力の増加

を考慮する。）

圧力計算の詳細を記述する。あわせて液体の



項 昌 内　　　　　　　　容

量、温度、及び体積を記載する。もし化学反応

又は桐変化が起る可能性のある場含においては、

その反応の機構、反応物及び生成物についても

記述する。本評衝においては燃料俸の破損によ

る内圧の増加を考慮する。実際の試験条件がキ

ヤビティ内に最大の内圧を発生させる条件を適

正に模擬できるならば、内圧の計算を行う必要

はないが、ただし模擬の方法は試験の項目とキ

ヤビティ内の流体、構成機器、内部の形状及び

環境との間の関係がそれぞれ説明できること。

B．5．5 最大熱応力 耐火試験及びその後の冷却中における温度変

化を記述する。

最高温度に対応する最大熱応力を記述する。

B．5．6 特別の試験条件（事 熱解析または試験結果に基づいて、事故時試

故蒔試験条件）下に 験条件下における輸送物の性能を補助四部系を

おける輸送物の性能 含めて評刑する。その結果と輸送物構成機器の

の総合的評価 許容温度、圧力を比較する。熱的解析又は試験

結果に基づいて輸送物の破損を評晒する。この

評価においては構造の破損、密封装置の破損、

しゃへい能力の低下も考慮する。

B．6 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びにその入力及び出力、参考文

献の　覧、その他の記録等について記述する。

（ロ）一C 密封解析 通常時試験条件下及び事故時明験条件下等に

おける輸送容器の密封性について説明を行う。

C．1 密封装置
、

C．1．1 密封装置 密封装置の設計仕様の概要を記述する。

C．1．2 密封装置の貫通部 密封装置の貫通部及びその機能的仕様をすべ

て記述する。

C1．3 密封装置パッキング 密封装置に影響を及ぼすパッキング及び溶接

及び溶接部 部並びにこれらの密封性について温度、四馬等

を考慮の上記述する。

G1．4 ふ　た 密封容器に用いられるふたについて記述する。

通常時試験条件下及び事故時試験条件下におい
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一ヒ：

項 囲 内　　　　　　　　　容

て、密封性を維持するのに必要な構造を記述す

る。

C2 一般の試験条件（通 通常時試験条件下における密封装鍛の性能に

常時試験条件） ついて説明を行うために、回一A、回一Bにお

いて解析又は試験された結果を要約して記述す

る。

C，2．1 放題性物質の漏洩 密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以

下であることを説明する。

C．2．2 密封装置の撫圧 密封装置内で発生する可能性のあるすべての

気体の混合物を記述する。これらが輸送物の密

封性を損わないことを説明する。

C．2．3 冷却材汚染 放射性物質による冷却材の汚染について評価

する。

C．2．4 冷却材損失 冷却材の損失がないことを示す。

密封装置から直接大気へ気体を放出するベソ

ト（通気孔）がないことを示す。

C．3 特別の試験条件（事 事故時試験条件下における密封性を説明する

故時試験条件） ために、回一A、回一Bで解析又は試験された

結果を要約して記述する。

C3．1 核分裂生成ガス 事故時試験条件下において、密封装置から放

畠される可能性のある核分裂生成ガスの最大量

を記述する。

C．3．2 放射性物質の漏洩 密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以

下であることを説明する。

C．4 付属書類 補足資料及び解析等を記述する。

（ロ1－D しゃへい解析 しゃへい設計について説明を行い、通常時条

件下及び事故時試験条件下におけるしゃへい解

析結果について述べる。

D．1 検討と結果 輸送容羅の重要なしゃへい設計の特性及びし

やへい評価の解析結果を各試験条件ごとに整理

して表で記述する。燃料の燃焼度、出力密度、

冷却暇数等についても記述する。実瀾による放

射線量率を記載する場合は、測定条件について

も記述する。



項 目 内　　　　　　　　　容

1）．2 線源仕様 しゃへい解析で使用される取納物のr線源、

中性子源について説明を行う。

D、2、1 γ線源 収納物に含まれる放射性物質について主な核

種ごとの放射能の量及び放射能の合計値を述べ、

γ線源強度をエネルギーの関数（エネルギース

ベクトル）として表にするQエネルギースペク

トルを求めるために用いた手法、条件について

詳細に記述する。心臓履歴に関する説明を行う。

D．2．2 中性子源 中性子を発生する反応について述べ、中性子

のエネルギースペクトルを裏にする。エネルギ

一スペクトルを求めるために用いた手法、条件

について詳細に記述する。照射履歴に関する説

明を行うQ中性子実効増倍係数の計算方法、条

件についても説明する。

D．3 モデル佳様

D3．1 解析モデル 通常状態及び各試験後の輸送物について、実

物と解析モデルの違いを比較し、（モデル園を

添付する。）、モデルが妥当であることを説明

する。各試験条件のモデルの差異を記述する。

モデルに含まれない空孔及び不規則な形状につ

いて説明を行い、これらの影響について評価を

行う。

D．3．2 しゃへい解析モデル 各解析モデルについて、領域ごとにしゃへい

昏領域の個数密度 材の密度、麺数密度及び領域の体積比を表に示

す。解析する場合の温度を考慮する。

D．4 しゃへい評鱗 通常状態及び各試験後の輸送物について、各

解析モデルごとにr線量率及び中性子線最率を

評価するために用いられた乎法、条件（計算コ

一ド、エネルギー群数等）について詳細に記述

する。線量変換係数等のデータは表にして説明

すると共に八仙を明らかにする。評帳にあたっ

て考慮している余裕率について整理して説明す

る。

D5 慣薦書類 補足資料、計算コードの説明、参考文献等に
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九

項 農 内　　　　　　　　容

ついて記述する。

（ロトE 臨界解析

E，1 検討と結果 輪唱容器の重要な臨界安全上の設計の特性及

び臨界解析結果を各試験条件ごとに整理して記

述する。

E．2 燃料装荷 臨界解析に用いる燃料の最大装荷量及び燃焼

度、構造、湿性子毒物の有無等の仕様について

記述する。最大装荷量を算出する際、実効増倍

係数を明記すること。

E。3 モデル仕様

£．3．1 解析モデル 通常状態及び各試験後の輸送物について、実

物と解析モデルの違いを比較し（モデル囲を添

付する。）、モデルが妥当であることを説明する

各試験条件のモデルの差異を記述する。

£．3．2 臨界解析モデル各領 各解析モデルについて、領域ごとに材料の密

域の固数密度 度、画数密度及び領域の体積比を表に添す。解

解する場合の温変を考慮する。

E4 臨界評価

E．4．1 計箪、試験方法 通常状態及び各試験条件後の輸送物について

実効増倍係数の計算に絹いられた方法、条件

（完全水没か否か等）を記述する。計算コード

の概要と選択基準、中性子断面積と選択基準を

記述する。

未臨界を決定するために試験が行われた場合

は、それについて記述する。

中性子毒物の存在及び分布を確認するための

試験について記述する。

亘．4．2 燃料装荷量の評億 通常状態及び各試験後の輸送物について、単

一曲は複数個の配列状態でそれぞれについて最

大反応度を検討し適切な燃料装荷量を評旧する

E．4．3 計算結果 通常状態及び各試験後の輸送物について、単

一又は複数澗の配列状態での未臨界性を表又は

グラフで示す。

E、4．4 中性子吸収材等 中性子吸収凹凹は中性子減速材の効力がそう



項 目 内　　　　　　　　容

失しない措置が施されていることを説明する。

E．4．5 輸送物への水の浸入 輸送物への水の潜入、輪事物の配列変化、接

等 近、水（雪）中の浸漬、温度変化等の核的安全

に与える影響について記述する。

E．5 臨界試験 必要に応じ臨界試験（ベンチマーク試験）に

ついて記述する。

E．5．1 べγチマーク試験 £，4，1で用いた計算方法及び中性子断面積を

用いて解析するベンチマーク試験の概要を記述

するσ

E．5，2 ベンチマーク試験の 当該試験対象について入力核データ及び幾何

詳細 学的入力データについて表白は図を用いて記述

する。

E．5、3 ベンチマーク試験の ベンチマーク試験の結果に基づいて、計算の

結果 偏差について説明を行うQ

E．6 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計騨プロ

グラムの概要並びに入力及び出力、参考文献の

一覧、その他の記録等について記述する。

（口）一F 総理府令及び科学技 輸送物の設計が府令及び告示に定める技術基

術庁告示に対する適 準に合致していることを確認するため、各条文

合性の評価 ごとに表（表一1参照）を作成する。また、該

当しない場合については「該当なし」と明記す

ること。
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衷一1　総理府令及び科学技術庁告示に定める技術基準への適含性の評価

総理府令の項昌 科学技術庁
錘ｦの項目

説　　　　　　　　　　明
申請書記載

ﾎ応項目

第7条の6

第1項第工号 第9条及び第 輸送中の予想されているいかなる条件

10条第1項第 下においても臨界に達することのないよ

1号及び第2 う以下の条件下で梱包を行なう。

号 L　臨界安全上は輸送容器内への水の浸 （ロ）一E．4．5

，
i 水を許しても問題はない。 （ロ1－E，4、3

… …
の

o
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項 闘 内　　　　　　　　　　容

←→ 輸送容器の製作 （ロ障で記載された設計条件通り製作されるこ

とを説明する。

←→～A 輸送容器の製作法

A，1 概　要 製作方法について全体のフローシートにより

概括的に記述し、製作内容を分解した上、それ

それの内容について製作工程、手願を説明し、

次項以下に述べられる内容について詳細に記述

する。

A，2 材料の説明

A．2．1 板材料 適用規格（∫IS、ASTM等）について述べ、

かっ材料に要求される強度腐蝕性等について記

述し、材料が使用状態を十分満足するものであ

ること、材料が溶接、曲げ、穴あけ等の製作法

に対しても特性を失うことなく加工可能である

ことを説明する。

A．2．2 管材類 岡　上

A．2．3 鍛造品、ボルト、ナ 適用規格（HS、ASTM等）について述べ、

ツト類 かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記

述して、材料が使用状態に十分満足するもので

あることを説明する。

A．2．4 溶接用電極、棒、線 適用規格（JIS、ASTM等）について記述

類 し、かつ、材料に要求される強度、腐蝕性等に

ついて記述して、材料が使駕状態に十分満足す

るものであることを、かっ母材との溶接性が良

好であることを説明する。

A．2，5 特殊材料 鉛およびその合金、ウランおよびその合金等

のしゃへい材料、カドミニウム、ボロンおよび

それらの合金の臨界制御材料、各種複合材料等

その他の特殊材料について説明する。

A．2．6 ミルシート 材料のミルシートの記載内容等について説墾

する。

A．2．7 材料の欠陥部の修理 規格等で規定される田上内での小欠陥の修理

およびその基準について説明する。

A．2．8 材料の切断 酸素アセチレン、アーク、酸水素等による材



項 目 内　　　　　　　　容

料切断方法および切断部の処置方法について記

述する。

A．2．9 材料の成型 プレス等材料成型に関する各種方法について

説明する。

A．3 溶　接

A．3．1 溶接方法および材料 不錺鋼一不銃鋼、不帯鋼一軟鋼、軟鋼一軟鋼

等の各種材料の組合せにおける溶接法を分類の

上、それらの溶接法、溶接材料について説明す

るQ

A．3．2 溶接機の管理および 適用規格および資格等を引用の上、溶接機の

作業員資格 管理および作業員の資格を説明するQ

A．3，3 溶接の主要事項に関 a）最高許容温度、b）開先等の主要寸法、形

する説明 状、c）溶接表面の洗浄、　d）溶接後の溶接位

置の許容範囲、e）溶接部の仕上げ（事後）等

の溶接の主要事項について説明する。

A．3．4 溶接欠陥の修理 クラック、ピンホール、溶け込み不良等の溶

接欠陥に関して許容される修理方法について記

述する。

A．3，5 溶接後の熱処理 溶接後の熱処理について記述する。

A．3，6 特殊溶接 特殊溶接（駈接、ろう付け等）の方法を記述

し、実績等を引用の上その妥当性を説明するQ

A3．7 溶接の晶質保証計礪 溶接の品質保証計画について適用規格等を引

その他 溺の上説明する外、溶接に関する特記事項があ

れば記述する。

A．4 しゃへい体の製作法

A．4．1 鉛しゃへい材の鋳込 鉛しゃへい体の製作法について図等を用いて

み 詳細に記載する。1）全体の概括的製俸工程図、

2）鉛（またはその合金）の純度（または組成）、

3）予備メッキ材の組成または純度、4）加熱

方法、5）冷却方法、6）鋳込方法および速度、

7）鋳込作業の順序、8）予備メッキ材又は予

備洗浄、9）予備加熱および冷卸の制御方法、

10）温度湖御および灘定、11）鋳込み一ベント

の結合。
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項 目 内　　　　　　　　容

A．4．2 ウランしゃへい材の ウランしゃへい材の鋳造法、溶接法、組立法

製作法 等の製作方法について詳細に説明する。

A．4．3 その他のしゃへい材 錯、ウラン以外のしゃへい材（ポリエチレン、

料の製作法 コンクリート等）の製作方法について記述する。

A．5 弁、バルブ等付属機 弁、バルブ、ゲージ、その他の容器に付属し

器の製作法 て取付けられる機器の製作法について記述する。

A．6 組立等その他の製作 ボルト締め、組立ておよび材料の削り出し、

法 研磨、仕上げ等の一般的製作法その他主要な製

作法について記述する。

←→一B 試験、検査方法等 製作中および製作完了時を曝示の上、容器の

試験検査項目、方法、判定蒸準について記述す

る。

B．】 材料検査 材料に関する検査について記述する。

B．2 寸法検査 寸法に関する検査について記述する。

B．3 溶接検査 外観、開先寸法、液体浸透探傷検査、放鷹線

透過試験等について記述する。

B．4 外観検査 外観検査について記述する。

B．5 耐圧検査 耐圧検査について記述する。

B，6 気密漏洩検査 密封装置及びしゃへいタンク等の付属装置を

含めた漏洩検査について記述する。

B．7 しゃへい性能検査 ガンマ線、中性子線に関するしゃへい検査に

◎ ついて記述する。

B．8 しゃへい性能検査 ガンマ線、中性子線しゃへいに用いられる部

分の寸法検査について記述する。

B．9 伝熱検査 容器各部の温度分布を確認する検査について

記述する。

B．工0 吊上荷重検査 トラニオン等に荷重を付加し異常の有無を確

認する検査について詑領する。

B．11 重最検査 輸送容器の総重量を確認する検査について記

述する。

B．12 未臨界検査 中｛生子吸収材について、中性子毒物の含有最、

分布等に関する検査及び臨界安全上の必要な寸

法検査について記述する。

B，13 作動確認検査 弁、非常用安全装羅等について、当該装置が



項 目 内　　　　　　　　容

正常に作動するか否かを確認する検査について

記述する。

B，14 取扱検査 収納物を装荷し輸送物を作製する場合を模擬

した輸送容器の取扱に関する検査について記述

する。

を→一C 容器の製作スケジユ 容器の製作工程を部材単位等の製作内容によ

一ノレ り各エ程に分解の上、各工程（含む試験、検査

項渥）を時間軸（大略、月単位）に従い作図す

るQこの際、製作、試験、検査する場所につい

ても付記すること。

←→一D 品質管理 ㈲一A、B、　C各項に記載された輸送容器の

製作に関する品質管理方法を具体的に記述する。

D．1 組　織 最質保証計爵遂行に係る申請者及び関係巻

（請負業春、エイジェント・コンサルタント）

等の組織について責任体制を明らかにした図を

用いて記述する。

D．2 品質保証計画 品質保証計爾の実施要領に関して、次の項B

について記述する（カッコ内、主眼点を示す。）

1）機器の機能障害または故障（重要性）

2）設計と製作の関連（持続性）

3）プロセスと装置に対する管理と監視（必要

性）　　　　　　　　　　　　　　・

4）検査と試験によって実証される機能的適用

度合

5）基準の程度、品質履歴及び標準化の程度

6）その他品質を保証するために必要な事項

D，3 設計管理 安全解析書に記述された品質に係る項潤が発

注仕様書、図面などに正しく記述されているか

を設計の実施者以外の者が確認する体制につい

て記述する。

D．4 指示およびその方法 加工、使用及び保守において品質に影響を与

えるものについて、文書等による指示の方法を

記述する。且つ、これに基づいて遂行されるこ

とを記述する。
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五

項 昌 内　　　　　　　　容

D．5 文書管理 品質に関するすべての指示、要領及び図面等

の文書の管理に関する措置について記述する。

D．6 材料、機器、役務調 購入される材料、機器、役務調達に関する事

達 項が調達文書に含致することを確認する措置を

記述する。

D．7 材料、部晶及び機器 熱処理番号及び部品番号等の記録の方法を記

の確認に関する管理 罰する。

D．8 特殊工程の管理 溶接、熱処理及び非破壊試験等の特殊工程に

ついて適切な規格、仕様、基準及びその他の要

件に従犠て管理される方法を記述する。

D．9 検査管理 贔質に関係するデーターシート、検査方法、

検査者の資格、機器の較蕉、検査要領書、並び

に修理、改良及び取替に関しての検査管理（再

検査を含む）について記述する。

D．玉0 測定機器、試験機器 ゲージ、装置並びにその他の測定装置及び試

の管理 験装置が適切に管理、較正及び調整されている

ことを示す。

D．11 取扱い、保管 物最の取扱い、保管等の管理が適切であるこ

とを示すQ

D42 検査および製造の進 製作中の製造および検査の進捗状況を管理す

捗状況の管理 る要領について記述する。

D．13 是正管理 不具合項目の表示・処置および記録の管理に

ついて記述する。

D。14 晶質管理記録 製作・検査に関する要領書などの文書、作業

春の資格、記録及び材料証明書を含む検査記録

等の品質管理記録のとりまとめと保存について

記述する。

D．15 品質管理監査 贔質保証計画の実施状態を確認するため行う

監査の要領について記述する。

（→ 輸送物の取扱い方法 輸送物の安全設計に合致した標準的な取扱い

および保守条件 方法について記述するとともに保守条件を明記

する。

（→一A 輸送物取扱い方法

A．1 装荷方法 燃料装荷の検査、試験及び特別な準備を記述



項 羅 内　　　　　　　　容

する。またクレーン等の操作機器についても記

罰する。しゃへい水、冷却材等の液体が仕様に

したがって容器に充順されることを記述する。

dryに設計されている輪送容器内空間の残留

蒸気の除去の方法及びその脊効性について説明

を行う。

A．2 取1圭1し方法 燃料等の取り出しの方法及び安全上必要な措

羅等について記述する。

A．3 空容器の準備 検査、試験及び特別な準備（密録、不注意な

汚染の拡火防止等、次の輸送にさしつかえない

ような準備、残留蒸気の凍結などの考慮）を記

述する。

A．4 付属書類 付属資料、図などを用いた方法の説明を行う。

A．5 輸送容器完成時検査 （・→一Bの記載事項を要約の上さらに輸送物の

最初の使用前の試験検査を記述する。

A。6 輪送物発送荊検査 輸送物の輸送の毎圓発送する都度行う試験・

検査について記述する。

（ユ）一B 保守条件 　　　　　　　　　　　　　　　一A送容器の仕様を長期にわたって保証できる

保守条件について記述する。定期検査、都品取

替えの頻度、容器の補助系の取替え、修理基準

及び保等記録の各項目について説明を行うQ

B，1 外観及び耐圧検査 検査の頻度、計装及び精度について説明を行

戸

つo

B．2 気密漏洩検査 澗　　上

B．3 補助系の保守 付属冷却システム、中性子しゃへいタンク及

びその他全体に影響を与える補助系の検査及び

取替え計画について記述する。

B，4 密封容器の弁、ガス 構成機器の叡替計画とその検査の方法を記述

ケット等の保守 する。実証テスト及び製作者データに基づいて

検討の上記述する。

B．5 しゃへい検査 しゃへいの能力に関しては定期的検査計画を

記述する。ガンマ線、中性子源聖者について考

慮する。

B．6 未臨界検査 中性子吸収材等について健全性を確認する方
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七

項 目 内　　　　　　　　容

法について記述する。

B．7 熱検査 検査の頻度等を記述する。

B．8 その他 構成機器及び補助系について定期的に行う追

加検査iについて説明を行う。

困 安全設計、安全輸送 その他、好1～（二）章に該当しない安全設計、安

に関する特記事項 全輸送に関する特記すべき事項があれば記述す

る。

的　申請書書式

　A寸法：A－4判（図面寸法は、原II莚としてA－4判とするが、折りこみでA

　　　　　　　－4判の2倍までならよい。）

　B　部　数：蕉本1部　副本1部

　C　　頁　：ページは各章毎一連の数字を靱すQ（例……ω一15曾庫の第15ペー

　　　　　　　ジ。）

　D　図　画：図面には頁の他、騒面番号（例……α〉一第15図、仔）章の第15図）、図

　　　　　　　の説明（例㍗イ〉第15図……弁のA－A／断面詳細図四）、祉名を記載す

　　　　　　　る。また縮尺図でもよいが、可能なかぎり鮮明であり、’かつ、線、文

　　　　　　　宇は黒色であること。図は該当する本文に最も近いページに挿入する

　　　　　　　か興りこむこ二とO

　E　写　真：写真はキャビネ半切以上とし、写真番号（例……写真（ロ）一15）、写真

　　　　　　　の説明（例…写真回一工5火災試験後におけるキャスク切断部の状況り

　　　　　　　をつける。カラー写真でもよい。鮮明なもの。

　F　印　欄：印罷llは片面として、黒色四二印概（活宇は小さすぎないこと）または

　　　　　　　ゼロックスであること。但し提出する申請書は活字印刷とゼロックス

　　　　　　　を混珊しないこと。

　G　改　訂：変更申請等により本文、図面等の改訂を行う場合には、ページ数の飽

　　　　　　　改訂の圃数（例、第3翻目の改訂………改一3）及び改訂の年月目を

　　　　　　　各・ページード空白部に曇りこむこと。

　H　製　本：申請書は左とじ、ルーズリーフ式とし、各章毎に色別の見出頁を挿入

　　　　　　すること。

　1　　表　：表は該当する本文の最も近いページに挿入するか蹴りこむとともに表

　　　　　　　番号（（イ）一表ユ5、イ章の第15表）及び表の説明Cl｛イト表15キャスク

　　　　　　　内筒の材料一覧1「）をつける。

　J　その他：隠、表、写真を本文中で最初に引用する場合には、鋼番等をゴヂック



体もしくはアンダーラインを付す（例……内筒に用いたSUS－304の

材料の温度が引張強さに与える影響を（ロ）一第30麟に示す。……）。
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八
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運
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則

〔
翻
繧
琶
瞬
餅
晴
葺
甜
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
六

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
　
並
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
一
二
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実

施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
趣
旨
）

第
［
条
　
核
燃
料
物
質
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及

　
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

　
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

　
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
ζ
よ
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
灰
の
外
に
お
け
る

　
　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
Q
以
下

　
　
「
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
…
条
第
三
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
を

　
　
い
う
。

　
二
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
Q

　
三
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
叉
は
車
両
に
鷹
濡
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

　
四
　
専
罵
積
載
　
車
爾
が
｝
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬

　
　
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
働
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て

　
　
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（．

謌
ｵ
場
所
）

第
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
（
総
理
府
令
第
三
条
第
㎜
号
に
定
め
る
L
型
輸
送
物

　
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
詞

　
じ
。
）
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
者
以

　
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
四
条
　
核
燃
料
輸
送
物
又
は
核
燃
料
輸
送
量
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
二
九



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
（
こ
の
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
に
お
い

　
て
「
核
燃
料
輸
送
物
等
」
と
い
う
。
）
　
の
積
込
み
叉
は
二
郷
し
は
、
核
燃
料

　
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
並
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

3
　
核
燃
料
輸
送
上
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
置
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

　
え
る
核
燃
料
輪
送
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
の
車
両
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

　
～
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
…

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
宵
無
比
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
・
法
律
第
二
百
岡
嘗
ぢ
）
第
二
条
に
規

　
　
讃
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
鴻
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
以
下
の
も

の

；
δ

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
附
射
線
鳳
蝿
聯
撃
等
）

第
七
条
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
の
最
大
放
射
線
量
率

　
は
、
表
面
に
お
い
て
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
｝

　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
ひ

2
　
核
燃
料
輪
…
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の

　
放
射
能
面
密
度
は
、
総
理
府
令
第
四
条
第
六
号
に
定
め
る
許
容
表
面
密
度
を

　
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
八
条
　
輸
送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
車
画
塾
撮
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運

　
輸
智
令
第
三
十
三
号
Q
以
下
「
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
直
領
二
項
第

　
…
号
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及

　
び
核
燃
料
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
条
並
び
に
第
十
八
条
第
八

　
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ソ

　
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
の

　
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

　
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送

　
物
一
と
い
う
。
）
　
の
う
ち
同
条
に
規
定
す
る
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以

　
下
「
第
二
種
核
分
裂
性
心
強
物
」
と
い
う
。
）
　
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送



　
物
（
以
下
「
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
Q
）
　
以
外
の
も
の
並
び
に

　
こ
れ
ら
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の

　
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
魑
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
周
…
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
概
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
笛
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ

　
　
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
早
送
制
限
個
数
（
総
理
府

　
　
令
第
十
条
第
一
項
に
定
め
る
輸
送
制
限
個
数
を
い
う
。
）
　
で
五
十
を
除
し

　
　
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
た
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
〔
　
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ

　
　
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
Q

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大

　
断
醐
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
を
專
用
積
載
で
運
搬

　
す
る
場
含
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
諏
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
蒔
単
位
で
表
し
た
値
に
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

二 五 一 一
十 平 平 平
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十 六 三 「一

九

（
標
識
叉
は
表
示
）

第
九
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
叉
は
表
示
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、

　
又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送

「
放
射
性
」
の

核
燃
料
輸
送

物
を
除
く
。
）

文
字
の
表
示

物
の
表
而

二
　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃

第
一
類
白
標
識

核
燃
料
輸
送

料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の

又
は
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す

二
箇
所

る
第
一
種
核
分
裂
三
輪
送
物
（
以

下
「
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」

と
い
う
Q
）
で
あ
っ
て
、
表
面
の

最
大
放
射
鍛
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ

ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

三
　
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物

第
二
類
黄
標
識

核
燃
料
輸
送

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

燃
料
輸
送
物
叉
は
第
一
種
核
分

二
籔
駈

ご
量



核
燃
料
物
質
等
車
蕎
運
搬
規
則

裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面

の
最
大
放
射
線
景
率
が
○
・
五

ミ
リ
レ
ム
］
毎
時
を
超
え
五
十
ミ

リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
輸
送
指
数
が
～
を
超
え
な

い
も
の

ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
っ
て
、
表
面
の
最
大
放
射
線

鳳
颯
率
が
五
十
ミ
リ
レ
ム
μ
母
時
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数

が
～
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輪
送

第
三
類
黄
標
識

核
燃
料
輸
送

物
以
外
の
核
燃
料
輸
送
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

五
　
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲

第
一
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

げ
る
核
燃
料
輸
送
物
叉
は
こ
れ
ら

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

の
核
燃
料
輸
送
機
及
び
運
搬
規
期

第
十
四
条
第
一
項
の
表
第
一
号
若

し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性

輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る

コ
ン
テ
ナ

六
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
　
（
榊
弟
～
二
稲
川
核
分
裂

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

；
三

性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
　
で
あ
っ
て
、
前
号

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

り
、
」
か
つ
、
輸
送
指
数
が
…
を
超

え
な
い
も
の

七
　
核
燃
料
輪
送
物
が
収
納
さ
れ
て

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二

（
第
三
号
様
式
）

四
側
藤

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

2
　
核
燃
料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
　
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
漂
石
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
颪
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
｝
　
総
蕾
単
且
里
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹
幅
え
る
核
燃
料
　
怒
田
飾
物
　
姻
総
重
囲
黒

　
二
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輸
送
物
　
「
A
型
」

　
　
の
文
字

　
三
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
（
以
下

　
　
「
B
M
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
同
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
「
B
U
型
輸
送
物
」
と
い
う
○
）
　
　
「
B
型
」
の
文
掌

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器



　
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び
耐
水

　
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

5
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
側
諭
に
コ
ン
テ
ナ
漂
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
十
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車
両
に
積
載
す

　
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
　
及
び
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
い
連
結
さ
れ
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一

　
海
と
み
な
す
。

（
車
両
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
十
｝
条
　
核
燃
料
輸
送
量
等
を
車
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
放
射
線
量

　
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
車
両
の
表
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
　
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
二
｝
臼
ミ
リ
レ
ム
』
毎
肋
吋

　
二
　
車
両
の
晶
創
面
、
後
面
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
脳
阻
　
円
心
大
急
剤
射
線
目
皿
庶
丁
が
－
†
…
リ
レ
ム
毎
時

　
　
二
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
事
す
る
潜
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
放
射

　
　
線
墨
率
が
ニ
ミ
リ
レ
ム
毎
時

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
L
型
輸
送
物
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
こ
の
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
問

　
じ
Q
）
　
を
積
載
し
た
童
－
両
に
は
、
車
両
標
識
（
第
六
号
様
式
）
を
そ
の
両
側

　
面
及
び
後
爾
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
面
側
面
に
限
る
Q
）

　
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
放
型
の
車
両

　
で
核
燃
料
輸
送
物
（
L
昌
盛
語
物
を
除
く
。
）
　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
積
載
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
に
付
さ
れ
た
標
識
が
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当

　
該
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
専
用
積
載
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項

　
の
車
両
標
識
に
「
専
絹
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
た
と
き
は
、
第
九
条
第
二

　
轍
叉
は
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
．
夜
間
に
お
い
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
　
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

第
十
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
六

　
条
第
二
項
第
｝
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
褐
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載
し

　
た
車
両
と
三
三
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
ー
車
　
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

三
　



核
燃
料
物
質
等
毒
弼
運
搬
規
購

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
叉
は
軌
道
の
率
両
は
、
核
燃
料
輸
送

　
物
要
又
は
運
搬
規
則
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
下
等
を
積

　
絶
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
四
条
　
核
燃
料
輸
送
物
陰
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
種

　
類
、
是
、
取
扱
方
法
そ
の
他
運
搬
に
関
し
留
音
脚
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発

　
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
交
替
運
転
春
等
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
輸
送
思
懸
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
転
春
の
配
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○
　
。

（
見
張
人
）

第
十
六
条
　
核
燃
料
輪
…
地
物
等
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車

　
の
車
両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
｝
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容

　
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
職

　
三
十
五
年
法
律
第
百
畳
号
）
第
二
条
第
｝
項
三
態
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を

　
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

　
し
、
コ
ン
テ
ナ
文
は
非
開
放
型
の
車
両
に
施
錠
等
の
措
概
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
た
め
関
係
春
以
外
の
者
が
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い

　
場
合
を
除
く
。

一
茜

（
B
M
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
十
七
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
灘
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
詔
旨
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
搬
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る

　
者
を
同
行
さ
せ
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ

　
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
空
容
器
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
　
総
理
府
令
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
空
容
器
（
以
下
「
空
容
器
」

　
と
い
う
。
）
　
及
び
同
条
第
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
を
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い

　
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
汚
染
物
（
運
搬
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
汚
染

　
物
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
及
び
核
燃
料
汚
染
物
を
い
う
。

　
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

　
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め

　
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム

　
毎
時
を
超
え
な
い
汚
染
物
及
び
当
該
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
9
で
な
い
。

3
　
前
項
の
輸
送
捲
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。



　
　
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
三
一
染
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
景
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値

二
　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
！

　
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ

　
れ
て
い
る
汚
染
物
に
つ
い
て
醗
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
雌
又
は
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射

　
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
嗣
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

二 五 一 一
十 平 平 平

平 方 方 方
方 メ メ メ

メ i i 「

i ト ト 卜

ト ノレ ノレ ノレ

ノレ を を 以
を 超 超 下
超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

百 十 平
平 平 方
方 方 メ

メ メ i

「 1 ト

ト ト ノレ

ノレ ノレ 以

以 以 ギ

下 下 の

の の 場
場 場 舎

A ムq 口

十 六 三 一
九

4
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染
物
叉
は
空
容
器
若
し
く
は
核
燃
料

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
郷
の
中
欄
に

　
掲
げ
る
標
識
を
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
核
燃
料
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表

築
一
類
白
標
識

核
燃
料
汚
染

面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の

ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

二
箇
所

二
　
核
燃
料
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表

第
二
類
黄
標
識

核
燃
料
汚
染

面
の
最
大
放
射
線
量
吻
辮
が
○
・
五

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
薩
の

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
即

「
つ

ミ
リ
レ
ム
毎
蒋
を
超
え
五
〇
ミ
リ

二
箇
所

レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

一二

@
前
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染

第
三
類
黄
標
識

核
燃
料
汚
染

物
以
外
の
核
燃
料
汚
染
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染

第
　
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

物
若
し
く
は
空
容
器
又
は
こ
れ
ら

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

の
も
の
及
び
運
搬
規
則
第
二
十
三

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
空
容

器
若
し
く
は
墨
壷
第
五
項
の
表
第

｝
号
に
掲
げ
る
放
射
盤
汚
染
物
の

み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
号

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

六
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二

（
第
三
号
様
式
）

四
側
面

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

核
燃
料
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
叉
は

一
三
五



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
空
容
器
若
し
く
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
照
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
舎
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
空
容
器
叉
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
汚
染
物
以
外
の
物

　
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

8
　
核
燃
料
汚
染
物
又
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以

　
下
「
核
燃
料
汚
染
物
等
」
と
い
う
。
）
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車

　
両
に
積
載
す
る
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該

　
値
と
同
一
の
車
海
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も

　
の
を
除
く
。
）
　
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

　
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ

　
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一
両
と
み
な
す
。

9
　
核
燃
料
汚
染
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
輸
送
物
（
L

　
型
輸
送
物
及
び
運
搬
規
則
第
　
二
条
に
規
定
す
る
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
若

　
し
く
は
汚
染
物
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載

　
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
搬

　
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
核
燃

　
料
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
　
「
核
燃
料
輪
難
物
等
」
と
あ
る

一三

Z

　
の
は
「
空
容
器
又
は
空
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え

　
る
も
の
と
す
る
。

11

@
　
第
三
久
購
、
　
第
四
条
、
　
晶
弟
轟
ハ
条
、
　
第
七
条
、
　
第
十
一
条
、
　
第
十
一
～
久
翠
、
　
第
十

　
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
核
燃
料
汚
染

　
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
準
用
す
る
G
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

　
中
「
核
燃
料
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
核
燃
料
汚
染
物
」
と
、
　
「
核
燃
料
輸

　
送
物
情
」
と
あ
る
の
は
「
核
燃
料
汚
染
物
等
流
と
、
第
十
二
条
第
一
項
中

　
「
第
九
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
六
項
し
と
、
第
十
二
条
第

　
二
年
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
鉱
「
第
十
八
条
第
五
項
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
措
置
等
）

第
十
九
条
　
第
七
条
（
前
条
第
単
項
及
び
第
十
…
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
、
　
第
十
条
、
第
十
｝
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
　
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

　
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を

　
、
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な

　
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と

　
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
之
と
が
で
き
る
。

2
　
総
理
府
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
長
窟
の
承
認
を
受
け
て

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料

　
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
安
全
な
運
搬
を
確

　
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運

　
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
、
核
燃
料
輸
送
物
等
又
は
核
燃
料

　
汚
染
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
爾
稜
載
で
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

　
ま
た
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

　
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
面
）
に
第
三
類
黄

　
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
二
十
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
捌
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
昭
和
三
三
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

　
第
十
七
条
の
三
第
一
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。

　
一
　
三
万
キ
ュ
リ
ー
を
超
え
る
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物
質
等
（
B
M
型

　
　
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
総
理
府
令
第
三
条
第
｝
項
第
二
号
の
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
量
の

　
　
三
千
倍
を
超
え
る
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物
質
等
（
B
M
型
輸
送
物
又

　
　
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

2
　
令
第
十
七
条
の
三
第
工
号
の
運
輪
省
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
第
三

　
種
核
分
裂
性
輪
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

第
二
十
一
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
　
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の
安
全
の
確
認
」
と

　
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
搬
前
に
、
運
搬
に
関
す
る
計
函
書

　
を
運
輪
…
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
巌
規
則

第
二
十
二
条
　
運
搬
の
安
全
の
確
認
は
、
運
輸
大
雛
が
申
請
に
よ
9
指
定
す
る

　
者
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
が
運
搬
さ
れ
る
と
き
は
、
前
条
に
規
定
す
る
運
搬

　
に
関
す
る
計
画
書
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
G

第
二
十
三
条
　
運
輸
大
駆
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
二
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
春
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

　
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
Q
）

　
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
核
燃
料
物
質
等

　
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る

　
処
麗
を
十
日
以
内
に
運
輸
大
距
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附
　
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
Q

一
三
七



螂蟹真鼻瓢雛騰竃戦蓮i緊i醸

第1号様式（第9条、第18条関係）

第一類白標識

早く

　
　
　
亀

　
　
へ

　
圏
嘱

隠
＼

畠㊥幽

幽

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納

　　　　されている核燃料物質等の名称及び放射能を

　　　記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

＼
　　　　！0

払㌔

　＼

轟酬識α・礁
　　　　　　わ

CO_丁罵噺S・・誌「「一・・一……ギ・三・・写・ご…

　ACTIVITY．＿．．．．．、「＿＿『．ρUR夏ES

　　　　　　　　　　　　／

＼》／

客

．
ル

／
　

グ 部　　　　分 色　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第2号様式（第9条、第18条関係）

第二類黄標識

＼・『・。、

輕叢簗潭無雛醤｝歴鍛鯨…醍置

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　　射能及び輪軸指数を記入すること

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マ～ク 黒

下半部の地 白

文　宇 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒

馬《



蟻暴婆撃無渤糊・｝度嘲遼黙i醸 魍0

第3弩様式（第9条、第18条、第19条関係）

第三類黄標識

＼・旧
注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　　射能及び輸送指数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉・トク 黒

下半部の地 白

文　掌 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



第4号様式（箆9条関係）

三葉マーク

ヤ／60．

10Z
　　　　　　覧

　　　　2Z

覧
魁

注　1　Zは、α2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は、黒とする。

壌蓑簗鐸諏締轡｝匿蝦懸鰯厳 旧1



簸蓑蕪邸麟帥醤狸鰯攣黙厳 鋤1

第5号様式（第9条、第18条関係）

コンテナ標識

＼＼

ぐ
．
火

畠⑱禽

畠

放　　射　　性
醗戯◎翻◎A《＝署劉v霞

注　1　三葉マ｝クは、第4号様式によるものとする。

　　2　君は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

で

＼；／



第6号様式（第12条関係）

車両標識

ぐ
・
＼

＼
し

幽㊥盒

撃

放　　射　　性

　この車両に
近づかないこと

＼＼グ

箪養鞍鼻無雛紐冷戦毯黙載

i
2
り
0

注 三葉マークは、第4号様式によるものとする。

Zは、0．5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 謂

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

総剛



核
燃
料
物
資
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　　　○
　　危核
　　険燃
　　時料
　　に物
　　お質
　　けの
　　る事
〔措業
薦鞭舜

量烏鳶
雍繋
1呈題

号日

〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る

　
　
措
置
に
関
す
る
規
鋼

1
　
核
原
料
U
物
質
、
核
燃
料
μ
物
質
及
び
原
子
騨
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
第

　
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
「
事
業
春
等
」

　
と
い
う
。
）
　
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
工
場
又
は

　
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
の
運
搬
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物

　
質
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃

　
料
物
質
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に

　
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
第
五
牽
九
条
の
二
第

　
一
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）

　
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

西
四

　
「
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌

　
条
電
東
・
の
車
爾
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
又
は
航
空
機

　
　
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起

　
　
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
、

　
　
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
官
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

　
　
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、
標

　
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の
広

　
　
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
春
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
話
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従

　
事
巻
の
う
ち
男
子
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お

　
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
筒
令
第
十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
長
宮
の
定
め
る
放
射
線
愈
と
す
る
。

　
　
ω
　
核
燃
料
物
質
等
事
業
所
外
運
搬
血
口
示
第
一
二
丁
四
条
（
緊
…
急
作
業
に
係

　
　
　
る
許
容
被
ば
く
線
量
）



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
蛮
・
局
長
通
達
（
そ
の
一
）

葱
五

○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通遠（その1）

殿

鉄保第　155号

鉄運第　162号

自車第1255号

紹和53年12月28霞

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

　　　　　　　核燃料物質等車両運搬規劉、放射性嗣位元素等車両

　　　　　　　運搬規則等の制定等について（依命通達）

　先般の「原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規湖に関する法律」（昭和32年法律第166号。以下

「原子炉等規制法」という。）が改正され、核燃料物質等の車両による運搬についても、

その規制体系が変更されました。その主な改正点は、下記1のとおりです。

　今般、この改正を受けて、核燃料物質等の側目による運搬に関する規制基準を定める

「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省令第72号）が新たに制定され、従来の

ヂ放射性物質等車弼運搬規剣」（昭和52年運輸省令第33号）及び「放射性物質等車両運

搬規則の細酒を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、一部改正

により放射性同位元素等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放論性同位元素

等車両運搬規則」及び「放射性同位元素等車両運搬規則の細遇を定める告示」とされた

ので通知します。

　これらの省令及び告示は昭和54年1月4日から施行されますが、その施行に当たって

は下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係者に周知徹底方お願いしますQま

た、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細目は別途通知します。

　なお、これらの省令及び告示の制定等に関連して別紙のとおり関係法令の算定等が行

われているので念のため申し添えます。

　また、「放射性物質車濁運搬規則について（依命通達）」（昭和46年11月8日付け鉄

保第61号、鉄運第186号、自車第601号）、　「放射性物質等車両運搬規期等の捌定等に

ついて（依命通達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄運第95号、自車第1265

号）及び「放射性物質等車而運搬規貝Uについて（依命通達）」（昭和52年ユ2月22臼付け

鉄保第135号、鉄運第96号、自車第1266号）は、昭和54年1月4賃限り廃止します。

　　　　　　　　　　　記

し　原子炉等規制法の主な改正点

　（1）核燃料物質によって汚染された物が新たに規制対象に加わったこと。



　（2）工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何に

　　かかわらず、輸送物は科学技術庁長官の定める技術基準に、輪送方法は運輸大臣の

　　定める技術基準によることとされたこと。（工場又は事業所の内における運搬につ

　　いては、当該事業所の所管大臣の定める技術基準による。）

　13）科学技術庁長宮又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、

　　その輸送物又は輸送方法が技衛基準に適合していることについて、それぞれ、科学

　　技術庁長官又は運輸大臣の確認が必要とされたこと。

　（4＞四輪大臣についても、原子炉設鎧者、加工事業春等の原子力関係事業者に対し、

　　報告の徴収及び事業所への立入検査ができることとされたこと。

2，運搬の安全の確認等1

　（1）原子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臓の確認

　　　核燃料物質等率両運搬規躍第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬につ

　　いては、「原子力董本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

　　蘭する政令」（昭和53年政令第396号）の附鋼第5条の規定により昭和54年3月5

　　欝以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認申請を行

　　うこと。

　②　一定の輸送物の運搬に係る煽出

　　　核燃料物質等車澗運搬規購及び放射性同位元素等車両運搬規則の実効を図るため、

　　核燃料物質等車澗運搬規國第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸

　　送物若しくは岡規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輪送物を車両により運

　　搬する場合（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を除

　　く，、）又は放射性濁位元素等車両運搬規則第3条に規定するBM型輸送物若しくは

　　BU型輸送物を車両により運激する場合には、従来どおり、追って定めるところに

　　よりその旨を事前に届出すること。

別　　紙

L　階子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

　（昭和53年12月22日政令第396号）

2、核燃料物質の事業所外運搬に係る危険蒔における措鷹に関する規則（昭和53年12月

　28日運輸省令第68号）

3・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査を

　する職員の携帯する身分を承す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28日運輸省

　令第69号）

4　自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭

　和53年12月28日運輸省令第74号）

5．核燃料物質等の工場父は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月28ヨ

　総理府令第57号）

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
｝
）

茜
六



運
輪
…
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
一
）

6、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細自

　等を定める告示（昭和53年12月28日科学技術庁告示第1i号）

7　核燃料物質等の運搬の煽出等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令第48号）

8．危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令（昭和53年玉2月28日運輸省令第

　71号）

9．航空法施行規則の一部を改正する省令（昭和53年12月28暇運輸露令第75号）

10　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和53

　年12月28日運輸省告示第679号）

薦
七



○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その2）

殿

　　鉄山第156号
　　鉄運第163号
　　自車第1256号

昭和53年12月28日

改葺三　鉄保第　　19号

　　鉄運第　16号
　　自車第138号

昭和54年2月27日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規劉について（依命通達）

　核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号。以下「規劉」という。）の主

な条項の解釈及び取扱い、「核漂料物質、核燃料物質及び原子炉の規舗に関する法律

（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。）第59条の2第2項に規定

する確認の個品、規則第22条に規定する運輪大臣の指定の申請、一定の核燃料輸送物の

運搬に係る届出（以下「核燃料輸送物運搬届出」という。）並びに規則第19条の承認申

請（以下「特溺措置運搬承認申請」という。）についての細昌を別添のとおり定めたの

で、この旨関係者に周知徹底方お願いします。

別　　添

L　規則中の主な条項の解釈及び取扱い

　（1＞第3条、第4条第3項、第16条関係

　　　「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

　（2）　第9条関係

　　　第1項の「放躬性」の文字、第3項の総重量、「A型」の文字及び「B型」の文

　　宇は、原則として1平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとするQ

　　また、「放射性」の文字には「L型」の文字を追加して表示してもよい。

　（3）第11条関係

　　　運搬に従事する者に対する放射線被ばく線量が、一般人と同様、0．5レム毎年以下

　　となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大放射線量率は

　　2ミリレム毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、A型輸送

　　物、B蟹型輪送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従事

　　する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年問保管すること。

　　仔）核燃料物質等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッ

　　　ト等にいた時間

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

茜
八



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

扇
九

　（ロ）ボケツト線羅計、フイルムバッヂ等による漏定結果

（4）第12条第3項関係

　　前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの鉋

　離から点燈を確認できるものであること。

（5）第14条関係

　　携行する書類は、収納された核燃料物質等の主な核種の名称及び放射能強度につ

　いても記載されたものであること。

　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説

　　明すること。

（6）第15条関係

　　核燃料輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行

　の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たっては、次によること。

　㈲　BM型輸送物、　BU型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する場合にあっては、

　　　「危険物の規制に関する規則」（昭和34年総理府令第55号）第47条の2の規定に

　　準ずること。

　（ロ）核燃料輸送物等を運搬する場合には、昭和42年2月9日付け労働省基調第139

　　号「自動車運転者の労働幽間等の改善基準について」及び紹和50年11月8日付け

　　労働省基発第657号「長距離貨物運送に従事する自動車運転者の運転時間に関す

　　　る指導基準について」に準拠すること。

　　　なお、核燃料輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、か

　　つ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

（7）第17条第2項関係

　　　「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

　㈲　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭稲32年法律第166

　　号。以下「原子炉等規制法」というQ）第41条に規定する原子炉主任技術者免状

　　　を有する者又は原子炉主任技術春試験筆記試験合格者

　（ロ）原子炉等規制法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者

　←→　放射性岡位元素等による放射線障害の防⊥とに関する法律（昭和32年法律第167

　　号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条に規定する第1種放射線取扱主

　　任者免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し1年以上の経験を有する者

　（→　放射線障害防上L法第35条に規定する第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ・

　　核燃料物質の取扱いに関し2年以上の経験を有する者

　㈱　核燃料物質の取扱いに関し、ωから（二｝までに掲げる者と同等以上の知識及び経

　　験を有すると認められる春

2．核燃料輸送物の運搬の確認申請等

　規貝揃20条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、次の要領で原子炉



等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認を受けること。

（1）第1号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書並びに別表第1の第1欄の2以下

　に掲げる記載事項について、圃表の第2欄の記載要領等に従って言己載した運搬に関

　する計画書及びその添付露類正副2通を提出することσ

　　この場合において、当該申請書等は別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、それ

　ぞれ、同門の第3欄に掲げる所管課に提出すること。

②　運輸大臣は、規則第22条の規定により指定を受けた者以外の者が運搬する場合は、

　原則として運搬萌に積載階検査を行うものとする。

（3）申請書等の記載事頂のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記

　載内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らかにし、その旨を遅

　滞なく厨け繊ること。

　　また、確認を受けた場合には、確認に係る昌昌についての記録を1年間保管する

　こと。

3．核燃料輸送物運搬者の指定申請幽

く1）申　請

　　核燃料物質等を自動車により運搬する者であって規則第22条に規定する．運輸大臣

　の油田（以下「画定」というσ）を受けようとする者は、劉表第2の第玉欄に掲げ

　る記載事項について岡表の第2欄の記載要領等に従って記載した申請書及びその添

　付書類正直ll　2通を自動車局整備部車両課（昭和54年4月1碍以降は自動車局整備部

　保安課）に提出すること。

（2）指定書の交付

　　運輸大臣が指定した場合は、申請者に指定書を交付するものとする。

〈3）指定の条件等

　｛イ）指定に当たっては条件を付すことができる。

　〈切　指定に当たっては3年以内の範囲において有効期闘を付すことができる。

㈲　同定の失効

　　指定は、指定を受けた春が次の各号の一に該当する場合には、失効するものとす

　るG
　｛イ）死亡又は解散したとき。

　回　事業を廃止したとき。

　←9振定を辞退したとき。

　（二）指定の条件に適合しなくなったとき。

　俸）有効期闘が満了したときQ

樹変更届
　　捲定を受けた者は、申請書等の記載内容に変更が生じた場合は変更の事由、内容

　　を明らかにし、その旨を遅滞なく綴け出ること。
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⑥　指定書の返納

　　指定を受けた者は、捲定が失効したときは指定書を返納すること。

（7｝運搬実績の報告

　　指定を受けた者は、毎年2月1日までに前年の運搬実績を運輸大臣あて提出する

　　こと。

4．核燃料輸送物運搬届出

　　BM型輸送物、　BU型輸送物又は第3種核分裂性輸送物を運搬しようとする場合

　（原子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認に係る核燃料輪送物及

び規則第19条の運輸大臣の承認に係る核燃料輸送物を運巌しょうとする場合を除く。）

は、原則として運搬の3週間前までに、携蓑第1の第1欄に掲げる記載事項について、

同軸の第2欄の記載要領等に従って記載した届出書及びその添付書類正劇2通を提出

すること。

　　この場合において、当該届購書等は、別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、同表

の第2欄に掲げる者あてのものとし、それぞれ、岡表の第3欄に掲げる所管課に提出

すること。

　なお、届出をした内容に変更を生じた場合は変更の事由、内容を明らかにし、その

旨当該手続きに準じて遅滞なく届け出ること。

　また、届出をした場舎には、当該届出に係る運搬についての記録を1年間保管する

　こと。

5．特別措置運搬承認申請

　規則第19条の規定に基づき、核燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料汚染物を運搬

　しょうとする場合は、別表第1の第1欄に掲げる記載：事項について同表の第2欄の記

載要領等に従って記載した承認申請書及びその添付書類正副2通を提出すること。

　　この場合において、当該承認申講書等は、別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ、岡表の第3欄に掲げる所管課に提出すること。

　なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らか

にし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管するこ

　とo



鋼表第1　運搬計画書等記載事項等

記　載　事　項

1．届出書本文（承認申請の場合にあっ

ては、承認申請書本文）

2．運搬の目的

3．当該規定に従って運搬することが著

　しく姻難な規定及びその理由並びに安

全な運搬を確保するために特に講ずる

措置（承認申請のみ）

4．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及

び住所

5．運送人の氏名又は名称及び住所

6．予定運搬臼時

7　予定運搬経路

（11発地、着地、経路及び距離

②　その他

8．運搬しようとする核燃料輸送物

記　載　要　領　等

○　届出書本文の様式は第3号様式、承

　認申請書の様式は第4号様式（様式中

　「第19条第i項」は、当該承認申請が

　規貝莚第19条第2項牽こ基づく場合ζま　「第

　19条第2項」と、第19条第1項及び第

　2項に基づく場合は「第19条第1項及

　び第2項」と書き替えること。）によ

　ること。

　　また、届繊者又は申請者が法人であ

　る場合にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。

○　運搬する核燃料物質等の用途、発着

　地弾を簡略に記載すること。

○　法人にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。

○　法人にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。確認申請であって運

　送人が指定を受けた者である場合には

　揚定書の日付及び番号を記載すること

○　②については、必要に応じ、道路名

　又は路線名、通過地点、区間距離、キ

　窯印、勝要織糸、通過予定時刻、点検

　運転者の交替予定等を記載し、運行経

　路図を添付すること。

○　承認申請の場合には、②及びく4）を除

　き、「核燃料輸送物」とあるのは「核
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記　載　事　項

（1｝核燃料輸送物の型式5こは名称及び

　主要諸元

②　核燃料輸送物の種類

（3）収納する核燃料物質等の名称、数

　貴、放射能強度及び性状

（4｝核燃料輪送物の輸送制限個数及び

　配列方法（核分裂性輸送物のみ）

（5）核燃料輸送物の放射線量率

（6＞核燃料輸送物の輸送指数

（7）核燃料輸送物の飼数

（8）核燃料輪送物の基準適合状況

（9）核燃料輸送物取扱上の注意事項

（10｝核燃料輸送物の外観図及び構造騒

9，　コンテナの概要

（1）　コンテナの名称又は型式及び主要

　諸元

（2）収納する核燃料輪送物の型式又は

記　載　要　領　等

　燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料

　汚染物」と読み替えて記載すること。

○　（1）の主要諸元は、長さ、幅、高さ、

　重量等を記載すること。

○（2＞については、A、　BM、　BU型輸

　送物（第1～3種核分裂性輸送物）の

　ように記載することQ

O　（3）については、核燃料輸送物ごとに

　記載し、性状については物理的、化学

　的状態を記載すること。

○　｛5｝については、その位撮を付記又は

　図示すること。

○　（8）については、科学技術庁長官の運．

　搬確認証の番号及び輸送容器の登録番

　号を記載し、当該確認証の写しを添付

　することQ

　　科学技術庁長官の運搬確認申請中の

　ものにあっては、その冒並びに申請書

　の日付及び番号を記載すること。

○　⑳の外観騒は、三面図及び鳥観國に

　よること。

○　承認申講の場合には、（2）の「核燃料

　輸送物」を「核燃料物質等、核燃料輸

　送物又は核燃料汚染物」と読み替えて

　記載すること。

○　〈1＞の主要諸元については、長さ、幅、

　高さ、重最、適合規格等を記載するこ

　と。

○（2）については、コンテナごとに記載



記　載　事　項

　名称、燗数及びコンテナへの収納方

　法

（3）コンテナの放射線量率

（4）　コンテナの輸送指i数

（5｝　コンテナの慨数

（6）　コンテナの外観図

1α　車両及び積載方法

　（1）車両の概要

②　車両の外観図並びに積載方法及び

　固定方法

（31車両の放射線量率

　（4＞車両に積載する核燃料輸送物及び

　　コンテナの型式叉は名称、個数並び

　　に輪送搬数及びその合計値

11．運搬実施体制

　（1＞運搬責任者、運搬実施者、運搬従

事者及び岡行ずる専門家

記　載　要　領　心

すること。

○　（3）については、その位置を付記叉は

　図示すること。

○　（6）については、三面國及び鳥観図に

　よること。

○　（1）については、鉄道、軌道、索道又

　は無軌条電車により運搬する場合は当

　該運搬に使用する車而の許容積載燈及

　び有蓋、無蓋の別を、自動車により運

　幽する場合は当該運搬に使用する自動

　車の車名、型式、登録番号及び最大積

　載量を記載すること◎

○　②については、三面図により示すも

　のとし、積載位置、固定等に使用する

　用具、固定等の方法、標識の貼付、他

　の積載物等が明確にわかるように示す

　こと。

○　｛3）については、その位置を付記又は

　図示すること。

○　（4）については、車両ごとに記載する

　こと。

○　〔1）において運搬責任者については運

　搬の実務上の責任者であって必要な際

　に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、

　運搬実施者については実際に運搬に従

　事する者（運搬従事春）の統轄春の氏

　名を、運搬従事者についてはその人数

　を、嗣行ずる専門家についてはその氏
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記　載　事　項

②　放射線管理要領

（3＞運搬要領

（4＞荷役作業要領

（5＞　事故時の措置

12．その他

記　載　要　領　等

　名、所属、資格等を記載すること。

○　②については、車澗、核燃料輸送物、

　コンテナ等の放射線量率の管理、放衆

　線景率、測定機器、保護具等について

　記載すること。

○　（3）については、運搬隣1における駐車

　要領、踏切通過要領、梯団時の隊列に

　よる運行体制等を記載すること。

○　（4）については、荷役時における作業

　要領、安全対策、使用する機器又は用

　具の種類等について記載することQ

O　㈲については、事故時の応急措置、

　連絡先等を記載すること。

○　運搬従事者に対する教育訓練内容そ

　の他必要な事項を記載すること。

備　考 1．用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできる

　ものとする。ただし、この大きさによることが困難なものについては、

折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

2．届出の場合には、記載事項の11の（2）から（5｝まで及び12．については、

既に同一の記載による届出書を提出してあるときは、その旨を明示す

ることによって記載を省略することができる。

聾
心



別表第2　抵定申請書の記載事項等

記　　載　　事　　項

1．申請書本文

2，自動車：運送事業の免許の種類、取得

年月日

3．事業の概要

4．核燃料物質等の運搬委託者の氏名叉

は名称

5，核燃料物質等の運搬の経歴

（1）運搬の実績

（2｝運搬時の事故

6．核燃料物質等の運搬に使嗣する車両、

携行する機器等の概要

記　載　要　領　等

○　申請書本文の様式は第2号様式によ

　ること。

　　また、申講者が法人である場合にあ

　つては、その代表者の氏名を付記する

　ことo

○　資本金、年商、従業員数、保有車簡

　数、営業所数及び自動車運送事業以外

　の事業内容等を記載すること◎

○　過表3年以内において、核燃料物質

　等の荷送人又は荷受人として運搬を委

　託した奢のうち主な者を、原子炉等規

　制法の使用者等の区分に従って記載す

　ること。

○　過去3年間に運搬した核燃料輸送物

　の種類別画数及び件数について記載す

　ること。運輸大臣の確認を要する核燃

　料輸送物はO内に内数で示すこと。

○　過去3年間で運搬中に発生した放射

　線による人の障害が発生した事故、汚

　染等が生じた事故又は紛失事故の発生

　艮時、場所及び事故の概要を記載する

　こと。

○　運輸大臣の確認を要する核燃料輸送

　物の運搬に使用する主な車戸の車名、

　型式、登録番号及び使用の本拠の位置

　を記載し、車両の三面図を添付するこ

　と。携行する機器については、放射線

　測定器の名称又は型式、測定線質、台

　数及び保守点検要領並びに保護具の概

　要を記載すること。
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記　載　事　項

ア　核燃料物質等の運搬に関する責任体

制

8．核燃料物質等の運搬に従事する者に

対する教育訓練等

9．　被曝管理体制

1G．放射線管理等に関する知識を有する

春

記　載　要　領　等

○　運搬に濁する業務処理の体翻につい

　て指揮命令系統等が明確になるよう記

　賦すること。また、社内各部署同等の

　通常時及び危険時における連絡体制に

　ついても記載すること。ざらに関連す

　る部署の緯織図を添付すること。

○　教育訓練等の内容、教材、受講者、

　頻度等について、過玄の白綾及び今後

　の計画を記載すること。

○　運搬に従事する者の被曝放射線量の

　測定、記録等の体制について記載する

　こと。

○　核燃料物質等の運搬に従事する老の

　うち放射線取扱主任者免状等を有する

　者の氏名、所属及び免状等の取得年月

　日について記載すること。

別表第3　届出及び申講先

一
毫

区　　　　　　　　分 宛　　　　　先 所　管　課

（1）当該運搬が日本圏有鉄道の鉄道

@によってなされる場合
運輸省鉄道監督局長

鉄道監督局闘有鉄道部

ﾛ　　　安　　　課

（2＞当該運搬が日本国有鉄道以外の

@鉄道、軌道、索道又は無軌条電車

@によってなされる場合

運輸省鉄道監督局長

鉄道監督局民営鉄道部

^　転　車　両　課

（3）　当該運搬が自動車又は軽車両に

@よってなされる場合

月輪省自動車局長 自動車局整備部
ﾔ　　　両　　　課

（4）　（1）及び②に該当する場合
運輸省鉄道監督局長

鉄道監督局国有鉄道部

ﾛ　　　安　　　課

（5）（1｝及び（3＞に該当する場合、（2）及

@び（3）に該当する場合又は（1）、②及

@び（3）に該当する場合

運輸省鉄道監督局長

yび自動車局長
慮動車局整備部
ﾔ　　　両　　　自

注、区分欄の（3双は（5）の場合には、昭和54年4月1臼以降は自動車局整備部保安課

　　に提出すること。



第で号様式（確認申請書）

核燃料輸送物運搬確認申請書

運　輸　大　臣　殿

文書番号

昭和　　年　　月　　日

申請者の氏名

叉は名称
住　　　　所

連　絡　先

㊥

　別添の運搬計画書に記載する核燃料輸送物の運搬につき、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規鋼に関する法律第59条の2第2項の確認をして載きたく申請いた

しますσ

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
董
・
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

一
五
八



第2号様式（指定申請書）

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

董
九

核燃料輸送物運搬者指定申講書

運　輸　大　臣　　殿

号番書文

　
名
称
所

年
氏

　
の
名

　
者
ま

和
講
一

昭
申
又
住

先絡連

月 日

⑳

　核燃料物質等車両運搬規期第22条に規定する運輸大臣が指定する者として指定して

載きたく、下記のとおり申請いたします。

己雪口



第3号様式（届出書）

核燃料輸送物運搬届出書

殿

文書番号

昭和　　年

届出者の氏名

又は名称

住　　　　所

連　絡　先

月 日

㊥

　「核燃料物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄

保：第156号、鉄運第163号、自車第1256号）に基づき、下記核燃料輪送物の運搬に

ついてお届けします。

己雪口

運
輪
…
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
毒
仙
（
そ
の
二
）

【
六
〇



第4号様式（承認申請書）

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
二
）

天

運　輪　大臣：　殿

特別措置運搬承認申請書

文書番号

昭和　　年　　月

申請者の氏名

又は名称

佐　　　所

連　絡　先

日

㊥

　核燃料物質等車両運搬規則第19条第1項の規定に基づき、下記の核燃料物質等の

運搬について承認して載きたく申請します。

己雪口



自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
劉
（
抄
）

○
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
翻
纏
舞
露
素
雪
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
籔
号

（
目
的
）

第
｝
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
動
車
運
送
事
業
、
自
動
車
運
送
敬
扱
事
業
及
び
軽

　
車
両
等
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全

　
及
び
旅
客
又
は
荷
主
の
利
便
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
物
贔
の
持
込
制
限
）

第
三
十
六
条
　
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
用
自
動
車
を
利
用

　
す
る
旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
を
自
動
車
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
品
名
、
数
量
、
荷
造
方
法
等
に
つ
い
て
、
別
表
で
定
め
る
条
件
に

　
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

　
五
の
二
放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の

　
放
射
性
同
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
そ
の
放
射

　
能
濃
度
が
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
i
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
並
び
に

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鯛
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一
二

　
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に
．

　
六
二

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
）

　
　
寸
　
　
　
　
　
　
噸

　
　
附
　
　
　
　
日
X

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
摺
）
か
ら
施
行
す
る
Q



○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
一
一
ナ
六
年
七
月
二
十
八
日
運
輸
省
A
コ
第
山
ハ
十
七
口
写
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
＝
一
月
二
八
賃
運
輸
省
石
瀬
七
四
号

（
絹
語
の
定
義
）

第
｝
条
　
こ
の
省
令
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下

　
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
左
の
各
号
の
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
る
。

　
十
七
　
「
放
射
性
物
質
等
」
と
は
、
放
射
性
同
位
元
索
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
第
二
項
の
放
射
性
岡
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て

　
そ
の
放
射
能
濃
度
が
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
…
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も

　
の
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
間
す
る
法
律

　
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及

　
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
’
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。

　
（
燈
光
の
色
等
の
制
限
）

第
四
十
二
条
　
自
動
車
に
は
、
次
に
掲
げ
る
燈
火
を
除
き
、
後
方
を
照
鮒
し
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う

　
し
く
は
後
方
に
表
示
す
る
燈
光
の
色
が
卵
色
で
あ
る
燈
火
で
地
上
二
・
五
メ

　
…
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
燈
光
の
色
が
赤
色
で
あ
る
燈
火
を
備
え
て
は
な
ら

　
な
い
。

　
六
　
火
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
　
の
燈
火

9
　
自
動
車
に
備
え
る
燈
火
は
、
前
照
燈
、
補
助
前
照
燈
、
側
方
燈
、
番
号
燈
、

　
尾
燈
、
後
爵
に
備
え
る
駐
車
燈
、
制
動
燈
、
後
退
燈
、
方
向
指
示
器
、
補
助

　
方
向
指
示
器
、
非
常
点
減
表
示
燈
、
速
度
表
示
装
置
の
速
度
表
示
燈
、
室
内

　
照
明
燈
、
緊
急
自
動
車
の
露
光
燈
、
道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
の
燈
火
、
火

　
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
燈
火
、

　
一
般
乗
用
旅
客
自
動
童
－
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
非
常
燈
及
び
走

　
行
中
に
使
用
し
な
い
燈
火
（
前
薩
に
備
え
る
駐
車
燈
を
除
く
。
）
を
除
き
、

　
光
度
が
三
百
カ
ン
デ
ラ
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
火
薬
類
父
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の

　
燈
火
は
、
他
の
燈
火
と
兼
用
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
消
火
器
）

第
四
十
七
条
　
左
の
自
動
車
に
は
、
消
火
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
山
ハ
　
目
放
射
性
同
位
ご
兀
素
手
甫
掌
両
運
搬
㎞
規
則
（
昭
和
五
十
一
瓢
ヰ
運
輸
省
令
第
㎜
二

　
　
十
三
号
）
第
ヨ
条
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）

　
　
を
運
送
す
る
場
合
若
し
く
は
同
令
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る

　
　
場
合
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関

　
　
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す

　
　
る
核
燃
料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
　
若
し
く
は
同
工
第
八
条
に

　
　
規
定
す
る
核
分
裂
性
毛
厚
物
を
運
送
す
る
場
合
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
等

　
　
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
一
エ
年
運
輸
…
省
令
第
七
十
二
号
）
第
十
九
条
の

　
　
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
使
用
す
る
自
動
車

3
　
第
一
項
の
密
動
車
（
前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
　
に
備
え
る
消

芙
三



道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

火
器
は
、
次
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
～
　
霧
状
の
強
化
液
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
以
上

　
　
の
も
の

　
二
　
炭
酸
ガ
ス
を
放
封
ず
る
消
火
器
で
充
て
ん
星
が
一
　
・
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

　
三
　
一
塩
化
一
臭
化
メ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
一
リ
ツ
ト

　
　
ル
以
上
の
も
の

　
四
　
二
臭
化
四
ふ
つ
化
エ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
○
・
四

　
　
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の

　
五
　
消
火
紛
末
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
一
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

4
　
第
一
項
の
自
動
車
に
備
え
る
消
火
器
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

　
る
ほ
か
、
左
の
蒸
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
消
火
器
は
、
構
造
及
び
性
能
が
消
防
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
披
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
消
火
器
は
、
自
動
車
の
走
行
中
の
振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
、
損
傷
を
生

　
　
じ
又
は
作
動
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

　
三
　
消
火
器
は
、
使
薦
に
際
し
て
容
易
に
取
り
は
ず
し
が
で
き
る
よ
う
に
取

　
　
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
消
火
器
は
、
左
の
場
所
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
火
薬
類
を
運
送
す
る
自
動
車
及
び
こ
れ
を
け
ん
引
す
る
け
ん
引
慮
動

　
　
　
車
に
あ
っ
て
は
、
見
張
人
の
使
用
に
便
利
な
場
贋

　
　
ロ
　
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
運
転
奢
、
運
転
、

某
四

者
助
手
、
車
掌
、
見
張
人
又
は
取
扱
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所



○
核
燃
料
物
質
等
の
運
鍛
の
届
出
等
に
関
す
る

総
理
府
令

〔

糊
翻
羅
劇
烈
砺
仁
詰
聡
〕

　
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
空
誉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
（
同
法

六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
綱
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
一
二
百
二
十
二
号
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
周
令
第
十
七
条
の

　二

ﾌ
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
局
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
運

搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令

　
（
届
鳩
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
「
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い

　
て
準
用
す
る
令
第
十
七
条
の
一
二
第
遠
写
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質

　
等
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。
以

　
下
陰
じ
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
関
す
る
規
劉
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
二
条
第
一
項

　
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
七
条
の
｝
二
第
二
号
の
総
理

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
府
…
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
…
の
外

　
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

　
（
届
出
の
手
続
）

第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
伽
制
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
四
獲
（
法
第
六
十
六
条
第
二

　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
五
条
に
お
い
て
岡
じ
。
）
の
規
定
に
よ

　
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
鍛
の
届
出
を
し
ょ
う
と
す
る
巻
は
、
別
記
様
式
第
一
の

　
届
出
書
四
通
を
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
麗
出
は
、
運
搬
が
　
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い

　
て
の
み
行
な
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
醐
始
の
日
の
一
遍
間
前
ま
で
に
、

　
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
｝
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
畏
出
さ
れ
た
届
娼
書
四
通

　
の
う
ち
｝
通
に
届
出
を
受
理
し
た
旨
を
記
載
し
て
、
こ
れ
を
当
該
届
出
を
し

　
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
…
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
｝
更
を
生
じ

　
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
二
の
変
更
届
尊
書
四
通
を
当
該
届
出

　
を
し
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
第
三
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出
を
受

　
理
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

　
（
公
安
委
員
会
の
通
知
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
届
出
に
係

一
六
五



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
る
運
搬
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
速
や
か

　
に
、
当
該
地
の
公
安
委
員
会
に
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
臼
時
及
び
経
路
、

　
種
類
、
数
量
等
必
要
な
事
項
を
通
知
し
、
当
該
通
知
し
た
事
項
に
つ
い
て
意

　
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
出

　
を
受
理
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

　
（
指
示
）

第
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
法
曽
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事

　
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

　
　
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
【
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
以
下

　
　
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
速
度

　
二
　
伴
走
者
の
配
置

　
三
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
及
び
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に
同
行

　
　
す
る
車
両
の
車
列
の
編
成
並
び
に
当
該
車
列
を
構
成
す
る
車
両
相
互
闘
の

　
　
距
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
馳
駆
二
条
第
【
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
場
所
及
び
駐
車
晴
の
措
置

　
五
　
核
燃
料
物
質
等
の
積
卸
し
又
は
一
時
保
管
を
す
る
場
所

　
六
　
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
接
近

　
　
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

　
七
　
核
燃
…
料
物
暫
ハ
等
の
車
両
へ
の
積
載
方
法

　
炎

　
八
　
警
察
機
関
へ
の
連
．
絡

　
九
経
二
条
第
三
項
（
隷
農
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
届
出
書
及
び
次
頂
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

　
　
た
指
示
書
の
携
帯

　
十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
難
中
の
交
通
事
故
、
核
燃
料
物
質

　
　
等
の
盗
取
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

2
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
第
二
条
第
一
項
の

　
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
が
別
記
様
式
第
一
二
の
指
示
書
を
当
該
届
出
を

　
し
た
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
前
項
の
指
示
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
運
搬
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄

　
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
に
当
該
指
示
の
内
容

　
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
報
告
の
徴
収
）

第
五
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
製
錬
事
業

　
者
、
加
工
事
業
考
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
圏
原
子
力
船
運
航
者
、
再
三
理
事

　
立
春
及
び
使
用
者
は
、
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所

　
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
｝
に
該
当

　
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
日
か
ら
十
日
以
内

　
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
当
該
届
出
を
受
理
し
た
公
安
委

　
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
盗
取
又
は
所
在
不
明

　
二
　
交
通
事
故

　
一
二
　
核
燃
料
物
質
等
の
異
常
な
漏
…
え
い



　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
際
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

　
　
　
寸
　
　
　
　
　
噸

　
　
　
匪
　
　
　
　
目
ハ

　
こ
の
府
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
「
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
蘭
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

エ
ハ
七



易嘆言己様式第噛　（第2条関係）

※整理番号

※受理年月艮

核燃料物質等運撮届出書

公安委員会　殿

住所

年 月 臼

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

使用巻等の区分（注1）

掴当者　　　　　　　電話番号

運　搬　　日　時
年　　　月　　　霞　　　時から

N　　　月　　　日　　　時まで

発　　送　地（注2）

到　　達　地（注2）

種類及び慨数　　　（注3｝

輸送物 羅獲麟
蟹蕪分撒

運送人
昏欝藩やつ

Z　　　　　所

運行責任者氏名（注6）

同行専門家氏名（注7）

運搬経　路（注8）

犠瓢婆舗懸
縫鰹騰騨蔽び 自動車登録番号 最大積載重墨積載重量及び輸送物観数運転者氏名

積　　載　　方　　法　　　（注9　）

騨資翻の名徽礪

運　搬要　頒（注ユ。）

警察機関への連絡要領

応　急措　置　要　領

摘　　　　要（注11）

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

六
八



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

ニ
ハ
旧

注1．　使用春、製錬事業者、加エ事業者、原子炉設置者、外国漂子力船運航者若しくは

　　再処理事業港又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を

　　委託された春にあっては、委託蕎の名称及び使三下等の別を併記すること。

　2，工場又は事業所である場合は、その名称を併記すること。

　3，A型輸送物、　BM型輸送物又はBU型輸送物の別及び個数を記載すること。核分

　　裂性輸送物にあっては、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物部は第三種

　　核分裂性輸送物の別を併記すること。

　4　燃料要素、燃料集合体又は使用済燃料にあってはその霞及び単位体数を、その他

　　の核燃料物質にあっては化学上の名称及び重量を記載すること。核燃料物鐸によっ

　　て汚染された物にあっては、その旨及び重量を記載し、当該汚染された物の名称、

　　汚染の状況及び汚染の程度を記載した書面を添付すること。

　5　濃縮ウラン、プルトニウム又はウラン233の区分により、濃縮ウランの区分に

　　属するものにあってはその旨、濃縮度及びウランの量を、プルトニウムの区分に属

　　するものにあってはその旨及びプルトニウムの鐙を、ウラン233の区分に属する

　　ものにあってはその旨及びウラン233の量を記載すること。ただし、使用済燃料

　　の場合には記載を要しない。

　6　運鍛に同行し、運搬の実施について責任を有する者を記載すること。

　7　核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する者で、運搬に同行し、当該核燃料

　　物質等の保安のため必要な監督を行うものを記載すること。ただし、BM型輸送物

　　以外の輸送物を運搬する場合であって、専門家を同行させないときは記載を要しな

　　い0

　8　路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び車両、船舶、鉄道等の運搬手段の別

　　を記載すること。

　9　輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること。

10　車両の速度及び駐車、積卸し又は～時保管をする際に講じる見張人の配置等安全

　　確保のための借置について記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図薦を添付

　　すること。

11　法第59条の2第2項（法第66条第2項において準用する場合を含む。）の科

　　学技術庁長官又は運輸大臣の確認の有無並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外

　　における運搬に関する規則第13条及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運

　　輸省令第72号）第19条第王項の特別措置の承認の有無について記載すること。

備考1　※印欄には記載しないこと。

　　2．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



別記様式第2（第2条関係）

公安委員会　殿

核燃料物質等運搬変更届出書

年　月　日

住所

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊧

核燃料物質等の運搬の届娼等に関する総理府令第2条第4項の規定により　　　　年

　　　月　　　　日付けで届け出た核燃料物質等の運搬について、次のとおり変更

したので届け鳩ます。

変更の内容

変更の理由

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

溺記様式第3（第4条関係）

　　　　　　　　　　　核燃料物質等運搬指示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公安委員会團

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第5項（同法第

66条第2項において準用する場合を含む。）の規定により核燃料物質等の運搬について

次のとおり指示する。

届　出　年　月　日

運搬予定年月日

指　　示　　事　　項

一
七
〇



衷　核燃料物質等の運搬に関する法全の概要 昭和54年1月3GEl

警察庁保安部公害課

法　　　　律 政　　　　　　　　　　　　　　令 総　　　理　　　府　　　令

O届け出なければならない場合を定める ○届出を要する核燃料物質等を定める（第1条）

（第17条の4で準屠する第17条の3） 1．科牽技術庁長官の定める量を超える放射能を有す

核燃料物質等の運搬の 1．放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物 る核燃料物質等

届墨 質等であって総理府令で定めるものを運搬する場合 2．核分裂性物質

（第59条の2第4項） 2，臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であ o届出の手続について定める（第2条）

って総理府令で定めるものを運搬する場合 届墨書、変更二二書（別記様式第1，第2）

o公安委員会の通知について定める（第3条）

公安委員会の指示 Q指示事項について定める（第4条）

（第59条の2第5項） 速度、伴走者の配置、駐車場所、見張人の配置、その

日時、経路、その他総理 他交通箏故、盗取等防止上の必要事項

府令で定める事項 o指示の手続について定める（第4条）

指示書（別記様式第3）

o報告事項を定める（第22条第6項） o報告手続について定める（第5条）

1，事業所外運搬に関し人の障害が発生し又は発生する
報告微収（第67条）

おそれのある事故の状況

2．事業所外運搬の状況

立入検査（第68条）

o届出の規定は法の施行の日から60日を経過した日（昭

経　過　措　置 和54年3月5鎖）以降に行われる運搬について適用す

る（附則第5条）

箪蓑糞撃麗筆e職麟e睡…ヨ恥配認やゆ織騨聖く拝（翻蘇世認瞳） 1判



　　螂叢蕪鼻謹帥e製蓬e魍丑締圭2認蛎ゆ離酵聖くF（灘騨｛ヒ認瞳）

　　　　　　　　　　　　　　　　　○核燃料物質等の運搬の届出等に関する作業図（警察庁）

葉．運搬届出関係（法第59条の2第4、第5項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出　発　地）

1靱

（通過、到着地）

都道府県公安委員会（本部危険物担当課） 都道府県公（本部危険

ﾀ委貴会　　物掴当課）

O運搬届出書、変更届出諮の

�o（法59条り2臥政令17

@条の4、府令1条，2条〉

o通知（府令3条）

@日時、経路、種類、

柏磨F、積卸、一時保管

梼ﾔの場所及び晴間、

ﾍ出書、運搬事業者等

原
　
子
　
力
　
関
　
係
　
事
　
業
　
管

0運搬届出書、変更届出護の

@交付（府全2条贋、同V）

o受　　理

@届出対象該当の有無

@届　　出　者　名　　の確認

@届　　繊　　内　容

鼈鼈鼈鼈鼈鼈黶@一……一一一　一一
Z指示事項の検討（法59条の2V、府令

@4条1）

@指示事項

@鶏蒋、経路、車両の速度、伴走渚の配置

@同列の編成、駐車場所及び駐車時の措置

@積御又は一時保管の場所、見張人、積載

@方法、警察への連絡、運搬届出書等の携

@帯、その他変通纂故、盗取防止措置等

o受　　理

黶@一一　一一一　｝
処ﾓ見の検討

i　日時、経路等指示事項と同じ

O撫示露の交付（法59条の

@2V、府令4条旺）

o意見の回答

@（府令3条1）

○指示内容の通知

@（府令4条理）

報
告

照
会

報
告

照
会

本部関係部門
@　　　　　　　　　・警　察　署（警備・交通・警ら）

本部関係部門
@　　　　　　・警察羅（警備・ii樋・警ら）



2．報告徴収関係て法第67条） （注）法………核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

　　政　令…嗣上法律施行令

　　府　令…核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令

（出　発 地〉 ： （事故発生地）

都道府県公安委員会 勺今回追力・さ ： 蘇の規定にア勘 都道府県警察本部町担当課

（本部危険物担惑課） れた規定 1 警察官（1エ0番、 高速道路緊急電話）
「

o報　告 o報缶の命令 O事故発生臼から l
l（法67条 （法67鱗 10日以内に報告 ；

政令22条 22条～の （法67…緻令22 1

。漉ちに通報 。遅帯なく届出

m 条耀、府令5条） ：
：

（法64条） （法63条）

1

原　　子 力 事 業　者 1 原子力纂業者及び運搬受託者 下記事態の発見春
（法67条、政令22条W） 1 （法63条） （法64条）

o窮業所外運搬の状況 o人の障害が発生し又は発生の ： O所持する核燃料物質につい ○所持する核燃料物質に関し、地

（運搬の安全管理対策等 ｝ おそれがある場合（府令5条） 【 て 震、火災その他の災害が起った

盗取又は所在不明、交通事故 ： 盗取、所在不明その他の事 ことにより核燃料物質による災

核燃料物質等の異常な漏えい ； 故 害が発生するおそれがあり又は

その他
1

発生した場合

事　故 ・　災　害　等　の　発 生

簸遜宴藩無齢Q畷蘇e睡紹帥12駆恒Q離脚迄くP（灘蕪｛b認迷） 1槻



○核燃料物質等運搬届出書の記載要領（警察庁）

1．届出回数

　　一睡列ごとに届けることQ一車列は、原則として8台以下とすること。

2．届出者

　　運搬を委託された者が属け出る場合には、『運搬を委託した事業春との連名によるこ

　と。なお、商役等による届繊は認めないので留意すること。

3．担当者

　　実際の事務担当者であって、運搬内容を熱指した者を記載すること。

4．届出先

　　発送地の公安委員会の下にある警視庁又は道府県警察本部の危険物担当課とするこ

　と。専用港等から発送する場合においても同様とすること。なお、担当課については、

核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表を参照すること。

　　なお、届出は担当者が届捷書四通を持参して行うこと。

5．届出瞬

　　運搬予定屠の2週間前（～都道府累内のみの運巌については、1週聞前）までの平日

　とすること。船舶により輸入する場合等であって運搬予定日に変更の生ずるおそれの

　ある場合には、予めその旨を説明しておくこと。車濁、運転着等について、まだ確定

　していない場合には、最も可能性の高いもので届出をし、後日確定した場合に変更届

　出書を速やかに提出すること。

6．運搬目時

　　運搬全体（船舶等による運搬の部分も含む。　）の開始予定鼠時及び終了予定日時を

　記載すること。

7．発送地、到着地

　　所在地を記載し、事業所名、埠頭名又は空港名を併記すること。なお、埠頭等につ

　いては、コンテナーパースを記載する等場所の特定を図ること。

8．輸送物

　　輸送物の種類については、「A型第二種核分裂性輸送物」等と記載すること。核燃

料物質等の名称については、「燃料集合体」、「6弗化ウラン」等と記載すること。

　なお、試験的に短期間核分裂させたものについては、　「使用済燃料」と記載し、試験

　的に照射した旨を付記すること。区分については、燃料集合体及び燃料要素について、

　「濃縮ウラン、濃縮度3％」等と記載すること。数量については、一車列の数量の総

　量を記載すること。

9．運送人

　　実際に運搬を行う運送業者の全員を記載すること。

10，運行責任者

　　運搬に岡行ずる現場責任者の氏名を記載すること。
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11．一行専門家

　　核燃料物質の取扱いについて専門的知識を有する者が運搬に同行する場合には、そ

　の氏名及び資格等を記載すること。

12．運搬経路

　　路線名、主要な経由地点、通過予定時刻及び都道府県名等運搬経路が明確にわかる

　ように記載すること。車両、鉄道、船舶等の別は、併用するときのみ記載することQ

13．駐車、壷皿し及び～時保管予定場所並びにその予定時刻

　　交通事故、盗取組の防止のために重要な事項であるので明確に記載すること。　「海

　老名」等ではなく、　「東名海老名サービスエリア」等と具体的に記載すること。なお、

　道路上の駐車は避けるように努めること。核燃料物質等を積載した車両を長時聞駐車

　又は格納する場合には、営業所等の管理可能な区域で行うこととし、その名称を記載

　すること。積卸し及び一時保管の場所は、事業所内で行う部分以外について具体的に

　記載すること。

14，積載車両及び運転車

　　積載車両ごとに、自動車登録番号、最大積載重量、積載重量、輸送物飼数及び運転

　者氏名を記載すること◎なお、補充運転者がいる場合には、鋼に記載すること。

15．積載方法

　　積載方法の概略を簡潔に記載し、外観図を添付すること。

16．携行資器材の名称及び個数

　　サーベイメーター、化学消火器、フィルムバソジ、ポケット線量計、立入禁止区域

　表示用器具等の災害防止又は災害発生時の応急措置のために携行する資器材を記載す

　ること。

17．運搬要領

　　速度、伴走者の配置、見張人の配置、駐車時の措置、車両間の連絡方法等について

　記載し、車列の編成及び車間距離を記載した図面を添付すること。伴走車については、

　その乗務員の氏名、役割についても記載すること。伴走車とは、運搬中の安全確保の

　ためのものであるので、交通事故、盗取等の防止のために監視を行い、必要な措置を

　執れる老が添乗しているものをいうので留意すること。見張入については、氏名のほ

　か見張方法等について記載すること。見張人とは、周辺を監視し、関係者以外の港の

　接近を防止することのできる者をいうので留意すること。

18，警察機関への連絡要領

　　異常事態発生蒋の連絡、運撮が計画と異なった場合の連絡等について記載すること。

　連絡先忙ついては、核燃料物質等の運鍛に関する事務担当者一覧表を参照すること。

19．応急措置要領

　　災害発生三等における応急措置及び車両故障等運搬が計画と異なったときの措置に

　ついて記載すること。

20．摘　　要

　　科学技術庁長官又は運輸大臣の確認等の有無を記載すること。確認申請中である場

　合には、その旨を記載し、確認後速やかに確認証の写しを添えて変更届を提出すること。



○核燃料物質等運搬届出書の記載例　（警察庁保安部公害課）

その1　低濃縮ウランの場合
警察庁保安部公害課

茨誠県公安委員会　殿

核燃料物質等運搬属出書

昭和54年3月5臼

住所　東京都千代留区○○町○丁爵○番○号
氏名　○○株式会社代表取締役○○○○　㊥
使用者等の区分　　加工事業春
損当者　○○○○　電話番号　03一〇〇〇←OoOO
控所　東京都港区××○ア屡○番○号
氏名　○○運輪株式会社代表取締役○○○（：遍）

使用考等の区分　運搬を委託された者
鐙当者　○○○○　電話番：号03－OOQ一℃Qoo

運　　　搬　　日　　時 昭和54年　3月　19臼午後10蒔から
ｺ湘54年　3月　20日午後11時まで

発　　　　送　　　　地 茨城県那珂郡○○村○○○　○○会社菓海事業所

到　　　達　　　地 福井県大飯郡○○町○○○　○○電力○○発電所

種類及び欄数 A温海2種核分裂性輸送物8個

輸送物 辮雛等の名 燃料集合体　16体

区分及び区分別数量 濃縮ウラン8ρOOK：g、濃縮度3％

運送人
氏　　　　　名

Z　　　　　所

○○運翰株式会社

結椏s港区×xO町目○番○号

運行責任者氏名 ○○○○

飼行専門家氏名 ○○　○○　核燃料取扱主任者

運　　搬　　経　　路 別紙記載のとおり

駐車、稜卸し及び一時撮
ﾇ予定場所並びにその予
闔l刻

別紙記載のとおり。積卸しは行わない。

自動車登録番号最大積載重量 積載重壁及び輸送物鰯数 運転巻氏名核燃料物質等積載車両及

ﾑ運転者 別紙記載のとおり

積　　載　　方　　　法 トラックには輸送物2欄を1段で積載し、ワイヤロープで固
閧ｵ、輸送物上部には緩衝材を当てる。

携行資器材の名称及び燭数 別紙記載のとおり

運　　搬　　　要　　領 別紙記載のとおり

警察機関への連絡要領 別紙記載のとおり

応　急　措　置　要　領 別紙記載のとおり

摘　　　　　　　　要 科学技術庁長官の確認申請中
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運搬経路及び通過予定二二（例）
駐車予定場所
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県　名 路線名
距 離 所要

発着経由地 通過予定時刻
区　間 キロ程 時間

（答○事業醤） 0 0 22：00

国　道 水　　　戸 20 20 35 22：35

茨　城 6号線 石　　　岡 34 54 70 23：45

土　　　浦 16 70 35 00：20

取　　手 ユ6 86 35 00：55～Ol：15

千　葉 松　　　戸 37 123 75 02：30

東　京 溺　記 東名入口 40 163 80 03：50

海　老　名 32 195 25 04：15～07：30
神豪蛸

足　　　柄 50 245 40 08：10

（東名 窟　士　川 47 292 40 08：50

静　闘
高速、

ｼ神高 牧　野　原 67 359 70 10：00
速）

三　ケ　日 57 416 50 10：50～エ1：40

愛　知 上　　　郷 54 470 50 12：30

養　　　老 76 546 75 13：45～16：ユ0
岐　阜

関　ケ　原 8 554 15 16：25

国　道 米　　　原 18 572 40 エ7：05
滋　賀

8号線 長　　　浜 8 580 10 17：15

国　道 県　　　境 32 612 65 18：20～19：3G

27号 敦　　　賀 12 624 25 19：55
福　井

線 小　　　浜 50 674 100 21：35

県　道 高　　　浜 25 699 50 22：25
（○○発電所）

竜ケ騎弔佐貫
町○○道路脇
待機車線駐車
（点検）

海老名サービ
スエリア駐車
（休憩）

三ケ日パーキ
ングエリア駐
車（休憩）

養老サービス
エリア駐車
（休憩）

ドライブイン
駐車場所駐車
（休憩）

国道6号線東名高速線間の通過路線名

〔藩難響世羅欝所〕

核燃料物質等積載華両及び運転者（例）

　
毛

自動車登録番号 最大積載重量 積載重墨：及び輸送物個数 運転者氏名

茨　11あ6483 11トン 5．8トン　2個 ○○○○．○○○○

茨　11あ6051 同　　上 同　　　上 ○○○○．0000
茨　1ヱあ3235 同　　上 同　　　上 ○σ○○．○○○○

福井11か1622 同　　上 同　　　上 ○○○○．0000



携行資器材の名称及び個数（例）

翫 晶　　　　　名 数　　　量

1
， サーベイメーター

7線用（電離箱又はGM式） 1　台

α線用 1　台
2
． セブラロープ 約1GOm
3
． 標　識（立入禁止等） 1　式

4． 夜間僧号用ランプ

（1）警戒灯（回転式） 3　個

②　懐中電灯（大型） 3　個

5
． 拡声機（電気メガホン） 1　台

6
． ポ　　ロ 約2Kg
7
． ポリ又はビニール袋 大小各種1式
8
． ペーパータオル 6　箱

9． ビニールテープ 1　式

10， 消化器（ABC内容3．5Kg以上） 各車両1偶

．11， 赤　旗 1　式

12． トランシーバー 1　式

13． オーバーオール 運搬従事者毎

14． マスク
〃

15． メガネ 〃

16． ゴム手袋 〃

17． オーバーシューズ 〃
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運　搬　要　領

運搬に当たっては安全確保のために以下の措置を執ります。

1。始業点検を厳重に実施します。

2，交通法規を遵守し悪路工事個所等では徐行します。運行速度は一般道路では50㎞

毎時以下、高速道路では80勧毎時以下としますQ

3．積載車両の前後に伴走車を1台ずつ配置します。伴走車には、運転者、運行責任者

　同行専門家、荷受人同行者のほか、監視員2名が乗車し交通事故防止に努めるととも

に積載車両を監視します。監視員には、警備業法の警備員を当てます。

4・携帯無線機を使用し各車山間で連絡をとります。

5・駐車の際には、警備員を含め4名で見張ります。

宅
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なお、伴走春の乗務員、見張人の氏名、役割は以下の通りです。

　1台目車両　○○○○、○○○○　　運転者（○○運輸株式会社）

　　　　　　　○○○○　運行責任者（○○株式会社）

　　　　　　　○○○○　監視員（○○警備会社）

　　　　　　　oOOO　同行専門家（○○会社）

　2台嗣車両○○つ○、○○○○　　運転春（○○運輸株式会社）

　　　　　　　○○○○　監視員（○○警備会社）

　　　　　　　○○○○　荷受人同行者（○○会社）

　警察機関への連絡要領

　交通事故、核燃料物質等の盗取、漏えい等の事故が発生した場合には110番（高速

道路上では緊急電話）で事故発生地の警察に連絡します。連絡に当たっては運行責任者

が下記内容を速やかに伝えます0

　1．事故発生時刻及び場所

　2．事故の原霞及び状況、汚染の程度

　3．死傷者、被ばく者の有無

　4、事故の拡大の可能性の有無

　5．講じた措置

　6．連絡者の氏名及び今後の連絡先

　車両故障、道路の不通等により、予定どおりの運搬ができなくなった場合には、出発

地及び通過地の警察本部に公衆電話5こは本社を通じて速やかに連絡します◎

応急措置要領

事故が発生した場合には、以下の措置を取ります。

1．警察機関及び関係先に直ちに連絡する。　110番非常電話

2，必要な場合に最寄りの消防機関に119番で連絡する。

3．事故現場への関係者以外の巻の接近を防1とするため、縄張りをし、赤旗、赤色灯

　を持って，見張る0

4．放射線澗定をする。

5．被ばくした巻のいる場合には救護措鐙をとるQ

6．汚染除去する。
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車列編成図

先導車　　　　　　　輸送物積載車　　　　　　　予備車　　クレーソ車　　後衛車
（伴走車）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伴走車）

車間距離は時速50K！nのとき50mを保ちます。
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その2　Puの場合（高濃縮ウランの場合もこれに準ずる。）

核燃料物質等運搬届出書

東京都公安委員会　殿

※整理番号

※受理年月罰

昭和54年2月23日

住所　東京都港区xxO丁霞○番○号
氏名　○○会社　代表取締役00つ○　㊧
硬用者等の区分　使用巻
雲墜当春　　○（）（）○　　電言々番号03一一く⊃oO－Oc◎o

帯揚　東京都千代田区×xxOT爵○番○号
氏名　○○運輸株式会社代表取締役○○○○劇
使用者等の区分　運搬を委託された春
担当者　　○（⊃○（：）　　電言舌番号03－oOO－oooo

運　　搬　　　日　　時 昭和54年　3月　　9饅午後9時から
��T4年　3月　10日午前2聴まで

発　　　　　送　　　地 東京都大井埠頭その1コンテナーナンバー5バース

到　　　　　達　　　地 茨城県○○郡○○討○○○　○○会社○○事業所

種類及び燈数 BU型第2種核分裂二二二物　　7綱

継畷馨黎欝の名称 2酸化プルトユウム　2，3709

区分及び区分別数量 プルトニウム　　　　　2，100g

　　　氏　　　　　　名
^送人

OC運輸株式会鮭

住　　　　　　　所 東京都千代田区××○二二○番○号

運　行　責任者氏名 0000
同　行　専門家　氏名 ○○　○○　核燃料取扱主任春

運　　搬　　経　　路 別紙記載のとおり

駐車、積卸し及び一蒋保管
¥定場所並びにその予定時 別紙記載のとおり

核燃料物質等積載車爾及び

^転者
宙動牽登録番癌誌積載重量

　　　　　　　　　1
ﾏ載重量及び輸送物鰯敦 運転者氏名

別紙記載のとおり

積　　載　　方　　法
輸送物3欄又は瞬固を収納した非開放型コンテナ1飼を積
ﾚしツイストロックで固定する

携行資器材の名称及び個数 別紙記載のとおり

運　　搬　　　要　　　領 別紙記載のとおり

讐察機関への連絡要領 別紙紀載のとおり

応　急　措　置　要　領 別紙記載のとおり

摘　　　　　　　　　要 科学技術庁長官、運輸大臣の確認申請中



運搬経路及び通過予定時刻（例）

県
名

路　線　名 発着経由地
区　間

浴@離
キロ程

区間所

v時間
通過予定蒔刻

海岸通り 大井埠頭 粁 粁 分 21：00

芝　　　　浦 6 6 20 21：20
新大橋通り

佃　大　橋 2 8 10 21：3G

東
　
京
　
都

清澄通り
言問橋交叉点 7 15 25 2エ：55

新四ツ木橋 3 18 5 22：00

千
葉
県

松　　　　戸 8 26 20 22：20

柏 11 37 20 22：婆0

国道6号線
取　　　　手 9 46 20 23：00

土　　　　浦 29 75 60 0：00～0：10茨
　
城
　
県

石　　　　岡 16 91 35 0：45

水　　　　戸 34 125 50 1：35

○○会社
宦寰幕ﾆ所

21 146 35 2：10
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核燃料物質等積載車両及び運転者（例）

自動車登録番号 最大積載重量 積載重：量：及び輸送物個数 運転巻氏名

昂ノ；111か6369 ○○○○○○○○

晶ノ月11か1662 20．3t 24t（コンテナを含む）4個

品jllHか4065 ○○○○○○○○

贔川11か1663 20，3t 2，2t（コンテナを含む）3個

一
登



携行資器材の名称及び個数（例）
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燃
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書
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記
載
例
（
警
察
庁
関
係
）

翫 品　　　　　　　　　名 数　　　量

1
． サーベイメーター 1　台

γ線用（電離箱又はGM式） 1　台

α線用 1　台

2． セブラロープ 約工00期
3
． 標識（立入禁止等） 1　式

4． 夜間信号用ランプ

（1）警戒灯（回転式1 3　個

②懐中電灯（大型） 3　飼
5
． 拡声機（電気メガホン） 1　台
6
． ボ　　P 約2騒

7． ポリ又はビニール袋 大小各種1式

8． ペーパータオル 6　箱

9． ビユールテープ 1　式

10． 消化器（ABC内容3．5晦以上） 各車両1個

11， 赤．旗 1　式

12． トランシーバー 1　式

13． オーバーオール 運搬従事者毎

14． マスク 〃

15． メガネ 〃

16． ゴム手袋 〃

エ7， オーバーシューズ 〃

｝
益

運　搬　要　領

　運搬に当たっては、安全確保のために以下の措置を執ります。

1．始業点検を厳重に実施します。

2．交通法規を遵守し悪路、工事個所等では徐行します。運行速度は一般道路では50㎞

　毎時以下とします。

3，積載車両の前後に伴走車を2台ずつ配置します。伴走車には、運転者、運行責任春、

　同行専門家、荷受人同行者のほか、監視員8名が乗車し、交通事故防止に努めるとと

　もに積載車両を監視します。監視員には警備業法の警備員を当てます。

4．携帯無線機を使用し、各車両吟で連絡をとるとともに定時的に本社の管理部門と連

　絡をとDますQ



　5．大井埠頭内での一時保管中は、警備員8名を配置して常時見張ります。

　6．駐車の際には、後方に停止表示器材を置き、運搬従事巻全員で見張ります。

なお、伴走車の乗務員、見張人の氏名、役割は以下のとおりです。

　1台葭車爾　○○○○　○○○○　運転春（○○運輸株式会社）

　　　　　　○○○○　　運行責任潜（○○株式会社）

　　　　　　○○○○、○○○○　監視員（○○警備会歓）

　2台目車両　○○○○　運転者（○○運輸株式会社）

　　　　　　○○○α○○○○　○○○○　監視員（○○讐備会社）

　　　　　　○○○○　岡行専門家（○○会社）

　3台昌車両○OOO運転者（○○警備会社）

　　　　　　○○○○、○○○○　○○○つ　監視員（○○警備会社）

　4台醒車両　00つ○　運転者（○○運輸株式会被）

　　　　　　○○○○　副運行責任者（○○会被）

　　　　　　○○○○　○○○○　荷受人同行春（○○会社）

　保管中の見張人　上記の監視員

核
燃
料
物
質
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）

警察機関への連絡要頷

　交通事故、核燃料物質等の盗取、漏えい等の事故が発生した場合には110番（高速道

路上では緊急電話）で事故発生地の警察に連絡します。連絡に当たっては運行費回春が下

記内容を速やかに伝えます。

　1，審故発生時刻及び場所

　2．事故の原困及び状況、汚染の程度

　3．死鰐者、破ばく春の有無

　4．事故の拡大の可能性の有無

　5，講じた措置

　6。連絡者の氏名及び今後の連絡先

　車両故障、道路の不通等により、予定どおりの運搬ができなくなった場合には、出発地

及び通過地の警察本部に公衆電話又は本社を通じて速やかに連絡します。

出発時県境通過及び運搬終了時には、警察本部に連絡します。
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一八

ﾜ

応急措置要領

　事故が発生した場合には、以下の措置を取りますQ

　1．警察機関及び関係先に直ちに連絡する。

　2．必要な場合に最審りの消防機関に119番で連絡する。

　3．事故現場への関係者以外の者の接近を防止するため、縄張りをし、赤旗、赤色灯

　　を持って見張る0

　4．放封線測定をする。

　5．被ばくした春のいる場合には救護措置をとるQ

　6．汚染除去する。
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積載車両外観図
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車　　列　　編　　成　　図

伴走車　（先導車） 輸送物積載車 輪送物積載車

車間距離は時速50k田のとき50mを保ちます。

伴走車

（後衛車）
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天
七

表　核燃料物質等の運搬に関ずる事務担当者一覧蒙 警察庁保安部公害課

（暴召和54年1月現在）

電 話

都道府県溺 撞　当　課 担　当　係 担　当　者
加　入　電話 内　線

警　　察　　庁 公　害　課 危険物係 別府・田村 G3－581－G141 2903

北海道警察本部 保　安　課 火薬危二物係 村上・俊藤 011－231－215ユ 2255

東北管区警察局 〃 公　害　係 菅原 0222一一21－7171 2552

青　森　県 〃 〃 葛西 0177－23－421エ 2357

岩　手　県 防　犯　課 危険物係 宮野・金野 0196一53－5151 345

宮　城　県 生活保安課 危倹直通1係 千葉 0222－21－7171 2274

秋　田　県 保　安　課 危険物係 鈴木・相沢 0188－63－1111 2523

山　形　県 生渚操安課 保　安　係 田中 0236－41－6125 2526

福　務　県 保　安　課 公　害　係 酒井 0245－22｝2151 2525

警　　視　　庁 保安第1課 保安第1係 辰已・永井 03－581－4321 4670

関東管区警察局 保　安　課 保安第2係 小林・幸田 03－581－0141 7919

茨　城　県 〃 公　害　係 生井沢 0292－24－2111 2534

栃　木　県 生活保安課 銃砲危険物係 大場・淵向 0286－21－2121 2533

群　馬　県 保　安　課 保　安　係 酒井・中林 0272｝24－5454 2541

埼　玉　県 〃 保安第2係 田辺・針谷 0488－24－2121 2531

千　葉　県 〃 〃 高安・山口 0472－27－9131 432

神奈川県 〃 危険物係 高橋・伊賀川 045－21レ12王2 3686

新　潟　県 〃 公害危険物係 白井・渡辺 0252－28－3131 2537

山　梨　県 〃 生酒公害係 八巻 0552－35－2121 463

長　野　県 〃 危険物係 柳沢 0262－32－1251 2623

静　岡　県 〃 銃砲危険物係 村松 0542－54－4351 3628

中部管区：讐察局 保　安　課 保　安　係 鳥山 052－951－1611 2244

富　山　県 生　話　課 公　害　係 加藤 0764－41－2211 2344

石　川　県 保　安　課 保　安　係 森田 0762－62－1161 2395

福　井　県 防　犯　課 生活公害係 天谷 0776－22－2880 4623

岐　阜　県 生活保安課 保　安　係 清水 0582一一71－2424 2392

愛　知　県 保安第1課 〃 筒井 052－951－1611 4375



電 話

都道府県別 担　当　者撞　当　課 担　当　係
加　入　電　話 内　　線

三　重　県 保　安　課 保　安　係 大西 0592－26－2111 447

近畿管区讐察局 保　安　課 公　害　係 西・田中 06－943－1234 3349

滋　賀　県 防犯少年課 保　安　係 拾井・杉村 0775－22－1231 2317

京　都　府 保　安　課 危険物係 高岡・橋野 075－451－9111 2649

大　阪　府 公害　課 指　導　係 中野・中村 06－943級234 3666

兵　庫　県 保　安　課 危険物係 坂東・帰日 078－341－7441 3625

奈　良　県 防　犯　課 保　安　係 横山・寛紀 0742－23－1101 526

和歌山県 防犯少年課 公　害　係 岩橋・小粟 0734・一23－9141 262

中国管区警察局 保　安　課 保　安　係 大畑・岡林 0822－28－0111 5435

鳥　取　県 防　犯　諜 〃 角票・平家 0857－23－0111 2256

島　根　県 〃 〃 高山・陶山 0852一一26－0111 3153

岡　山　県 保　安　課 保安第2係 鈴木・大林 G862－33－0111 2286

広　島　県 〃 〃 浅谷・住田 0822－28－01王1 2515

山　口　県 〃 保　安　係 神徳・和木 08392－5－5111 2421

四國管区警察局 保　安　課 保　安　係 高松 0878－33－2111 443

徳　島　県 防　犯　課 〃 木村・岡本 0886－22－3101 273

香　川　嬢 〃 〃 山尾 0878一君3－2111 276

愛　媛　県 保　安　課 公　害　係 松岡 0899－41－0111 2467

高　知　県 防犯少年課 保安第王係 正木 0888－23－1211 248

九州管区警察局 保　安　課 公　害　係 長友 092－741一一2231 544

福　岡　県 保安第1課 銃砲火薬係 宮崎・坂井 092－741－2231 2461

佐　賀　県 防　犯　課 〃 田丸・麻上 0952－24－1111 23－226

長　崎　県 保　安　課 危険物係 円能寺・川目 0958－22－5101 2292

態　本　県 〃 公　害　係 丸山・森 0963－66－4111 2523

大　分　県 防　犯　課 第2保安係 宮下・宮脇 0975－36－213i 335

宮　綺　県 防犯少年ii果 公　害　係 中村・中原 0985－23－2エ41 61－414

鹿児島県 生活保安課 〃 山元・州崎 0992－23－9111 2525

沖　縄　県 保　安　課 生　話　係 長浜・知念 0988－55－9エ11 2577

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
務
担
当
者
｝
覧
表
（
警
察
庁
関
係
）

天
八



（Qq　鍵」→綴掴認毯燵く降）

図　核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系

核燃料物質等の船舶運送

港　　則　　法
（運輸省所管）

船舶安全法
（運輸省所管）

規　　制　　法
（科学技術庁所管）

（第64条）

港劉法施行規則

（運輸省令）
危険物船舶運送及び
貯蔵規則（運輸省令）

危険晴措置規則
（運輸省令）

核燃料物質等事業所外

運搬規則（総理府令）

（第91条の21）

放射性物質等
船舶運送告示

船舶局長通達
海ま：保安庁
行政指導文書

1く《



船
舶
安
全
法
（
抄
）

一
九
〇

○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

ﾚ
綾
縫
欄
＋
語
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
四
八
年
九
月
十
四
日
法
律
第
八
○
号

（
日
本
船
舶
航
行
供
用
の
要
件
Y

第
皿
条
　
B
本
船
舶
ハ
本
法
二
依
リ
其
ノ
堪
航
性
ヲ
保
持
シ
且
人
命
ノ
安
全
ヲ

　
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
施
設
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
レ
パ
之
ヲ
航
行
ノ
用
二
供
ス
ル

　
コ
ト
ヲ
得
ズ

（
航
行
上
の
危
険
紡
止
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
八
条
　
危
険
物
其
ノ
他
ノ
特
殊
貨
物
ノ
運
送
及
貯
蔵
一
一
関
ス
ル
事
項
並

　
二
力
厄
肱
陳
及
気
～
象
ノ
通
報
其
ノ
他
船
舶
航
行
・
上
ノ
危
肱
陳
防
止
二
閲
閃
シ
必
要
ナ
ル

　
　
　
　
　
ω

　
事
項
ハ
A
叩
令
ヲ
旧
以
テ
之
ヲ
定
ム

④③②

晶
朋
項
ノ
ム
叩
令
ニ
ハ
必
要
ナ
ル
㎜
剖
則
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
一

茜
購
項
（
ノ
㎜
罰
…
則
二
規
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
日
ル
㎜
刮
ハ
十
万
m
肖
以
下
ノ
㎝
罰
金
ト
ス

第
十
二
条
ノ
親
定
ハ
第
一
項
ノ
命
令
ノ
施
行
二
付
適
用
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

ω
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
鍵
蔵
規
則



　
○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
聾
縫
餅
曉
勤
鑑
別
〕

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
　
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
一
号

（
通
則
）

第
一
条
　
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
及
び
貯
蔵
並
び
に
常
用
危
険
物
の
取
扱

　
に
関
し
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
語
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
危
険
物
　
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

　
　
　
ヌ
　
放
射
性
物
質
等
　
放
射
性
物
質
（
イ
オ
ン
化
す
る
放
射
線
を
自
然

　
　
　
　
に
放
射
す
る
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
放
射
性
物
質
に
よ

　
　
　
　
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
毎
グ
ラ
ム
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ

　
　
　
　
キ
ュ
リ
ー
以
上
の
放
射
能
濃
度
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

　
二
　
常
用
危
険
物
　
船
舶
の
航
行
又
は
人
命
の
安
全
を
保
持
す
る
た
め
、
当

　
　
該
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
危
険
物
を
い
う
。

　
三
　
甲
板
上
積
載
　
危
険
物
を
暴
露
甲
板
に
積
載
す
る
こ
と
（
甲
板
上
カ
バ

　
　
一
積
載
を
除
く
Q
）
を
い
う
。

　
四
　
甲
忙
似
上
カ
バ
ー
積
載
　
危
除
博
物
を
覆
布
等
で
お
お
っ
て
暴
霰
…
甲
板
に
積

　
　
照
す
る
こ
と
を
い
う
Q

　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

五
　
甲
板
上
室
内
積
載
　
危
険
物
を
開
放
さ
れ
た
船
楼
若
し
く
は
甲
板
室
又

　
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

六
　
倉
ロ
ト
ラ
ン
ク
積
載
　
危
険
物
を
開
口
が
な
い
鋼
製
囲
壁
（
入
日
が
あ

　
つ
て
も
そ
の
開
口
を
充
分
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
有
す
る
も

　
の
を
含
む
。
）
で
囲
ま
れ
、
か
つ
、
そ
の
底
面
に
不
燃
性
の
倉
口
閉
鎖
装

　
置
を
有
す
る
倉
ロ
ト
ラ
ン
ク
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

七
　
甲
板
問
積
載
　
危
険
物
を
上
甲
板
（
全
通
船
楼
船
に
あ
っ
て
は
全
通
船

　
楼
甲
板
。
以
下
同
じ
Q
）
と
こ
れ
の
直
下
の
甲
板
と
の
間
の
場
所
に
積
載

　
す
る
こ
と
を
い
う
。

八
甲
板
．
間
近
接
容
易
積
載
、
積
載
場
所
に
近
づ
き
や
す
い
よ
う
に
し
て
す

　
る
甲
板
間
積
載
（
木
製
の
倉
口
蓋
の
上
面
に
す
る
積
載
を
除
く
σ
）
を
い

　
う
〇

九
倉
内
積
載
危
険
物
を
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
甲
板
下
の
場
所
に

　
積
載
す
る
こ
と
（
甲
板
間
積
載
を
除
く
。
）
を
い
う
。

十
　
倉
内
上
積
積
載
　
下
積
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
す
る
倉
内
積
載
を
い
う
。

十
一
　
倉
内
熱
気
隔
離
積
載
　
熱
気
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
て
す
る
倉

　
内
積
載
を
い
う
。

十
一
一
　
は
し
け
　
危
険
物
を
運
送
す
る
船
船
で
あ
っ
て
推
進
機
関
又
は
帆
装

　
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

十
三
　
タ
ン
切
i
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
一
部
を
構
成
す
る

　
タ
ン
ク
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
。
）

　
を
い
う
。

十
四
　
タ
ン
ク
船
　
危
験
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
一
部
を
構
成
し
な

一
空



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
い
タ
ン
ク
（
暴
露
甲
板
上
に
す
え
付
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
ば
ら

　
　
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
。
）
を
い
う
Q

（
分
類
、
項
昌
及
び
品
目
）

第
三
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
危
険
物
の
分
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

　
る
。

　
十
　
放
射
性
物
質
等

（
容
器
、
包
装
等
）

鱗
卵
ム
ハ
《
不
　
　
船
舶
に
し
ょ
ハ
ソ
危
険
物
　
（
常
用
危
険
物
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
　
を
運

　
送
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
筆
入
に
運
送
を
委
託
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合

　
は
、
そ
の
者
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
及
び
標
札
（
第
｝
号

　
様
式
及
び
第
～
号
の
二
様
式
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
　
（
危
険
物
を
コ
γ
テ

　
ナ
（
側
面
が
閉
圏
さ
れ
た
轍
造
の
も
の
で
容
積
～
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

　
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
　
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
し
て

　
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
危
険
物
の
容
器
、
包

　
装
及
び
標
札
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
、
船
長
は
、
そ
の
積
載
方
法

　
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
火
薬
類
は
別
表
第
一
、
高
圧
ガ
ス
は
別
表
第
二
、
腐

　
し
よ
く
性
物
質
は
鋼
表
第
三
、
毒
物
は
別
表
第
四
、
引
火
性
液
体
類
は
別
表

　
第
五
、
水
又
は
空
気
に
作
用
し
て
危
険
と
な
る
物
質
は
別
表
第
六
、
酸
化
性

　
物
質
は
別
表
第
七
、
可
燃
性
固
体
は
別
褒
第
八
、
有
害
牲
物
質
は
別
表
第
九

　
及
び
有
機
過
酸
化
物
は
別
表
第
九
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
荷
送
人
は
、
当
該
運
送
が
國
際
航
海
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
劉

（
昭
和
一
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
｝
条
第
｝
項
の
圏
際
航
海
を
い

紅
炉

　
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
危
険
物
の
容
器
（
包
装
が

　
施
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
包
装
に
当
該
危
険
物
の
品
名
（
放
射

　
性
物
質
等
又
は
病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質
に
つ
い
て
は
専
門
的
名
称
、
そ

　
の
他
の
危
険
物
に
つ
い
て
は
騨
表
第
一
か
ら
鋼
表
第
九
の
二
ま
で
に
掲
げ
る

　
口
四
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
危
険
物
の
容
器
及
び
包
装
は
、
漏
え
い
又
は
損
蕩
の
お
そ
れ
が
な
く
、

　
か
つ
、
当
該
危
険
物
に
対
し
、
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
塩
素
酸
塩
類
又
は
液
体
の
爆
発
成
分
を
含
む
火
薬
類
の
容
器
又
は
包
装
に

　
使
遣
し
た
も
の
は
、
危
険
物
の
容
器
又
は
包
装
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
明
細
書
）

第
十
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
は
、
第
二
十
二
条
の
七
第
～
項
の
規
定
に
よ
リ
コ

　
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
老
又
は
船
長

　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
船
船
所
有
者

　
が
紋
納
す
る
場
合
は
、
汽
船
所
荷
奢
に
限
る
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。
た
だ
し
、
　
コ
ン
テ
ナ
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、

　
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
（
本
邦
各
港
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場

　
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
～
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
尉
火
挫
液
体
、
有
機
過
酸
化
物
又
は
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
に

　
　
限
る
。
）

　
三
　
危
険
物
の
分
類
、
項
目
、
品
目
及
び
品
名



　
四
　
欄
数
及
び
重
量
叉
は
容
積

2
　
前
項
の
危
険
物
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
危
験
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
付
記
し
、
又
は
そ
の
旨

　
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
　
放
射
機
物
無
事
　
　
　
　
　
　
・

　
　
イ
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
運
送
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
【
条
の
三
ま
で
、
第
九
十
　
条
の
八
及

　
　
　
び
第
九
手
一
条
の
九
第
～
項
の
規
定
に
適
合
し
、
又
は
第
九
十
一
条
の

　
　
　
二
十
一
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
器
に
収
納
さ
れ
ず
、
又
は
包
装
さ
れ
な
い
で
運
送
さ
れ
る
場
合
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
第
九
十
　
条
の
十
六
第
　
項
の
規
定
に
適
合
し
、
又
は
第

　
　
　
九
十
｝
条
の
二
十
一
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
ハ
　
当
該
放
射
性
物
質
等
に
係
る
標
札
及
び
表
示
が
第
九
十
へ
条
の
十
二

　
　
　
又
は
第
九
十
一
条
の
十
六
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
適
合
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
二
　
当
該
放
射
性
物
質
等
が
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
Q

3
　
危
険
物
を
他
の
船
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者

　
又
は
船
長
は
、
当
該
危
険
物
明
細
書
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長

　
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
荷
役
）

第
十
一
条
　
危
険
物
の
船
積
、
陸
揚
そ
の
他
の
荷
役
を
す
る
場
合
は
、
船
長
又

　
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
者
は
、
こ
れ
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
鰯
（
抄
）

第
十
二
条
　
船
長
は
、
危
険
物
の
船
積
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
及

　
び
標
札
が
こ
の
規
則
に
適
合
し
、
か
つ
、
危
険
物
明
細
書
の
記
載
事
項
と
合
致

　
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
容
器
、
包
装
及
び
標
札
に
瀾

　
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証

　
人
の
立
会
の
下
に
荷
ほ
ど
き
し
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
載
上
の
注
意
）

第
十
三
条
　
倉
日
ト
ラ
ン
ク
の
上
面
が
甲
板
聞
に
あ
る
も
の
は
、
そ
の
倉
口
蓋

　
が
、
鋼
製
の
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、
航
行
中
充
分
に
こ
れ
を
監
視
す
る
た
め

　
近
づ
き
や
す
い
蒲
倉
の
ほ
か
は
、
倉
ロ
ト
ラ
ン
ク
積
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
甲
板
間
積
載
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
積
載
場
所
の
隔
壁
の
髄
口
に
は
完
全

　
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
遣
を
取
り
蒔
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
っ
、

　
危
険
物
を
積
載
し
た
と
き
は
、
薩
ち
に
、
こ
れ
を
閉
鎖
し
、
み
だ
り
に
開
い

　
て
は
な
ら
な
い
。

（
混
載
の
制
限
）

第
十
四
条
　
別
表
第
十
六
に
お
い
て
混
載
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
分
類
又
は
項
§

　
に
属
す
る
危
険
物
は
、
同
一
の
船
倉
又
は
区
画
に
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
積
荷
一
覧
書
）

第
十
五
条
　
船
長
は
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
船

　
舶
に
積
載
し
た
危
険
物
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

　
危
険
物
積
荷
一
覧
書
二
通
を
作
製
し
、
う
ち
一
通
を
船
舶
所
有
潜
に
交
付
し
、

　
他
の
｝
通
を
船
舶
内
に
当
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

死
嵐



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
欝
蔵
規
購
（
抄
）

　
　
　
船
舶
の
名
称
、
国
籍
及
び
船
舶
番
号

　
二
　
旅
客
船
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

　
～
二
　
船
長
の
氏
名

　
四
　
船
積
、
積
換
及
び
陸
揚
の
港
書
及
び
年
月
日

　
五
　
荷
送
人
の
域
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
六
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
注
所
（
火
薬
類
、
高
厩
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
引
火
性
液
体
、
有
機
過
酸
化
物
又
は
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
に

　
　
限
る
。
）

　
七
　
危
険
物
の
分
類
、
項
邑
、
品
目
及
び
品
名

　
八
儀
数
及
び
重
量
叉
は
容
積

　
九
　
積
載
の
場
所
及
び
状
態

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
示
さ
れ
た
積
付
図
は
、
同
項
の
危
険
物
稜

　
荷
一
覧
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
危
険
物
積
荷
二
覧

　
色
心
は
積
付
図
を
陸
上
の
事
務
所
に
～
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
標
識
）

第
十
六
条
　
湖
川
港
内
に
お
い
て
航
行
し
、
又
は
停
泊
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、

　
貨
物
と
し
て
火
薬
類
、
引
火
挫
液
体
類
、
毒
物
、
高
圧
ガ
ス
、
放
射
性
物
質

　
等
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
積
載
し
て
い
る
も
の
は
、
昼
間
は
赤
旗
を
、
夜
間

　
は
赤
蕪
を
、
マ
ス
ト
そ
の
他
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

　
　
た
だ
し
、
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二

　
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
危
険
物
積
載
船
が
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
二
十
二
条
の
表
危
険
物
積
載
船
の
項

究
四

　
に
掲
げ
る
標
識
又
は
燈
火
を
掲
げ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
危
険
物
取
扱
規
程
の
供
与
）

第
十
六
条
の
二
　
第
胃
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る

　
船
舶
並
び
に
引
火
性
液
体
類
を
運
送
す
る
タ
ン
カ
ー
、
タ
ン
ク
船
及
び
タ
ソ

　
ク
を
す
え
付
け
た
は
し
け
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
危
険
物
の
．
運
送
に
よ
り

　
発
生
す
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
に
関
す
る
性
状
、
作
業
の

　
方
法
、
災
害
発
生
時
の
措
置
そ
の
他
の
注
意
事
項
を
詳
綱
に
記
載
し
た
危
険

　
物
取
扱
規
程
を
作
成
し
、
当
該
船
舶
の
船
長
に
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
危
険
物
取
扱
規
程
の
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
船
舶
の

　
乗
組
員
及
び
当
該
作
業
を
行
う
作
業
員
に
周
知
さ
せ
、
か
っ
、
遵
守
さ
せ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
中
の
措
置
）

第
十
七
条
　
船
長
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
に
よ
り
災
害
が
発
生
し

　
な
い
よ
う
に
充
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
人
命
、
船
船
又
は
他
の
貨
物
に
対
す
る
危
害
を
さ
け
る
た
め
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
を
廃
棄
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
報
告
）

第
十
八
条
　
船
長
は
、
そ
の
運
送
す
る
危
険
物
に
よ
り
人
命
、
船
編
叉
は
他
の

　
貨
物
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
地
又
は
当
該
災

　
害
が
発
生
し
た
後
最
初
に
入
港
し
た
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
を
経
由
し
て

　
運
輸
大
害
に
当
該
災
害
が
発
生
し
た
日
時
、
場
所
及
び
原
困
並
び
に
当
該
危

　
険
物
の
品
名
、
．
数
蚤
、
容
器
、
包
装
及
び
積
載
方
法
を
記
載
し
た
書
面
を
鍵



　
出
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
員
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報

　
熟
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
輸
…
出
入
の
場
合
等
に
お
け
る
特
例
）

第
十
九
条

1
　
（
略
）

2
　
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
B
M
型
輸
送
物
及
び
第
九
十
｝
条
の
七
に
規
定

　
す
る
第
ご
｝
種
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
を
、
本
邦
以
外
の
地

　
か
ら
本
邦
へ
運
送
す
る
場
合
又
は
本
邦
以
外
の
地
相
互
間
に
お
い
て
運
送
す

．
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
及
び
包
装
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か

　
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
外
国
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
（
略
）

4
　
船
長
は
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合
は
、
危
険
物
積

　
荷
一
覧
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
積
付
図
に
、
第
｝
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に

　
あ
っ
て
は
当
該
外
圏
規
則
の
名
称
を
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
指
示

　
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
車
両
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
条

一
　
　
（
略
）

2
　
火
薬
類
以
外
の
危
険
物
を
貨
車
に
積
載
し
て
鉄
道
車
両
渡
船
に
よ
り
運
送

　
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
た

　
だ
し
、
当
該
貨
車
が
車
扱
貨
車
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
貨
車

　
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
、
第
十
～
条
、
第
十
六
条
か
ら

　
第
十
八
条
ま
で
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
、
第
八
十
七
条
か

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
ら
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
七
条

　
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
船
倉
又
は
区
画
内
」

　
又
は
「
船
倉
又
は
区
画
」
と
あ
る
の
は
「
車
両
甲
板
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

　
す
る
。

3
　
鉄
道
車
両
渡
船
の
船
長
は
、
火
薬
類
を
積
載
し
て
い
る
貨
車
刀
X
は
前
項
た

　
だ
し
書
の
貨
車
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
積
載
す
る
位
置
に
つ
い
て
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
の
指
示
に
従

　
　
う
こ
と
。

　
二
　
移
動
し
、
又
は
転
倒
し
な
い
よ
う
に
固
定
し
、
か
っ
、
外
部
か
ら
衝
撃

　
　
を
受
け
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
。

　
三
　
修
理
を
し
な
い
こ
と
Q

　
四
　
積
載
場
所
及
び
そ
の
付
近
に
は
、
必
要
の
な
い
者
の
立
入
を
禁
止
す
る

　
　
こ
と
Q

　
（
自
動
車
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
一
条
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
九

　
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
軽
車

　
両
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
Q
）
で
あ
っ
て
、
危
険
物
を
積
載
し
て
い

　
る
も
の
の
騨
何
送
人
は
、
自
動
車
渡
船
に
よ
り
当
該
自
動
車
等
を
運
送
す
る
場

　
合
は
、
船
積
前
に
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
旨
を
船
長
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

一
越



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
第
十
一
条
、
第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
稀
薄
、
次
項
か
ら
繁
五
項
ま

　
で
、
第
二
十
三
条
、
第
コ
　
十
｝
条
、
第
三
十
一
一
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
八

　
十
七
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

5
　
危
険
物
を
稽
零
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
自
動
車
渡
船
の
船
長
は
、
当
該
自
動
二
等
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
、
積
卸
の
場
合
を
除
き
、
原
動
機
を
と
め
、
制
動
を
か
け
、
か
つ
、
竿
燈

　
　
を
消
し
て
お
く
こ
と
。

　
二
、
必
要
な
場
合
に
は
、
運
転
者
を
車
内
に
と
ど
め
、
又
は
点
検
等
を
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
三
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

　
　
　
　
第
隔
心
片
刃
　
　
放
剤
射
着
物
研
立
箏
”

（
用
語
等
）

第
八
十
七
条
　
こ
の
節
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
叉
は
包
装
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
　
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
、
臨
界
防
止
の
た
め
の
措

　
　
置
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ

　
　
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
三
　
専
用
積
載
　
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
匿
域
を
専
均
し
て

　
　
す
る
積
載
で
あ
っ
て
、
積
載
さ
れ
る
貨
物
又
は
コ
ン
テ
ナ
が
一
の
荷
送
人
．

　
　
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
貨
物
叉
は
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
荷
役
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
業
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

2
　
こ
の
節
に
お
い
て
「
，
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
コ

　
ン
テ
ナ
を
い
う
。

3
　
放
射
性
物
質
等
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
送

　
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
は
、
船
舶
所
有
者
が
放

　
射
性
物
質
等
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
春
に
適
用

　
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
八
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
は
、
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸

　
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
四
種
と
す
る
Q

（
L
型
輸
送
物
）

第
八
十
九
条
　
L
型
輸
送
物
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
｝
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
一
一
　
容
易
に
、
か
っ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
不
要
な
突
出

　
　
物
の
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
荷
役
装
具
に
は
急
激
な
つ
り
上
げ
等

　
　
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
も
た
せ
る
こ
と
。

　
一
ご
　
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
潴
封
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ

　
　
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け
等
の

　
　
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
五
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。



　
六
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
函
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度
（
以
下

　
　
「
許
容
表
面
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
）

第
九
十
条
　
A
型
輪
賦
物
は
、
前
条
第
【
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に

　
適
合
し
、
か
っ
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
ず
、
か
つ
、

　
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時

　
　
一
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
Q

　
二
　
放
射
性
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
酷
（
放
射
性
輪

　
　
飲
物
の
安
全
性
を
…
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
〇

　
三
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
麗
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
Q

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
最
大
緑
樹
線
鐙
率
が
毎
三
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
瓢
型
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
　
B
M
型
輸
送
物
は
、
第
八
幸
九
条
第
…
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及

　
び
第
六
号
並
び
に
前
条
第
｝
号
及
び
第
二
号
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号

　
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
前
条
第
三
号
ロ
の
要
件

　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
含
示
で
定
め
る
螢
を

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
酬
…
（
抄
）

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
0

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
五
〇
度
（
専
用
論
叢
に
よ
り
運
送
す

　
　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
八
二
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
麟
密
度
が
許
容
嚢
面
密
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
籠
率
が

　
　
　
が
毎
時
一
〇
〇
〇
、
・
・
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
ハ
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
U
型
輸
送
物
）

第
九
十
「
条
の
二
　
B
U
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

　
で
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
十
条
第
　
号
及
び
第
二
号
に
適
合
し
、
か
つ
、

　
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
薦
条
第
一
号

　
　
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
G

　
一
一
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
蹟
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
前
条
第
二
号
イ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
鍛
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
ブ
イ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
毛



　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

　
　
過
又
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
最
高
使
用
圧
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
巌
を
と
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
口
内
に
生
ず
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
を
い
う
。
）
が
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
物
質
ハ
等
の
運
送
）

第
九
十
一
条
の
三
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
放

　
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の

　
　
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
告
示
で
定
め
る
壁
を
超
え
な
い
壁
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物
質
等

　
　
（
萌
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
告
示
で
定
め
る
最
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物

　
　
質
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
野
比
は
B
U

　
　
首
輪
尋
物

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
九
十
【
条
の
四
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
第
一
種
核
分
裂
性
輪
送
物
、
第
二

　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
の
三
種
と
す
る
。

（
第
｝
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
｝
条
の
五
　
箪
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と

　
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
二
種
の
条
件
の
下
に
響
い
た
も
の
を
、

　
各
条
件
別
に
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
配
列
方
法
で
任
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と

充
八

　
し
た
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
【
条
の
六
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
こ
の
場
合
に
臨
界
に
達
し

　
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
生
口
示
で
定
め
る
条
件

　
　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
郵
送
物
の

　
　
輸
送
鱗
限
個
数
（
一
箇
所
に
集
積
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
偶
数
の
限
度

　
　
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
五
倍
に
相
当
す

　
　
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輪
送
物
と
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
条
件

　
　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
綱
限
繊
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
七
　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し

　
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
～
号
の
条
件

　
　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
制
限
個
数
に
等
し
い
個
数
並
べ
た
集
積
と
し
、
当
該
集
積
を
黒
総
近

　
　
接
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
二
号
の
条
件

　
　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
惑
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
輸
送
制
限
働
数
に
等
し
い
綱
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
核
分
裂
性
輸
…
送
物
の
運
送
）



第
九
十
［
条
の
八
　
荷
送
人
は
、
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
一

　
条
の
三
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
、
か
つ
、
第
一
種
核
分
裂
性
輸

　
強
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
多
野
嵩
物
の
い
ず
れ

　
か
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
一
条
の
九
　
放
射
性
物
質
等
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
包
装
す
る
こ
と

　
に
よ
り
放
馬
性
輸
送
物
と
す
る
春
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
」
と
い

　
う
Q
）
は
、
放
景
性
物
質
等
を
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
父

　
は
核
分
裂
性
輸
送
物
と
す
る
場
合
は
、
船
積
み
前
に
、
当
該
放
射
姓
輸
送
物

　
が
そ
れ
ぞ
れ
第
九
十
一
条
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
二
の
基
準
に
適
合
し
、

　
又
は
第
九
十
一
条
の
五
、
第
九
十
一
条
の
六
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
七
の

　
い
ず
れ
の
基
準
に
適
合
す
る
か
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
薗
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
放

　
射
性
輸
送
物
作
成
者
か
ら
関
係
書
類
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
類
を
審
査
す
る

　
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
巻
が
作
成

　
　
し
た
前
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
の
提
出
が
な
さ

　
　
れ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
係
る
放
射
性
物
質
等
に
つ

　
　
い
て
、
第
百
二
十
九
条
箪
二
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
二
第
｝
項
に
規
定

　
　
す
る
検
査
が
行
わ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
引
が
適
当
と
認
め

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
る
外
国
規
則
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

3
　
運
輸
大
恥
は
、
第
一
項
の
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
に
対
し
、
放
射
性
輸
送

　
物
の
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
は
、
自
ら

　
が
荷
送
入
で
あ
る
場
舎
を
除
き
、
当
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に

　
際
し
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
書
類
の
写
・
し
そ
の
他
放
射
性
輸
送
物
の
取
扱
い

　
に
関
す
る
注
意
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
速
や
か
に
荷
送
人
に
交
け
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
前
項
の
規
定
は
、
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

　
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当

　
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に
際
し
運
輸
大
臣
に
鍵
出
し
た
書
類
の

　
写
し
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
当
該
指
示
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

6
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
綱
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総

　
理
大
臣
の
確
認
又
は
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
一
一
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十

　
六
号
）
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
若
し
く
は
二
の
規
定
に
よ
る
運
輸

　
大
距
の
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
も

　
の
と
み
な
す
。

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
量
率
等
）

第
九
十
「
条
の
十
　
荷
送
人
は
、
放
躬
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
の
最
大
放
射
線
量
率
が
表
面
に
お
い
て
毎
時
こ
○
○
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
藏
規
則
（
抄
）

　
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
握
に
お
い
て
毎
蒔
一
〇
ミ
リ
レ
ム

　
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
荷
送
人
は
、
放
三
焦
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放

　
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
九
十
一
条
の
十
｝
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
（
表
面
の
最
大
口
唇
線
量

　
率
が
毎
時
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
種
核
分
裂

　
性
輪
…
囲
物
及
び
第
三
種
核
一
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
顔
に
お
い
て
岡
じ
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
に
つ
い
て
、
輸
送
日
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
～
　
放
蔚
刷
性
輪
…
送
物
に
あ
っ
て
は
、
嶺
蹄
畝
放
射
性
船
輸
送
物
の
蓑
面
か
ら
一
メ

　
　
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
　
で
表
し
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
鍾
核
分
裂
性
輸
送
聞
及
び
第
ご
一
種
核
分
裂

　
　
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
泣
輪
薫
物
の
輸
送
制
限

　
　
飼
桶
で
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
盤
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を

　
　
合
計
し
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
駐
輪
…
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
〇
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
聞
き

　
　
い
値
と
す
る
。

き
O

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
｝
二
種
核

分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
の
み
が
叡
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
最
大
断
面
積
が
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用

積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
皿

　
メ
t
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応

　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
嗣
褒
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
つ
て
甕

該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
詣
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の二 合五 一 一
場○ 平 平 口

合平 方 方 方
方
メ ｛ ｛ ｛
…
　
ト

九九
，じ

ノレ を を 以

を 超 超 下

超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

一 ○ 平
○ 平 方

○ 方 メ

平 メ …

方 … ト

メ ト ル

［ ノレ 以

ト 以 下
ノレ 下 の

以 の 場
下 場 含

一
九 六 三 　

（
標
札
等
）

第
九
十
｝
条
の
十
二
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物

　
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
表

　
の
索
隠
に
掲
げ
る
標
札
又
は
表
示
を
岡
津
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、

　
又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸

第
［
類
自
標
札

放
射
性

送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
又
は

（
第
　
号
の
二

輸
送
物

第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

様
式
）

の
三
顧

表
面
の
最
大
放
射
線
鼠
黒
闇
が
毎
時
○
・

の
二
簡

五
ミ
リ
レ
ム
φ
乞
超
え
な
い
も
の

所

三
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物

第
二
類
黄
標
札

放
射
性

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
慰
性

（
第
　
号
の
二

輪
当
物

輸
送
物
又
は
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送

様
式
）

の
表
画

物
で
あ
っ
て
、
表
面
の
最
大
放
躬
線

の
二
箇

量
率
が
毎
時
○
。
五
ミ
リ
レ
ム
を
超

所

え
五
〇
ミ
リ
レ
ム
以
下
で
あ
り
、
　
か

っ
、
輸
送
振
数
が
｝
を
超
え
な
い
も

の
ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

表
薗
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
五

○
ミ
リ
レ
ム
以
下
で
あ
n
ソ
、
　
か
つ
、

輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
詣
　
外
の
放
射
性
輸
送
物

第
三
類
黄
標
札
（
第
　
号
の
二
様
式
）

五
　
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射

第
一
類
白
標
札

コ
ン
テ

性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

（
第
一
号
の
二

ナ
の
四

ン
テ
ナ

様
式
）

側
面

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

六
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射

第
二
類
黄
標
札

コ
ン
テ

性
輪
…
儲
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
（
第

（
第
一
号
の
二

ナ
の
四

三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
を
除
く
。
）
が

様
式
）

側
面

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

輸
送
指
数
が
｝
を
超
え
な
い
も
の

七
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る

第
三
類
黄
標
札

コ
ン
テ

コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に
掲
げ

（
第
～
号
の
二

ナ
の
四

る
も
の
以
外
の
も
の

様
式
）

側
面

2
　
荷
送
人
は
、
放
躬
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ

　
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
放
射
性
輪
…
二
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
回
礼
に

「
専
用
積
載
」
の
文
宇
又
は
「
閏
¢
い
じ
　
ぴ
O
》
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
荷
送
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て

　
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
総
雷
責
璽
が
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹
～
え
る
瀬
田
射
盤
輸
送
物
…
　
総
州
里
貴

　
二
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
曜
℃
尊
護
　
〉
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
　
　
「
B
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
く

　
　
℃
司
b
づ
」
の
文
字

4
　
荷
送
人
は
、
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸

　
送
物
の
容
器
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面

　
に
、
耐
火
性
及
び
耐
水
牲
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
一
号
の
三
様
式
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
｝



　
　
　
危
険
物
船
船
運
送
及
び
貯
蔵
規
躍
（
抄
）

　
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

5
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
西
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
箪
二
号
の
四
様
式
）
を
酵
さ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
九
＋
｝
条
の
＋
三
放
射
性
輸
送
無
稽
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
．
田
－
板
上
カ
バ
ー
舵
慣
載
、
甲
板
上
室
内
細
粒
載
、
田
－
板
間
積
載
又
は
食
制
内
積

　
　
載
と
す
る
こ
と
。

　
二
　
移
勤
、
転
倒
、
衝
撃
、
摩
擦
等
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ

　
　
と
。

　
一
二
　
放
射
性
輸
送
物
に
よ
る
二
等
に
よ
り
運
送
中
の
安
全
が
損
な
わ
れ
な
い

　
　
よ
う
他
の
貨
物
と
十
分
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
の
平
均

　
　
熱
放
慮
率
が
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
一
五
ワ
ッ
ト
を
超
え
な
い
も
の
を
ば
ら
積

　
　
み
及
び
袋
詰
め
以
外
の
他
の
賃
物
と
混
載
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
　
い
。

　
四
　
放
窮
性
輸
送
物
心
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
　
積
載
場
所
へ
の
慮
入
口
に
は
、
施
錠
そ
の
他
関
係
者
以
外
の
者
が
立
入
る
こ

　
　
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
運
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専

き
エ

　
期
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
荷
役
課
業
は
、
放
蟹
姓
物
質
の
管

　
理
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
九
十
一
条
の
十
四
　
放
射
性
輪
…
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
五
〇
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て

　
は
な
ら
な
い
。

2
　
一
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
へ
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射

　
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
毛
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性

　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
〇
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
…
送
物
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
期
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次

　
の
各
号
の
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
に
つ
い
て
輸
送
指
数

　
　
の
合
計
が
二
〇
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
第
二
種
核
分
裂
盤
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
命
垂
物
に
あ
っ
て
は
、

　
　
五
〇
を
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
除
し
て
得
た
値
の
合

　
　
計
値
が
妾
該
船
禽
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
皿
定
区
域
に
つ
い
て
五
〇

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
Q

3
　
船
船
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
一
船
舶
に
つ
い
て
工
○
○
（
湖
庸
港

　
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
〇
）
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。



4
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
紋
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
船

　
内
の
数
箇
所
に
集
貨
（
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
破
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
他
の
放
射
性
輸
送
物
又
は
他
の
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
と
の
聞
の
距
離
が
隔
壁
又
は
甲
板
の
有
無
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
の
集
合
を
い
う
。
）
と
し
て

　
積
載
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
各
集
貨
ご
と
に

　
五
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
運
送
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
｝
条
の
十
五
　
船
長
は
、
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又

　
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
含
は
、
船
積
み
萌
に
、
運
送
計

　
画
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
運
送
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
運
送
の
方

　
法
が
こ
の
規
則
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
輸
大
臣
の

　
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
運
輸
大
野
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

　
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
船
舶

　
所
有
者
又
は
船
長
に
対
し
、
使
用
す
る
船
舶
の
構
造
設
舗
、
荷
役
方
法
等
に

　
関
し
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
放
射
牲
物
質
等
）

第
九
十
一
条
の
十
六
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
は
、
第
九
十
一
条
の
三
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
放
毅
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
空
容
器
」

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
置
方
体
の
無
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

　
　
と
Q

　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
っ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
慮
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
の
｝
○
○

　
　
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
蒔
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

　
へ
　
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
、
又
は
貯
蔵
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
札
又

　
　
は
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
〔
等
以
外
の
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次

　
に
掲
げ
る
も
の

　
イ
　
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
放
題
性
汚
染
物
」

　
　
と
い
う
。
）

　
　
ω
　
外
接
す
る
薩
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
…
ト
ル
以
上
で
あ
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
が
、
告
示
で
定
め
る
値
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
Q

　
　
㈹
　
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
こ
と
。

一
δ
巴



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

　
　
㈲
　
通
常
の
運
送
状
態
で
、
放
景
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏

　
　
　
え
い
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
表
面
の
最
大
放
射
線
角
率
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
ず
、

　
　
　
か
っ
、
表
爵
か
ら
［
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線

　
　
　
量
率
が
毎
時
一
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
㈲
　
褒
謹
の
放
射
盤
物
質
の
放
崇
能
気
密
度
が
許
容
表
戸
密
度
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
　
G
り
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
な
措
遣
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
こ
と
Q

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適

　
　
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
“
の
条
に
お
い
て
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
い
う
。
）

　
　
ω
　
シ
ー
ト
等
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
　
②
　
イ
㈲
、
㈲
　
及
び
㈲
の
要
件
に
適
A
口
し
て
い
る
こ
と
G

2
前
項
の
規
定
に
よ
り
空
容
器
、
放
射
性
汚
染
物
叉
は
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を
放

　
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の

　
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
汚
染
物
（
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五

　
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
及
び
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を
運
送
す
る

　
場
合
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
汚
染
物
及
び
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
イ
放
射
性
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
慰
性
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一

お
四

　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時

単
位
で
表
し
た
値

p
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
謙
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
一

〇
〇
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
も
の
に
隈
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
盛
該
コ

　
ノ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
汚
染
物
に
つ
い
て
イ
に
よ
る
値
を

合
計
し
て
得
た
値
叉
は
遇
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
漁
か
ら
…
メ
…
ト
ル
離
れ

　
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
董
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た

値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

以二 の五 場一 一
下○ 場平 合平 平

の平 会方 方 竃

場方 メ メ メ

合メ

c
ト

き
ノ
レ ～

九

1
，
じ

ノレ を を 以
を 超 超 下
超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

一 ○ 平
○ 平 方
○ 方 メ

平 メ 1

方 1 卜

メ ト ノレ

1 ル 以

ト 以 下
／レ 下 の

一
九 六 三 一

ニ
　
ウ
ラ
ン
鉱
石
等

　
　
当
該
ウ
ラ
ン
鉱
石
車
の
集
積
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
再
三
に

　
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の

　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
集
積
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値



　 以二 の五 場一
○ 下○ 仁平 合平
○ の平 合方 草

平 山方 メ 出

方 合引 i …

メ 1 ト ト

1 卜 ノレ ノレ

ト ノレ を を
ノレ を 超 超

を 超 え え

超 え
、 、

え
、

二 載
る ｝ ○ 平

場 ○ 平 方
合 ○ 方 メ

平 メ 1

方 1 ト

メ ト ノレ

1 ／レ 以
卜 以 下
ノレ 下 の

値示大し運
す距’送 一
るの運に 九 六 端

数指輸際

5
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
景
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し

　
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
嗣
表

　
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
札
を
同
月
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
駈
に
替
さ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。　

　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面

第
～
類
白
標
札

放
射
性
汚

の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五

（
第
…
号
の
二

染
物
の
表

ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も
の

様
式
）

面
の
二
箇

色

革
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面

第
二
類
黄
門
杭

放
射
性
汚

の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
五

（
第
一
号
の
二

染
物
の
表

ミ
リ
レ
ム
を
超
え
五
〇
ミ
リ
レ
ム
以

様
式
）

面
の
紅
鱒

下
で
あ
り
、
か
つ
、
輪
…
送
指
数
が
一

所

を
超
え
な
い
も
の

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物

第
三
類
黄
土
札

放
購
性
汚

以
外
の
放
射
性
汚
染
物

（
第
一
号
の
二

染
物
の
表

様
式
）

面
の
二
箇

所

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物

第
一
類
白
標
札

コ
ン
テ
ナ

又
は
空
容
器
の
み
が
眼
納
さ
れ
て
い

（
第
｝
号
の
二

の
四
側
面

る
コ
ン
ナ
ナ

様
式
）

五
　
　
第
　
蒼
写
又
は
第
一
二
号
に
掲
〔
げ
る
放

第
二
類
黄
漂
札

コ
ン
テ
ナ

射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

（
第
一
号
の
こ

の
四
俺
面

ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
｝

様
式
）

を
超
え
な
い
も
の

六
　
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い

第
三
類
黄
標
札

コ
ン
テ
ナ

る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に

（
第
一
号
の
二

の
四
側
面

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

様
式
）

6
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
専
絹
積
載
に
よ
9
運
送
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
礼
に

コ
専
用
積
載
」
の
文
字
又
は
「
閏
α
ピ
リ
　
ピ
○
》
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
荷
送
人
は
、
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
～
号
の
四
様
式
）

　
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

8
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
放
射
性
汚
染
物
以

　
外
の
物
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

9
　
一
つ
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
一
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す

　
る
放
景
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

　
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
並
び
に
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
同
…
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
甲
板

　
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る

　
も
の
を
除
く
◎
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
指
数
の
合
計
は
、
二
〇
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
　
一
船
舶
当
た
り
の
合

　
計
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

10

@
第
九
十
｝
条
の
十
三
第
～
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
送
す

　
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

H
　
第
九
十
　
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
一
条
の
十
四
第

　
一
項
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

12

@
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を

　
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
　
「
放
射
性
輸

　
送
物
陰
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
あ
る
の
は
、

　
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
Q

13

@
第
九
十
一
条
の
十
の
規
定
は
、
空
容
器
又
は
放
射
牲
汚
染
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運
送
す
る
場
A
口
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
立
入
制
限
）

第
九
十
｝
条
の
十
七
　
船
長
は
、
放
射
馳
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該

　
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
た
場
所
の
周
囲
に
立
入
制
限
区
域
を
設
け
、
関
係

お
穴

　
者
以
外
の
者
の
立
入
り
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
内
に

　
あ
る
春
が
当
該
区
域
に
お
い
て
、
毎
週
三
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
て
被
ば
く
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
立
入
紅
藻
区
域
を
標
識
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
近
づ
く
こ
と
が
困
難

　
な
場
A
口
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
）

第
九
十
「
条
の
十
八
　
船
長
は
、
船
内
の
居
住
場
所
そ
の
他
人
が
通
常
使
用
す

　
る
場
所
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
○
・
一
八
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な

　
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
受
け
る
被
ば
く
線
量
が
年
間
○
・
五
ミ
リ
レ

　
ム
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
の
特
例
）

第
九
十
〔
条
の
十
九
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ

　
っ
て
、
被
ば
く
管
理
の
た
め
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

　
る
と
運
輸
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
瞬
条
第
一
項
の
最
大
放
射
線
量
率
及
び

　
同
条
第
二
項
ハ
の
被
ば
く
線
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い

　
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
被
ば
く
防
止

　
の
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
荷
役
後
の
汚
染
の
検
査
）

第
九
十
　
条
の
二
十
　
船
長
は
、
放
射
性
物
質
等
の
荷
役
を
終
了
し
た
場
合
は
、

　
放
射
性
物
質
等
を
取
り
扱
っ
た
場
所
の
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
有
無



　
を
検
査
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
の
届
出
等
）

第
九
十
｝
条
の
二
十
一
　
船
長
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定

　
め
る
放
射
性
物
質
等
又
は
第
九
十
一
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質

　
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
運
送
が
一
の
管
区
海
上
保
安
本
部
の
管
轄
す
る
区

　
域
内
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
開
始
の
臼
の
二
週
間

　
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
開
始
の
日
の
四
週
間
前
ま
で

　
に
、
放
射
性
物
質
等
運
送
届
（
第
一
号
の
五
様
式
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
「
運
送
届
」
と
い
う
。
）
を
発
航
港
（
発
航
港
が
本
邦
以
外
の
地
で
あ
る
場

　
合
は
、
本
邦
に
お
け
る
最
初
の
寄
航
港
）
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の

　
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
第
頁
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
場
合

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
・

2
　
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
は
、
前
項
の
運
送
届
の
提
畠
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
暫
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
運
送
の
二
時
、
経
路
、
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
放
射
性
物
質
等

　
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
接
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
、

　
連
絡
体
制
に
闘
す
る
こ
と
そ
の
他
運
送
中
の
海
難
、
放
躬
三
物
質
量
の
盗
取

　
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
～
項
の
運
送
届
を
提
出
し
た
船
長
は
、
当
該
運
送
届
の
記
載
事
項
に
変

　
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
（
第
一
号
の

　
六
様
式
）
を
当
該
運
送
届
を
受
理
し
た
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
提
出
し

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
の
提
出
が
あ
っ

　
た
場
合
に
つ
い
て
準
齢
す
る
。

（
特
別
措
置
）

第
九
十
｝
条
の
二
十
二
　
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
　
条
の
十
（
第
九
十
一

　
条
の
十
六
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
～
条

　
の
十
二
、
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
（
第
～
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

　
（
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
（
第
九
十
～
条
の
十
六
第
十
一
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
一
項
、
第
二

　
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ち
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
運
送
す
る
こ
と
が

　
著
し
く
腿
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措

　
置
を
と
り
、
か
っ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支

　
障
の
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

　
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
専
ら
放
射
窪
物
質
等
の
み
を
運
送
す
る
船
舶
に
よ
り
放
射
性
物
質
等
を
運

　
送
す
る
場
合
は
、
第
九
十
　
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
｝
条
の

　
十
六
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
二

　
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
Q
）
　
（
第
九
十

　
一
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
若
し
く
は
第
三
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
（
第
九
十
一
条
の
十

　
六
第
十
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
一
条
の
十

6
七



　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
六
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な

　
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と

　
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輪
…
大
臣
は
、
放
　
射
性
物
質
等
の
運
送
の
安

　
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
十
桜
蒸
　
検
査

（
積
付
検
査
）

第
百
二
十
九
条
　
船
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
よ
う
と
す

，
る
場
合
は
、
積
載
方
法
そ
の
他
積
付
け
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
海

　
運
局
長
又
は
運
輸
大
臣
の
認
定
し
た
公
益
法
人
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
四
　
放
射
性
物
質
等
（
第
九
十
｝
条
の
三
第
一
号
及
び
第
九
十
～
条
の
十
六

　
　
第
～
項
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
を
除
く
。
）

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
同
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
船
積
し
て
運
送
す
る
場
合

　
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
コ
ン

　
　
テ
ナ
を
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
場
所
に
積
載

　
　
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
海
運
局
長
の
行
う
第
　
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
険
物
船

　
舶
運
送
検
査
申
講
書
（
第
二
号
様
式
）
を
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
海
運
局
長
は
、
そ
の
行
う
検
査
に
含
格
し
た
者
に
対
し
、
危
険
物
検
査
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
八

　
（
第
三
号
様
式
。
以
下
「
検
査
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。

5
　
船
長
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る
と
き
、
前
項
の
検

　
査
証
を
船
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
検
査
）

第
百
二
十
九
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て

　
運
送
す
る
場
合
は
、
荷
送
入
（
船
舶
所
有
者
が
当
該
危
険
物
を
コ
γ
テ
ナ
に

　
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
潜
）
は
、
船
積
み
前
に
、
危
険
物
の
コ
ン

　
テ
ナ
へ
の
収
納
方
法
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
叉
は
運
輸

　
大
臣
が
認
定
し
た
公
益
法
入
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
　
　
放
射
性
〃
物
暫
只
酪
守

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
圓
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
ひ

　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
舎

　
二
　
危
険
物
を
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
海
運
局
長
の
行
う
第
～
覆
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
験
物

　
コ
ン
テ
ナ
叡
納
検
査
申
講
書
（
第
四
号
様
式
）
を
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運

　
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
海
運
局
長
は
、
そ
の
行
う
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対
し
、
危
険
物
コ
ン

　
テ
ナ
紋
納
検
査
証
（
第
五
号
様
式
）
を
交
骨
す
る
。

5
　
前
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
船
積
み

　
前
に
当
該
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

6
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合



　
は
、
船
長
は
、
第
㎎
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
内
に
備
え
付

　
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
他
の
船

　
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
長
は
、
当
該
危
険
物
コ
ン
テ
ナ

　
収
納
検
査
註
を
後
の
船
舶
の
船
長
に
交
偉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
査
手
数
料
）

第
百
三
十
条
　
海
運
局
長
の
行
う
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の

　
検
査
を
受
け
る
老
は
、
次
項
又
は
第
三
項
の
検
査
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
る
場
合
の
検
査
手
数
料
の
額
は
、

　
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
叡
照
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
一
塁
に
つ
き
三
千
三
百
円

　
二
　
前
号
以
外
の
場
合
は
、
危
険
物
の
繊
麗
菖
緬
ま
で
を
六
千
六
百
円
と
し
、

　
　
十
樋
口
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
百
三
十
円
を
加
算
し
た
額

　
　
　
た
だ
し
、
｝
二
万
三
千
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
三
万
三
千
円

　
　
と
す
る
。

3
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
る
場
合
の
検
査

　
手
数
料
の
額
は
、
　
コ
ン
テ
ナ
　
欄
に
つ
き
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
る

　
危
険
物
の
簡
数
百
燭
ま
で
を
七
千
九
百
円
と
し
、
十
個
又
は
そ
の
端
数
を
増

　
す
ご
と
に
百
七
十
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
　
一
橘

　
の
正
味
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
危
険
物
の
個
二
五
に
つ
い
て
は
、

　
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
百
キ
p
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
欄
の

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
割
合
で
算
出
し
た
個
数
を
一
瀾
に
加
え
た
数
と
す
る
。

4
　
検
査
手
数
料
は
、
申
請
書
の
都
合
に
よ
り
そ
の
申
請
を
取
り
下
げ
た
場
合

　
で
も
検
査
に
着
手
し
た
後
は
、
返
還
し
な
い
。

5
　
検
査
手
数
料
は
、
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
危
険
物
船
舶
運
送
検
査
申
請

　
書
又
は
前
条
第
三
項
の
危
険
物
コ
γ
テ
ナ
収
納
検
査
申
請
書
に
収
入
印
紙
を

　
は
っ
て
納
め
る
も
の
と
す
る
。

6
　
第
一
項
の
規
定
は
、
国
に
は
適
用
し
な
い
。

（
危
険
物
運
送
届
）

第
百
三
十
｝
条
　
船
長
は
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を

　
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
岡
条
第
二
項
第
八
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
船
積

　
前
に
危
険
物
運
送
属
（
第
六
号
様
式
）
を
も
よ
り
の
海
上
保
安
官
署
（
管
区

　
海
上
保
安
本
部
、
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
署
。
以
下

　
同
じ
。
）
の
長
（
湖
川
に
あ
っ
て
は
、
海
運
局
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
Q
た
だ
し
、
港
則
法
網
二
十
一
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受

　
け
た
場
合
又
は
第
九
十
一
条
の
二
十
～
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
放
象
性
物
質

　
等
運
送
届
を
提
出
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
公
益
法
入
の
認
定
）

第
百
三
十
二
条
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
冨
二
十
九
条
の
こ
第
一
項
の

　
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
公
益
法
人
は
、
申
請
書
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
附
し
て
、
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
｝
　
定
款
又
は
寄
附
行
為

　
二
　
役
員
の
氏
名

δ
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
駐
蔵
規
則
（
抄
）

　
三
　
検
査
業
務
に
従
事
す
る
者
（
以
下
「
検
定
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及

　
　
び
履
歴

　
四
　
検
査
業
務
を
行
う
支
部
又
は
出
張
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
検
定

　
　
員
の
配
置
状
況

　
五
　
積
け
検
査
又
は
収
納
検
査
に
関
す
る
規
則

　
六
　
検
定
員
の
選
任
に
関
す
る
規
則

　
七
　
乎
数
料
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則

（
規
則
の
変
更
）

第
百
三
十
三
条
　
第
百
二
十
九
条
第
一
紅
鱒
は
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
公
益
法
人
（
以
下
「
認
定
法
人
し

　
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
劉
を
変
更
し

　
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
絹
）

第
百
三
十
四
条
　
第
齎
二
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
二
十
九
条

　
の
二
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
認
定
法
人
の
行
う
検
査
に
関
し

　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中

　
「
離
奮
薄
職
瞬
扁
と
あ
る
の
は
「
繋
諦
麺
」
と
、
　
「
蕎
繭
実
直
扁
と
あ
る
の
は

　
「
誕
瀦
確
〉
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
報
告
）

第
百
三
十
五
条
　
認
定
法
人
は
、
第
百
二
十
九
条
第
　
項
又
は
第
百
二
十
九
条

　
の
こ
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
毎
四
半
期
（
麗
月
を
起
算
月
と
す
る
毎

　
三
月
を
～
の
曜
半
期
と
す
る
◎
）
の
検
査
の
概
要
を
、
当
該
四
半
期
経
過
後

　
一
月
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
〇

．
（
処
分
）

第
百
三
十
六
条
　
運
輸
大
駆
は
、
認
定
法
人
の
行
う
検
査
業
務
に
関
し
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
定
員
又
は
認
定
法
人
に
対
し
期
間
を
定
め
て
業

　
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
告
示
）

第
百
三
十
七
条
　
運
輸
大
臣
は
、
公
益
法
人
を
認
定
し
、
又
は
認
定
を
図
り
消

　
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。

　
　
　
第
五
章
　
罰
則

第
百
五
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
春
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
一
　
第
四
条
第
　
項
の
規
定
に
違
反
し
て
危
険
物
を
船
舶
に
持
ち
込
ん
だ
者

　
二
　
第
五
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
目
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

　
　
違
反
し
て
工
事
そ
の
他
の
作
業
を
行
っ
た
者

　
一
二
　
第
一
｝
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

　
　
船
舶
に
よ
り
運
送
し
た
者

　
四
　
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
岡
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

　
　
旅
客
船
に
よ
り
運
送
し
た
潜

　
置
　
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
引
火
牲
液
体
を
木
製
の
タ
ン
ク

　
　
船
の
タ
ン
ク
に
積
載
し
て
運
送
し
た
春

　
六
　
第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
引
火
性
液
体
を
十
項
の
木
製

　
　
の
滴
は
し
け
の
タ
ン
ク
に
積
載
し
て
運
送
し
た
者

　
七
　
第
百
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を

　
　
船
舶
に
よ
り
運
送
し
た
者



笈剛

S
山
ハ
⊥
T
久
不
　
　
船
長
官
か
、

　
の
罰
金
に
処
す
益
。

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
万
円
以
下

　
一
　
第
六
条
第
～
項
、
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六

　
　
第
十
項
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
　
第
九
十
｝
条
の
十
四
第
「
項
（
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
十
｝
項
に
お
い
て

　
　
準
用
す
る
場
禽
を
含
む
。
）
、
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
九

　
　
十
一
条
の
十
六
第
九
項
叉
は
第
百
二
十
八
条
の
五
悪
一
項
の
規
定
に
違
反

　
　
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
二
　
第
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
三
　
第
二
十
条
第
五
項
又
は
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
四
　
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
五
　
第
九
十
～
条
の
二
十
一
第
一
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
届
若
し
く
は
同

　
　
条
第
一
二
項
の
放
射
娃
物
質
幸
運
送
変
更
届
を
管
区
海
上
保
安
・
本
部
の
長
に

　
　
提
出
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
管
区
海
上
保
安
本
部
の

　
　
長
に
提
出
し
て
、
同
条
第
一
項
の
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
た
と
き
。

　
六
　
第
九
十
｝
条
の
二
十
一
第
二
蓼
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
捲
示
に
違
反
し
た
と
き
。

　
七
　
第
百
二
十
九
条
館
｝
項
の
検
査
を
受
け
ず
、
又
は
こ
れ
に
合
格
し
な
い

　
　
で
、
岡
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
た
と
き
。

第
頁
六
十
一
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
が
、
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
　
第
六
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
九
条
第
二
項
、
第
九
十
一
条
の
三
、
第

　
　
九
十
一
条
の
八
、
第
九
十
一
条
の
十
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
叉
は
第

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
百
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
一
一
　
第
十
条
の
危
険
物
明
紐
書
を
船
舶
所
有
巻
若
し
く
は
船
長
に
提
出
せ
ず
、

　
　
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
船
舶
所
有
老
若
し
く
は
船
長
に
提
出
し

　
　
た
と
き
。

第
資
六
十
｝
条
の
こ
　
危
険
物
の
荷
送
人
又
は
船
舶
所
有
者
が
、
次
の
各
号
の

　
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
の
五
爵
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
Q

　
二
　
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
三
　
第
二
十
二
条
の
七
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
者
若
し
く

　
　
は
船
長
に
提
出
若
し
く
は
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

　
　
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
若
し
く
は
交
付
し
た
と
き
Q

　
四
　
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
Q
）
、
第
九
十
一
条
の
十
一
第
一
項
、
第
九
十
一
条
の
十
二

　
　
第
　
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
懸
板
は
第
九
十
一
条
の
十
六
第
三
項
、

　
　
第
五
項
、
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送

　
　
し
た
と
き
。

　
五
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
百
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
Q

第
百
六
十
皿
条
の
三
　
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

　
る
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
九
十
　
条
の
九
第
一
項
（
第
頁
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準

　
　
周
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
二
　
第
九
十
一
条
の
九
第
四
項
へ
岡
条
第
五
項
（
第
百
五
十
五
条
の
三
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
五
十
五
条
の
三
第
二

　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
会
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
書
類
を
荷

　
　
送
人
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を

　
　
し
て
荷
送
人
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
し
た
と
き
。

第
百
六
十
エ
条
　
綜
蔵
船
（
火
薬
類
の
貯
蔵
船
を
除
く
Q
）
の
船
舶
所
有
者
が

　
第
百
四
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
六
十
三
条
　
危
険
物
の
貯
蔵
委
託
者
が
、
第
百
五
十
五
条
の
三
第
一
項
若

　
し
く
は
第
三
項
又
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
一
条
の
三
、

　
第
九
十
一
条
の
八
、
第
九
十
一
条
の
十
一
第
一
項
、
第
九
十
へ
条
の
十
一
一
第

　
一
項
、
第
二
項
、
第
一
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
三
項
、

　
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

　
金
に
・
処
す
る
。

第
百
六
十
四
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
入
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

　
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
百
五
十
九
条

　
か
ら
前
条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の

　
法
人
又
は
人
に
対
し
て
、
各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。

町
営



第咽号の2様式（第6条、第91条の12、第91条の16蘭係）

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
妙
）

第一類白標札
　
　
　
曳

　
㍉
＼

漁
＼

畠轟
蕊

第二類黄標札

＼
．

羨ゆ登臨7謹等匿1

綬　　凶　　殉
CON了E鐸τS＿　　　　　　　　　．．門r，＿．．，＿＿．．．、，叫『

批　　射　　既　　　　　　　　　　　　　辱ユリ卿
ACnV量TY．＿．．．＿＿＿榊．，．，．．．．四．．．．CU剛E：＄

黛→，

　＼　　　　　　　　　　ノ
㌔　　　　　　♂

＼／

を
／

　
　
、
・
吃

無
灯画
轟

へ

’黙

　　　を戦

義宣（飯7奮等薩
曜7　9㌦　h
CON了εNTS．，、．．，、＿r、、＿．．、．．　　　　　　　．＿．．，←」r噛」畠．．

験　脅，　慶　　　　　　　　　　　　ヰニリ囎
ACτIVI了V　　　　　　　　　　．．．．CU霞監E5

快→．

　＼
　〆吃

陸　道　櫓　「7
TRANsqo肉〒　【r‘DEズ

＼ミ．／

そ

／＼



第三類黄標札

　
　
　
箋

　
　
へ
＼

》だ

幽画
蕊

＼
　　　墜

　　　　　　＼
　　　　　　曳

　
　
萄

二
手
…
㎝

　
　
　
　
　
0
9

　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
　
翻
C

脚、（撫、鞭ll

＿CURlε5

簡　磁　糧　盈
9趣A”SPO舜丁lNOε駕

｝
客r

塞
7

／’

、“

！

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　　　　　　　　　　　　　　　　ヅへ・《

注1　三葉マークは、第1号の3様式によるものとする。

　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ収納され、又は包装されている

　　放射性物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入するものとする。

　3　放射能は、キュリー単位で表すものとするQ

　4　色彩は、次表によるものとするQ

部　　　　分 色 彩

上 半　部　の 地 黄（第一類白標札にあっては、　白）

三 ク 黒

下 半　部　の 地 白

文 字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ ち　の　部 分 白

ふちの内側の線 黒

区 分 線 黒

四



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
「
蔵
規
削
則
（
抄
）

第て号の3様式（第91条の12関係）

　三葉マーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　2‘
注1　1は、α2センチメートル以上とする。

　2　色彩は、黒とする。

第1号の4様式（第91条の12、第91の16関係）

　コンテナ標識　　　　　　　　＞2’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．！、＼

幽画
轟

五

注1

　2

　3

　　　　　　　　　　＼／／

三葉マークは、第1号の3様式によるものとするQ

1は、0．5センチメートル以上とするQ

色彩は、次表によるものとする。

部　　分 色 彩

地 自

三葉マーク 黒

文　　　　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒



危
険
物
船
船
運
送
及
び
貯
蔵
規
躍
戸
勃
）

鷲
六

第
一
号
の
五
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
関
係
）

　
　
放
衆
挫
物
質
等
運
送
属

　
船
種
、
船
名
、
．
船
舶
番
号
及
び
総
ト
ン
数

一　
国
籍
及
び
船
籍
港

～　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
佳
所

一　
発
航
港
、
船
積
矯
時
及
び
発
航
臼
時

一　
到
達
港
、
入
港
、
入
港
予
定
銅
晴
及
び
陸
揚
予
定
日
時

一　
寄
航
港
、
入
出
港
予
定
臼
時
及
び
寄
航
港
に
お
い
て
放
射
性
物
質
等

一　
の
荷
役
を
行
う
場
舎
は
、
荷
役
予
定
日
時

　
主
た
る
経
過
地
点
及
び
そ
の
通
過
予
定
日
時

　
運
送
し
よ
う
と
す
る
放
塑
性
物
質
等
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
放
射

性
輸
送
物
の
種
類
及
び
数
量

　
積
載
場
所
及
び
そ
の
設
備

～　
積
合
せ
貨
物
の
品
名
及
び
そ
の
数
量

一　
運
送
・
甲
の
保
安
対
策

一

右
危
険
物
船
船
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
｝
条
2

に
よ
り
届
け
ま
す
Q

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
届
出
者

　
第
　
　
　
管
区
海
上
保
安
本
部
長
あ
て

一
十
｝
第
一
項
の
規
定

氏
　
　
　
名
　
印

、

第
㎜
号
の
六
様
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
　
関
係
）

　
　
　
　
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届

　
　
変
更
し
た
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
更
し
た
内
容

　
　

　
［

　
一冶

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
～
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
届
け
ま
す
。

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
届
出
者
　
氏
　
　
　
名
　
印

　
第
　
　
　
管
区
海
上
保
安
本
部
長
あ
て

　
備
考

　
　
変
更
し
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
と
変
更
後
と
を
対
照
で
き
る
よ

　
う
に
記
載
す
る
こ
と
。



別表第霊6（混載禁止褒）（第M条、第22条の5関係）

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

七

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質

×

X

×

X

X

X

×

×

X

X

×

X

×

X

X
．

X

X

X

X

X

X

有
機
過
酸
イ
物
（
火
薬
類
で
あ
る
有
機
過
酸
化
物
を
含
む
。
）

×

X

×

X

X

X

×

X

×

X

X

×

×

X

×

×

×

×

×

X

×

×

X

有
毒
性
物
質

×

×

X

X

×

×

X

X

可
燃
性
躍
体

×

X

X

X

×

X

X

×

X

X

X

X

×

×

酸
化
埋
物
質

X

X

X

×

X

X

X

X

×

X

X

×

X

X

×

×

水
又
は
空
気
と
作
絹
し
て
危
険
と
な
る
物
質

×

X

×

X

×

X

×

X

×

X

×

×

X

×

X

×

可
燃
煙
液
体

×

×

X

×

×

×

X

X

×

X

X

X

X

X

引
火
性
液
体

X

×

X

×

X

×

X

X

X

×

X

×

×

X

X

X

放
射
性
物
質
等

X

X

×

X

×

X

X

X

×

X

X

×

×

×

×

×

X

X

×

×

×

X

毒
　
物

×

×

X

X

X

X

X

×

×

×

X

×

X

×

X

X

X

×

、
X

×

×

X

腐
し
よ
く
性
物
質

×

×

×

X

×

×

X

X

×

×

×

X

X

×

X

X

X

X

×

弓
火
性
の
な
い
高
圧
ガ
ス

X

×

X

X

×

×

尋
火
性
の
蕎
圧
ガ
ス

×

X

X

X

×

X

X

X

X

X
一
X

X

X

×

×

X
…
　
己
X

玩
具
用
煙
火
、
筒
頽

X

X

×

×

×

X

×

×

X

X

×

点
火
点
爆
具

X

X

X

X

×

×

×

X

×

X

火
菅
、
火
管
付
空
薬
葵

×

×

×

×

×

×

X

×

×

×

×

儒
管
、
懲
管
付
空
弾

X

X

×

×

×

X

×

X

×

×

X

煙
　
火

X

×

×

×

X

×

×

X

×

×

X

X

X

X

×

×

凝
灘
雛
灘
嚢
鐙
ル
集
と
す
・
火
薬
、

×

×

X

×

X

X

X

×

X

×

X

×
X

X

薬
筒
、
無
炸
弾
付
薬
蘭
、
薬
包

X

×

X

×

X

×

X

火
薬
、
爆
薬
を
使
用
し
た
そ
の
他
の
火
工
贔

×

×

X

X

×

×

×

X

X

×

X

×

×

X

×

X

X

X

懐
楽
蘭
、
　
薬
曲
弾
、
’
爆
弾
並
び
に
水
中
及
び
地
中
爆
発
器

X

X

X

X

X

×

×

X

×

×

X

×

X

X

×

×

X

X

雷
　
管

X

×

×

X

×

X

×

X

X

×

×

×

X

×

×

×

×

X

湿
起
爆
薬

X

X

X

X

X

X

X

×

X

X

X

×

×

X

×

X

X

X

×

×

X

X

X

X

X

爆
薬
（
た
だ
し
、
湿
起
爆
薬
を
絵
く
。
）

X

Vハ

×

X

×

×

×

×

X

×

X

V
ハ

X

×

×

×

X

×

X

黒
色
火
薬
そ
の
他
硝
酸
堰
を
主
と
す
る
火
薬

X

X

×

X

〉ハ

X

×

×

X

X

X

X

X

X

X

X

X

薬
爆
二
二

田
川

火
煙

具
爆
点
火
点

物
毒

体
液
性
火
引

体
液
性
燃
可

質
物
性
化
酸

体
囲
嚇

質
物
性
害
有



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
昌
等
を
定
め
る
告
示

○
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

　
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

〔
紹
和
五
十
二
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
〕

（
用
語
）

第
｝
条
　
こ
の
出
口
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

へ
核
分
裂
性
物
質
）

第
二
条
　
規
則
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等

　
は
、
ウ
ラ
ン
ニ
｝
二
　
二
、
ウ
ラ
ン
ニ
　
二
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
一
二
八
、
プ
ル
ト

　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
一
一
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
一
に

　
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
一
ご
二
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
一
二
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
囲
一
の
三
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
量
の
合
計
が
一
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
物
質

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

（
許
容
表
面
密
度
）

第
三
条
　
規
則
第
八
十
九
条
第
六
号
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
‘

欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、

る
密
度
と
す
る
。

一
二
八

そ
れ
ぞ
れ
何
表
の
下
欄
に
掲
げ

性ア 物ア
物ル 質ル
質フ フ

ア ア

線 線
を を

放 放
出 出

し す

な る

い 放

放 射
射 性

分ク毎 ○ク毎
のロ平 分ロ平
一キ方 のキ方

ユ　セ 一　ユ　セ

リ　ン リ　ン

i　チ i　チ

の　メ の　メ

一　1 ～　i

○ト ○ト
、　ノレ ○ル
○～ 、一

○マ ○マ
○イ ○イ

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
鱒
条
　
規
則
第
九
十
～
条
の
三
第
｝
号
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定

　
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
性
の
放
酎
性
物
質
等
並
び
に
第
一
号
及
び

　
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の
化
合

　
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
桁
は
二
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ
ラ
ン

　
ニ
三
五
の
量
が
　
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の
。

放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射
性
〃
物
暫
ハ
竺
V
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
又
は
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ



固

（
以
下
「
特
別
形
放
射
性
物
質
等
」
と

当
該
各
表
の
第
二
欄
…
に
掲

い
う
。
）

げ
る
数
墨
（
以
下
「
ん
値
」

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と

と
い
う
。
）
の
一
、
○
○

も
一
辺
が
○
・
五
金
ン
チ
メ
ー
ト

○
分
の
一

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

p
　
別
記
第
一
，
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験

（
長
さ
が
｝
○
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

以
上
で
あ
り
、
　
か
つ
、
長
さ
の
幅

に
対
す
る
比
率
が
一
〇
以
上
で
あ

る
放
二
二
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、

衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ

試
験
）
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ

ず
、
加
熱
試
験
を
行
っ
た
場
合
に

鱒
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
漫
言
試
験
を
行
っ
た
場
合
に
水
中
へ

の
放
射
性
物
質
の
漏
…
え
い
量
が
、

○
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
を

超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六

ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

放
射
性
物
質
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
月
表
の
第
三
欄
…
（
別

表
第
五
に
あ
っ
て
は
、
第

二
欄
）
　
に
掲
げ
る
数
量
（

船
舶
に
よ
る
放
射
牲
物
質
等
の
運
送
基
準
の
綱
自
等
を
定
め
る
告
示

以
下
「
親
値
」
と
い
う
。
）
の
　
、
○
○
○
分
の
一

一
、
○
○
○
キ
ユ
リ
…

体
液

水
ム
ウ
チ
回

一
リ
ツ
ト
．
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○
・
一
キ
ュ
リ
ー
以
上
一
キ
ュ
リ
ー
未
満
の
も
の

｝
○
○
キ
ュ
リ
ー

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
耐
射
能
が
一
キ
ュ
リ
ー
以
上
の
も
の

皿
キ
ュ
リ
ー

そ
の
他
の
も
の

亀
値
の
一
〇
、
○
○
○
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

二
〇
キ
ュ
リ
ー

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

物
の
他
の
ぞ

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
へ
以
下
「
機
器
等
篇
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
Q
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
一
個

三
九



船
舶
に
よ
る
放
射
牲
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
憂
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な

い
こ
と
。

放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
一
〇
〇
分
2

体
固

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

現
値
の
　
○
○
分
の
｝

ト
リ
チ
ウ
ム
水

1

体
液

そ
の
他
の
も
の

ト
リ
チ
ウ
ム

二
〇
キ
ュ
リ
ー

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

㊥
の
他
の
ぞ

特
牛
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

　
口
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率

　
　
が
毎
時
一
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
く
は
天
然
ト
リ
ウ

　
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

　
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

三
δ

　
　
ロ
　
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

へ
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
三
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
表
の
下
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

創盒

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
九
十
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲

　
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
七
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
　
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
胴
記
第
三
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
八
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
二
暑
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
四
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
九
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
一
号
p
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
ん
値
の
｝
、

　
0
0
0
、
○
○
○
分
の
｝
と
す
る
σ

2
　
規
則
第
九
十
一
条
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
現
値
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
　
｝
○
、
○
○
○
キ
ユ
リ
…
と
す

　
る
。

3
　
漏
え
い
す
る
放
酎
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
つ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
A
値
は
、
非
望
縮
状
態
に

　
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
第
［
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第

　
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
十
一
条
　
規
購
第
九
十
一
条
の
二
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記

　
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

第
十
二
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
A
値

　
の
一
、
○
○
○
分
の
｝
と
す
る
。

2
　
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
量
に
つ
い
て
準
駕
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
三
灸
　
規
劉
第
九
十
皿
条
の
五
の
告
示
で
定
め
る
二
種
の
条
件
は
、
騎
記

　
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
及
び
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定

　
め
る
条
件
と
す
る
。

第
十
囚
条
　
規
劉
第
九
十
一
条
の
六
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
及
び
同
条

　
第
二
号
の
比
p
示
で
定
め
る
条
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
二
第
一
号
に
定
め
る

　
条
件
及
び
別
記
第
四
第
　
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
濃
度
）

第
十
五
条
　
規
剛
第
九
十
　
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
イ
②
の
魯
示
で
定
め
る

　
値
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
現
値
の
一
〇
、
○
○
○
分
の
一
と
す
る
。

（
被
ば
く
管
理
の
た
め
必
要
な
措
置
）

第
十
六
条
　
規
蜀
第
九
十
｝
条
の
十
九
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

は
、
船
内
放
射
線
量
率
・
の
計
測
、
被
ば
く
放
射
線
量
の
測
定
、

者
の
選
任
等
と
す
る
。

　
　
重
　
　
　
噂

　
　
匪
　
　
β
パ

こ
の
告
示
は
、
昭
和
五
十
一

別
表
第
一

別
表
第
二
（

別
表
第
三
（

別
蓑
第
四
（

別
表
第
五
（

鋼
表
第
六
（

二
年

（
第
瞬
条
関
係
）

〃〃〃〃〃

）））））
一
月
｝
ヨ
か
ら
施
行
す
る
。

被
ば
く
管
理

二
三



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
琶
等
を
定
め
る
告
示

別
記
第
　
（
第
四
条
三
障
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
：
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る

　
　
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
袈
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
ヵ
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
雲
離
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
⊥
ニ
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の

　
　
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
嬉
し
、
　
一
メ
；
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
白
∵
田
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
葎
の
平
端
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
端
強
の
直
径
が
二
。
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
か
っ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
供
試
物
を
温
度
八
○
○
度
の
空
気
中
に
一
〇
蔭
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
せ
き

　
五
　
浸
漬
試
験

一　

齊
O

イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
行
う
こ
と
G

　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
霞
闘
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
②
　
温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
③
　
温
度
一
二
〇
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
〇
パ
ー
．
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ω
　
温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

（3）　（2）　（1）

別
記
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
き

温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

温
度
三
〇
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

温
度
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
闘
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

（
第
六
条
、
第
十
…
二
条
、
第
十
四
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

一
　
条
件

イ
　
毎
時
五
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
闘
吹
き
付

　
け
る
こ
と
。

　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て

　
　
は
一
・
二
三
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
え
「
○
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ

　
　
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
〇
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
～
五
、

　
　
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の



　
　
高
さ
か
ら
、
　
一
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
は
〇
二
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
の
破
損
を
及
ぼ

　
　
　
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
毎
平

　
　
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
○
・
エ
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
乗
じ
て
得
た
値
に
桐

　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
四
時
間
加
え
る

　
　
　
こ
と
。

　
　
㈹
　
重
量
が
六
キ
p
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
三
・
霞
台
ソ
チ
メ
i
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
一
メ
！
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
挫
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
ω

　
　
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
二
借
以

　
　
上
の
量
の
放
射
性
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え

　
　
て
い
る
放
射
性
輪
…
男
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い

　
　
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
又
は
轟
該
収
納
若
し
く
は
包
装
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
放
射
性
物
質
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て

　
　
も
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
毎
時
二
〇
〇
ミ
リ
レ
ム
を
超
え
な
い
も

　
　
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
前
号
ロ
㈹
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及

　
　
　
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
瓢
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
～
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
八
度
で
あ
る
環
境

　
　
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
八
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る

　
条
件一

　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
口
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
一
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
｝
メ
ー
ト
ル
の
古
同
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
温
度
八
○
○
度
の
環
境
に
三
〇
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

】二

@
深
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
雲
玉
書
漬
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
野
外
の
温
度
が
三
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

備
考
　
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
の
と
す
る
。

三
蓋



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
欝
等
を
定
め
る
告
示

一
三
四

別
記
第
五
（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
八
漫
か
ら
零
下
四

　
　
〇
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
纈
序
で
澱
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
八
度
か
ら
零
下
四

　
　
〇
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。
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五

○各海運局長宛船舶局長通達

殿長
長

　
局

局
務

運
算

　
玄

海
総

　
縄

各
沖

船舶局長

　　舶査第182号

昭和54年3月3巳

　　　危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令（昭郵53年12月

　　　28日運輸省令第71号）の施行等に伴う運輸大網の行う確認に関する

　　　事務について

　標記について、危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規則」という。）第91条の9

第1項及び第9三条の15第1項の規定に基づく、特定の放射性輸送物の安全及び運送

の安全に係る運輸：大臣の確認に関する事務の取扱いについて、下記のとおり定めたので

遺漏のないよう取り計らわれたい。

　なお、昭和52年12月17日驚け監査第691号は、本通達をもつて、これを廃止

する。また、昭和54．年3月4日までに行われる運送については、1（3）（ii）における内閣

総理大臣の確認はなされないので念のため申し添える。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．規貝層第91条の9第1項の規定に基づく放射鍵輸送物の安全確認（以下この項にお

　いてヂ安全確認」という。）

　（1）　安全確認の申請

　　（D　申請は、別紙様式1の「放射性輸送物安全確認申請書」を当該放射性輸送物の

　　　船積地を管轄する管海窟庁を経曲して、運輸大駆に提出させることとする。

　　　　ただし、盛運放脳性輸送物が本邦以外の地から本邦へ運送される場合、本邦以

　　　外の地から本邦を経由して本邦以外の地へ運送される場合又は本邦以外の相互闘

　　　において運送される場合にあっては、原則として関東海運局（本局）を経由して

　　　申請させるものとする。

　　㊥　申請は、漂劉として、当該放射性輸送物の運送ごとに船積みの1か月前までに

　　　行わせることとするが、同一の放射性輸送物（型式及び種類並びに収納される放

　　　射性物質等の名称及び数量が岡一であるものをいうQ　以下問じ。）を予定され

　　　た輸送計画に基づいて運送する場合は、当該輸送計画を含めて一括申請をするこ

　　　とができる。

　　㈹　規劉第91条の9第2項第1号に規定する場合は、当分の間、科学技術庁長官



　　　（以下「長官」という。）において、核燃料輪送物に係る核原料物質、核燃料物

　　　質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第59条の

　　　2第1項の総理府令で定める技術上の基準に適合することについて確認し、その

　　　旨を証する核燃料輸送物確認証を発給することとされたので、当量確認証の挺出

　　　がなされた場合は、規則第91条の9第2項第1号の規定に該当するものとして

　　取扱うこととするQ

　　㈹　放射性同位元素輸送物等（核分裂性輸送物以外の放射性輸送物をいう。）にっ

　　　いては本省業務として、あらかじめ、設計承認書及び輸送容器登録証の交付の措

　　置をとることとしたので、放射性同位元素輸送再臨に係る安全確認の申請は、原

　　　則として当該措置を経た後に行わせることとする。（別添の昭和54年2月24

　　　日付け舶査雛王32号参照）

　　（V）串請の受理に当たっては、別紙様式1の放射性輸送物安全確認申講書記載要領

　　　に十分留意するものとする。

（2）安全確認書の交付

　　　安全：確認書は、原則として申言を受理した韓国宮庁を経由して申請者に交付する

　　ものとする。ただし、大臣指示事項が付される場合等であって本省から申講着に直

　　接交付するときは、当該確認書の写しを申請を受理した管海蛍庁へ導けする。

（3）安全確認を受ける必要がない場合

　（ρ　カナダ政府の危険物船舶運送規剣の規定に基づき、規則第19条第2項に規定

　　する輸送物について、同項に規定する運送を行う場合は、安全確認を受ける必要

　　　がない。（別添の「規則第19条第2項の外国規則を定める皆示（昭和53年

　　　12月27日運輸省告示第669号）参照）

　　Gl＞規則第91条の9第6項に規定する内閣総理大臣叉は運輸大距の確認を受けた

　　　場合は、安全確認を受ける必要がない。

　　　ただし、原子炉等規調法第59条の2第1項で規定する工場又は事業所の外に

　　おける運搬（即ち、車両運搬）を伴わない享年のみによる運送の場合は同法同条

　　　第2項の確認を受ける場合に該当せず、従って規則第91条の9第6項の規定に

　　　は該当せず、安全確認の申請を要するので念のため申し添える。

2．規則第91条の15第1項の規定に基づく放射性輸送物の運送の安全：確認（以下こ

　の項において「安全確認」という。）

（1）安全確認の申請

　　ω申請は、別紙様式2の倣射性輸送物運送計画書安全確認申講書」を当該放射

　　　性輪送物の船積地を管轄する管海官庁を経由して、運輸大鷲に提出させるものと

　　　する。

　　　ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地から本邦へ運送する場合、本邦以外

放
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　　の地から本邦を経由して本邦以外の地へ運送する場合叉は本邦以外の地相互間に

　　おいて運送する場合にあっては、原則として関東海運局（本局）を経由して申請

　　させるものとする。

　（lp　申請は、原則として、一航海ごとの運送について、船積みの1か月前までに行

　　わせるものとするが、同一の放射性輸送物を同一の運送方法（積載方法、固縛方

　　法等が同一であるものをいう。）により反復運送する場合は、当該運送計画を一

　　括して申請受理して差し支えないQ

　　　また、当該申請に係る複数の放射性輸送物が、管轄の異る船積地においてそれ

　　ぞれ船積みされる場合は、いずれか一つの管海官庁において運送計画を一括とり

　　まとめ申請を受理して差し支えない。

　㈹　上記1③（Pに該当する放射性輸送物に係る安全確認申請に当たっては、カナダ

　　政府の発給した承認書の写しを添付させること。

　ω　上記1③（li）の内閣総理大臣の確認を受けた場合には、長宮から運搬確認証が交

　　付されるので、当該核燃料輸送物に係る安全確認申請に当たっては、運搬確認証

　　を受有する場合は、その写しを添付させること。

　（V）申請の受理に当たっては、別紙様式2の放射性輸送物運送計画書記載要領に十

　　分留意するものとする。

（2）安全確認書の交付

　　上記1（2）に岡じ。

（3）安全確認書の記載事項の追加又は変更

　　安全確認を受けた者が、当該確認書の記載事項の追撫又は変更を受けようとする

　ときは、申請を受理した管制官庁を経由して船積み開始前に速やかに変更申請をさ

　せることo

七



別紙　様式1

1

運　　輸　　大　　臣 殿

放酎性輸送物作成者の

　氏名又は名称

　住所

文書番号

日　　付

㊥

　　　　　　　　　放射性輸送物安全確認申請書

　下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危険物船舶運送及び貯蔵規鋼に規

定する　　　　　型輸送物（第　　　種該分裂性輸送物）の基準に適合することにつ

いて同規員悌91条の9第ユ項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記・

1．運送の囲的

②　輸送物の型式又は名称等

3．輸送物の種類

4．輸送物の概要

5．　輸送物の基準適合説明書

6．収納する放射性物質等の仕様

　（1）名　　称

　（2）数　　量

　（3）　　物理白身、　イヒ学事勺｛生質

　（41放射能強度、濃縮度、冷却昌数、発熱量等に関する資料

　（5）容器への収納方法

7．輸送鰯限魑数及び輸送物の配列方法

8．輸送物の放射線量率

9．輸送物の輸送指数

10，運送聴における取扱上の注意事項

11，荷送人の往所及び氏名又は名称

12，運送予定時期

13．　その他特記事項
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九

放射性輸送物安全確認申請書記鐵要領

1）同一の輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数量が同一

　であるものをいう。）につき、一括申講ずる場合には、該当各記欄（記6～9欄）に、

　運送ごとのデータを記載することQ

2）用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書とすること。

3）記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不詞としても差

　し支えない。

4）記1の「運送の目的」は、運送する放確確物質等の屠途、発着地等を簡略に記載す

　ること。

　　例1．　「○○発電所の使用済核燃料を○○工場において再処理するため○○港から

　　　　　○○港まで運送することを屋的とする。」

　　催2．　「○○事業所において収納される○○病院向医療罵大量線源60C◎を○○

　　　　　港から○○港豪で運送することを目的とする。」

5）記2の「運送物の型式又は名称等」は、容器の設計者、製造表革において期いられ

　る容器の型式又は名称を記載するとともに、容器の製造番号及び運輸省容器登録番号

　又は科学技術庁容器登録番号を有する場合には、その番号を記載すること。

6）記3の輸送物の種類は、規則上の種類を記載することQ

　　　　　例舘｝一・第・一・一一・

7）記4の「輸送物の概要」は、③容器の材料、構造　②輸送物の主要諸元③容器の

　設計者名、製造者名、所有者名簿を輸送物ごとに記載し、荷姿を示す写真又は説明図

　を添付すること。

8）記5のヂ輸送物の基準適合説明書」は、安全解析書を別紙として添侍することとす

　るが、過去に安全解析書が添付された輸送物と岡一の輸送物を作成する場合に限り、

　安全解析書の添付を省略することができるQ

　　この場合にあっては、当該基準の適合性について簡単にとりまとめ記載すること。

9）記6の「収納する放射牲物質等の仕様」は、実際に運送し1ようとする放射性御質等

　のデータを記載すること。特に放射牲岡位元素輸送物等であって遮蔽容器として独立

　した内装容器を設ける場合は内装容器の製造嵩、製造年月、型式、番号、保管状況、

　使用履歴、現状外観等のデータを記載することQ

ユ0）記8の「輪送物の放窮線量率」は、上記9）の内装容器を設ける場合には、輸送す

　る放出性同位元素等を収納した際の内装容器の表面から1メートル離れた位澄におけ

　る最大放寮線量率の実測値又は使用中の放射性同位元素等を収納した内装容器に係る

　最大放射線貴率の実測値からの解析推定値に代えることができるQ



1ユ）科学技術庁長官から発給された核燃料輸送物確認証及び設計承認書等の写しを添け

　する場禽は、記4、5、7、8及び9については省略でき、かつ、記6については簡

　単にとりまとめ記載することができる。

　　ただし、船積みの王か月萌までに核燃料輸送物確認証が発給されていない場合には、

　設計承認書の写しを添付し記5を省略し、記4、7、8及び9については科学技術庁

　長宮へ申請中の内容を記載し、かつ、記6については簡単にとりまとめ記載して申請

　できるが、この場合には核燃料輸送物確認証が発給され次第速やかにその写しを運輸

　本省及び申請書を経由した管海官庁へ各1部送付することQ

12）放射性岡位元素輸送物等に係る申請に当たっては運輸省船舶局長の交侍する設計承

　認書及び輸送容器登録証の写しを添付する場合は、記4、5及び7については省略で

　きる。
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別紙　様式2

運　　輸　　大　　臣 殿

船　　　　　名

船長の氏名
住所又は連絡先

文書番号

日　　付

④

　　　　　　放射性輪蝋画運送計画書安全確認申講書

　馬添放射性輸送物運送量画書に記載する放射性輸送物の運送に関し、危険物船船運送

及び敗蔵規則に規定する棊準に適合することについて同規則第91条の15第1項の確

認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

　　　　　　　　放射性輸送物運送計画書

1．　運送の潤的

2．船名、船舶所有者名及び運航者名並びにこれらの佐所

3，船舶の概要（所要設備を含む。）

4．運送する放射性輸送物（以下ゼ輸送物」という。）の概要

（1）輸送物の型式又は名称等

（2＞輸送物の種類

（3）輸送物の主要諸元

（4）収納する放射性物質等の主な仕様

（5）輸送物の輸送制隈個数及び配列方法

（6）　輸送物の放射線量率

（7）　輸送物の輸送指数

（8）船内の居住場所その他人が通常使用する場所における最大放射線量率

（9＞放射性輸送物作成老の氏名又は名称及び住所

⑯　荷送人の氏名又は名称及び住所

α輩　荷受人の氏名又は名称及び住所

5．　コンテナの概要

11）コンテナの型式又は名称

（2＞　コンテナの主要諸元

（3）、コンテナに収納する輸送物の型式又は名称、個数及びコンテナへの収納方法



　（4）　コンテナの放射線量率及び輸送指数

　（5）　コンテナの煽数

　（6＞　コンテナに収納する老の氏名又は名称及び住所

6．積載方法等

　（1｝積載方法等

　②　各船倉等ごとの輸送物の鍾類及び数量

　（3）各船倉等の輸送指数

7．固縛方法

8，荷役方法

9．運送時期

10，運送区間

猛，運送中の保安対策

12．その他特記事項

放射牲輸送物運送計画書記鐵要領

1）一括申請する場合には、該当各記欄にその旨記載することとし、記9及び10を記

　4～6とまとめて記載しても差し支えない。

2）用紙の大きさは、原郎として臼本工業規格A列4番とし横書とすること。

3）記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同としても差

　し支えない。

4）記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記載す

　ること。

　　例1　ヂ○○発電所の使用済核燃料を○○工場において再処理するため○○港から

　　　　　○○港まで運送することを羅的とする。」

　　例2　「○○事業所において収納される○○病院向医療用大量線源60Coを○○

　　　　　港から○○港まで運送することを目的とする。」

5）記3の「船舶の概要（所要設備を含む。）」は、船種、船舶番号、総トン数、船籍

　港、船舶の用途、航行区域及び主要寸法を言己載レ、所要設備については、轟該輸送物

　の運送のため特に必要な設備として施設されたものを記載すること。

6）当該輸送物につき、基準に適合する旨の確認書等を受有する場合は、その写しを添

　付すること。この場合記4（1）～（7）の記載事項のうち当該確認書等に記載されているも

　のについては、これを省略することができるQ

7）記4の「運送する放射性輸送物の概要」は、輸送物ごとに記載すること。

8）記4（工）の「輸送物の型式又は名称等」は、容器の設計者、製造老等において周いら

　れる容器の型式又は名称を記載するとともに容器の製造番号及び運輸省容器登録番号

　又は科学技術庁容器登録番号を有する場合にはその番号を記載する。
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9）記4（2）の「輸送物の種類」は、規則上の種類を記載すること。

　　　　例勘｝一一一一

10）記4（6）の「輸送物の放射線量率」及び4（7）の「輸送物の輸送指数」は」二記6）の確認

　書等に記載されている数値又は規則第91条の9第1項の放躬性輸送物安全確認若し

　くは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規欄に関する法律第59条の2第2項の

　車両運搬確認を申請中のものにあっては、当該申講に係る数値を記載すること。なお

　放射線貴率については輸送物の表颪及び表面からhn離れた位置における数値を記載

　すること。ただし、放射性岡位元素輸送物等の場合には、放射性輸送物安全確認申請

　書記載要領の10）によることができる。

11）記5の「コンテナの概要」は、輸送物を眼納するコンテナごとに記載すること。

12）記6ω～（3）に関し、⑦積載場所　②積付配置　③当該場所における輸送物の輪送掻

　数の合計④当該船舶全体の輸送指数⑤他の危険物（当該回送物以外の放射性物質

　等を含むQ）の混載の有無等を明示した積信麟を添付すること。

13）記7の個縛方法」は、コンテナに収納して運送する場禽を除き、固縛装置の強度

　計算書を添目することQ

14）記8のr荷役方法」は、荷役時における作業要領、安全対策、使用する機器又は嗣

　具の種類等について記載すること。

15）記11の「運口中の保安紺策」は、専門家の周行の有無、運送中の注意事項、事故

　時の日置・連絡方法、被ばく管理方法その他の保安対策を記載すること。



○海上保安庁行政指導文書（その1）

　　　　　　　放射性物質等の船舶運送に伴う管区海上保安本部の

　　　　　　　長に対する放射性物質等運送届の提出等について

　　　　　　　（危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁警備救難部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航行安全指導課
1，はじめに

　　昭和54年1月4日から、一定の放射性物質等を船舶運送する場合には当該船舶の船長

　は管区海上保安本部の長（以下「本部長」というQ）に対して放射性物質等運送届（以

　下「運送届」という。）を提出することが必要となり、本部長は公共の安全を錯るた

　め運送について必要な指示を行うことができる制度が新しく設けられた。

　　これについては、別的証警指第137号（昭53．12，26）（関係部分抜すい）に

　よって運送麗関係、本部長の指示関係等の事務処理要領が通達されている。

2．運送届の作成・提出について

　　運送届の提出を要することとなる放射性物質等を運送することとなる者は、できる

　だけ前広に運送計画を運送届の提出を行うこととなる管区海上保安本部に対して説明

　を行い、当該本部等と密接な連絡を保ちつつ通達の内容に添って運送煽の作成を行う

　よう心掛けられたいQまた、運送届の提出については提出の際に受理の可否等の意思

　表示が行われるのでやむを得ない場合を除いて運送に落して責任のある老が持参する

　ように留意されたいQ

　　次に、運送届の届出者は運送に従事する船舶の船長であるが、船長が航海中で不在

　等により届出者となり得ない場合には運送届を提出することとなる管藍海上保安本部

　に相談しその指導を受けていただきたいQ

　　なお、管区海上保安本部における担当課は別紙のとおりである。

3．本部長の指示等について

　　運送届を提出すると、本部長から運送中に運送届の記載事項に一定の変更が生じた

場合等には本部長等に対して連絡を行うよう指示がなされる。

　　この連絡を行う場合にはできる限り別紙2の要領によって行うよう心掛けられたい。

4，　おわりに

　　放射性物質等の運送に関係する者は、前述したところを参考にし、本制度の趣旨を

十分に理解されて運送届に記載した保安対策等を厳格に励行して、事故なく運送を実

施されたい。
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別紙　唖

管区海上保安本部における担当諜一覧

　　　　　担藪課
ﾇ区海上保安本書

担　　　当　　　課 電　　話　番　　号

第一管区海上保安本部 救　　　難　　　課 0134－32－6161（代）

第二　　　〃 〃 02236－3－0111（代）

第三　　　〃 航　行　安　全　課 045－21　1－0　771　（代）

第四　』　　〃 〃 052－661－1611（代）

第五　　　〃 〃 078－391－6551（代）

第六　　　〃 〃 0822－51－5111（代）

第七　　　〃 〃 G93－321－2931（代）

第八　　　　〃 救　　　難　　　課 0773－76－4100（代）

第九　　　〃 〃 0252－44－4151（代）

第十　　　　〃 〃 0992－23－2291（代）

第十一　　　〃 〃 0988－66－0083（代）



別紙　2

運送船舶の行う連絡要領

第1通報要領

　（1＞通報の冒頭に「ウンソウヘンコウ」を冠し、以下次の事項を番号を冠して順次通

　　報ずる。

　　1，運送届を提撮した管区海上保安本部の長の名称

　　　　（例．ダイサンカγクカイジヨウホアンホソブチヨウ）

2
3
4

　（2）　環本語又は英語を使用して通報することを原則とし、英語の場合にあっては、

　　ウンソウヘンコウ」及び運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称は「UNS

　　ORENKOj及び「DAIOKANKUKAIJYOROAN冠ONBUCHO」
　　と通報する。

　　　この場合において、○の部分は管区海上保安本部の番号を記入する。

第2通報手段

　　船細の無線設備によってもよく、船舶電話、電報等の公衆通僑手段によってもよい。

　　なお、通儒手段により、上記第1の通報要領によりがたい場合には、管区海上録安

　本旨において指導する要領で行う。

船舶の名称

変更事項等が生じた場合の位羅及びヨ時

変更事項等の内容その他必要事項

（通報例）

　　運送届を第三管区海上保安本部長に鍵出して、日本丸により横浜港が寄航

　港となる運送を開始したところ、その途中において北緯○○度△△分、東経

　○○度仙分○○時ムム分（艮本階）にさしかかった際、寄航港が東京港に

　変更になった場合次のように通報するQ

　　　　ウンソウヘソコウ

　1．　ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ

　2．　ニホンマル

　3．ホクイ○○ド漁フン、トウケイ○○ド躰プン、○○ジ∠ぬフン（ニ

　　ホンジ）

　4，キコウコウヨコハマガトウキヨウニヘンコウ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
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七

○海上保安庁行政指導文書（その2）

　　　　　保警守第137号（昭53，1226）抜すい

　　　　　　一危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21の規定に基づく

　　　　　　　放射性物質等運送届の提出等について一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁警備救難部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　航行安全指導課
1．運送届の提出について

（1＞運送届の提出は、船舶による物質等の運送が本邦の港を船積地若しくは葎卸量と

　　し、又は経虚地として行われる場含に必要となる。（末尾添付の運送形態別適用状

　　況表参照）

　　　ただし、港則法（昭和23年、法律第174号）第23条第4項の規定により許

　可を受けた場合はこれを要しない。

（2）運送届の届出者は、物質等を運送する船舶の船長であるが、船長が本邦以外の地

　　にある場合等やむを得ないと認められる場合には船長の代理人であっても差し支え

　　ないQこの場合には、運送届の提出時に当該船長の委任状を添酵させる等により届

　出考が船長の轟蕉の代理人であることを確認すること。

（3）運送橘の提出先は、発航港を管轄する本部長であるが、発航港が本邦以外の地で

　　ある場含には、本邦における最初の寄航港を管轄する本部長となる。

　注1．発航港とは、物質等が最初に船積みされる港をいい、数港において物質等が

　　　　順次船積みされる場合には、最初の船積港が発航港となり他の港は寄航港となるQ

　　注2．寄航港とは、発航港から到達港に至る間において入港する港をいい、当該港

　　　　における物質等の荷役の有無を問わないQただし、本邦における最初の寄航港

　　　　とは、本邦において最初に入港する到達港又は寄航港をいう。

　　注3．鋼達港とは、船積みされた物質等が船舶から最後に荷卸しされる港をいう。

（4）運送届は、一の運送（発航港から到達港までの運送をいう。以下同じQ）ごとに

　　2通提出させるものとするQ

（5＞運送届は、物質等の運送に係る発航港、寄航港及び到達港のいずれもが一の管区海

　上保安本部の管轄する区域にあり、門田に至る経路が他の管区海上保安本部の管轄区域

　に含まれない場合には運送開始の日の2週間前までにその他の場合にあっては、4週

　　間前までに鍵出させることとなる。

　　　なお、運送開始の日とは、発航港において物質等が最初に船積みされる日をいう・

（6）　運送届には、当該運送届に係る運送に瀾し、次の各号に掲げる規定が適絹される

　場合には、当該各号に掲げる書類の写しを添付させるものとする。

　　なお、やむを得ない理由により添付できないときは後日速やかに提出させるもの

　　とする。

　　イ．規鍵第91条の15

　　　運輸大臣に提康した運送謙画書、運輸大臣の確認を証する書類及び運輸大臣の



　　　指示の内容を記載した書類

　　ロ，規則第91条の22

　　　運輸大臣の承認を証する書類、当該承認に際し運輸大臣に提出した書類及び運

　　輸大臣の指示の内容を記載した書類

2、運送届の記載事項について

　運送届の記載は次によるものとする。

（1）船種

　　汽船、帆船の別を記載し、船舶の用途を付記させる。

（2＞　発航港、船積醸時及び発航環時

　　発航港については、露塵港が本邦にある場合には、都道府県名、本邦以外にある

　場合には、国名をもあわせて記載する。

　　舶積算時については、物質等の船積みを最初に開始するβ時について年月日及び

　　1時間を単位とする時刻で記載する。

　　発航日時については、発航港を出港する日時を前記と岡様の方法で記載する。

（3）到達港、入港予定日時及び陸揚予定日時ジ

　　到達港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には国名をもあわせて記載する。

　　入港予定日時及び陸揚予定目時については、到達港に入港する予定日時及び物質

　等の荷卸しを全て終了する予定霞時を上記2（2）と岡様の方法で記載するQ

（4）寄航港、入出港予定藏時及び荷役予定自薦

　　寄航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には国名をもあわせて記載する。

　　入出港予定日時については、寄航港に入港する予定日時及び綱港を出港する予定

　　沼晧を上記2（2）と同様の方法で記載する。

　　荷役予定日時は、物質等の船積みを最初に開始する予定日時又は船舶からの物質

　等の荷卸しを最初に開始する予定ヨ時を上記2（2）と同様の方法で記載する。

（5）：主たる経過地点及びその通過予定日時

　イ．主たる経過地点については、次により記載する。

　　σ）運送が本邦各港闘で行われ1る場会には、主要変針点、海上交通安全法（昭和

　　　　47年法律第115号）第2条第ユ項に規定する航路に入出航する場所等（以

　　　下・「主要変針点心」というQ）を著明物標からの真方位及び距離（海里）で記

　　　平する。

　　（ロ）運送が本邦の地から本邦以外の地へ向けて行われる場合には、船舶が本邦の

　　　領海を最後に出る場所及び本邦内の発航港又は寄航港から当該場所に至るまで

　　　の間の主要変針点等を上記2（5）イ④と同様の方法で記載する。
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　　←う　運送が本邦以外の地から本邦内の地へ向けて行われる場合には、船船が本邦

　　　の領海に最初に入る場所及び当該場所から本邦における到達港に至るまでの間

　　　の主要変針点等又は当該場所から本邦の領海を最後に出る場所に至るまでの間

　　　の主要変針点等及び本邦の領海を最後に出る場所を上記2⑤イωと同様の方法

　　　で記載する。

　P．通過予定β時については、船舶が本邦の領海に最初に入る場所、本邦の領海

　　を最後に出る場所及び主要変針点等を通過する予定ヨ時を年月日及び30分単

　　位の時灘で記載する。

（6）運送しようとする放射性物質等の種類及び数量並びに放射性輸送物の種類及び数量

　イ．放射性物質等の種類及び数量については次により記載するQ

　　α）種類は放射性物質等の名称（二酸化ウラン、六弗化ウラン、核燃料集合体、

　　　使屠済核燃料、医療罵放射線源コバルト60等の名称）を記載する。

　　（ロ〉数量は種類別の正味重量（晦）を記載する。

　ロ．放射｛生輸送物の種類及び数量については次により記載する。

　　α）種類は規則第88条の放射性輸送物の種類又は規則第91条の22第1項若

　　　しぐは第2項の規定により運輸大臣の承認を受けて運送される放射性輸送物等

　　　の別を記載する。

　　　　なお、核分裂性輸送物にあっては、第1種、第2種又は第3種の別を併記さ

　　　せること。

　　（ロ〉数量は種類別の個数を記載する。

　　　　なお、イ及びロの記載に当っては、船積地及び荷卸地ごとに、船積みするも

　　　のの種類及び数量並びに荷書しするものの種類及び数量を1個の放射性輸送物

　　　を単位として詑載するとともに当該地を出港する際の現在量を上記と同様の方

　　　法で記載する。

　　（例　　横浜港

　　　　船積み：二酸化ウランOKg

　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

　　　　荷卸し：六弗化ウランOKg

　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂駐輸送物）1個

　　　　出港時の現在量：二酸化ウラγOKg

　　　　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

　　　　　　　　　　　　六弗化ウランOKg

　　　　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）1個

　　　　　　　　　　　　医療用放射線源コバルト600晦

　　　　　　　　　　　　BM型輸送物1個　　　　　　　　　　）



（7）積載場所及びその設備

　　船積地ごとに規則に定める積載方法、物質等の積載箇所（例、1第一船倉」）及

　　び積付けに際し講じた措置等（例、「放射性輸送物の移動等を防止するため容器を

　　ボルトで固定したQ」）を記載する。

　〈8）積合せ貨物の赫名及びその数量

　　規則第2条第1号の危険物が積合せ貨物となる場合には規則別表による品名及び

　　その重量（Kg）を記載し、その他の場合には、概括的に商贔、原料等総重量約○○

　　トンと記載する。

⑨運送中の保安対策

　　　次に掲げる事項その他の物質等の船舶運送に伴う災害を防止して公共の安全を麟

　　るために必要な事項を記載する。

　　イ．航海速力等航海の安全を確保するために必要な措置に関すること

　　ロ．海上保安富署との連絡体棚に関すること

　　△　物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に闘すること

　　二，．物質等の盗取の防止等に関すること

　　兆　海難その他の異常事態が発生した場合の処置に関すること

3．運送届の受理等について

r（1）運送鷹の受理

　　　運送属の受理は、必要な書類の添付、規貝携91条の15又は第91条の22の

　規定が適用される場合における運輸大臣の確認父は承認の有無（確認又は承認未済

　　の場合を除く。）及び記載事項の誤り等の有無を確認の上行うものとし、運送届1

　通に届出を受理した旨を記載して届幽者に交付するものとする。

4．本部長の行う指示について

（1）運送届を受理した本部長は、当該運送届に係る船舶について、災害を防止して公

　共の安全を図るため有効適切な措置を講ずることができるよう常に次の指示を行う

　　ものとする。

　　イ．全ての船舶に対して旛示する事項

　　　船舶は、運送中において海難その他の異常な事態が生じ又は生ずるおそれのあ

　　　る場倉（以下「海難等の事態が生じた場合」という。）には直ちに、当該船舶の

　　名称、海難等の事態が生じた場合の位置及び臼時、海難等の事態の内容その他必

　　要事項をもよりの海上保安官署に連絡し、当該海上保安官署の長の指示にしたが

　　　うこと

　　ロ．BM型輸送物若しくはBU型輸送物又は第3種核分裂性輪煎物（以下「特定輸

　　撫物」という。）を運送する船船に対して指示する事項

　　　　船顯は、運送中において上記4（1）イ以外の審由により、運送届の記載事項の
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　　　うち本邦における鋼達港に関する事項、本邦における寄航港に関する事項、主

　　　たる経過地点に関する事項叉は運送中の保安対策に関する事項に変更が生じ若

　　　しくは生ずるおそれのある場食又は本部長が指示した事項を遵守できず若しく

　　　は遵守できないおそれのある場合（以下「変更事項等が生じた場合」という。）

　　　には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生じた場合の位置及びB時、変

　　　更事項等の内容その他必要事項を運送届を提潤した本部長に連絡し、当該本部

　　　長の指示にしたがうこと。ただし、上記事項の変更が次に掲げる軽微なものに

　　　あってはこの限りでない。

　　（イ）到達港に関する事項については、入港予定葭時及び陸揚予定日暗の1時間以

　　　内の変更

　　（ロ）寄航港に関する事項については、入港予定漸時及び特定輸送物の荷役予定日

　　　暗の1時闘以内の変更

　　の　主たる経過地点に関する事項については本邦の領海に最初に入る場所に関す

　　　る事項及び最後に出る場所に関する事項の変更並びにその他の経過地点に晒す

　　　る当該地点を中心とする半径10海里以内の位置の変更及び通過予定沼時の1

　　　蒋闘以内の変更。ただし、狭水道及び船舶のふくそうする海域（海上交通安全

　　　法に定める航路を含む。）における経過地点に関する変更は除く。

　ハ。特定輸送物以外のものを運送する船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において上記4（1）イ以外の事由により、運送届の記載事項のう

　　ち本邦における到達港若しくは本邦における寄航港に変更が生じ又は本部長が指

　　示した事項を遵守できず若しくは逓守できないおそれのある場合（以下「変更事

　　項等が生じた場合」という。）には、速やかに当該船舶の名称、変更事項等が生

　　じた場合の位置及びβ時、変更事項等の内容その他必要事項を運送届を提出した

　　本部長に連絡し、当該本部長の指示にしたがうこと。

（2）運送届を受理した本部長は、当該運送届に記載されている運送泥描、経路、運送

　中の保安対策等を十分検討し、関係本部長の意見を勘案のうえ、災害を防止して公

　共の安全を園るため必要があると認めるときは、上記4（1）による指示のほか、回視

　界時又は荒天蒔の避泊対策、夜間出入港の鯛限、物質等に対する見張人の配麓等必

　要な事項について指示を行うことができる。

　　ただし、この場合における指示には、船舶の設備構造、荷役方法等規則の他の条

　項により規定されている事須は含まないものとする。

（3）捲示は、別添様式の指示書を運送届の届出者に交付することにより行うものとす

　る。

　　なお、当該運送届に係る運送について、規則第91条の15又は第91条の22

　の規定が適用される場合には、当該運送届に係る指示は当該規定に基づく運輪大臣



　の確認又は承認のあった後に行うものとする。

5．運送変更届について

　運送の開始前に運送届の記載事項に変更が生じた場合には、届出者から運送届を受

理した本部長に対し放射性物質等運送変更届（以下「変更届」というQ）を速やかに提

　出することとなっているのでこの場合においては、運送届の場合に準じて処理を行う

こととする。

放
射
性
物
質
等
・
の
船
舶
運
送
に
伴
う
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
対
す
る
運
送
届
（
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
そ
の
二
）

一
四



別添様式

放
射
性
物
質
等
の
船
舶
運
送
に
伴
う
管
区
海
上
保
安
本
部
長
に
対
す
る
運
送
届
（
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
そ
の
一
　
）

放射性物質等運送指示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　管区海上保安本部長　　㊧

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第2項（嗣規則第91条の21第4項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により放射性物質等の運送について次のとおり指

示する。

運送予定期間 年 月 日から 年 月 日まで

船 名

船 舶 番 号

船 長 名

掲 示 事 項

二
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参考資料1

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21により

運送届の提撮を要する放躬性輪送物

核　　分　　裂　　性放射｛生輸送物

ﾌ種類
非核分裂性 第1種

j分裂性輸送物
第2種
j分裂性輸送物

第3種
j分裂性輸送物

L型　輸送物 ○ ○ ○

A型　輸送物 ○ ○ ○

BM型
@輸送物

○ ○ ○ ○
B
型
輸
送
物

BU型
@輸送物

○ ○ ○ ○

規則第91条の
Q2の規定によ

濶^輸大臣が
ｳ認したもの

　　　○
K劉第9ユ条の
R第3号に掲げ
髟厲ﾋ性物質等

○

※　○臨……届出が必要なもの
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配
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参考資料2

　　　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21の運送形態別の適用状況表

1．運送が本邦各港間において行われる場合

　（D　運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

一の管区海上保安本部の管轄区域

公
海

1　｝『 　一 ｨ一P

運
送
の
形
態

経
路 領

水 一　一一

　　　　1噂一｝一1　　　毒1 ｝
守

発
航
港
等

発
航
港

審
航
港

到
達
港

運送届の提出先

�o期限

　　　○
^送開始の日の
Q週問前まで

運送届への記載 ○ ○ ○

（2＞運送が二以上の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

管区海上保安本部の管轄する区域

A管区 B管区 C管区 D管区 E管区

公
海 1…@　 一→「

@　1運
送
の
形
態

経
路

領
水 「一『 →” A　「一

@　牛
一　一一　一　→

　　1一一r　l　　十　1 ；
壷

発
航
港
等

6
発
航
港

「
寄
航
港

d
寄
航
港

6
裂
港

運送届の提出先

?出期限

　　○
^送開始の日の
S週問前まで

運送属への記載 ○ ○ ○ ○ ○

運送に関係する
ﾇ区海上保安本部

○ ○ ○ ○ O



2．運送が本邦から本邦外に向けて行われる場合

本　　　邦　　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　邦　　外

A管区 B管区： C管区

経
路

公
海 「『『

J

一う『P1『｝

@1弓
一う一1「『｝
@　1小

｝一P「

@　1運
送
の
形
態

領
水 「鼎　｝一一

　　1
ｨ｝「　1

@11

Il＼
撃
欠
S
曹
【

l
i
I
　
l

l
I

発
航
港
等

○
発
航
港

o
寄
航
港

○
寄
航
港

○
寄
航
港

○
到
達
港

運送届の提出先
�o期限

　　　○
^送開始の日の
S凹凹前まで

運送届への記載

○　　　　　　　　　○

i主たる経過地点に糊する事項は発航港
ｩら④点までの間を記載すればよい）

○ 　○　　　　○
i主たる経過地点に関
ｷる事項は、この間は
L載を要しない）

運送に関係する
ﾇ区制：保安本部

○ ○ ○

3，運送が本邦外から本邦に向けて行われる場合

（1）運送船舶が本邦外から覆接到達港に入港する場合

本　　邦　　内

管区海上保奏騰る区域 本　　　邦　　　外

A　　管　　区

i経 公
海 「　「聖　一　｝｝曽 …｝ u

　
阜

「一心
P

一　一堰
@
　
A

運
送
の
形
態

路
領
水

1遍 II　r“

h　i

一　層噛1　「　一《r

@年　1

　　ウ
[　　

撃堰

@厚1
1
「

発
航
港
等

1簸轟
（
）
寄
航
港

o
寄
航
港

o
寄
航
港

○
発
航
港

運送届の提出先
�o期限

　　　　○
^送開始の日の4週
ｷ前まで

運送届への記載

　　　　○
i主たる経幽臆に関する
枕?は④点から到達港まで
ﾌ間を記載すればよい）

○
　
は
、

○　　　　　　　○

i主たる経過地点に関する事項
@この間は記載を要しない）

○

運送に関係する
ﾇ区海土保安本部

○
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（2）運送船船が本邦の寄航港に入港した後本邦の到達港に至る場合
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本　　　邦　　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　邦　　外

A　管区 B管区 C管区

経
路

公
海 「一一 で一 u　「皿一

@　1ウ
一｝一

I
　
　
…

運
送
の
形
態

領
水 「…一｝

x 一一一一

一r価　小 目
l
l

：
A

発
航
手
掴

6
到
達
港

灘
　
　
） d

寄
航
港

○
発
航
港

運送届の礎出先
�o期限

　　○
^送蘭始日の
S週間前まで

運送届への記載

○　　　　　　　　　○

i主たる経過地点に関する毒項は⑦点か
逑梺B港までの間を記載すればよい）

○ ○　　　　　　　○
i主たる経過地点に融
ｷる事項は、その間は
L載を要しない）

運送に関係する
ﾇ区海上保安本部

○ ○ ○

（3）本邦内には到達港がなく寄航港のみの場合

本　　邦　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　邦　　　外

A　管　区 B管区

経
路

公
海
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運
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の
形
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領
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i　ロ
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宴ｵ

　
　
壷
＼
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一
1
i
　
l
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↑
1 マ

3
発
航
牛
田

d
寄
航
港

d＿
�{けの
¥二　　　）

6
発
航
港

6
到
達
港

運送届の鍵出先

�o期限

　　○
^送豫飯）⑳
S週間前まで

運送届への記載

　　○
i主たる経過地点に関する
枕?は④点から◎点までの
ﾔを記載すればよい）

○ ○　　　　　　　　　　○

i主たる経過地点に関する事項
ﾍ、その間は記載を要しない）

運送に関係する
ﾇ区海上保安本部

○ ○



港
　
則
　
法
（
抄
）

○
港
　
則
　
法
（
抄
）

晶
鯉
斯
薩
焼
絹
畦
舶
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
二
年
六
月
一
日
法
律
第
六
二
号

（
法
律
の
昌
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
港
内
に
お
け
る
船
舶
交
通
の
安
全
及
び
港
内
の
整
と

　
ん
を
図
る
こ
と
を
瘍
的
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
港
」
と
は
、
き
つ
水
の
深
い
船
舶
が
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
入
で
き
る
港
又
は
外
圏
船
舶
が
常
時
出
入
す
る
港
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る

　
も
の
を
い
う
。

　
　
　
薄
陽
章
　
危
険
物

第
二
十
｝
条
　
爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物
（
当
該
船
舶
の
使
用
に
供
す
る
も
の

　
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
入
港
し
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
で
港
長
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒

2
　
前
項
の
危
険
物
の
種
類
は
、
政
奪
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
二
条
　
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
は
、
び
よ
う

　
地
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
場
合
を
除
い
て
、
港
長
の
指
定
し
た
場
所
で
な
け

　
れ
ば
停
泊
し
、
又
は
停
留
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
　
港
長
が
爆
発
物
以
外

　
の
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
に
つ
き
そ
の
停
泊
の
期
間
並
び
に
危
険
物
の
種

　
類
、
数
量
及
び
保
管
方
法
に
鑑
み
差
支
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
と
き
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

茜
八

第
二
十
三
条
　
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
危
険
物
の
積
込
、
積
替
又
は
荷
卸

　
を
す
る
に
は
、
港
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
港
長
は
、
前
項
に
規
定
す
る
作
業
が
特
定
港
内
に
お
い
て
さ
れ
る
こ
と
が

　
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
に
お
い
て
適
当
の
場
所
を

　
指
定
し
て
前
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
蔚
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
場
所
に
停
泊
し
、
叉
は
停
留
す
る
船
舶

　
は
、
こ
れ
を
港
の
境
界
内
に
あ
る
船
舶
と
み
な
す
Q

4
　
船
船
は
、
特
定
港
内
叉
は
特
定
港
の
境
界
付
近
に
お
い
て
危
険
物
を
運
鍛

　
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
港
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

第
三
十
八
条
　
左
の
場
合
に
は
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下

　
の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
皿
　
第
一
T
T
二
条
、
第
二
十
三
条
第
　
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
一
二
十
七

　
　
条
の
二
第
二
項
（
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

　
　
た
と
き
。

第
四
十
二
条
　
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
　
条
又
は
第
三

　
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
春
は
、
こ
れ
を
一

　
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
。

ω
　
港
則
法
施
行
令
第
二
条
（
別
表
第
二
）

②
　
港
則
法
施
行
規
則
第
十
二
条



○
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
醐
認
鮭
訪
葺
痴
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
一
年
七
月
九
日
政
令
第
一
九
四
号

（
特
定
港
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
港
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と

　
す
る
。

別
表
第
二
　
　
（
第
二
顎
関
係
）

千 茨 福 山 秋 宮 岩 青 北
都
道

葉 城 島 形 田 城 手 森 海
府
県

県 県 県 県 県 県 県 県 道

木 鹿 小 酒 秋 塩 釜 青 留根
更 島 名 田 田 釜 石 森 萌室
津 浜 船 、 、　　　、

、
ノ
i
l 八 稚釧

千 戸 内路 特

葉
、

苫
小
牧

、 定
室
蘭

、

函
館 港

、

小
樽

、

港
則
法
施
行
令
（
抄
）

東
　
　
京
　
都
神
奈
那
県

京
浜

神
奈
州
県

横
須
賀

新
　
　
潟
　
　
県

直
江
津
、
新
潟
、
両
津

富
　
　
山
　
　
県

伏
木
富
山

石
　
絹
　
県

七
尾

福
　
　
井
　
　
県

敦
賀

静
　
　
岡
　
　
県

清
水

愛
　
知
　
県

衣
浦
、
名
古
屋

三
　
重
　
県

四
日
市

京
　
都
　
府

宮
津
、
舞
鶴

大
　
　
阪
　
　
府

阪
南
、
大
阪

兵
　
　
庫
　
　
県

神
戸
、
東
播
磨
、
姫
路

和
歌
由
県

田
辺
、
和
歌
山
下
津

鳥
　
　
取
　
　
県
島
　
　
根
　
　
県

境

島
　
　
根
　
　
県

浜
顕

岡
　
　
山
　
　
県

宇
野
、
水
島

広
　
　
島
　
　
県

福
山
、
尾
道
糸
崎
、
呉
、
広
島

山
　
　
口
　
　
県

岩
国
、
徳
山
下
松
、
宇
部
、
萩

山
　
　
口
　
　
県
橿
　
　
岡
　
　
県

関
門
　
　
　
　
　
．

一
丙
九



港
則
法
施
行
令
（
抄
）

二
五
〇

沖 鹿 宮 大 熊 長 佐 福 高 愛 香 徳

児
縄

島
崎 分 本 際 賀 岡 知 媛 川 島

県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県 県

金 鹿 細 大 三 長 庸 博 高 松 坂 小
武 児 島 分 角 崎 津 多 知 山 出 松
中 島 、 、 、 、

島
城 、

佐 三 今 高
、 喜 世 池 治 松

那 入 保 、

覇 、 、 新
名 厳 居
瀬 原 浜



○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

〔
灘
軽
聾
緕
雑
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
運
輸
省
令
第
一
号

（
危
険
物
の
種
類
）

第
十
二
条
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
物
の
種
類
…
は
、
別
表

　
第
三
の
通
り
と
す
る
。

（
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
皇
二
十
一
一
条
但
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
停
泊
の
目

　
的
及
び
期
間
、
停
泊
を
希
望
す
る
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
、
数
量
及
び

　
保
管
方
法
を
具
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
法
認
二
十
一
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
講
は
、
作
業
の

　
種
類
、
期
間
及
び
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
量
を
具
し
て
、
こ
れ

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
運
搬
の
瞑
的
、

　
方
法
、
期
間
及
び
区
間
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
量
を
具
し
て
、
こ
れ

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
三
（
第
十
一
　
条
関
係
）

二
　
そ
の
他
の
危
険
物

　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
歳
男
規
熊
蝉
二
条
第
一
号
に
定
め
る
危
…
険
物
の

　
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
　
　
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

イ
　
高
籏
ガ
ス
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る
爆
発
物
、
消
火
器
、
殺
虫
剤
、
冷
凍

　
装
置
及
び
機
械
器
具
を
除
く
。
）

　
　
腐
し
よ
く
性
物
質
（
塩
化
第
二
鉄
、
塩
化
亜
鉛
、
塩
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ

　
ム
、
過
酸
化
水
素
（
濃
度
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
）
、
嶺
性
ソ

】
ダ
、
命
性
カ
リ
、
鹸
酸
、
ク
。
ム
酸
（
液
体
）
・
醗
酸
臭
化
水
素

　
　
せ
ん
じ
よ
う

　
酸
、
洗
浄
液
、
ラ
ッ
カ
ー
ワ
ニ
ス
除
去
液
、
加
硫
液
、
消
化
剤
、
電
池

　
　
　
　
　
　
よ
う

　
類
、
薬
品
類
、
沃
化
水
素
酸
、
薄
硫
酸
及
び
硫
酸
銅
を
除
く
。
）

ハ
　
毒
物
（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
別
表
第
四
の
等
級
が
C
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
属
す
る
も
の
並
び
に
塩
化
砥
素
、
キ
シ
ジ
ジ
ソ
、
五
酸
化
砒
素
、
三
酸

　
　
ひ

　
化
砒
素
、
ジ
メ
チ
ル
又
は
ジ
エ
チ
ル
パ
ラ
ユ
ト
ロ
フ
エ
ニ
ル
チ
オ
ホ
ス

　
フ
ェ
ー
ド
の
混
合
物
（
乾
性
又
は
含
有
量
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
液

　
体
の
も
の
）
、
ジ
ユ
ト
ロ
ベ
ン
ゾ
ー
ル
、
ジ
フ
エ
ニ
ル
ク
ロ
ル
ア
ル
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

　
ン
、
ジ
フ
エ
ユ
ラ
ミ
ソ
ク
ロ
ロ
ア
ル
シ
ン
、
臭
化
砒
素
、
臭
化
メ
チ
ル
、

　
塩
化
第
二
水
銀
、
オ
キ
シ
シ
ア
ン
水
銀
、
マ
ー
キ
ユ
リ
ツ
ク
ポ
タ
シ
ウ

　
ム
シ
ア
ナ
イ
ド
、
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
（
固
体
）
、
シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ

　
ゥ
ム
（
固
体
）
、
シ
ア
ン
化
バ
リ
ウ
ム
、
シ
ア
ン
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
シ

　
ア
ソ
化
水
銀
、
シ
ア
ン
化
ニ
ッ
ケ
ル
、
タ
リ
ウ
ム
化
合
物
、
テ
ト
ラ
エ

　
チ
ル
ピ
ロ
ホ
ス
フ
エ
…
ト
及
び
そ
の
混
合
物
、
　
ニ
ト
ロ
キ
シ
ロ
ー
ル
、

　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
ひ

　
砒
素
化
合
物
又
は
そ
の
混
合
物
、
砒
酸
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
及
び
沃
化
砒
素

を
除
ぐ
。
）

二
　
引
火
性
液
体
類
（
印
刷
用
イ
ン
キ
、
靴
用
加
工
塗
料
、
酸
化
エ
チ
レ

・
、
殺
虫
剤
（
液
体
）
・
絃
凝
脚
軽
し
液
・
皮
革
漂
着
剤
接

着
液
、
不
凍
剤
、
セ
ル
ロ
イ
ギ
溶
液
、
ペ
イ
ン
ト
エ
ナ
メ
ル
類
、
薬
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
駐



　
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
類
、
ラ
ッ
カ
ー
ベ
ー
ス
又
は
チ
ッ
プ
、
ラ
ッ
カ
ー
ペ
イ
ン
ト
ワ
ニ
ス
類
の

　
除
去
液
、
　
乾
燥
冨
制
御
液
及
び
稀
…
釈
葡
孜
、
　
抽
山
ら
齎
料
液
、
　
消
叢
博
液
、
　
ド
ラ

　
イ
ク
リ
ー
ニ
ソ
ブ
用
液
、
皮
革
・
用
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
液
並
び
に
皮
革
標
白

　
液
を
除
く
。
）

ホ
　
水
又
は
空
気
と
作
用
し
て
危
険
と
な
る
物
質
ヘ
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
フ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
ず

　
ロ
シ
リ
コ
ン
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
合
金
類
（
劇
屑
又
は
粉
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ん

　
誼
守
）
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
シ
リ
コ
ン
、
亜
鉛
灰
、
亜
鉛
粉
由
木
、
亜
鉛
塵
、

　
　
さ
い

　
魚
澤
、
魚
粉
、
コ
ブ
ラ
、
さ
ら
し
粉
、
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
合
金
類
、
鉄

ぐ
ず

　
層
類
、
鉄
合
金
類
、
　
ハ
イ
ド
ロ
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
、
硫
化
カ
リ
ウ
ム
並
び

　
に
硫
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
除
く
。
）

へ
　
酸
化
性
物
質
（
薬
品
類
を
除
く
。
）

ト
　
可
燃
性
固
体
（
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
タ
ー
ル
引
き
布
、
あ
き
袋
、
映

　
画
用
フ
イ
ル
ム
（
可
燃
性
フ
イ
ル
ム
の
う
ち
、
古
フ
イ
ル
ム
を
除
く
。
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ず

　
A
獲
属
ジ
ル
コ
ニ
ウ
ム
（
湿
性
）
、
ゴ
ム
屑
、
ゴ
ム
…
軟
一
皮
、
再
生
ゴ
ム
、

　
始
動
薬
、
写
真
用
フ
イ
ル
ム
、
X
線
用
フ
イ
ル
ム
、
樹
脂
、
赤
り
ん
、

　
繊
維
（
湿
っ
た
も
の
又
は
動
植
物
油
湿
性
）
、
織
物
又
は
廃
綿
、
た
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
す

　
付
け
、
炭
素
類
、
動
植
物
性
残
潭
、
ひ
ま
わ
り
種
子
の
し
ぼ
り
灘
　
、
ナ

　
フ
タ
リ
ソ
、
ペ
イ
ン
ト
ワ
ニ
ス
乾
燥
剤
、
ぼ
ろ
、
安
全
マ
ッ
チ
、
薬
品

　
類
、
ラ
ツ
ヵ
ー
ベ
…
ス
及
び
ラ
ッ
カ
ー
チ
ッ
プ
を
除
く
。
）

チ
　
放
射
性
物
質
等

り
　
有
機
過
酸
化
物
（
前
号
二
に
掲
げ
る
爆
発
物
を
除
く
。
）

量
二



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@〔

甯
?
熱
演
賃
儲
〕

豊
取
終
改
正
　
　
昭
和
五
一
二
年
冬
臼
月
五
日
法
律
第
八
詣
ハ
ロ
万

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
へ
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
膜
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
童
子
煙
の
利
用
が

　
平
和
の
潤
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
審
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及

　
び
運
転
等
に
賑
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
國
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規

　
制
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
翻
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
故
届
）

第
轟
ハ
↓
一
＝
一
墨
不
　
　
制
角
地
螺
事
業
者
、
　
舶
工
事
業
者
、
　
漂
エ
」
炉
守
成
臓
器
者
、
　
外
観
原
7
丁
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
半
者
（
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
者
を
含
む
。
次
条
第
一
須
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運

　
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
つ
い
て

　
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

　
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
罎
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

核
凍
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
危
険
時
の
措
置
）

第
論
ハ
十
四
条
　
　
翻
製
錦
肺
甫
事
業
血
侮
、
　
加
工
窟
事
叢
ハ
融
着
、
　
原
エ
丁
炉
設
置
融
着
、
　
外
国
漂
エ
丁
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

　
者
等
扁
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者

　
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の

　
他
の
災
害
が
起
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
叉
は
凍
子
炉
に
よ
る
災

　
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
宮
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
内
閣
総
理
大
平
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
第
｝
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
岡
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
源
子
炉
施

　
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
田
川
施
設
の
使
田
川
の
停
止
、
核
燃
料
物
質
ハ
の
所
在
場

　
所
の
変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
｝
　
製
錬
事
業
者
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
十
八
条
の

　
　
二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
事
業
所
外
廃
棄
」
と
い
う
。
）
に
係
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
晶
弟
五
十
九
条
の
こ
第
一
症
唄
に
規
｛
疋
す
る
運

　
　
搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と
い

　
　
う
Q
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
〉

二
様



　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律
ハ
抄
）

　
二
　
加
工
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
核

　
　
燃
料
物
質
の
保
管
文
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
　
内
閣
総
理
大
臣
、
（
事
業

　
　
所
外
運
澱
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
三
　
原
子
炉
設
置
者
　
第
二
十
三
条
第
㎝
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輪
…
大
臣
（
事
業
所
外

　
　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
叉
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
　
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
A
口
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
核
原
料
物
質
使
用
者
並
び
に
国
際
起
票
物
資
使
用
者
及
び
第
六
十
一
条
の
三

　
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
に

　
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣

　
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

　
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

　
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）
　
「

　
に
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
老
、
外
国
原
子
力
船
運
航

　
者
、
再
処
理
事
業
者
、
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
用
老
又
は
国
際
規
綱
物
資

　
使
用
者
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
　
に
該
当
す
る
場
舎
に

蓋
四

　
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
務
所

　
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
舎
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立
ち

　
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
老

　
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り
、
核
原
料

　
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
老
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
用
す
る
。

　
十
　
第
六
十
四
条
第
～
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

　
る
。

　
六
　
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し

　
　
く
は
収
去
を
擾
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳

　
　
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
老



○
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険

　
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

J
繧
針
瞬
雛
聰
積
智

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
目
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る

　
　
措
置
に
関
す
る
規
則

1
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
幸
四
条
第
一

　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
巻
、
原
子
炉
設
置
者
、
外

　
困
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
「
事
業
者
等
」

　
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
工
場
又
は
事

　
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
の
運
搬
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質

　
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料

　
物
質
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お

　
い
て
は
、
薩
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
弟
五
十
九
条
の
二
第
一

　
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
聖
廟
を
除
く
。
）
を

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌

核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
暁
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則 　

条
電
車
の
車
・
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
署
X
は
航
空
機

　
　
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起

　
　
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
叉
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
、

　
　
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
富
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

　
　
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、
標

　
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
護
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の
広

　
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
審
を
受
け
た
二
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き
は
、

　
　
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従

　
事
者
の
う
ち
男
子
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お

　
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
受
令
第
十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
長
官
の
定
め
る
放
躬
線
量
と
す
る
。

　
ω
核
燃
料
物
質
等
事
業
所
外
羅
告
示
第
二
＋
四
条
（
緊
急
作
業
に
係

　
　
　
る
許
容
被
ば
く
線
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
翌



図　核燃料物質等の航空機輸送関係法令と体系
（
C

核燃料物質等の航空機輸送

航　　空　　法
i運輸省所管）

航空法施行規則
@（運輸雀令）

放射性物質等
q空輸送告堺

航空局長通達

規　　制　　法
（科学技術庁藤管）

（第64条）

危険措概規鰯

（運輸省令）

事業所外運搬
規則（総理府令）

航
空
輸
送
関
係
法
令
）

一
美



○
航
空
法
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
二
十
七
年
七
月
十
互
臼
法
律
第
二
百
三
十
一
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
四
月
工
四
日
法
律
第
二
七
号

（
昌
釣
）

第
［
条
　
こ
の
法
律
は
、
圏
際
民
闘
航
空
条
約
の
規
定
並
び
に
同
条
約
の
附
属

　
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
標
準
、
方
式
及
び
手
続
に
準
拠
し
て
、
航
空
機
の
航

　
行
の
安
全
及
び
航
空
機
の
航
行
に
起
因
す
る
障
害
の
防
止
を
図
る
た
め
の
方

　
法
を
定
め
、
並
び
に
航
空
機
を
運
航
し
て
営
む
事
業
の
秩
序
を
確
立
し
、
も

　
つ
て
航
空
の
発
達
を
図
る
こ
と
を
属
的
と
す
る
。

（
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
）

第
八
十
六
条
　
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
で
運
輸
省
竪
で
定
め
る
も

　
の
は
、
航
空
機
で
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
何
人
も
、
前
項
の
物
件
を
航
空
機
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
航
空
法
施
行
規
鋼
　
第
百
九
十
四
条

（
所
…
定
の
航
空
従
事
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
い
等
の
罪
）

第
否
四
十
五
条
　
航
空
機
の
使
屠
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
十
一
二
　
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
の
物
件
を
航
空
機

　
　
で
輸
送
し
た
と
き
。

航
空
法
（
抄
）

（
技
能
証
明
書
を
携
帯
し
な
い
等
の
罪
）

第
百
五
十
条
　
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
八
十
六
条
第
一
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
航
空
機
内
に
間
条
第
｝
項

　
　
の
物
件
を
持
ち
込
ん
だ
者

霊
七



航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

編
紐
餌
鋤
鍬
期
鋒
嘉
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
＝
一
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
五
号

（
輪
…
送
禁
止
の
物
件
）

第
百
九
十
闘
条
　
法
第
八
十
六
条
第
～
璽
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
物
件
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
九
　
放
射
性
物
質
等
　
放
射
性
物
質
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

　
　
子
炉
の
規
鰯
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

　
　
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
一
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
　
第
二
項
の
放
射
性
同
位
元
素
及
び
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

　
　
十
五
号
）
第
二
禁
野
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
岡
条
第
四
項
に
規
定

　
　
す
る
医
療
絹
具
に
装
備
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
電
離
作
用
を
有
す
る

　
　
放
射
線
を
自
然
に
放
射
す
る
も
の
を
い
う
。
）
　
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
件
で
あ
っ
て
、
放
射
能
濃
度
が
○
・
○
○
ニ
マ
イ
ク
餌
キ
ユ
リ

　
　
一
芸
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

2
　
煎
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
件
は
、
法
第
八
十

　
六
条
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
ω

　
二
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
つ

　
　
て
輸
送
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
鯉
口

　
　
　
②

イ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
ω
、
働
及
び
㈹

　
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ω
、
図
若

　
し
く
は
偶
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
物
質
等
が
容
器

　
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
し
、
叉
は
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け

　
て
次
の
ω
、
②
及
び
㈹
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送

　
物
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
ω
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
　
も
の
　
L
型
輪
…
．
送
物

　
　
　
　
の

　
傷
　
告
浪
で
定
め
る
星
を
超
え
な
い
最
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物

　
　
質
量
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輪
貨
物

　
個
　
鋤
の
告
示
で
定
め
る
燈
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性

　
　
物
質
等
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
鰯
送
物

　
　
　
お

ロ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
そ
の
他
の

　
基
準
に
従
う
こ
と
。

ハ
　
イ
個
に
掲
げ
る
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
p
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
邦
外
か
ら
本

邦
内
へ
又
は
本
邦
外
の
問
を
輸
送
さ
れ
る
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
告

　
お

承
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
外
学
の
法
令
に
よ
る
確
認

　
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
9
で
な
い
。



一一

j
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
習
性
物
質
等
と
し
て
告

　
⑲示

で
定
め
る
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
嚇
送

　
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
に
あ
っ
て
は
、
告
口
で

　
定
め
る
輸
送
矧
限
個
数
（
一
箇
所
に
集
積
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
欄

　
数
め
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
）
及
び
配
列
方
法
に
応
じ

　
　
像
◇

　
告
示
で
定
め
ら
れ
た
核
分
裂
性
輸
送
物
の
種
類
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃

　
か
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
淑
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
距

　
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又
は
核
分
裂
性
輸
送
物
に

　
あ
っ
て
は
、
　
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技

　
術
上
の
基
雌
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

　
　
　
　
　
0
1

　
い
て
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い

　
る
こ
と
。

柾茎｝　（L㊤　　（9）　（8）　（7）　（6）　（5）　（4）　（3＞　（2）　（1）

放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

　
　
　
　
　
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

第
二
条

第
三
雨

注
二
十
五
条

第
四
条

第
五
条

第
六
虻

田
七
条

第
八
巡

合
九
条

第
十
条

第
十
一
一
条

3
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
周
法
第
六
十

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総

　
理
大
臣
の
確
認
又
は
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運

　
輪
省
令
第
三
十
号
）
第
九
十
　
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の

　
確
認
を
受
け
た
場
合
は
、
前
項
第
二
号
ハ
又
は
二
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と

　
み
な
す
。航

空
法
施
行
規
則
（
抄
）

孟
九



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

○
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

　
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
繍
欝
霧
群
習
瀦
〕

改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
告
示
第
六
七
九
号

　
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十
四

条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

基
進
－
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
示
に
お
い
て
使
翻
す
る
禅
語
は
、
航
空
法
施
行
規
購
（
昭
和

　
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
規
薦
」
と
い
う
Q
）
に
お
い
て

　
使
期
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
，
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
専
用
積
載
」
と
は
、
航
空
機
が
一
の
荷
送
人
に
よ

　
つ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
輸
送
す
る
物
件
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人

　
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

3
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
輸
送
途
中
に
お
い
て
輸
送
す

　
る
物
件
自
体
の
積
替
え
を
要
せ
ず
に
輸
送
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
輸
送
器
具

　
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に

ま
6

　
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
羅
並
び
に
航
空
機
内
に
固
定
す
る
た

　
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

（
輸
送
許
容
放
射
性
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
本
文
の
告
示
で
定
め
る
放
射
盤

　
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
自
然
発
火
姓
の
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
を
用
い
て
内
部
の
気
体
の
ろ
過
を
行
う
構
造
の
容
器
、
機
械

　
　
的
冷
却
装
置
を
用
い
て
放
射
牲
物
質
等
の
冷
却
を
行
う
構
造
の
容
器
そ
の

　
　
他
輸
送
中
特
別
な
操
作
を
行
う
必
要
の
あ
る
構
造
の
容
雛
に
収
納
す
る
こ

　
　
と
が
必
要
な
放
射
性
物
質
等

　
…
二
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
一
一
項
第
二
号
イ
個
の
B
M
型
輸
送
物
と
し
た
場

　
　
合
に
、
連
続
換
気
を
行
う
必
要
の
あ
る
放
射
性
物
質
等

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輪
…
無
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
放
躬
性
物
質
等
）

第
三
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
本
文
の
告
示
で
定
め
る
放
射

　
性
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
空
容
器
」
と
い
う
0

　
　
イ
外
接
す
る
直
方
体
の
下
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
、
次
の
褒
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
　
　
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
　
　
度
（
以
下
「
許
容
蓑
面
密
度
」
と
い
う
。
）
　
を
超
え
な
い
こ
と
。



い　ア 放ア
放ル 射ル
製フ 性フ
性　ア 物ア
物線 質線
質を を

放 放
潰 出

し す
な る

平一 平十
方万 方万
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キ
ユ
リ

±
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毎 毎

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
諏
密
度
が
許
容
表
薗
密
度
の
百
借
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

　
へ
　
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際
に
行

　
　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
（
空
容
器
を
除
く
Q
）
　
で
あ

　
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」

　
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
p
　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
が
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
別
表
第
一
か
ら

　
　
別
表
第
六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
又
は
区
分
に

　
　
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
星
表
の
第
一
二
欄
（
別
表
第
五
に
あ
っ
て
は
、
第

　
　
二
欄
）
に
掲
げ
る
数
量
の
一
万
分
の
…
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
専
屠
積
載
で
輸
送
す
る
こ
と
。

　
二
　
通
常
の
輸
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え

　
　
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
口
慰
を
超
え
ず
、
か
つ
、

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
岱
示

　
　
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
十

　
　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
題
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
引
田
密
度
を
超
え
な

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
む

　
　
　
レ
こ
と

　
　
ト
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
借
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
ω
の
傍
注
性
物
質
等
と
し
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
と
す

　
る
。
た
だ
し
、
爆
発
牲
の
放
射
性
物
質
等
、
自
然
発
火
性
の
放
射
性
物
質
等

　
で
あ
っ
て
液
体
状
の
も
の
以
外
の
も
の
並
び
に
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

　
る
放
鮒
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
物
質
の
一
叉
は
二
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量

　
が
牽
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
蚤
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も

　
　
の

放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射
性

別
表
第
…
か
ら
別
裏

物
質
等
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た

第
六
ま
で
の
第
へ
欄

放
鮒
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

に
掲
げ
る
放
射
性
物

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特

質
の
種
類
又
は
区
分

別
形
放
射
性
物
質
的
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も

当
該
各
表
の
第
二
欄

二
六
　



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

一
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

に
掲
げ
る
数
量
（
以

で
あ
る
こ
と
。

下
「
撫
値
」
と
い
う
。
）

口
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
千
分
の
…

徳
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

セ
ソ
チ
メ
L
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

長
さ
の
福
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

体

あ
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
衝

撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

に
水
中
へ
の
放
射
性
物
暫
ハ
の
漏
え
い
量

が
、
○
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
を

超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
一
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
第
｝
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
物

質
の
種
類
又
は
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

固

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

当
該
各
表
の
第
三
欄
（
別
表
第
五
に
あ
っ

て
は
、
第
二
欄
）
に

掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
地
鎮
と
い
う
。
）

の
千
分
の
一

最
二

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○
・
一
キ
ユ
リ
～
未
講
の
も
の

千
キ
ュ
リ
ー

体
液

水
肱
野
ト

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○
・
　
「
キ
ユ
リ
r
以
上
…
キ
ュ
リ
ー
未
満
の
も
の

百
キ
ユ
リ
…

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
一
キ
ュ
リ
ー
以
上
の
も
の

一
キ
ユ
リ
…

そ
の
他
の
も
の

亀
値
の
一
万
分
隅
一

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ュ
リ
ー

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
匹
の
千
分
の
一

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

碗
値
の
予
分
の
｝

二
　
時
計
等
の
機
…
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
　
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
一
個

　
　
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。



放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
固

特
別
形
放
象
性
物
質
等

掛
値
の
百
分
2

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

亀
値
の
喜
喜
2

体
液

ト
リ
チ
ウ
ム
水

そ
の
他
の
も
の

亀
値
の
千
分
2

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ユ
リ
…

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

同
値
の
千
分
2

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
躬
性
物
質
等
以
外
の
も
の

売
値
の
千
分
2

　
　
ロ
　
収
納
さ
れ
、
叉
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
諭

　
　
　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
遣
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
〇

　
三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ

　
　
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

　
　
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
Q

（
A
型
輪
論
弁
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
一
一
号
イ
②
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
周
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
Q

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

特
別
形
放
射
性
物
質
等

特
別
形
放
鮒
性
物
質
等
以
外

A2　A1

値値

（
放
射
性
輸
…
植
物
の
基
準
）

第
六
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
一
一
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸

　
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
L
型
輪
送
物

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
輸
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

　
　
　
き

　
　
　
亀
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
　
こ
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
そ

　
　
　
れ
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け

　
　
　
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
蚤
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
変
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
一
一
　
A
型
輸
送
物

　
　
イ
　
前
号
イ
、
口
、
ハ
、
二
及
び
へ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
工
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、

　
　
　
野
面
か
ら
一
メ
；
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
樹
線
量
率
が
十

　
　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
六
温



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
ハ
　
放
射
性
物
質
等
の
使
第
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性

　
　
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の

　
　
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
ユ
　
別
記
第
二
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
か
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
Q

　
　
伽
薔
の
葵
驚
線
量
禁
書
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
　
と
。

三
　
B
M
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
イ
、
　
p
及
び
ハ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
三
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
進
・
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
前
号
二
吻
の
基
準

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
鳳
泓
が
亀
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。
）

　
　
　
の
百
万
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
紛
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
輸
送

　
　
　
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
㈲
　
表
薗
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
別
記
第
四
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

兵
四

　
　
ω
　
表
爵
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率

　
　
　
が
千
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
亀
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
．
物
質
の
全
部
又
は
～
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
つ
い
て
は
、
　
一
万
キ
ュ
リ
ー
と
す
る
。
）

　
　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
　
B
U
型
輸
送
物

　
イ
　
第
一
一
号
イ
、
　
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
五
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
号

　
　
ロ
C
P
、
②
、
偶
及
び
働
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
別
記
第
六
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
前
号
ハ
ω
の
基
準

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
週
問
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
亀
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
～
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。
）

　
　
　
の
予
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の

　
　
ろ
過
又
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
梅
造
で
あ
る
こ
と
Q

　
ホ
　
最
高
使
用
圧
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の

　
　
特
別
な
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
議
に
生
ず
る
気

　
　
体
の
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
獄
グ



　
　
　
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認
）

第
七
条
　
規
劉
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
又
は
二
の
規
定
に
よ
る
確
認

　
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
㎜
闘
重
書
諭
を
提
出
さ
せ
、
当

　
該
書
颪
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成

　
し
た
、
前
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
及
び
第

　
十
条
第
　
項
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
函
又

　
は
同
項
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
の
圧
出

　
が
あ
っ
た
場
合

一一

j
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
駆
の
指

　
定
す
る
者
に
よ
り
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に

　
適
面
す
る
旨
の
確
認
が
な
さ
れ
る
場
合

三
　
放
躬
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
上
が
適
当
と
認
め

　
る
外
流
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

（
本
邦
外
輸
送
の
場
合
等
に
お
け
る
特
例
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
）

第
八
条
　
規
躍
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
第
十
条
第
一
項
に
規
定

　
す
る
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
）

第
九
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
一
一
号
こ
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
は
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

　
一
一
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ユ
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら
の

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
当
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
次
の
各
号
の
～
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
一
二
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
工
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
一
一
ウ
ム
ニ
四
｝
の
量
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
量
の
合
計
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
物
質

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
要
件
等
）

第
÷
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
第

　
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性

　
輪
講
物
の
三
種
と
し
、
そ
の
要
件
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
第
一
種
骸
分
裂
性
輸
送
物
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で

　
あ
っ
て
別
記
第
一
｝
第
一
号
に
定
め
る
条
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
甲

　
条
件
」
と
い
う
。
）
の
下
に
置
い
た
も
の
及
び
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と

　
嗣
一
の
も
の
で
あ
っ
て
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
一
二
号
ま
で
に
定
め
る
条

　
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乙
条
件
」
と
い
う
。
）
の
下
に
置
い
た
も

　
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
配
列
方
法
で
経
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し

　
た
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
　
次
の
場
舎
に
臨
…
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ

　
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
甲
条
件
の
下
に
置

　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
鯛

二
六
五



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
限
偲
数
の
五
倍
に
掘
熱
す
る
罪
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
，

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
乙
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
　
限
個
数
の
二
倍
に
棚
熱
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
三
　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
　
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
周
一
の
も
の
で
あ
っ
て
甲
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
　
限
倒
数
に
等
し
い
飼
数
並
べ
た
集
積
と
し
、
当
該
集
積
を
二
組
近
接
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
乙
条
件
の
下
に
麗

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
紀
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輪
賜
物
の
輸
送
制

　
　
　
限
個
数
に
等
し
い
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

　
よ
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
、
か
つ
、
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、

　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
叉
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
削
　
除

　
（
輸
送
の
安
全
の
確
認
）

．
第
十
二
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ホ
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、

　
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
者
に
よ
り
輸
送
さ
れ
る
と
き

　
又
は
本
邦
外
か
ら
本
邦
内
へ
若
し
く
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
と
き
は
、

　
積
載
前
に
当
該
輸
送
が
こ
の
告
示
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

語
聾

　
を
証
す
る
書
下
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
面
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ

　
と
が
で
き
る
。

（
取
扱
場
所
）

第
十
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
者

　
以
外
の
者
が
通
常
立
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
聞
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

（
積
載
方
法
）

第
十
四
条
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
（
こ
の
条
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
「
放
射
性
輸
送
物
等
扁

　
と
い
う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り
放
射
性

　
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
旅
客
、
航
空
機
乗
組
員
叉
は
客
室
乗
務
員
が
通
常

　
使
屠
す
る
区
画
に
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
輪
…
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達

　
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
麗
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
鰯
限
）

第
十
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
…
ト
ル
を

　
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
抱
の
特
別

　
の
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
Q

2
　
放
射
性
輸
送
物
品
は
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
腐
蝕
性
液
体
、
引
火
性
液

　
体
そ
の
他
放
射
性
輪
…
送
物
の
安
全
な
輸
送
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
と



混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
量
率
等
）

第
十
七
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
放
射
線
量

　
率
は
、
表
面
に
お
い
て
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら

　
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な

　
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の

　
放
射
能
面
密
度
は
、
許
容
表
面
密
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
Q

（
輸
送
指
数
）

第
十
八
条
　
放
射
性
儲
輔
撫
物
（
｛
表
面
の
最
大
放
射
線
置
毘
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム

　
毎
階
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種

　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
詞
じ
Q
）

　
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指

　
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
Q

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
澱
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
　
で
表
し
た
値
。
た
だ
し
、
第
一
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂

　
　
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限

　
　
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
ソ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
合
計
し
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
　
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き

　
　
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
最
大
断
颪
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
を
専
罵
積
載

　
で
輸
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル

　
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
黛
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ

　
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
っ
て
当
該
コ
ン

　
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q

二 笈 一 一
十 平 平 平
平 方 方 方
方
メ

メ
ー
－

メ
…
｛

聖
一
　
ト

尤
ト
ノ
レ

ト
ノ
レ

ノレ を を 以

を 超 超 下
超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

百 十 平
平 平 方
方
メ

方
メ メ

1穿
一
　
ト

i
　
k
「

ト
ノ
レ

ノレ ノレ 以

以 以 下

下 下 の

の の 場

場 場 合
合 合

十
九

六 三 一

（
積
載
限
度
等
）

第
十
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
一
の
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数

　
は
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
安
倉
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
除
く
。
）
　
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
輸

　
器
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
輸

三
ハ
七



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
眼
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
Q
）
及

　
　
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
が

　
　
二
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
貰
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、

　
　
五
十
を
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
捌
限
偲
数
で
除
し
て
得
た
櫨
の
合

　
　
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
二
十
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
（
L
型
輸
送
物
又
は
L
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
Q
）
を
輪
馴
す
る
場
合
に
は
、
取
扱
方
法
そ
の
他

　
輸
送
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い

　
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輸
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
一
条
　
B
M
型
輸
送
物
恨
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ソ

　
テ
ナ
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
貨
物
機
（
現
に
旅
客
が
搭
乗
し
て
い
な
い
航

　
空
機
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
　
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
鍛
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
貨

　
物
機
に
積
込
み
、
又
は
貨
物
機
か
ら
取
卸
す
場
合
は
、
放
射
性
物
質
の
取
扱

　
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
春
を
立
会
わ
せ
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

　
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
立
会
い
は
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
て
行
わ
せ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
六
八

（
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
二
条
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、

　
そ
の
表
面
の
温
度
が
五
十
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
お
か
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

（
標
識
叉
は
表
示
）

第
二
十
三
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
叉
は
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

　
標
識
又
は
表
示
を
縄
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、
又
は
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性

「
放
射
性
」
の
文

放
射
性
輸
送
物

輸
送
物
を
除
く
。
）

字
又
は
ヨ
》
－

の
表
面

O
｛
O
》
O
↓
一
－

＜
図
」
の
文
字
の

衰
示

二
　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の

第
一
類
白
標
識

放
射
性
輸
送
物

放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送

（
第
一
号
様
式
）

の
表
面
の
二
香

物
を
除
く
。
）
　
又
は
第
　
種

所

核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

表
面
の
最
大
放
射
線
量
ウ
鱒
が

○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

え
な
い
も
の

三
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
…
送

第
二
三
三
標
識

放
射
性
輸
送
物

物

（
第
二
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外

所



の
放
射
性
輪
…
送
物
又
は
第

一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
っ
て
、
表
面
の
最
大
放

射
線
墨
率
が
○
・
五
、
・
・
リ

レ
ム
毎
時
を
超
え
五
十
ミ

リ
レ
ム
毎
隣
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輸
送
指
数
が
…
を

超
え
な
い
も
の

p
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送

物
で
あ
っ
て
、
表
面
の
最

大
放
射
線
量
率
が
五
十
ミ

リ
レ
ム
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
っ
、
輸
送
指
数
が
一
を

超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物

量
尋
物
以
外
の
放
射
性
輪
…
送

（
第
三
号
様
式
）

の
表
藏
の
二
箇

物

所

五
　
語
言
写
又
は
第
二
号
に
掲

第
一
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
象
性
輪
送
物
の
み
が

（
第
一
号
様
式
）

側
爵

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

⊥ハ

@
　
鋼
筆
　
一
風
写
及
び
第
一
一
口
写
に
掲

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
剤
射
性
輪
…
博
物
以
外
の

（
第
二
号
様
式
）

側
面

放
射
性
輸
送
物
（
第
三
種
核

分
裂
性
輸
送
物
を
除
く
。
）

が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
暫
ハ
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

七

以てれ 一ナ
外　’て放 をで
の前い射 超あ
も二る性 えつ
の号コ輸 なて

にン送 い　　、

掲テ物 も輸
げナが の送
るで収 振

もあ納 数

のつさ が

（第
第三
三類
号黄
様標
式識
）

側狸
藤ン

テ

ナ

の

四

2
　
放
漿
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
蔚
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
薦
積
載
」
の

　
文
字
叉
は
「
男
¢
ピ
ピ
じ
○
》
O
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
薮
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
Q

　
｝
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
A
型
輸
送
物
「
A
型
」
の
文
闘
又
は
「
↓
く
勺
南
》
」
の
文
宇

　
三
　
B
M
型
輪
回
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
「
B
型
」
の
文
二
又
は
固
く
℃
切

　
　
　
じ
ご
」
の
文
字

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
翻
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
放
射
性
輸
…
囲
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
側
γ
顕
に
コ
ン
テ
ナ
樺
…
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

一
環
ハ
九



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
基
準
）

第
二
十
四
条
　
放
射
性
汚
染
物
（
表
面
の
最
大
放
射
線
最
率
・
が
○
・
五
ミ
リ
レ

　
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
及
び

　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を

　
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
捲
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
蚤
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位

　
　
で
褒
し
た
値

　
二
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平

　
　
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て

　
　
得
た
値
又
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
　
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
、
次
の
表

　
　
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表

　
　
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

3

二 五 　 一
十 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ … i …

1 ト ト ト

ト ノレ ノレ ノレ

ノレ を を 以
を 超 超 下
超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

百 十 平
平 平 方
方 方 メ

メ メ i

i … ト

ト ト ノレ

ノレ ノレ 以
以 以 下
下 下 の

の の 場
場 場 合

A Aに1 期

十 六 三 一
九

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性

毛
O

汚
染
物
が
聞
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
略
に

掲
げ
る
標
識
を
局
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
一
類
白
標
識

放
射
性
汚
染
物

表
面
の
最
大
放
射
線
置
胤
率
が

（
第
一
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
紹
｝

所

え
な
い
も
の

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染
物

表
面
の
最
大
放
射
線
母
率
が

（
第
二
号
様
式
）

の
表
面
の
一
一
箇

○
●
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

所

え
五
十
ミ
リ
レ
ム
毎
麟
町
口
以
下

で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数

が
一
を
超
え
な
い
も
の

一二

@
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染
物

汚
染
物
以
外
の
放
射
性
汚
染

（
第
三
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

物

所

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
一
類
白
毛
識

ユ
ン
テ
ナ
の
四

汚
染
二
又
は
空
容
器
の
み
が

（
第
一
号
様
式
）

側
薗

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
射
性
汚
染
物
が
収
納

（
第
二
号
様
式
）

側
燕

さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ

っ
て
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

山ハ

@
　
放
刮
射
性
汚
染
物
が
収
納
…
さ

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四



以てれ
外　’て

　鵡ﾌ　贋い
も謬る
の号コ

に　ン

掲テ
げナ
る　で

もあ
の　つ

舞
＝
言
写
照

さ

側
面

4
　
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
叉
は
「
閃
α
ピ
ピ
　
ど
O
》
σ
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
々
癒
に
コ
ン
テ
ナ
漂
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

6
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
放
射
性
汚
染
物
以

　
外
の
物
件
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

7
　
　
　
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
除
く
。
）
　
及
び
放
射
霧
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
同
…
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送

　
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
二
百
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。

8
　
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
輸
送
す
る

　
場
合
に
準
落
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
　
項
及
び
第
十
七

　
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
第
十
四
条
第
二

　
項
及
び
第
十
六
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
識
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
又
は
空

　
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
し
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

航
空
脇
機
に
よ
る
放
射
性
物
暫
バ
等
の
輪
…
送
基
準
を
定
め
る
出
口
示

9
　
　
第
十
　
二
久
淋
、
　
第
、
十
瞬
【
条
、
　
笛
押
十
山
ハ
条
、
　
第
－
γ
七
条
、
　
第
十
・
九
条
第
一
項
及

　
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
輸
送
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
七
条
及
び
第

　
十
九
条
第
一
項
中
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、

　
重
用
十
四
条
第
二
項
、
　
鮪
弟
－
γ
⊥
下
条
及
び
第
二
十
条
中
7
放
射
性
輸
送
物
等
」
と

　
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ソ

　
テ
ナ
し
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
÷
四
条
の
一
一
　
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
は
、
そ
の
日
時
及
び
経
路
が
、
当

　
該
放
射
性
物
質
等
の
安
全
な
輪
送
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
規
則
第
百
九
牽
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
承
溺
瞼
）

第
二
十
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
承
認
は
、
次
に
掲
げ

　
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
当
該
放
射
性
物
質
等
を
」
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物

　
　
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
す
る
こ
と
が
著
し
く
園
難
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
麗
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

　
　
た
め
当
該
輸
送
が
安
全
上
支
障
が
な
い
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
輸
送
物
の
最
大
放
射
線
量
率
は
、
表
面

　
に
お
い
て
千
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
蒔
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
別
措
置
）

第
　
…
十
六
条
　
第
十
七
条
叉
は
第
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
輸
送
す
る
こ
と
が

　
著
し
く
鰐
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
一



航
空
機
に
よ
る
放
射
姓
物
質
等
の
輸
送
基
進
－
を
定
め
る
告
示

　
措
置
を
と
り
、
か
っ
、
運
輸
大
距
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
輸
送
し

　
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

　
ょ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
Q

（
特
別
措
置
等
に
係
る
標
識
）

第
二
十
七
条
　
第
二
十
五
条
又
は
蔚
条
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
父
は
放

　
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
輸
送
す
る
場
含
に
は
、
専
罵

　
積
載
で
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
第
二
牽
三
条
第
一
項
の
規
定
に

・
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
颪
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側

　
磁
）
に
第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
贋
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
又
は
「
閃
C
U
ピ

　
い
○
〉
⇔
一
　
の
文
掌
・
を
蓑
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
附
　
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
五
十
三
年
｝
月
～
臼
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
寸
　
　
　
　
　
闘
り

　
　
穫
　
　
　
　
目
ハ

　
こ
の
告
示
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
瑚
第
　
条
第
＝
欝
万
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
～
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

毛
脚



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輪
送
基
準
を
定
め
る
告
示

七

別言第｛（第3条、第4条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数量の隈度

第　　　一 欄 第　　二　　欄 第　　　i三　　出

原 特別形放墨性物質等で 特別形放射性物質等以

子
番

放射性物質の種類
ある場合の数量

iA王値）

外の放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）
号 単位　Cl 単位　Ci

1 3H 気体状のも 1，000 LOOO
の、放射線
発光塗料で
あるもの、

固体に吸収
された形状

のもの、ト

リチウム水

であるもの

1 3H （その他のもの） 20 20

4 7Be 300 300

6 14C 1，000 100

9 18F 20 20

1．1 飽Na 8 8

11 24Na 5 5

12 28Mg 6 6

14 3玉Si 100 100

15 32P 30 30

工6 35S 1，000 300

17 36CI 300 30

17 38Cl 10 10

18 37Ar 1，000 1，000

18 41Ar
（非騰状熊）　20｛（臨状態）　1 20

P

19 犯K 10 10

2G 45Ca Looo 40

20 47Ca 20 20

21 46Sc 8 8

21 47Sc 200 200

21 48Sc 5 5

23 48V 6 6

24 51Cr 600 600

25 礁Mn 5 5
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92 ・灘鹸） 制限なし 制限なし

93 お7Np 5 5×10－3

93 239Np 200 200

94 238Pu 3 3×10－3

94 鎗9Pu 2 2×10－3

94 2奴）王）魏 2 2×10　3

94 24ユPu 1，000 1×10｝1

94 鍛2Pu 3 3×10『3

95 24王Am 8 8×10－3

95 ％3Am 8 8×10－3

96 242Cm 200 2×10㎜1

96 閥Cm 9 9×10－3

96 脳C田 10 1×1ザ2

96 245Cm 6 6x10－3

96 246Cm 6 6×10－3

97 249Bk 1，000 1

98 249Cf 2 2×10－3

98 250C｛ 7 7×10－3

98 252Cf 2 9×10－3
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別表第2　（第3条、第4条関係）

　種類が明らかであって～種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性物質以外の放射

　性物質の場合の数量の限度

第　～　　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

ある場合の数量 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1値） る場合の数貴（A2値）

単位　Ci 単位　C1

1　放出する放射線が一

種類の場合（2に該当

する場合を除く。）

イ　アルファ線を放出

する放射性物質の場

一一

ｪ
O
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天

（1）半減期が千日未 1，000（原子番号が82以 3（蝋画番号が82以上

満である場合 上のものである場合は、 のものである場合は、

2） 2×10卿3）

②　半減期が千日以 50（原子番号が82以上
5×1ザ2（原子番号が　　　　　「

上百万年以下であ のものである場合は、 82以上のものである

る場合 2） 場合は、2×10－3）

（3）半減期が百万年 1，000 3

を超える場合

・　ベータ線を放出す 半減期が千日目溝であ

る放射性物質の場合 る場合は3（原子番号

（1）最大エネルギー 1，000 が82以上のものである

が0．5MeV未満 場合は、2×10－3）、

である場合 半減期が千日以上百万

②　最大エネルギー 300 年以下である場合は

が0．5MeV以上 5×10闇2（原子番号が

1MeV未満であ 82以上のものである場

る場合 合は、2×10一3）、半

（3＞最大エネルギー 100 減期が百万年を超える

が1MeV以上 場合は3

1，5MeV未満で
ある場合

（4）最大エネルギー 30

が1．5MeV以上

2MeV未満であ
る場合

㈲　最大エネルギー 王O　　　　　　　　　　　I

が2MeV以上で
ある場合

ハ　ガンマ線を放出す

@る放射性物質の場合

昇（1脚を織るものにあっては、LOOO） 知・の矩欄醐げる数最のうちいずれか

小さいもの

ニ　　エックス線を放出 1，000（原子番号が56 半減期が千日未満であ

する放射性物質の場 以上のものである場合 る場合は3（原子番号

合 は、200） が82以上のものである

場合は、2×10－3）、

半減期が千日以上百万

年以下である場合は

5×10－2（漂子番号が

82以上のものである場

合は、2×王〇一3）、半

減期が百万年を超える

場合は3

2　放出する放射線が～ 親核種及び娘核種に対 親核種及び娘核種に対



種類であり、当該放射 する1の第一欄の区分 する1の第～欄の区分

性物質が原子核の崩壊 に応じてそれぞれ第二 に応じてそれぞれ第三

連鎖を生ずるもの（以 欄に掲げる数量のうち 欄に掲げる数量のうち

下「親核種」という。） 最小のもの 最小のもの

であって、その半減期

がその原子核の崩壊に

よって生ずる放射性物

質（以下「娘核種」と

いう。）の半減期より

も長く、かつ、娘核種

の半減期が十日以内で

ある場合

3　放出する放射線が二 それぞれの放射線に対 それぞれの放射線に対

種類以上の場合（4に する1の第一欄の区分 する1の第～欄の区分

該当する場合を除く。） に応じてそれぞれ第二 に応じてそれぞれ第三

欄に掲げる数蚤のうち 欄に掲げる数量のうち

最小のもの 最小のもの

4　放出する放射線が二 それぞれの放射線に係 それぞれの放射線に係

種類以上あり、当該放 る親核種及び娘核種に る親核種及び娘核種に

射性物質の半減期が娘 対する1の第一欄の区 対する1の第一瀾の区

核種の半減期よりも長 分に応じてそれぞれ第 分に応じてそれぞれ第

く、かつ、娘核種の半 二欄に掲げる数置のう 三二に掲げる数量のう

減期が十臼以内の場合 ち最小のもの ち最小のもの

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
此
口
示

備考　rは、当該放射性物質が1キコーリーの場合において、当該放射性物質から

　　1メートル離れた位置における最大放射線量率をレントゲン毎時で表した値

　　を示す。

別表第3（第3条、第4条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数鍛の限度

第　一　欄 第　二　　欄 第　　三　　欄

区　　　　　分

特別形放射性物質等で

?る場合の数量

iA王値）

@　　　単位　Cl

特別形放射性物質等以

Oの放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）

@　　　単位　Cl

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれていない場合
10 4×10－1

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれている場合
P　　　　　2 2×10－3

八
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別表第4（第3条、第4条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放封性物質の場合又は種

　類の一部が明らかであって種類別の数董の全部が明らかでない放射性物質の場合の数

　蚤の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　i三　欄

特別形放射性物質等で 特別彩放射性物質等以

ある場合の数量 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1値） る場合の数最（A2値）

単位　Ci 単位　Ci

1　アルファ線を放出す

る放射性物質が含まれ 2 2×10－3

ている場合

2　アルファ線を放出す

る放射性物質が含まれ

ﾄいない場合（3に該
2 4x10一ま

当する場合を除く。）

3　核分裂生成物である

場合（1に該当する場 1Q 4×1Q『1

合を除く。）

別表第5（第3条、第4条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数量の全部又は一部が明らかであ

　る放射性物質の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数塾の限度

二
八

第　　一　　欄 第　　二　　欄

数　　　　　　墨
区　　　　　　　　分

単位　Ci

放射性物質の種類の全部又は一部が 次の舞式を満たすx1，　x2，…，Xn

明らかであって種類別の数蚤の一部 及びyの数最

が明らかでない場合 准＋聖＋．，＋馳＋Σ＿1
XI　X2　　　　Xln　Y

放射性物質の種類及び種類別の数最 次の算式を満たすX1，　X2，…，Xn

の全部が明らかである場合 の数量

逸＋～9＋…＋独一1
XI　X2　　　　Xn

備考　x1，　x2・・…・，　Xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性物質の数



犠（キュリー）を、X玉，X2．……，　X慶ばそれぞれXl，x2，……，　Xnに係る

各放射性物質に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を、y

は種類叉は種類別の数量が明らかでない放射性物質の数量（キコーり一）を、Y

は、yに係る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類

に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、

yに係る放射性物質の種類の全部又は～部が明らかでない場合にあってはyに

係る放射性物質に対する別表第3に掲げる数量（キュリー）を示す。

別表第6（第3条、第4条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射挫物質の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

ある場合の数量 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1値） る場合の数量（A2値）

単位　Ci 単位　Ci

その系列のすべての放射 親核種に対する別表第 親核種に対する別i麦第

性物質（親核種を除くQ） 1又は別表第2の第：二 1又は別表第2の第三

の半減期が十βを超えず、 欄に掲げる数量 欄に掲げる数量

かっ、親核種の半減期よ

りも短い場合
♂

その系列の娘核種のうち、 次の箕式を満たすx1， 次の算式を満たすx塵，

その半減期が十日を超え、 X2ド…Xnの数量 x2，・・，鞠の数量

又は親核種の半減期より

熬ｷ：いものがある場合

逸＋逸＋．．．÷XI　　X2

駆＋逸＋＿＋
wI　　X2

Xn一　＝・1

w飛

蓋
P
＿
1
X
n

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
進
－
を
定
め
る
比
口
示

備考　XpX2，……，　Xnはその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の

　　数量（キュリー）を、Xp　X2……，　Xnはそれぞれx1・x2・……・x籍に係

　　る各放射性物質に対する別表第1叉は別表第2に掲げる数量（キュリー）を示

　　すQ

二
八
四



別
記
第
【
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
…
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
着
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
｝
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
榛
の
平
三
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ソ
チ
メ
…
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
警
棒
は
そ
の
平
端
藤
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
｝
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
堕
し
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
半
端
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
俸

　
　
は
、
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
頒
熱
試
験

五

供
試
物
を
温
度
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
筈

浸
漬
試
験

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
録
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
臼
玉
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筈

　
②
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
潰
さ
せ
る
こ
と
。

　
㈲
　
温
度
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚

　
側
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誉
¢

（3）　（2）　（1

温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

温
度
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

温
度
五
＋
度
の
水
中
に
四
時
間
漫
灘
さ
せ
る
こ
と
・

別
記
第
二
（
第
六
条
、
第
十
条
醐
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
条
　
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q

　
　
　
ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・

　
　
　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ
グ

　
　
　
　
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一

　
　
　
　
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

　
　
　
　
て
は
○
・
六
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
天
五



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
　
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
幻
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
叉
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
・

　
　
　
＝
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
を
乗
じ
て
加
得
た
値
に
綴

　
　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
一
一
十
四
時
間
伽
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
樹
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
鷹
径
が
一
二
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
｝
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
善
条
件

　
イ
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
ω

　
　
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
盤
物
質
等
の
量
の
二
倍
以

　
　
上
の
量
の
放
射
性
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
儲
え

　
　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い

　
　
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
文
は
当
該
収
納
し
、
若
し
く
は
包
装
す
る
こ
と

　
　
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お

　
　
い
て
も
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い

　
　
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
の
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

二
八
六

　
　
　
②
　
前
号
p
偶
に
規
定
す
る
俸
を
　
・
七
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
F
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及

　
　
　
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環

　
　
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
六
条
、
第
十
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
薩
に
固
定
し
た
鷹
径
が
十
五
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
薬
毒
丸
俸
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
颪
が
滑
…
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
温
度
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
筈

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
…
考
　
第
～
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

塁
上
第
五
（
第
六
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。



　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
｝
二
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
　
遍
間
放
置
す
る
こ
と
。

…
別
罰
記
鹸
弟
｛
ハ
　
（
第
六
条
閲
四
係
）
　
B
U
係
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
一
二
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
Q

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
｝
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

二
八
七



　　　纒期山山邦ゆ四品製撃蟹締e綴掴引当N製£闇闇1旨

第葉号様式（第23条，第24条関係）

第一類白標識

v％
ぴ、

畠㊥愈

畠

’4建

険
V

襯該繊　　

@　

@
、
盤

曳論申

轟眺望α嚢磯
ゆ　め　ふ

。。町E町5・一一…一一�Cyご一
　　　　　　　　＿pu織1三5

＼》／

“
’チ

／

1Kく

注　1　三葉マークは、繁4号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、叉は包

　　　装されている放射性物質等の名称及び放射能を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　　邦外を輸送されるものにあっては日本譜の部分を醐ることが

　　　できるQ

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　　彩

上　半　部　の　地 白

三　葉　マ　一　ク 即

下　半　部　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 自

ふ　ち　の　内　側の　線 黒

区　　　分　　　線 黒



第2号様式（第23条，第24条関係）

第二類黄標識

漁　　舞→．

　　　、　　　〆咤

畠⑱血

畠

　
0
5

駁
C

、

㌦

㌧

緊 壽墜嚇／
儲測ダ

＼》／・

軽忽懸琶楡G麟補題撃瓢鞭e綴掴樽羅細製鷺ゆ起01旨

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納さ

　　　れ、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸

　　　送指数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を削ることが

　　　できるQ

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　　彩

上　半　　部　の　地 黄

芝　葉　マ　一　ク 黒

下　半　部　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふ　ち　の　内側の　線 黒

区　　　分　　　線 黒

収《



　　鐙創懸埋％ゆ怒諒封津蟹激e纏細灘鯵如｛親憩ゆ週田后

第3号様式（第23条，第24条，第27条関係）

第三類黄標識
　　

@
、
㌦

　
　
へ資

畠㊥畠

畠

煮眺鉱α磯箋
絃　納　倒
CO輯71：鱈75
　盤射ゼー’…’…　’　　　や轟り『＝ご…

　AαMTy一．　　　　　　．＿麻凧婆鵬

■蹴　面　田　腰
了霞A肘SPO肉τ尉Dε託

＼》／

／二二”
轟
…　鯛
需
5 、

’

♂

ぜ

賦0

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び字送指数の欄には、それぞれ、収納さ

　　　れ、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸

　　送指数を記入すること0

　　3　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を削ることが

　　　できる。

　　4　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　5　色彩は、次表によるものとするQ

部　　　　　分 色　　　　彩

上　半　部　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

田　半　部　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

』ふちの内側の線 黒

区　　　　分　　　線 黒



第4号様式（第23条関係）

三葉マーク

　
　
サ
　
ユ

盒
圏

側
　
　
幽

ム
鱈

102
　　　　2ハ2

擾創塑と2％ゆ鉛茜超§蟹雛e綴掴欄鰻細｛賀奮ゆも肛1后

注　王　Zは、0．2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は、黒とする。

11紹



　　越糊鰹慧％｝Q繕姦越撃蟹雛e綴溺樽爵う短｛翼愈ゆ価旨

第5号様式（第23条，第24条関係）

コンテナ標識

’
虞
．
～

、
ご

論⑱愈

畠

魚齢
＼》グ

11《ll

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　Zは、0．5センチメートル以上とするQ

　　3　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　邦外を輸送されるものにあっては団本語の部分を削ることが

　　できる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部 分 色 彩

地 白

三 葉 マ 一　　ク 黒

文 字 黒

ふ ち の 部　分 白

ふ ち の内側の線 黒
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○運輸省航空局長通達

殿

運輸省航空局長

空航第　74　号
昭和53年2月18日

放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について

　このたび運輸省は、航空法施行規劉（昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」とい㌔）

第194条の放射性物質の輸送基準に係る部分を昭和52年運輸省令第35号により改正する

とともに、薪たに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輪省

告示第587号。以下「告示」という。）を定め、いずれも本年1月1日から実施されて

います。

　今回の規則の改正及び告示の潮定（以下ヂ敬正等」という。）は、「放射性物質等の

輸送に関する安全基準（昭和50年1月21日付け原子力委員会決定）」に基づく昭和52年

8月放象線審議会答申「放射性物質又は放射性物質によって汚染された物の輸送に寵す

る基準（放射線障害の防止に関する技術的基準に関する部分）の改正について」を受け

てなされたものであり、「IAEA（国際原子力機関）放射性物質安全輸送規則（1973年

版）」　（以下「IAEA　73年版規則」という。）に準拠しています。（なお、「IATA

（圏際航空運送協会）輸送制限品規則第19版（以下「IArA　R．A．R．」という。）も

IAEA　73年版規則に準拠しています。）

　また、今回の改正等は、科学技術庁所管の諸規則（原子炉の設置、運転等に関する規

則、核燃料物質の加工の事業に関する規則等）並びに運輸省所管の放射性物質等車両運

搬規則及び危険物船舶運送及び貯蔵規劉の改正と併せて行われていますので、これらの

規則についても十分留意して下さい。

　今團の改正等は、従前の規定に比べ、むしろ全面改正とも言えるものであり、その施

行にあたっては、下記に従って運絹することといたしましたので、この旨関係者に周知

徹底方よろしくお願いいたします。

記

1　規期等の概要

α）輸送物の基準

　　イ　放射性輸送物を放射線被ばく防止の観点からL型、A型、　BM型及びBU型の

　　　4種類に区分することとし、



　　　危険性の籔めて少ない放射性物質等を輸送する場合には　　　　　　　L型

　　　一定量を超えない放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には　　　A型

　　　一定髄を超える放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BM型叉はBU型

　　として輸送しなければならないこととした。　（規劉第194条第2項第2号イ、

　　告示第2条及び箪4条から第6条まで）

　ロ　核分裂性輸送物を臨界防止の観点からその臨界比達する危険性の程度に応じ、

　　第1種核分裂性輸送物、第2種核分裂性輸送物及び第3種核分裂挫輸送物の3種

　　類に区分し、そのいずれかの形態で輸送しなければならないこととした。

　　　　　　　　　　　　（規則第王94条第2項第2号轟、告示第9条及び第10条）

（2＞輸送の基準

　イ　放射性輸送物及びそれを収納したコンテナについて、それらの表面から一定の

　　距離における最大放射線母率及び臨界に達する危険性の両方を考慮して一定の指

　　数（輸送指数）を定めることとした。　　　　　　　　　　　（告示第18条）

　ロ　放射姓輸送物及びそれを収納したコンテナには、それらの表面の放射線年率及

　　び臨界の危険性に応じ、特定のラベル若しくはi菱示を付し、又は行わなければな

　　らないこととした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（告示第23条）

　ハ　輸送の基準として、放射性輸送物又はそれを収納したコンテナは移動、転倒等

　　のないように積載すること、旅客等が通常使用する区画には積載しないこと等輸

　　送方法として遵守すべき事項を定めることとした。

　　　　　　　　　　　　（告示第13条から第17条まで及び第20条から第22条まで）

　ニ　一の航空機に積載する放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテ

　　ナの輸送指数の合計並びに放射性輸送物が収納されている一のコンテナの輸送指

　　数が一定数を超えないようにしなければならないこととした。　（告示第19条）

（3）輸送物及び輸送の確認

　　BM型輸送物、　BU型輸送物及び核分裂性輸送物を輸送しようとするときは、放

　射性輸送物としての安全性について、積載前に運輸大臣の確認を受けなければなら

　ないとするほか、BM型輸送物及びBU型輸送物並びに第三種核分裂性輸送物につ

　いては、個々の輸送の安全性についても運輸大臣の確認を受けさせることとした。

　　　（規則第194条第2項第2号ハ、二及びホ、告示第7条、第8条、窮11条及び

　　　　第12条）

（4＞そ　の　他

　　放射性物質等のうちいわゆる空容器、放射性汚染物等を容器に叡納又は包装する

　ことなしに輸送する場合の技術基準を設けるほか、技術基準の一部に従うことが著

　しく困難な場合における技術基準の特例に関する規定を設ける等所要の規定を置く

　こととした。　　　　　　　　（告示第1条、第3条及び第24条から第27条まで）
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　　　注　（）は規則及び告示における参照すべき箇所を示した。

2　規鑓等の施行に伴う主たる条項の解釈及び取扱い

（1）告承第13条（取扱場所）関係

　　　ド関係者以外の者」とは、旅客その他の当該積卸し作業に係わりのない者をいう

　　ものとする。

（2）告示第16条（混載制限）関係

　　　「混載」とは、向一日貨物蜜に放射性輸送物等を積載することをいうものとする

　が、この場合貨物室の広狭は問わない。

　　　「その他放射性物質の安全な輸送を損なうおそれのある物件」とは、可燃性液体

　等をいうものとする。

（3）告示第20条（取扱方法等を記載した書類の携行）関係

　　　r輸送に関し留意すべき事項」には、当該放射性輸送物等に収納されている放射

　性物質等の名称（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあっては、その

　主たるものの名称）及び放射能（キュリー単位で表わすこと。）が含まれるものと

　する。

（4＞告示第21条（BM型輸送物の輸送条件）関係

　　　第2項の「放射性物質の取扱いに関し専門的知識を有する者」とは、次のいずれ

　　かに該当する者（核燃料物質の取扱いに関しては、㈱に該当する者を除くQ）とす

　　る。

　（イ〉核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

　　　号Q以下「原子煩等規制法」という。）第41条の原子炉主任技術者免状を有する

　　者及び原子煩主任技術者試験筆託試験合格者

　回　原子炉等縞鋼法第22条の3の核燃料取扱主任者免状を有する者

　←9　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

　　　号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条の第一種放射線取扱主任者免状

　　　を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに一年以上の経験を有する者

　（→　放射線障害防止法第35条の第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料

　　物質の取扱いに2年以上の経験を有する者

　㈱　放射線障害防止法第35条の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱

　　主任者免状を有する潜

　8　放射性物質の取扱いに関し、㈲から㈹までに掲げる者（核燃料物質の取扱いに

　　　関しては、ωから（二）までに掲げる者）と嗣等以上の知識及び経験を有すると認め

　　　られる者

（5＞告示築23条（標識又は表示）蘭係

　　表示しなければならない第1項の表中皿1号の「放射性」叉は「RAD　I　O－

　　ACTWEjの文字、第3項第2号の「A型」又は「TYPE　Ajの文字及び同項



　第3号の「B型」又は「TYPE　Bjの文字並びに同項第1号の総重量を表示する

　場合にあっては、それらの文字又は数字の各々を原則として黒色で白地の上に1㎝

　角以上の大きさとなるよう表示しなければならない。

（6）被ばく防止のための措置

　イ　放射性輸送物等の輸送に従事する者（以下「輸送従事者」という。）の放射線

　　被ばくを一般人並みの年0．5レム以下とするため、これらの放射性輸送物上を輸

　　送する航空会社は、1年閉にあっては（注）1及び2の要領に従い選定した路線

　　に関し（注）4の要領に従い選定した月について、また2年囲以降にあっては毎

　　年1年目に選定された路線及び月につき統計をとり、その統計から、次の式によ

　　り輸送従事者の年間被ばく線量（Ry）を路線ごとに箪出し記録するとともに、遅

　　滞なく運輸省航空局技術部運航課あて報告しなければならない。

　　　なお、事業計画の変下等に伴い上記の調査対象路線叉は調査対象月に変更が生

　　じた場合には、以後その変更した路線及び月について上記の要領に従って算出・

　　報告すること。

・・一12・胴講懲潔，間）・（一か月間に一便が放射性物質を輸送する確率　　　　　　　　（P））

　　　　　・（一便当たりの放射性物質の輸送指数の合計　　（T））・騰蒸講室ま器距離に）

×（一便当たりの平均飛行時間）×2

　　　　　1か月蟻たりの一輸送従事者の平均飛行隣問
一12（月）×
　　　　　　　　1便当たりの平均飛行時間

　　当該路線の1か月当たりの放激性物質輸送に係る全便数
×

　　　　　ユか月当たりの当該路線に就航する全便数

　当該路線の一便当たりの平均飛行時間×当該路線の1か月当たりの輸送

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揖数の合計
×

×

（輸送物1個の鞠灘×者＋輪送物の表面から野饗簾）2

当該路線の1か月当たりの放射性物質輸送に係る全便数

　　　（・野送枷脚平聴径桔）2

×　2

（注）L　算出の基礎となる路線は、放射性物質等の輸送が行われている路線のうち、

　　　過芸の輸送実績を勘案して最もこれらの物質等の輸送頻度の高い3路線を選

　　　定すること。
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　　2・長距離国際線（片道3時間以上の路線をいうものとする。）で放射性輸送

　　物を輸送する航空会社にあっては、（注）1の3路線のすべてが長距離国際

　　線となる場合には最も輸送頻度の高い長距離国際線2路線及び長距離国際線

　　以外の路線1路線を、上記3路線のすべてが長距離国際線以外の路線となる

　　場合には最も輸送頻度の高い長距離国際線1路線及び長距離国際線以外の路

　　　線2路線を選定すること。

　　3．各路線については、運航乗務員、客室乗務員のそれぞれについて算出する

　　　こと。この場合、上記式中の補正係数（k）は、運航乗務員については操縦

　　室までの距離を、客室乗務員については客室までの距離を用いて算出するこ

　　　と。

　　4，算出の基礎となる月に、当該路線の放射性物質等の輸送頻度を勘案して1

　　　年のうち平均的な輸送の行われる月を選定すること。

ロ　輸送従事春及び旅客の被ばくを防止するため、輸送指数を算出することとされ

ている放射性輸送物、放射性汚染物量を輪送する場合には、これらのものを航空

機客室及び操縦室の隔壁又は床面から次表に掲げる距離以上の距離をおいて積載

　すること。

　　　　　　（互ATA　R．　A，　R，　PART　2A　sectlon　10王0．9参照）

輸送指数の合計

　0．1－　　1．0

　1．1－　　2，0

　2．1－　　3．0

　3，1－　　4．0

　4．1－　　5，0

　5．1－　　6．0

　6．1－　　7，0

　71－　　8，0

　8．1－　　9．0

　9．1　－　 1　0．0

10．1－　11，0

11．1－　12．0

1　2，エ　一　 1　3．0

1　3．1　－　 1　4，0

1　4．1－　1　5，0

1　5，1　－　 1　6，0

1　6．1　－　17．0

1　71　－　18．0

1　8，1　－　20．0

20．1－25．0

最小許容
距離＠）

O
O
O
5
0
5
Q
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0

3
5
7
8
0
1
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
6
9

α
Q
O
α
1
1
L
L
1
，
L
L
L
L
2
2
2
2
2
2
，
2

輸送指数の合計

25．1－

3Q．1－

35．1－

40，1－

45．1－

50．1－

60．1－

70．1－

80．1－

90．1－

100，1－

110．1－

120，1－

130，1－

140．1－

150．1－

160．1－

170．1－

180．i－

igO，1一

30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
12G
130
140
150
160
玉70
180
190
200

最：小許容

距離＠）

0
0
5
0
5
5
5
5
0
0
5
G
O
O
5
0
5
0
5
5

2
5
7
0
2
6
0
4
8
1
4
7
0
3
5
8
0
3
5
7

3
3
3
4
4
4
包
5
。
ε
α
a
e
7
7
7
7
a
＆
8
。
8
，



3　運輸大臣の確認に係る取扱い

（1｝放射性輸送物の確認

　　イ　運輸大臣は規則第194条第2項第2号ハ又は二の規定による確認（以下「放射

　　性輸送物の確認」という。）を行う場合には、次のD～恥に掲げる場合を除き、

　　　積載前に発送隣検査を行うものとする。

　　　D核分裂性輸送物にあっては、告示第7条第1号の書面の提幽があり、かつ、

　　　輸送しようとする者が別紙要領により発送時検査を実施する場合

　　　iD核分裂姓輸送物以外の放魁盤i輸送物にあっては、告示第7条第2号の確認が

　　　なされる場合

　　　［ID放射性物質等が本邦以外の地において運輸大臣が適当と認める外国の法令に

　　　基づき放射性輸送物とされる場合

　　ロ　放射性輸送物の確認を受けようとする者は、翰送のつど、別記第1の放射性輸

　　送物確認申請書記載要領に従い作成した様式第1の申請書を提嚇し、確認を受け

　　　ること。なお、A型第王種、第2種核分裂性輸送物については、輸送が繰返し澗

　　種の容器を用いて同種の核燃料物質を収納して行われる場合には、一年ごとに一

　　押して確認を受けることができる。

　　ハ　放射性輸送物の確認を申請しようとする者は、輸送を開始しようとする日の原

　　　則として1か月醜までに当該申請書を2通航空局技術部運航課に提繊すること。

（2）放射性輸送物の輸送の確認

　　イ　運輸大臣は規則第194条第2項第2号ホの確認（以下「放射性輸送物の輸送の

　　確認」という。）を行う場合には、次のi）及びのに掲げる場合を除き、輸送前に積載

　　　時検査を行うものとする。

　　　D放射性輸送物が運輸大臣の指定する者により輸送される場合。この場合、当

　　　該指定を受けようとする者は、別記第2の放射性輸送物輸送者指定申請講記載

　　　要領に従い作成した様式第2の申請書を2通航空局技術部運航課に提鵬するこ

　　　　と。

　　　lD放射性輸送物が本邦外から本邦内へ又は本邦外の闘を輸送される場合。

　　口　放射性輪送物の輸送の確認を受けようとする者は、様式第3の申請書に、当該

　　輸送の安全性を証する別記第3の輸送計画書記載要領に従い作成した様式第4の

　　　輸送計画書を添付して申請すること。

　　ハ　放射性輪送物の輸送の確認を申請しようとする者は、輸送を開始しようとする

　　　日の原則として3週間前までに当該申請書及び輸送計画書を各々2通航空局技術

　　　部運航課に提出すること。
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別紙　核分裂性輸送物発送蒔検査要領

検査項縫 検蕉対象 検　　　査　　　方　　　法 合　　　格　　　基　　　準

BM　Be 核燃料物質等を収納した状態で放射性輸送物の外観を 傷、回れ、塗装及び形状に異常がなく、ふた、バルブ仙川部が完全に密封
タ｛観　検　査

A 目観で検査する。 されていること。

BM　BU 空容器を昂りi二げた状態における外観を検査する。 吊｝二げ装置に異常のないこと。

吊　．垂こげ検査
A

BM　BU 放射悔輸送物の筆墨磧を検査する。 申講1．llに記載された艮翻lt以ドであること。

重　1轟1　検　査
A

BM　BU スミや法により放射牲輸送物の表面汚染密度を検査す アルファ線を放出する核燃料物質等にあっては1（「5μCi／c〃1以ド、アノレフ

表面汚染響度検査
A る。 ア線を放撮しない核燃料物質等にあっては10－4μCi／c〃1以ドであること。

BM　BU 核燃料物質等を収納した状態におけるr線線量率及び 放射線11t率が表痴で200mrem／hr、　l　mの距離において10mrem／hr
放射線絃率検査

A 中性子線線li；＝率をサーベイメ胃潮田で検査する。 以ドであること。

BM　BU バスケット、rll性予吸収材’等の存在、形状等を目視に 変形・破損等の異常がないことσ

未臨界検査 A より検査する。

q〕　奴納物の外観、個数等を検査する。 申請1量｝に記載された設計条件を満足し、かつ、外観に異常がないこと。

②　使用済燃料については、運転記録等により放射能 串講擦に記載された設計条件を満足サーること。

BM　BU
強度、ウラン重llll、濃縮痩、燃焼痩、発熱礒、冷却

暇納物検査 日数等を検査する。

A ③　　新燃料については、重輩、濃縮度等を確認する。 申請；1｝に記載さ津王，た設計条件を満足すること。

④　燃料以外の冷却材等の収納物についてもその存在 申請淋に記載された設註条件を満足すること。

及びli㌃等を検査する。

牽分に平衡に達した状態で82℃　（語用積載でない場合は5G℃）以Fで
温度測定川開 BM　BU 放射性輪撫物の構想の温度を測定する。

あること。

ヘリウムリークテスト、加琶三漏洩試験又は真空試験等 漏洩率が申請11｝に記載された催以ドであることD

気驚漏洩検査 BM　BU により漏洩奉を検査する。

圧力重機検査 BM　Be 圧力計等により放射憔輸送物の内訓を検査する。 申諺ll｝に記載された設計条件を講足し、西分に｛F衡状態に達していること。

　注．　BM、　BU、　AlBM型輸送物、　BU型輪献物及びA型輸送物を示す。

麟蕪翠搾誕麟為繕姦謝辞瓢乏2％e》｝遭嶽拘虞貿§遺e綴週…駆置（鰻糊［旺ミ蝋璽蝦） 1鼠《



様式第1

運　輸　大　臣　　殿

放射性輸送物確認申請書

氏
称
所
先

の
名

春
は
　
　
絡

請
又申

名
住
連

年　　月　　日

　下記の放射性輪強物（以下「輸送物」という。）について、航空法施行規則（昭和27

年運輸省令第56号σ以下「規則」という。）第ユ94条第2項第2号に基づく輸送物の確

認をしていただきたいので、「放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸

送規舗について」（昭和53年2月18田付け空航第74号。以下「通達」という。）に従い

申請いたします。

記

1．輸送物の作成者の氏名又は名称及び住燐

2．輸送容器の型式又は名称

3．輸送物の種類等

4．輸送物の概要

5．輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」（昭和52

年運輸省告示第587号）に定める技術上の基準に適合することの説明

6，収納している放射性物質等の仕様

ω　名　称

②　核　種

（3＞重　量

（4）物理的、化学的性質

（5＞放射能強度（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあっては、その種

　類ごとの値及び合計値）

（6＞核燃料物質にあっては、その他濃縮度、冷却日数、発熱羅等の仕様に関する事項

（7）容器への収納方法

7　輸送制限偲数及び輸送物の配列方法

8．輸送物の輸送指数
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9．輸送時における取扱上の注意事項

沁　輸送予定年月日

慧　その飽の特記事項

12通達記3（1）イの発送時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び日時

13通達記3（1）イの発送時検査の免除を希望する場合には、通達記3（1＞イD～iののい

　ずれに該当するかの説明

三
〇



様式第2

放射性輸送物輸送春指定申請書

運　輸　大　臣　　殿

氏
称

の
名

者
は

請
又

申
名

所
　
先絡

住
　
連

年　　月 日

　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省告示第587号）

第12条に規定する運輸大臣が指定する者として指定していただきたく、「放射性物質及

び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年2月18日付け空

航第74号）に従い申請いたします。

己’三
口

1．航空運送嘉業者としての免許又は許可を受けた日付け及び当該免許叉は許可の番号

2．航空運送事業の概要

3。放射性物質輸送の実績（過去3年聞）並びに当該輸送に係る輸送物の事故歴の有無

及び慕故歴がある場合にあってはその事故の概要

4．放射性輸送物輸送管理体心

5．その他特記すべき事項
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様式第3

放
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放射性輸送物輸送確認申講書

運　輸　大　距　　殿

氏
称
所

の
名

春
は

請
又

申
名
住

先絡連

年　　月　　臼

　別添の輸送計画書に記載する放射性輸送物の輸送につき、航空法施行規劉（昭和27年

運輸省令第56号）第194条第2項第2号に基づく放射性輪送物の輸送の安全性の確認を

していただきたく、「放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制に

ついて」（昭和53年2月18日付け空航第74号。以下「通達」という。）に従い下記のと

おり申請いたします。

己璽
智
爵

1．通達記3（2）イの積載時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び臼時

2．通達記3（2）イの積載時検査の免除を希望する場合には通達記3（2）イD又はiDのい

ずれに該当するかの説明

O



様式篇4

鋼添　　　輸送計画書
1．輸送の目的

2．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

3・輸送人の氏名又は名称及び佳所

4．予定輸送経路及び日時等

　（1）出発空港名及び出発日時

　②　到着空港名及び到着日時

　（3）経由空港名及び経由旧時

　（4＞その他

5，輸送しようとする放射性輸送物（以下「輸送物」という。）

　（1）輸送物の個数

　（2）輸送容器の型式又は名称

　（3）輸送物の種類等

　（4｝輸送物の概要

　（5｝収納している放射性物質等の仕様

　　　　名称、核種、重量、物理的化学的性質、放射能強度、濃縮度、冷却日数、

　　　　発熱墨、容器への収納方法

　（6）輸送物の輸送制限欄数及び配列方法

　（7）輸送物の表面及び表面から1メートルの距離における放射線蟻率

　（8）輸送物の輸送指数

　（9）輸送物の表面からの平均熱放出率（ワット毎平方メートル単位で表わす。）

　qO｝輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所

6．コンテナで輸送する場合

　（1｝コンテナの収納者の氏名又は名称及び住所

　②　コンテナの名称叉は型式及び主要諸元（長さ、幅、高さ、重常、適禽規格等）

　（3）コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又

　　は型式

　（4）輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面か

　　ら1メートルの距離における放射線量率

　（5）　コンテナの輸送指数

　（6）コンテナの放射能面密度

　（7）コンテナの欄数

　（8＞　コンテナの外観図
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Z　航空機及び航空機への積載方法

（1＞航空機の概要

（2）専用積載の場合にあってはその旨

（3｝航空機への積載方法及び固縛：方法

（4｝輸送物を積載した航空機の表面及び表簡から1メートルの距離における最大放象

　　線爆率

（5＞積載した輸送物等の輸送指数の合計値

8．輸送実施体制

（1）輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

②　貨物搭載要領

（3）事故時の措置

9．その他
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別記第1 放射性輪送物確認申講書記載要領

（1）用紙の大きさは臼本工業規格A列4番とし、横書きとすることQ

②　2の「輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」という。）設計者等

　において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質等の

　運搬に関する安全規剃について（通達）」（昭和52年12月8日付け52安局第405号）

　に基づき科学技徳庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合にはその

　番号を記載すること。

（3＞　3の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規落第194条第2項第2号本文及び告示

　第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い規則

　第194条第2項第2号イ及びユに規定する種類を記載すること。

　　　例　　　○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）

（4）4の「輸送物の概要」は、①容器の材料、構造、②輸送物の主要諸元（長さ、幅、

　高さ、総重選）、③容器の設計者名、製造者名、所有者名等を記載するとともに、荷

　姿を示す写真父は説明図を添付すること。

㈲　5の「輸送物が規則及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」

　（昭和52年運輸省告示第587号）に定める技術上の基準に適合することの説明」には、

　安全解析書を別紙として添付すること。ただし、過去に安全解析書が添付された輸送

　物と同一の輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数量が同

　一であるものをいうQ）を作成する場合には、当該基準の適合性について簡単にとり

　まとめ記載することにより当該安全解析書の添付にかえることができる。

（6）　6の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等のデー

　タを記載すること。

（7）6・（1＞の「名称」には、当該放射性物質等の化学式についても記載すること。

（8）　6．（4＞の「物理的、化学的性質」には、当該放射性物質等が特別形に該薮するか否か

　及び気体、液体、固体のいずれであるかについても記載すること。

働　11の「その他の特記事項」には、申請の時点でわかる範囲で放射性物質等の用途、

　発着地等を簡単に記載すること。

　　　例1　「○○発電所の○○炉用の燃料を潴暮するため、○○から○○加工工場へ

　　　　　輸送する。」

　　　例2　「医療用大量照射線源とするため、○○事業所から○○病院まで輸送する◎」
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っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輪
送
規
釧
（
航
空
局
長
通
達
）

一｝

ﾂ
六



別記第2 放射性輪送物輸送者指定申請書記載要領

放
射
姓
物
質
及
び
放
蟹
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輸
送
規
則
（
航
空
局
長
通
達
）

（1＞用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

②　代理申請の場合にあっては、申請者欄には本人たる指定を受けようとする者の氏名

　又は名称及び注所も明記すること。

（3）2の「航空運送事業の概要」には、①資本金、②当該航空運送事業のための事務所

　その他の事業所の名称及び駈在地、③就航路線の起点寄航地及び終点並びにそれら相

　互間の諏離、④使用航空機の総数並びに各航空機の型式、函籍記号及び登録記号、⑤

　運航回数、⑥整備の施設及び運航管理の施設の概要、⑦航空従事者の資格別の数及び

　運航管理春の数、⑧旅客及び貨物の年間輸送実績及びそのうち日本発着の実績（過去

　5年間）を記載すること。

（4＞　3の「事故の概要」は、事故の日時、場所、事故の態様、被ばく者の数、事故の原

　霞について記載すること。

㈲　4の「放射性輸送物輸送管理体制」は、放射性輸送物の輸送に係る施設の整備及び

　管理の状況、社内各部門間等の通常時及び緊急時における連絡体制について記載する

　こと。

伺　5の「その他の特記すべき事項ゴには、近々の放射性物質等の輸送予定等を記載す

　ること。

き
七



別記第3 輸送計画書記載要領

L　用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

2・　1の「輸送の目的」は、輸送する放射性物質等の用途、発着地等を簡潔に記載する

　こと。

　　　　例1　「○○発電所の○○輝輝の燃料を猟工するため、○○から○○加工工場

　　　　　へ輸送する。」

　　　　例2　「医療用大量照射線源とするため、○○事業所から○○病院まで輸送す

　　　　　　る。」

3．4の（1）から（3）の「出発β時」、「到着β時」、「経由日時」はβ本時間で記載する

　こと。

4．　4の（2）及び（3＞の「到着空港名」、　「経由空港名」には予定される代替空港名も記載

　すること。

5．当該輸送物につき、放射性輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は、

　5の幡（ただし輸送物の主要諸元に関する記述及び荷姿を示す写真又は説明鋼の添付

　を除く。）、㈲及び鱒についてはこれを省略することができる。

6．5の（2）からa㊤については、輸送物ごとに記載すること。

7　5の｛2）の「輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」という。）設計

　者等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質

　等の運搬に関する安全規制について（通達）」　（昭和52年12月8日｛寸け52安局第405

　号）に基づき科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合には

　その番号を記載すること。

8・　5の（3）の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規劉第194条第2須第2号本文及び

　告示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い

　規則第194条第2項第2号イ及び二に規定する種類を記載すること。

　　　　例　　○型輪細物（第○種核分裂性輸送物）

9．5の（4）のド輸送物の概要」は①容器の材料、講造、②輸送物の主要諸元（長さ、幅、

　高さ、総重量）、③容器の設計者名、製造者名、所有者名等を記載するとともに、荷

　姿を示す写真又は説明図を添付すること。

io　5の（5｝のヂ収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放射性物質等の

　データを記載すること。

11　5の㈲のr収納している放射性物質等の仕様」のうち、「名称」には化学式も、

　「物理的化学的性質」には特別形かどうか、気体、固体のいずれであるかも記載する

　こと。

12　6の「コンテナで輪送する場合」の記載事項（（7）を除く。）については、輸送物を

　収納するコンテナごとに記載すること。

放
射
性
物
質
及
び
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輸
送
規
則
（
航
空
局
長
通
達
）

き
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放
射
性
物
質
及
び
放
窮
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
の
輸
送
規
則
（
航
空
局
長
通
達
）

13．6の（8）の「コンテナの概観図」は三面図及び鳥緻図によることとし、かつ、告示第

　23条に規定する標識又は表示が付され、叉は行われていることを明示しうるものであ

　ること0

14．7の（1）の「航空機の概要」は、航空機の型式、並びに国籍記号及び登録記号、旅客

　機、貨物機（現に旅客が搭乗していない航空機をいう。）の別等を記載すること。

15．7の（3）の「航空機への積載方法及び固縛方法」は、積載位麗（告示第14条第2項の

　旅客等が通常使用する区域への積載禁IL、告示第i6条の混載制限及び通達記2（6X切の

　積載距離制限の遵守状況がわかる航空機貨物室の見取図を添付することQ）及び移動、

　転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損われないようにするための固縛方法等

　の措置並びに核燃料物質にあっては臨界防止のための措置及びBM型輸送物及びBU

　型輪送物にあってはその表断の温度が50度を超えないようにするための措置について

　記載すること。

16．8の（2）の「貨物搭載要領」には、B鍛型輸送物又はBM型輸送物が収納されている

　コンテナを輪送する場合にあっては、立会う専門家の氏名並びに放射線測定器及び保

　護具の携行状況についても記載すること。

17　8の（3＞の「事故時の措置」は、慕故瞬の応急措置、連絡体郷等を記載すること。

三
〇
九



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
鋼
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

〔
昭
［
和
　
二
十
二
年
六
隣
月
十
－
R
【
法
律
第
噌
受
壷
瓜
1
⊥
ハ
ロ
写
〕

闘
取
終
一
改
正
　
　
昭
和
五
一
二
年
七
月
五
目
凹
法
律
笠
即
八
謁
ハ
ロ
写

（
昌
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利
用
が

　
平
和
の
潤
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
て
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を

　
麟
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
鴛
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
話
調
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
麟
際
規

　
制
物
資
の
使
用
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
事
故
届
）

第
⊥
ハ
⊥
丁
三
冬
中
　
製
錬
事
業
者
、
　
加
即
工
事
業
者
、
　
原
子
炉
設
置
者
、
　
外
川
園
同
原
エ
J
力
㎝

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
者
を
含
む
。
次
条
第
一
贋
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
春
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
に
つ
い

　
て
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の

　
旨
を
警
察
官
叉
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

薫
δ

（
危
険
時
の
措
置
）

第
六
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

　
春
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
者
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者

　
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
漂
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の

　
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災

　
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
危
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ぼ

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
内
閣
総
理
大
魚
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
第
　
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の

　
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
岡
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施

　
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
絹
施
設
の
使
絹
の
停
止
、
核
燃
料
物
質
の
所
在
場

　
所
の
変
更
そ
の
他
核
燃
料
物
質
父
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
製
錬
事
業
者
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
十
八
条
の

　
　
二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
裏
声
所
外
廃
棄
」
と
い
う
Q
）
　
に
係
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
第
五
十
九
条
の
二
第
～
項
に
規
定
す
る

　
　
運
搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と

　
　
い
う
Q
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
師
又
は
運
輸
大
臣
）



　
二
　
加
工
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
並
び
に
事
業
春
等
か
ら
核

　
　
燃
料
物
質
の
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
　
内
閣
総
理
大
臣
（
事
業

　
　
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
駆
又
は
運
輸
大
臣
）

　
三
　
原
子
炉
設
置
者
　
第
一
一
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
叉
は
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外

　
　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
叉
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
春
　
運
輪
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
含
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
．
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
核
原
料
物
質
使
鱒
降
用
者
並
び
に
醐
際
規
制
物
資
使
絹
者
及
び
第
六
十
㎝
条
の

　
三
第
一
項
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者

　
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内

　
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

　
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に

　
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）

　
に
、
製
錬
事
業
春
、
加
工
事
業
春
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
國
原
子
力
船
運
航

　
者
、
再
処
理
事
業
者
、
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
用
春
又
は
國
際
規
制
物
資

　
使
用
者
若
し
く
は
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所

　
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）
に
立

　
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係

　
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
貴
に
限
り
、
核
原

　
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
っ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
七
十
八
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
叉
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
十
　
第
六
十
四
条
箪
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
爾
条
第
三
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
風

儀
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
六
　
第
六
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
須
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し

　
　
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳

　
　
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
春

三　

@



核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
晴
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

○
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
晶
繧
針
一
曉
馳
欝
積
舶
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
繕
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
棚
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
蒔
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に

　
　
　
関
す
る
規
則

1
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
｝
二
十
二
年
法
律
第
百
山
ハ
十
山
ハ
n
万
。
　
以
下
　
「
法
」
　
と
い
・
り
。
）
議
論
眠
目
・
四
条
晶
第
一

　
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
巻
、
原
子
炉
設
置
者
、
外

　
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
溺
春
（
以
下
「
事
業
巻
等
」

　
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
岩
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
工
場
父
は
事

　
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
の
運
搬
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質

　
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料

　
物
質
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
叉
は
発
生
し
た
場
合
に
お

　
い
て
は
、
蔭
ち
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
措
置
（
法
蓮
五
十
九
条
の
二
第
一

　
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
量
目

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
使
罵
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌

　
　
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
童
－
、
軽
車
両
、
船
舶
…
又
は
航
空
機

　
　
に
火
災
が
起
こ
り
、
叉
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が
起

　
　
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
、

　
　
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
窟
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ

　
　
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張
ひ
、
標

　
　
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
Q

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
考
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の
広

　
　
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
文
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
一
工
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
｝
条
第
五
号
に
規
定
す
る
従

　
事
者
の
う
ち
男
子
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お

　
け
る
許
容
被
ば
く
線
量
は
、
同
令
第
十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁

　
長
官
の
定
め
る
放
射
線
量
ω
と
す
る
。



（1＞

核
燃
料
物
質
等
事
業
所
外
運
搬
告
示
第
二
十
四
条

る
許
容
被
ば
く
線
最
）

（
緊
急
作
業
に
係

核
燃
料
物
質
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
蒔
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
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1
1

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
関
係
法
令



図　放射性同位元藁等の運搬の安全規制墓本体系

放射性同位元素等の運搬

車両によらない運搬

危険時の措置

車両による運搬

船脚による運搬

航空機による運搬

障害防止法
（科学技術庁）

障害防止法
（科学技術庁）

船舶安全法
（運輸省）

航　　空　　法

（運輸省）

障害防止法施行

規則

（総理府令）

放射性同位元素

等車両運搬規則

（運輸省令）

放射性同位元素

等車両運搬告示

（運輸省告示）

危険物船舶運送

及び貯蔵規則

（運輸省令）

放射性物質等船

脚運送告示

（運輸省告示）

第91条の21

航空法施行規則

（運輸省令）

放射性物質等航

空輸送告示

（運輸雀告示）

欝叢｝雛

船舶局長通達

海上保安庁

行政指導文書

航空局長通達
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（
A
　
陸
上
輸
送
関
係
法
令
）
A
の
一
　
手
持
ち
等
に
よ
る
運
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
k
昭
和
一
二
十
∴
一
＃
†
山
ハ
ロ
月
華
・
日
法
雑
俘
第
百
み
ハ
十
七
P
写
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
四
七
年
六
月
八
目
法
律
第
五
七
号

（
昌
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
及
び
放
射
性
岡
寺
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に
、

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
者
及
び
販
売
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ

　
れ
た
者
は
、
放
射
線
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
場
合
（
船
型
又
は
航
空
機
に
よ

　
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
遣
、

　
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
薦
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
金
に
従
っ
て
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
廃
棄
業
老
及
び
廃
棄
業
者
か
ゐ
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
放
射
性
同
位

　
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合

　
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
府
令
で
定
め
る
技
衛
上
の
基
熱
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
三
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
老
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
叉
は
放
射
線

　
発
生
装
置
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
つ
た
こ
と
に
よ
り
、

　
放
射
線
障
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
た
場
合
に
お
い
て
は
、
漉
ち
に
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応

　
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
港
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
第
「
項
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁

　
長
宜
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
る

　
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

　
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
潜
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
港
に
対
し
、
報

　
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
劉
）



第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
～
に
該
当
す
る
巻
は
、
　
～
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
繁
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
鰯
条
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
門
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
四
　
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
又
は
第
十
九
条
の
規

　
　
定
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
老
は
、
　
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
四
十
二
条
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
　
ω
　
障
害
防
止
法
施
行
規
則
第
十
八
条

　
②
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
第
ニ
ナ
九
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

垂
九



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

〔昭

搖囎

{
A
澗
第
五
十
六
q
万
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
総
理
府
令
第
七
号

（
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
澱
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、

　
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
技
術
上
の

　
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
Q
た
だ
し
、
放
射
性
画
筆
元
素
を
使
用
施
設

　
内
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
を
運
搬
す
る
時
間
が
き
わ
め
て
短

　
く
、
か
っ
、
放
射
線
障
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し

　
な
い
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
容
器
に
入
れ
る
こ

　
　
と
。

　
二
　
容
器
の
外
に
お
け
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
同
位
元

　
　
素
は
、
気
密
な
構
造
の
容
器
に
入
れ
る
こ
と
。

　
一
二
　
液
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
は
、
液
体
が
こ
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ
り
、

　
　
か
っ
、
液
体
が
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た
容
器
に
入
れ
る
こ
と
。

　
四
　
容
器
（
容
器
を
こ
ん
話
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
ん
包
）
の
表
面
に
は
、

　
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量
を
明
示
し
、
か
つ
、
別
表
に
定
め
る

　
　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
を
付
け
る
こ
と
。

蔓
δ

　
五
　
液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
局
位
元
素
を
入
れ
た
容
器
で
、
き
れ
つ
、

　
　
破
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射

　
　
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
ひ
ろ
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料

　
　
で
包
む
こ
と
。

　
六
　
放
射
性
同
位
元
素
を
入
れ
た
容
器
は
、
容
易
に
破
損
し
な
い
よ
う
に
措

　
　
直
す
る
こ
と
。

　
七
．
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
は
、
容
器
に
入
れ
、
又
は
容
器
に
入
れ
て

　
　
こ
ん
包
し
た
場
舎
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
値
の
放
射
線
量
を
こ
え
な
い

　
　
よ
う
に
す
る
こ
と
Q

　
　
イ
　
容
器
（
容
器
を
こ
ん
号
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
ん
包
）
の
表
面
に

　
　
　
お
い
て
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
、
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
に
は
、
十
ミ

　
　
　
リ
レ
ム
毎
二
十
四
時

　
　
ロ
　
容
器
（
容
器
を
こ
ん
魅
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
こ
ん
包
）
の
表
面
か

　
　
　
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
甜
離
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
八
　
放
射
性
岡
位
元
素
の
運
搬
に
従
事
す
る
潜
の
被
曝
放
射
線
量
は
、
し
や

　
　
へ
い
壁
そ
の
他
の
し
ゃ
へ
い
物
を
用
い
、
放
射
性
同
位
元
素
と
人
体
と
の

　
　
間
に
適
当
な
距
離
を
設
け
、
又
は
人
体
が
放
射
線
に
被
曝
す
る
時
闘
を
短

　
　
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
作
業
従
事
者
に
あ
っ
て
は
最
大
許
容
被
曝

　
　
線
量
及
び
最
大
許
容
集
積
線
量
を
、
そ
の
他
の
者
に
あ
っ
て
は
科
学
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
庁
三
宮
が
定
め
る
許
容
被
曝
線
鐵
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
（
鉄
道
、
軌

　
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
吏
－
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
め
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
　
「
放
射
性



　
同
位
元
素
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
老
、
販
売
業
岩
及
び
廃
棄
業
老
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
好
発
三
十
一
二
条
第
～
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
放
射
線
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
延
焼
す
る
お

　
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
直

　
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六

　
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
布
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
に
通
報
す

　
る
こ
と
。

二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射

　
線
施
設
の
内
部
に
い
る
者
及
び
附
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す

　
る
こ
と
。

三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

　
と
。

四
　
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、

　
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
防
比
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

五
　
放
疑
性
同
位
元
素
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要

　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ

　
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

　
者
以
外
の
老
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
、
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か

　
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
曝
す
る
時
問
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
被
曝
放
射
線
量
は
、
で
き
る

　
限
り
少
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
男
子
の
放
射
線
作
業
従
事

　
者
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
～
二
号
（
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
第
｝
項
第
八
号
（
同
条
第

　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
学

　
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
許
容
被
曝
世
風
罫
で
放
射
線
に
よ
る
被
曝
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
一
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
繊
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
法
第
一
二
十
三
条
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
困

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
叉
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
嶺
該
届
娼
に
係
る
工
場
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ
る

　
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
①
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
科
学
技
術

　
　
　
庁
告
示
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
三
条

　
　
②
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
条

放
射
性
問
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

登
　



A
の
二
　
車
・
両
に
よ
る
運
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
　
〔
昭
和
ド
三
↓
一
二
加
や
山
ハ
臼
月
ナ
日
法
律
第
百
六
十
七
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
”
腿
七
年
六
日
丹
八
β
法
建
娠
弟
五
七
旧
万

へ
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
漏
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
鮒
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

　
る
。（

運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
巻
及
び
販
売
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
澱
を
委
託
さ

．
れ
た
者
は
、
放
射
線
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
統
空
機
に
よ

　
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
、

　
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
廃
棄
業
者
及
び
廃
棄
業
者
か
ら
運
巌
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
放
射
性
同
位

　
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合

三一

O

　
（
船
舶
又
は
舷
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
三
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
着
並
び
に
こ
れ
ら
の
着
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
間
位
元
素
又
は
放
射
線

　
発
生
装
置
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

　
放
射
線
障
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
総
理
府
職
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応

　
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
、
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
二
撮
に
規
定
す
る
者
は
、
同
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁

　
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
宮
は
、
第
｝
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
港
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る

　
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

　
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
老
に
対
し
、
報

　
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
罰
則
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
幸
一
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
四
　
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
又
は
第
十
九
条
の
規

　
　
定
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
四
十
二
条
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
　
G
D
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

三
二
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
．
行
規
則
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喜
西

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
網
総
理
府
A
羽
第
五
十
！
山
ハ
ロ
写
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
総
理
府
令
第
七
号

（
危
険
時
の
借
置
）

第
工
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
奢
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
・
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
延
焼
す
る
お

　
　
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
置

　
　
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六

　
　
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
に
通
報
す

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射

　
　
線
施
設
の
内
部
に
い
る
老
及
び
附
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す

　
　
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
紅
玉
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
す
み
や
か
に
救
娼
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ

　
　
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、

　
　
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
表
を
行
な
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要

　
　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ

　
　
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

　
　
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六2

　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
な
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、

　
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
老
の
被
曝
放
射
線
量
は
、

　
限
り
少
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
老
に
あ
っ
て
は
、

　
準
用
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号

　
い
て
準
用
す
る
場
会
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号

　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇒

　
　
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
放
射
線
に
被
曝
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
男
子
の
放
射
線
作
業
従
事

　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
条
第
二
項
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
固
条
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
科
学

　
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
許
容
被
曝
線
置
婁
で
放
射
線
に
よ
る
被
曝
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
厩
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
嶺
該
届
出
に
係
る
工
場
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ
る

　
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
岡
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
告
示
第
十
こ
条



○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　　

@　

@　

@　

@
癖
纏
餌
瓢
緯
＝
獣
帯
詣
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
三
畢

（
趣
旨
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動

　
車
及
び
軽
車
両
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
象
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

　
号
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
同
位
元
素
等
（
放
射
豊
岡
位
元
素
又
は
放
射

　
　
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
そ
の
放
射
能
濃
度
が
○

　
　
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同

　
　
じ
。
）
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
二
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
Q

　
三
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

　
四
　
専
附
積
載
　
童
・
両
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬

　
　
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
出
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
掲
示
に
よ
っ
て

　
　
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
は
、
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物

　
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
四
種
と
す
る
。

（
L
型
輸
送
物
）

第
四
条
　
L
型
輸
送
物
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
っ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
三
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
っ
、
開
封
さ
れ
た
場
会
に
そ
れ

　
　
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
…
ル
の
は
り
付
け
等
の

　
　
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
五
　
表
面
の
最
大
放
射
線
最
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
六
　
表
面
の
放
窮
性
同
位
元
素
の
放
躬
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度

　
　
　
（
以
下
「
許
容
表
面
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
釜



　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

（
A
型
輸
送
物
）

第
五
条
　
A
型
輸
送
物
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
表
繭
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、

　
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
十
ミ

　
　
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
へ
放
射

　
　
性
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の

　
　
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
四
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
挫
岡
位
元
素
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
蓑
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
Q

（
B
M
型
輸
送
物
）

第
六
条
　
B
M
型
輪
…
送
物
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
四
号
ロ
の
基
準

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る

三
二
六

　
　
　
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
運
搬
す

　
　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
放
射
能
薦
密
度
が
許
容
量
面
密
度
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
〇

　
三
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
爵
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
　
千
ミ
リ
レ
ム
墨
壷
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
週
心
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る

　
　
　
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
U
型
輸
送
物
）

第
七
条
　
B
U
型
輸
送
物
は
、
次
に
掲
げ
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
一
～
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
二
号

　
　
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
二
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
三
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
三
号
イ
の
基
準

　
　
ロ
　
放
射
性
筒
位
元
素
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る

　
　
　
猛
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
潔
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ



　
　
過
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
冷
卸
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
五
　
最
高
使
用
圧
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
麗
を
と
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
肝
内
に
生
ず
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
シ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

　
　
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

第
八
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
躬
性
同
位
元
素
等
の
区
分

　
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
同
位
元
素
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
　
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
同
位
元

　
　
素
等
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
牲
岡

　
　
位
元
素
等
（
第
｝
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輪
…
急
物
又
は

　
　
B
U
型
輸
送
物

（
取
扱
場
所
）

第
九
条
　
放
論
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
嗣

　
じ
。
）
又
は
放
射
性
輪
忌
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
者
以
外

　
の
老
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

第
十
条
　
放
射
性
輪
…
摘
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
に

　
お
い
て
「
放
象
性
輸
送
勲
等
扁
と
い
う
。
）
の
積
込
み
又
は
取
飼
し
は
、
放

　
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
放
躬
性
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
．
ら

　
な
い
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
混
載
舗
限
）

第
十
一
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
…
ト
ル
を

　
超
え
る
放
射
牲
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
鋼

　
な
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
の
車
両
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

　
｝
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
牽
五
年
法
律
第
菅
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
～
一
　
意
凹
厩
ガ
ス
志
田
旧
法
　
（
昭
和
一
マ
丁
壽
ハ
年
法
律
第
　
一
百
m
幽
胴
万
）
　
第
～
一
条
に
帽
樋

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
◎
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
以
下
の
も

　
　
の

　
四
　
鹿
酸
、
翫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
鍛
規
則

　
　
で
十
パ
；
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
鍛
餌
採
）

第
十
二
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
放
射
線
量

　
率
は
、
表
面
に
お
い
て
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら

　
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な

　
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元

　
素
の
放
射
能
面
密
度
は
、
許
容
表
面
密
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
Q

（
輸
送
指
数
）

第
十
三
条
　
輸
送
物
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運

　
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
Q
以
下
「
総
理

　
府
令
扁
と
い
う
。
）
第
　
鐘
撞
～
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以
下
「
核

　
燃
料
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、

　
第
十
五
条
並
び
に
第
二
十
　
二
条
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

　
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め

　
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
闘
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム

　
毎
時
を
超
え
な
い
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分

　
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
岡
条
に
規

　
定
す
る
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と

　
い
う
。
）
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送

　
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
輸
送
物
の
み
が
破
納
さ
れ

謂
三
八

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輪
…
詰
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
一
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ

　
　
つ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
廻
送
物
の
輸
送
翻
限
個
数
（
総
理
府

　
　
令
第
十
条
第
一
号
に
定
め
る
輸
送
制
限
個
数
を
い
う
。
）
で
五
十
を
除
し

　
　
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
た
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
一
二
種
核
分
裂
駐
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ

　
　
つ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大

　
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用
積
載
で
運
搬

　
す
る
場
A
口
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
颪
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
卜
し
た
値
に
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値
を
も
つ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｝
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

｝
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（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
四
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
岡
表
の
中
山
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付

　
し
、
又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」
の

放
射
性
輸
送

文
字
の
表
示

物
の
表
面

一　

@
L
型
輸
送
物
以
外
の
放
絹
射
性
輪
…
送

第
一
類
白
標

放
射
性
輸
送

物
で
あ
っ
て
、
衰
面
の
最
大
放
射
線

識
（
第
一
号

物
の
表
面
の

量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超

様
式
）

二
箇
所

え
な
い
も
の

三
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面

第
二
類
黄
標

放
射
性
輸
送

の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ

識
（
第
二
号

物
の
表
面
の

レ
ム
毎
時
を
超
え
五
十
ミ
リ
レ
ム
毎

様
式
）

二
箇
所

時
以
下
で
あ
り
、
か
っ
、
輸
送
指
数

が
～
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
～
一
　
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物

第
三
類
黄
標

放
射
性
輸
送

以
外
の
放
鮒
性
輸
送
物

識
（
第
三
号

物
の
表
面
の

様
式
）

二
箇
所

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

五
　
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ

第
｝
類
白
丁

コ
ン
テ
ナ
の

る
放
射
性
輸
送
物
又
は
こ
れ
ら
の
放

標
（
第
一
号

四
側
面

射
性
輸
送
物
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

様
式
）

両
運
搬
規
則
（
紹
和
五
十
三
年
運
輸

省
令
第
七
十
二
号
。
以
下
「
運
搬
規

則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
～
項
の

表
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ

る
核
燃
料
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ

て
い
る
コ
ン
テ
ナ

六
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

第
二
類
黄
標

コ
ン
テ
ナ
の

る
コ
ン
テ
ナ
（
第
三
種
核
分
裂
性
輸

識
（
第
二
号

四
側
面

送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

様
式
）

く
。
）
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

輪
…
送
指
数
が
　
を
超
え
な
い
も
の

七
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

第
三
類
爪
標

コ
ン
テ
ナ
の

る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
三
二
号
に

識
（
第
三
号

四
側
面

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

様
式
）

2
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
Q
）
又
は
放
崇
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
蘭
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

黙
黙



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
れ
そ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
｝
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
景
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
二
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
扁
の
文
字

　
一
二
　
B
M
型
輪
…
型
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
　「
B
型
」
の
文
字

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
酎
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
放
射
性
輪
…
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
銀
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
十
五
条
　
放
射
性
輸
送
三
等
を
積
載
す
る
場
含
に
お
い
て
｝
の
車
両
に
積
載

　
す
る
輪
…
冠
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送

　
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て

　
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、

　
一
両
と
み
な
す
。

（
車
両
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
十
六
条
　
放
射
性
輸
送
物
要
を
車
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
放
射
線
量

　
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
〇

　
一
車
両
の
表
面
（
聖
血
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
藏
及
び
車
体
の
底
面
）
の
最
大
放
射
線
量
率
が
．

導
δ

　
　
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
二
　
車
濁
の
前
面
、
後
繭
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
A
口
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
…
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
　
最
大
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ
ミ
毎
時

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
澱
に
従
事
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
放
射

　
　
線
量
率
が
ニ
ミ
リ
レ
ム
毎
時

へ
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
七
条
　
放
射
性
輸
送
僕
等
へ
L
型
込
…
二
物
及
び
L
型
輪
…
主
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
こ
の
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
を
積
載
し
た
車
澗
に
は
、
車
両
標
識
へ
第
六
号
様
式
）
を
そ
の
両

　
側
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
両
側
面
に
限

　
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
た
だ
し
、
開
放
型

　
の
車
両
で
放
射
蛙
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
が
破
納
さ
れ
て
い
る

　
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基

　
づ
き
嶺
該
コ
ン
テ
ナ
に
付
さ
れ
た
標
識
が
運
搬
．
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と

　
き
は
、
当
該
標
識
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
専
用
積
載
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項

　
の
車
両
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
た
と
き
は
、
第
十
四
条
第

　
二
項
又
は
第
二
十
四
条
第
三
、
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
行
う
こ
と
を
要
し
な

　
い
。

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け



　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

第
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
十

　
一
条
第
二
項
第
｝
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る

　
も
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載

　
し
た
車
両
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G
こ
の
場
合
に

　
お
い
て
、
ボ
ギ
ー
霞
工
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
｝
両
は
、
放
射
性
輸
送

　
物
等
又
は
運
搬
規
則
第
十
二
条
第
　
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送
二
等
を
積

　
載
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
種

　
類
、
量
、
取
扱
方
法
そ
の
他
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
箏
故
が
発

　
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

交
替
運
転
者
等
）

第
二
十
条
　
放
射
性
輸
送
駆
馳
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
D
安
全
な
運
転
を

　
纏
署
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
転
者
の
醗
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
人
等
）

第
二
十
【
条
　
併
用
軌
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
り
放
射

放
樹
性
同
位
元
素
等
車
爾
運
搬
規
則

　
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
道
路
そ
の
他
…
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る

　
　
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
二
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

　
　
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、

　
　
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
口
開
二
型
の
車
両
に
施
錠
等

　
　
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
放
躬
性

　
　
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い
場
合
を
除
く
。
）

　
二
　
交
通
事
項
等
に
よ
り
放
射
性
輸
送
二
等
の
安
全
な
運
搬
が
損
な
わ
れ
た

　
　
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
赤
旗
を
掲
げ
、
又
は
赤
色
合
図
燈
を
点
燈
す

　
　
る
等
の
措
麗
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
け
近
に
い
る
関
係
者
以
外
の
者
を

　
　
近
づ
か
せ
な
い
こ
と
。

（
B
M
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
二
十
二
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
搬
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
の
取
扱
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
を
同
行

　
　
さ
せ
、
当
該
放
麟
性
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
間
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

（
放
躬
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
二
十
三
条
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
國
位
元
素
等
は
、
第
八
条
の
規
定
に
か
か

垂
二



　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が

で
き
る
Q

一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、

　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
空
容
器
」

　
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
虚
位
元
素
の
蔓
草
雪
颪
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
O

　
二
　
内
部
の
放
射
性
岡
位
元
素
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
の
百

　
　
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ

　
　
と
。

　
へ
　
放
射
性
墨
入
元
素
等
を
運
搬
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際

　
　
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で

　
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

　
に
お
い
て
「
放
射
性
汚
染
物
㎏
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
放
射
能
濃
度
が
告
示
で
定
め
る
値
を
超
え
な
い

　
　
こ
と
。

　
ハ
　
専
用
積
載
で
運
漏
す
る
こ
と
。

　
二
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
同
位
元
素
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
ば

三
鴛
三

　
　
　
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
Q

　
　
ホ
　
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
ず
、
か
っ
、

　
　
　
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
薩
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
十

　
　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
放
射
能
面
密
度
が
許
容
表
面
密
度
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
。

　
　
ト
　
爾
水
等
が
容
易
に
漫
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
を
放
射
性
輸
送
物
と
し

　
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
汚
染
物
（
総
理
府
令
第
十
二
条
第
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
汚
染

　
物
を
い
う
Q
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送

　
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・

　
五
ミ
リ
レ
ム
霊
山
を
超
え
な
い
汚
染
物
及
び
当
該
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

4
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
表
し
た
値

　
二
　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー

　
　
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ



れ
て
い
る
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
又
は
当

該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射

線
量
率
を
ミ
リ
レ
ム
毎
時
単
位
で
蓑
し
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
コ
γ
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

二 五 一 一
十 平 平 平

平 方 方 方
方 メ メ メ

メ … i 1

！ ト ト ト

ト ノレ ノレ ノレ

ノレ を を 以
を 超 超 下
趨 え え の

え
、 、

場
、

ニニ 五 合

百 十 平
平 平 方
方 方 メ

メ メ ！

！ 1 ト

卜 ト ノレ

ノレ ノレ 以

以 以 下

下 下 の

の の 場

場 場 合
合 合

十
九 六 三 一

5
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
褒
の
中
隔
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
酵
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｝
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
醐

第
…
類
白
身

放
射
性
汚
染

の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ

識
（
第
一
号

物
の
裏
画
の

レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

様
式
）

二
箇
所

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面

第
二
類
黄
標

放
射
性
汚
染

の
最
大
放
射
線
量
率
が
○
・
五
ミ
リ

識
（
第
二
号

物
の
表
面
の

レ
ム
毎
時
を
紹
帽
え
五
十
・
ミ
リ
レ
ム
毎

様
式
）

二
箇
所

時
以
下
で
あ
り
、
か
っ
、
輸
送
指
数

が
一
を
超
え
な
い
も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

一二

@
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物

第
三
類
警
標

放
射
性
汚
染

以
外
の
放
射
性
汚
染
物

識
（
第
三
号

物
の
表
颪
の

様
式
）

二
箇
所

四
　
　
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物

第
一
類
臼
標

コ
ン
テ
ナ
の

若
し
く
は
空
容
器
又
は
こ
れ
ら
の
も

識
（
第
一
号

四
側
面

の
及
び
総
理
府
令
第
十
二
条
第
一
号

様
式
）

に
掲
げ
る
空
容
器
若
し
く
は
運
搬
…
規

則
第
十
八
条
第
四
項
の
表
第
一
号
に

掲
げ
る
核
燃
料
汚
染
物
の
み
が
収
納

さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
放
射
駐
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い

第
二
類
黄
標

コ
ン
テ
ナ
の

る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲

識
（
第
二
号

四
側
面

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
り
、
輸

様
式
）

送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

六
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い

第
三
類
黄
標

コ
γ
テ
ナ
の

る
コ
ン
ナ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
二
号
に

識
（
第
三
号

掌
側
函

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

様
式
）

6
放
酎
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

冨
三
三



放
射
性
同
位
元
素
等
車
爾
運
搬
規
則

　
な
ら
な
い
。

8
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
汚
染
物
以
外
の
物

　
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

9
放
射
性
汚
染
物
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以

　
下
「
放
射
巨
億
染
物
等
」
と
い
う
。
）
を
積
載
す
る
場
舎
に
お
い
て
一
の
車

　
両
に
積
載
す
る
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
摺
数
の
合
計
又
は
当
該

　
値
と
同
一
の
車
両
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も

　
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物
が
紋
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
直
送
指
数
の

　
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ

　
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一
両
と
み
な
す
。

10

@
放
射
性
汚
染
物
議
を
一
債
短
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
輪
…
送
物
（
L

　
型
輸
送
物
及
び
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
L
型
輸
送
物
を

　
除
く
。
）
若
し
く
は
汚
染
物
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
を
積
載
し
た
他
の
車
両
と
　
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

1
1
　
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
搬

　
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
放
射

性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
「
，
放
射
牲
輸
送
物
論
」
と
あ
る

　
の
は
「
空
容
器
又
は
空
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え

　
る
も
の
と
す
る
。

12

@
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
｛

　
項
及
び
第
十
九
条
か
ら
第
一
一
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
運
．

三
［
　
西

　
搬
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
放

　
射
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、
　
「
放
射
性
輸
送
物
等
」

　
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
等
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条

　
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
七
項
」
と
、
第
十
七
条
第
二
項
中

　
「
第
ナ
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
六
項
」
と
読
み
替
え

　
る
も
の
と
す
る
Q

（
特
別
措
置
）

第
二
十
四
条
　
第
八
条
、
第
十
二
条
（
前
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
（
前
条
第
十
｝
項
及

　
び
第
十
二
項
に
お
い
て
進
－
周
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
、

　
第
二
項
及
び
第
九
項
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場

　
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か

　
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の

　
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
詞
位
元
素
等
、
放
射

　
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
汚
染
物
の
最
大
放
射
線
量
率
は
、
表
面
に
お
い
て
千

　
ミ
リ
レ
ム
毎
蒔
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
闘
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に

　
お
い
て
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
同
位
元
素
等
、
放
射
性
輸
送
物
等
又
は
放
射

　
性
汚
染
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
ず
、
ま
た
、
第
十
四
条
第
｝
項
叉
は
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
露
）
に

　
第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



3
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
「
専
用
積
載
．
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
十
饗
　
　
　
弓

　
　
　
附
　
　
貝

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
｝
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
核
燃
料
物
質
以
外
の
放
窮
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性

　
物
質
等
車
澗
運
綴
鏡
則
へ
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら
第
七

　
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
放
射
性
輸

　
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
霞
か
ら
昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
放
射
性
輸
送
物

　
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭

　
和
五
十
三
年
十
月
三
十
一
資
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
八
条
の
規
定
は
適
用

　
し
な
い
。

4
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
暫
ハ
等
に
つ
い
て

　
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
田
運
輸
省
令
第
七
十
三
号
）

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
の
～
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
　
二
年

法
律
第
八
十
六
号
）
附
羅
第
　
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和

五
ナ
四
年
｝
月
四
B
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

雪
三
五



覇姦翅喧渥iR懸靴橿腱晒憩駆憲

第i号様式（第14条、第23条関係）

第一類白標識

　
　
＼

　
を

ら
・
＼

ヤ
！
．
．
＼

畠⑳盒

畠

醤 轟・・識α・鞠

　　　　収　納　　物
　　　　CONTENTS
　　　　放　脅．ド’罷
／o

　　　　ACTiv＝TY．、』．蒼．

　舞
　　＼
　　バ

．1「1り　r』∵写’二””

．　　．＿．CURIES

　　　　　　　／　　　　　　客ヤ
　　　　　　・｝
　　　　　直　　　　、も

＼ミ／
　　　　　」　　　．

／

劇《

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとするQ

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装

　　　されている放射性同位元素等の名称及び放射能を記入することQ

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒



第2号様式（第エ4条、第23条関係）

第二類黄標識

y鴛，

麟姦四四週1R蘇醗憐田田慰輕振

注　エ　三葉マークは、第4号様式によるものとするQ

　　2　収納物、放射能及び輸送抱数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送

　　　指数を記入すること。

　　3　放射能は、キュリー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとするQ

部　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 自

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒

劇早



怒姦趨薩趨1｝ミ懸蹄細一魑晒覇駆颪

第3号様式（第14条、第23条、第24条関係）

第三類黄標識

＼．・ρ∫

　　答，

・
／

1｝i翻1＜

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包装されている放射性同位元素等の名称、放射能及び輸送

　　　指数を記入することQ

　　3　放射能は、キユジー単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒



第4号様式（第14条関係）

三葉マーク

注　1　Zは、0．2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は黒とする。

2君

麺茜遡匝熱R懸戦時麓獺懸曝颪 翻網



鱗蕪趨匠蟄R懸齢憐彊蟹懸繋蔽 魍0

第5号様式（第14条、第23条関係）

コンテナ標識

／＼

畠㊥幽

幽

注1三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　君は、0．5センチメートル以上とする0

　　3　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　分を削ることができる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　宇 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒



第6号様式（第17条関係）

車両凹凹

「
＼

で
・
＼

馬

蹄⑳禽

畠

放　　射　　性

　この車両に
近づかないこと

＼
　＼

＼
＼　・／

／
／

卸町藻置引尺葉蘭轡瞳塑毯繋憲

注　1

　　2

　　3

三葉マークは、第4号様式によるものとする。

君は、0．5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　　彩

地 自

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 自

　ふちの内側の線
P

黒

1魍1



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
罠
を
定
め
る
告
示

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
の
細
目
を
定
め
る
告
示繍

警
針
霧
三
韓
蜻
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
告
示
第
六
七
八
号

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
間
位
元
素
等
車
澗

　
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

　
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
罵
語
の
例
に
よ
る
。

（
許
容
表
面
密
度
）

第
二
条
　
規
則
第
四
条
第
六
号
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
密
度
と
す
る
。

性　ア 同　ア

同　ル 位ル
位　フ 元　フ

元　ア 素　ア

素線 線
を を

放 放
出 出
し す
な る

い 放
放 射
射 性

毎一 毎十
平万 平万
方分 方分
セ　の セ　の
ソ　　一 ン　　ー

チ　　マ チ　マ
メ　イ メ　イ

i　ク i　ク
ト　ロ ト　ロ

ル　キ ル　キ

ユ ユ
リ り

i 1

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
巌
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

三
四
二

第
三
条
　
規
則
第
八
条
第
一
号
の
放
射
性
同
位
元
素
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
Q
た
だ

　
し
、
爆
発
性
毛
は
自
然
発
火
性
の
放
射
駐
同
位
元
素
等
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
局
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
瀾
に
掲
げ
る
区
分
に
応

　
　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
量
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す

　
　
る
も
の

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

体

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射
性
岡

位
元
素
等
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た

放
射
性
八
雲
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特

別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
一

　
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

　
あ
る
こ
と
。

p
　
別
記
第
～
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

　
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
以
上
で
あ
n
ソ
、
か
つ
、

　
長
さ
の
幡
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

　
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
あ
っ
て
は
、

　
衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

　
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

　
験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

　
　
　
　
　
　
　
せ
ぎ

　
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

放
封
能
の
量

別
表
第
一
か
ら
酬
胴
表

第
六
ま
で
の
第
一
撃

に
掲
げ
る
放
射
性
岡

位
元
素
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
曇
霞
の
第

二
欄
に
掲
げ
る
数
量

（
以
下
「
ん
値
」
と

い
う
。
）
の
千
分
の

一



に
水
中
へ
の
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
…
え

い
量
が
、
○
。
〇
五
マ
イ
キ
ロ
キ
ユ
リ

…
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
放
射
性
．
國
位
元
素
等
以
外
の
も
の

別
表
第
［
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
同

位
元
素
の
種
類
又
は

固

区
分
に
応
じ
、
そ
れ

そ
れ
当
該
各
表
の
第

三
訂
（
別
表
第
五
に

あ
っ
て
は
、
第
二
欄
）

に
掲
げ
る
数
量
（
以

下
「
斑
値
」
と
い
垢
）

の
千
分
の
　

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
○

千
キ
ュ
リ
ー

水

・
一
キ
ュ
リ
ー
未
満
の
も
の

体

ム
ウ
チ
リ

百
キ
ュ
リ
ー

液

ト

｝
リ
ッ
ト
ル
轟
た
り
の
放
剤
射
能
が
一
キ
ュ
リ
ー
以
上
の
も
の

一
キ
ユ
リ
i

そ
の
他
の
も
の

引
値
の
一
万
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ュ
リ
ー

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
覇
の
細
匿
を
定
め
る
＆
口
示

気 体

の　ぞ

もの
の他

外特 特

の別 別

も形 形

の放 放
身
重 射

性 性

同 同

位 位

元 元
素 素

等
以

等

A2 A1
値 値

の の

千 千
分 分

の の

一 一

二
　
蒔
計
等
の
機
器
叉
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
褐
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の

　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
．
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
～
個

　
　
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上

　
　
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
國
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
O

放
射
性
岡
位
元
素
等
の
区
分

放
射
能
の
量

特
別
形
放
射
性
岡
一
元
三
等

馬
脳
の
百
分
の
一

体
嗣

特
瀦
形
放
射
性
詞
目
元
一
等
以
外
の
も
の

現
値
の
百
分
2

体
液

ト
リ
チ
ウ
ム
水

そ
の
他
の
も
の

現
値
の
千
分
2

ト
リ
チ
ウ
ム

二
十
キ
ュ
リ
ー

匠
気

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
岡
位
元
素
等

ん
値
の
千
分
の
　

特
別
形
放
語
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

勘
値
の
千
分
2

三
四
三



　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
童
丁
両
運
搬
規
則
の
緬
目
を
定
め
る
告
示

　
　
ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が

　
　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
最
の
限
度
）

第
四
条
　
規
則
第
八
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

　
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
嗣
表
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

　
　
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
　
　
　
　
　
　
　
　
A
値

　
　
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の
　
　
　
A
値

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
五
条
　
規
則
第
五
条
第
四
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲
げ

　
る
条
件
と
す
る
。

へ
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ

　
る
条
件
と
す
る
。

第
七
条
　
規
則
第
六
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
四
に
掲
げ

　
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
八
条
　
規
則
第
六
条
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
A
値
の
百
万
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
六
条
第
三
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
亀
値
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
　
一
万
キ
ユ
リ
…
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
四

3
　
漏
え
い
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
全
部
又
は
｝
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合

　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
碗
値
は
、
非
圧
縮
状

　
態
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
九
条
　
規
則
第
七
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
五
に
掲
げ

　
る
条
件
と
す
る
。

第
十
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
六
に
掲
げ

　
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
十
一
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
星
は
、
A
値
の
千
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
濃

　
度
）

第
十
二
条
　
規
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
値
は
、
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　
グ
ラ
ム
当
た
り
A
値
の
一
万
分
の
一
と
す
る
Q

　
　
　
↓
り
　
　
　
重

　
　
　
β
　
　
員

　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
　
β
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則
　
　
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
運
輸
省
告
示
第
六
百
七

　
　
　
　
　
　
　
十
八
号
）

　
こ
の
告
示
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
へ
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
鋼
第
　
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
へ
昭

和
五
十
廻
年
　
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別表第1（第3条関係）

種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性同位元素の場合の数量の限度

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

三
四
五

第 一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

原
子
番
号

放射性同位元素の種類

特別形放射性同位元素
凾ﾅある場合の数量
iA1値）

@　　　単位　Ci

特別形放射性綱位元素
刪ﾈ外の放射性同位元
f等である場合の数量
iA2値）
@　　　単位　C圭

1 3H 気体状のもの、 1，000 1，000
放射線発光塗料
であるもの、固
体に吸収された
形状のもの、ト
リチウム水であ
るもの

1 3H （その他のもの） 20 20
4 7Be 30G 300
6 14C 1，000 100
9 18F 20 20

11 22Na 8 8

11 24Na 5 5

12 28Mg 6 6

14 3LS隻 10Q 1QG
15 32P 30 30
16 35S 1，000 300
17 3GC1 300 30
17 38Cl 10 10
18 37Ar 1，000 1，000
18 41Ar 嵯麟撃）21 20

@1
19 42K 10 10
20 45Ca LOOO 40
20 婆7Ca 20 20
21 46Sc 8 8

21 47Sc 200 200
21 48Sc 5 5

23 姦8V 6 6

24 51Cr 600 600
25 52Mn 5 5

25 54Mn 20 20

25 56Mn 5 5

26 52Fe 6 6

26 55Fe
1，00G 1，000
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五

溺表第2（第3条関係）

　種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性同位元素以外

　の放射性同位元素の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性岡位元素 特別形放射｛生局位元素

等である場合の数量 等以外の放躬性同位元
区　　　　　　　分 （A1値） 腰髄である場合の数量

（A2値）
単位　Ci 単位　C1

1。放出する放射線が一種類の

場合（2に該当する場合を除

ｭ。）

C　アルファ線を放出する放

射性同位元素の場合

（1）半減期が千日未満であ 1．QGO（原子番号が 3（呼子番号が82以上

る場合 82以上のものである場 のものである場合は、

合は、2） 2×1σ3）

（2）半減期が千日以上百万 50（原子番号が82以 5×10朧2（原子番号が

年以下である場合 上のものである場合は、 82以上のものである場

2） 合は、2×10冊3）

（3）半減期が百万年を超え 1，G◎0 3

る場合

ロ　ベータ線を放出する放射 半減期が千日未満である

性飼位元素の場合 場合は3（原子番号が

（1）最大エネルギーが0．5 1，00G 82以上のものである場

MeV未満である場合 合は、　2×　10　　3）、　半

（2）　最大エネルギーが0，5 300 減期が千日以上百万年以

MeV以上1MeV未満で 下である場合は5×10闇2

ある場合 （原子番号が82以上の

（3）最大エネルギーが1 100 ものである場合は、2X

厳eV以上1，5MeV未満 10一3）、半減期が百万

である場合 年を超える場合は3

（4）最大エネルギーが1．5 30

MeV以上2MeV未満で
ある場合

（5）最大エネルギーが2 10

MeV以上である場合

ハ　ガンマ線を放出する放射
9ア（1・000を超えるも 9アと・の第三欄に掲げる

性同位元素の場合 のにあっては、1，000） 数量のうちいずれか小さ

いもの



ニ　エックス線を放出する放 1，000（原子番号が 半減期が千日未満である
射性同位元素の場合

56以上のものである場 場合は3（原子番号が

合は、2GG） 82以上のものである場
合菅ま、　2　×　1　0－3　）　、　半

減期が千日以上百万年以

下である場合は5×10－2

（原子番号が82以上の

ものである場合は、2×

10魑3）、半減期が百万

年を超える場合は3

2．放出する放射線が一種類で 親核種及び娘核種に対す 親核種及び娘核種に対す

あり、当該放射性同位元素が る1の第一欄の区分に応 る1の第一欄の区分に応

原子核の崩壊連鎖を生ずるも じてそれぞれ第二欄に掲 じてそれぞれ第三欄に掲

の（以下r親核種」という。） げる数量のうち最小のも げる数量のうち最小のも

であって、その半減期がその の の

原子核の崩壊によって生ずる

放丁田同位元素（以下「娘核

種」というQ）の半減期より

も長く、かつ、娘核種の半減

期が十日以内である場合

3．放出する放射線が二種類以 それぞれの放射線に対す それぞれの放射線に対す

上の場合（4に該目する場合 る1の第一欄の区分に応 る1の第一欄の区分に応

を除く。） じてそれぞれ第二欄に掲 じてそれぞれ第三欄に掲

げる数量のうち最：小のも げる数量のうち最小のも

の の

4．放出する放射線が二種類以 それぞれの放射線に係る それぞれの放射線に係る

上あり、当該放射性同位元素 親核種及び娘核種に対す 親核種及び娘核種に対す

の半減期が娘核種の半減期よ る1の第一欄の区分に応 る1の第～欄の区分に応

りも長く、かつ、娘核種の半 じてそれぞれ第二欄に掲 じてそれぞれ第三欄に掲

減期が十日以内の場合 げる数量のうち最小のも げる数量のうち最小のも

の の

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
貝
を
定
め
る
止
口
示

備考　rは、楽該放謝性同位元素が1キュリーの場合において、当該放射性同位元素か

　　　ら1メートル離れた位置における最大放射線星率をレントゲン毎時で表した値を

　　　示す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓋



瑚表第3（第3条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性同位元素の場合の数量の限度

放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性同位元素 特励形放鮒性同位元素
等である場合の数鍛 等以外の放射性岡位元

区　　　　　　　分 （A1値） 素等である場合の数量
（A2値）

単位　Cl 単位　Cl

原子番号82以上の放景性同
10

　　　　＿14×10

位元素が含まれていない場合

原子番号82以上の放射性嗣
2

　　　一32×10

位元素が含まれている場合

三
五



溺表第4（第3条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放封性嗣位元素の場合又

　は種類の一部が明らかであって、種類別の数量の全部が明らかでない放射性同位元素

　の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性岡位元素 特別形放射｛生同位元素

等である場合の数量 等以外の放射性同位元
区　　　　　　　分 （A1値） 素等である場合の数量

（A2値）
単位　C童 単位　Ci

1．アルファ線を放出する放

射性同位元素が含まれてい 2 2×10－3

る場合

2．アルファ線を放出する放

射性同位元素が舎まれてい
2 4×10鯖1

ない場合（3に該墨する場

合を除く。）

3．核分裂生成物である場合
10 4×10一1

（1に該当する場合を聞くQ）

放
射
性
岡
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
目
を
定
め
る
告
示

三
五
四



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
期
の
細
自
を
定
め
る
告
示

溺表第5（第3条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類及び種類別の数骸の全部又は一部が明らかであ

　る放射性同位元素の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄

区　　　　　　　　　分 数　　　　　　　量
@　　　　　　　　単位　Ci

放射性同位元素の種類の全部又は一部が

ｾらかであって種類溺の数量の一部が明

轤ｩでない場合

次の算式を満たすxhx2，…，Xn及びy

ﾌ継逸＋聖＋＿＋h＋x司
@　　X王　X2　　　　Xn　Y

放象性同位元素の種類及び種類別の数量

ﾌ全部が明らかである場合

次の算式を満たすxD　x2，…，　Xnの数量

@　　　　迎＋2窪＋＿＿＋逸＿1　　　　　×1　×2　　　　Xn

備考　x1，x2，…，　Xnは種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同位元素の数

　　量（キュリー）を、XbX2，…，　Xnはそれぞれx1，x2，…，　Xn　に係

　　る各放躬性岡位元素に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を、

　　yは種類又は種類別の数量が明らかでない放鱗挫同位元素の数量（キュリー）を、

　　Yはyに係る放射性同位元素の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類

　　に対する鋼表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）のうち最小のものを、y

　　に係る放射性同位元素の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係

　　る放射性同位元素に対する甥表第3に掲げる数量（キュリー）を示すQ

三
五
五



別表第6（第3．条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かっ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性周位元素の場合の数量の限度

第　　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特別形放射性同位元素等 特別形放射性同位元素等
である場合の数量 以外の放射性同位元素等

区　　　　　　　　分 （A1値） である場合の数量
（A2値）

単位　Ci 単位　Ci

その系列のすべての放射性 親該種に対する別表第1 親核種に対する騎表第1

同位元素（親核種を除く。） 又は別表第2．の第二欄に 又は別表第2の第三欄に

の半減期が十日を超えず、 掲げる数量 掲げる数量

かつ、親核種の半減期より

も短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算式を満たすx三， 次の算式を満たすXl，

その半減期が十瞬を超え、 x・，…・Xnの数量 x2，…，嘱の数量

又は親核種の半減期よりも 都率逗＋＿i塑こ1 駆＋逗＋一．逸＿1
長いものがある場合 Xエ　X2　　Xn XI　X2　　X擁

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
即
の
細
目
を
定
め
る
告
示
・

備考　x1，x2，…，　x農はその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性同位元素

　　の数量（キュリー）を、X1，X2，…，XnはそれぞれxDx2，…，Xn　に

　　係る各放射性巨編元素に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（キュリー）を

　　示す。

三
五
六



溺
記
第
一
（
第
＝
　
条
関
係
）
特
別
事
誤
購
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供

　
　
試
物
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下

　
　
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
｝
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
問
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鍋
製
芋
棒
の
平
皿
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
。
五
セ
ソ
チ
メ
i
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
平
壁
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
角
の
半
侵
が
〇
二
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
出
る
よ
う
に
固

　
　
聡
し
、
　
一
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
葉
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
捧
は
、

　
　
そ
の
直
酒
面
の
薩
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

　
　
角
の
半
径
が
〇
ニ
ニ
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
温
度
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
五
　
浸
漬
試
験

室
躬
性
同
位
元
素
等
車
丙
運
搬
規
則
の
細
罠
を
定
め
る
告
示

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
飼
位
元
素
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を

　
　
除
く
Q
）
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ

　
　
　
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
紛
　
温
度
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試

　
　
　
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
ω
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
温
度
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
㈹
　
温
度
五
十
度
の
水
中
に
西
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

別
記
第
二
（
第
五
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
…
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
p
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・

　
　
　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ
グ

　
　
　
　
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
～

　
　
　
　
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

　
　
　
　
て
は
○
・
六
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

」
眠
目



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
細
囲
を
定
め
る
告
示

　
　
　
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
　
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
．
・

　
　
　
＝
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
棺

　
　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
晴
問
加
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
③
　
重
最
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
　
二
・
議
論
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
～
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
象
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
〇

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
上
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
液
体
状
の
放
射
性
嗣
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次

　
　
の
ω
及
び
ω
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送

　
　
物
に
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
量

　
　
の
二
倍
以
上
の
量
の
丁
子
性
岡
三
元
素
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
吸
収
材
を
備
え
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放

　
　
射
線
し
ゃ
へ
い
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
又
は
当
該
収
納
若
し
く
は
包
装

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と

　
　
し
た
場
合
に
お
い
て
も
表
面
の
最
大
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎

　
　
時
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
　
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

三
五
八

　
　
　
②
　
前
号
ロ
㈹
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ

　
　
　
ω
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環

　
　
境
に
　
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

溺
記
第
四
（
第
七
条
関
係
）
　
B
蟹
型
輸
…
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
口
の
条
件
の
下
に
願
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
九
戸
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
示
に
判
定
し
た
直
後
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
温
度
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
漫
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

　
四
　
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
問
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
第
　
号
か
ら
第
㎎
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

書
記
第
五
（
第
九
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
皿
　
別
記
第
二
第
　
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。



　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
三
十
八
度
か
ら
零
下

　
　
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
箪
〃
山
ハ
　
（
第
十
条
関
係
）
　
　
　
n
D
訂
U
刑
土
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
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。

　
二
　
前
号
の
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四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
遍
間
放
置
す
る
こ
と
。
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○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達（その霊）

殿

　　　鉄山第　155号
　　　鉄運第　162号
　　　自車第1255号

昭和53年12月28日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則、放射性岡位元素等車両

運搬規劉等の制定等について（依命通達）

　先般の釘原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年法律第166

号。以下「原子炉等規翻法」というe）が改正され、核燃料物質等の車両による運搬に

ついても、その規制体系が変更されましたQその主な改正点は、下記1のとおりです。

　今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車両による運搬に関する規制基準を定める

「核燃料物質等車両運撮規則」（昭和53年運輸省令第72号）が新たに倒定され、従来

の「放射性物質等車両運搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「放射性物質等

車両運搬規則の細爵を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、

一部改正により放射性同位元素等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放射性

岡位元素等車両運搬規則」及び「放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示」

とされたので通知します。

　これらの省令及び告示は昭和54年1月4日から施行されますが、その施行に当たっ

ては下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係老に周知徹底方お願いします。

また、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細目は別途通知します。

　なお、これらの省令及び告示の舗定等に蘭連して別紙のとおり関係法令の制定等が行

われているので念のため中し添えます。

　また、「放射性物質等車両運撮規則について（依命通達）」　（昭和46年11月8日付
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け鉄保第61号、鉄運第186号、自車第601号）、　ヂ放射性物質等車両運搬規則等

の制定等について（依命通達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄運

第95号、自車第1265号）及び「放射性物質等車両運搬規則について（依命通達）」

（昭和52年12月22日付け鉄保第135号、鉄運第96号、自車第1266号）は、

昭和54年1月4日限り廃止します。

記

1．原子炉等規捌法の主な改正点

（王｝核燃料物質によって汚染された物が新たに規欄対象に加わったこと。

（2）　陣場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何に

　　かかわらず、輸送物は科学技術庁長官の定める技術基準に、輸送方法は運輸大臣の

　　定める技術基準によることとされたこと。（工場又は事業所の内における運搬につ

　　いては、当該事業所の所管大臣の定める技術基準による。）

（3＞科学技術庁長官又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、

　　その輸送物又は輸送方法が技術基準に適合していることについて、それぞれ、科学

　技術庁長官又は運輸大臣の確認が必要とされたことQ

（4）運輸大臣についても、原子炉設置者、加工事業者等の原子力関係事業者に対し、

　報告の徴収及び事業所への立入検査ができることとされたこと。

2．運搬の安全：の確認等

（1｝原子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認

　　　核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬に

　　ついては、　「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等

　　に関する政令」（昭和53年政令第396号）の附則第5条の規定により昭和54

　　年3月5鼠以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認

　　申請を行うこと。

（2）一定の輸送物の運搬に係る届出

　　　核燃料物質等車両運搬規則及び放射｛生同位元素等車両運搬規則の実効を図るため、

　　核燃料物質等車両運搬規期第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸

　　送物蓋しくは同規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輸送物を車両により運

　　搬する場合（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を

　　除く。）又は放射性同位元素等車両運搬規期第3条に規定するBM型輸送物若しくは

　　BU型輸送物を車両により運搬する場合には、従来どおり、追って定めるところに

　　よりその旨を事前に届出することQ



別　紙

1．原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う闘係政令の整備等に幽する政令

　（昭和53年12月22日政令第396号）

2．核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則（昭和53年

　12月28日運輸省令第68号）

3．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査を

　する職員の携帯する身分を示す証明雷の様式を定める省令（昭和53年12月28日

　運輸省令第69号）

4．　自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭

　和53年12月28日運輸省令第74号）

5．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月

　28日総理府令第57号）

6．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目

　等を定める皆示（昭和53年12月28鼠科学技術庁告示舞11号）

7．核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令

第48号）

8．危険物船手運送及び貯蔵規劉の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸

　省令第71号）

9，航空法施行規則の一部を敬正する省令（昭和53年ユ2月28β運輸省令第75号）

10．航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の～部を改正する告示（昭和

　53年12月28貝運輸省告示第679号）
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○運輸省鉄道監督局長、農隙車局長通達（その2）

殿

　　　鉄保第157号
　　　門口第164号
　　　自車第1257号

β召和53年12月28日

運輪省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

放射性同位元素等車両運搬規劉について（依命通達）

　放射性同位元素等車両運搬規則（昭和52年運輸省令第33号。以下「規則」という。）

の主な条項の解釈及び取扱い、一定の放射性輸送物の運搬に係る届出（以下「放射性輸

送物運搬届出」という。）並びに規則第24条第1項の承認申請（以下「特別措置運搬

承認申請」という。）についての細目を潮影のとおり定めたので、この旨関係者に周知

知徹底方お願いします。

別　　添

i．規則中の主な条項の解釈及び取扱い

（1）第9条、第10条第3項、第21条関係

　　　「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

（2＞　第14条関係

　　第1項の「放射性」の文字、第3須の総重量、「A型」の文字及び「B型」の文

　宇は、原則として1平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。

　また、「放射性」の文字には「L型」の文宇を追加して表示してもよい。

（3＞第16条関係

　　運鍛に従事する巻に対する放射線被ばく線量が、一般人と爾様、α5レム毎年以

　下となるよう、車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所の最大放射線量率

　は2ミリレム毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、A型輪

　送物、BM型輸送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に従

　事する老ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管すること。

　α）放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手鷲、車室内

　　ベッド等にいた時間



　（ロ｝ポケット線量計、フイルムバッヂ等による測定結果

（4）第17条第3項関係

　　前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの距

　離から点燈を確認できるものであること。

（5）第19条関係

　　携行する書類は、収納叉は包装された放射性同位元素等の主な核種の名称及び放

　躬能強度についても記載されたものであること。

　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する老に対し、あらかじめ説

　明すること。

（6）第20条関係

　　放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行

　の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たっては、次によること。

　佐＞BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬する場合にあっては、「危険物の規制に

　　関する規則」（昭和34年総理府令箏55号）第47条の2の規定に準ずること。

　（ロ〉放射性輸送物等を運搬する場合には、昭和42年2月9日付け労働省基発第139

　　号「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」及び昭和50年11月8日付け

　　労働省基発第657層目長距離貨物運送に従事する自動車運瓜田の運転時間に関す

　　る指導基準について」に準拠すること。

　　　なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、

　　かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めることQ

（7）第22条第2項関係

　　　「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

　（イ｝核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規舗に関する法律（昭和32年法律第166

　　号。以下「原子炉等規制法」という。）第41条に規定する原子炉主任技術者免状

　　　を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者

　回　原子炉等規糊法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者

　←→放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

　　号）第35条に規定する第エ種放肥馬取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者

　　免状を有する者

　（→　放射性岡位元素の取扱いに関し、α）から←→までに掲げる者と同等以上の知識及

　　び経験を有すると認められる巻

2・放射性輸送物運搬届出

　BM型輸送物3こはBU型輸送物を運搬しょうとする場合（規則第24条第1項の運輸

大臣の承認に係る放射性輸送物を運搬しようとする場合を除く。）は、原則として運

鍛の3週間前までに、別裏第iの第1欄に掲げる記載事項について、同表の第2欄の

記載要領等に従って記載した届出書及びその添付書類正副2通を提出すること。
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　この場合において、当該届出書等は、別表第2の第1欄に掲げる区分に応じ、同一

の第2欄に掲げる者あてのものとし、それぞれ、同表の第3欄に掲げる駈賦課に提出

すること。

　なお、届出をした内容に変更を生じた場合は変更の事由、内容を明らかにし、その

旨当該手続きに準じて遅滞なく届出をすること。

　また、届出をした場合には、当該届出に係る運搬についての記録を1年間縁管する

　こと。

3．特別措置運搬承認申請

　規期第24条第1項の規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輸送物性は放射性汚

染物を運搬しようとする場合は、別表第1の第1欄に掲げる記載事項について同表の

第2欄の記載要領等に従って記載した承認申講書及びその添付書類正副2通を提出す

　ること。

　　この場合において、当該承認申請書等は、別表第2の第1瀾に掲げる区分に応じ、

それぞれ、同表の第3欄に掲げる所管課に提出すること。

　なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らか

　にし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　また、承認を受けた場合には、承認に係る狸搬についての記録を1年間保管するこ

　と。

別衷第雪　記載事項等

記　載　事　項

1．届出書本文（承認申請の場合

にあっては、承認申請書本文）

2．運搬の目的

3．当該規定に従って運搬するこ

　とが著しく困難な規定及びその

理由並びに安全な運搬を確保す

　るために特に講ずる措置（承認

申請のみ）

4．荷送人及び荷受人の氏名又は

名称及び住所

記　載　要　領　等

○届出書本文の様式は第1号様式、承認

　申請書の様式は第2号様式によること。

　　また、届出者又は申請春が法人であ

る場合にあっては、その代表者の氏名

　を附記すること。

o運搬する放射性同位元素等の用途、発

着地等を簡略に記載すること。

o法人にあっては、その代表者の氏名を

附記すること。



5．運送人の氏名文は名称及び注

所

6，予定運搬B時

7　予定運搬経路

（11発地、着地、経路及び距離

②　その他

8．運搬しようとする放射性輸送

物

G）放射性輸送物の型式又は名

　称及び直直諸元

（2）放射性輸送物の種類

（3）収納（包装）する放射性同

　位元素等の名称、数議、放射

　能強度、性状及び収納（包装）

　方法

〈4）放射性輪送物の輸送翻限飼

　数及び配列方法（核分裂性輸

　賦物のみ）

（5＞放射性輪送物の放射線量率

（6｝放射性輸送物の輸送指数

17｝放射性輸送物の個数

（8）原子力委員会決定804項へ

　の該当の有無及びその事由

（9）放射性輸送物の基準適含状

況

○一入にあっては、その代表者の属名を

附記すること◎

Q②については、必要に応じ、道路名叉

　は路線名、通過地点、区間星巨離、キロ

程、所要時間、通過予定時刻、点検、

運転者の交替予定等を記載し、運行経

　届出を添付すること。

○承認申請の場合には、②及び（4＞を除き、

　「放射性輸送物」とあるのは「放射性

　同位元素等、放射性輸送物又は放射性

汚染物」と読み替えて記載すること。

○（1）の主要諸元は、長さ、幅、高さ、重

量等を記載すること。

o（2）については、A、　BM、　BU型輸送

　物のように記載することQ

O（3）については、放射性輸送物ごとに記

載し、性状については物理的、化学的

　状態を記載することo

○㈲については、その位置を附記又は図

示することQ

○（8）については、昭和50年1月原子力委員

　員会決定「放射性物質等の輸送に関する

安全基準」804項aからfまでについて

　記載すること。

○働については、外国政府等の証明書（適

　合する国際原子力機関の規鯉が明示され

　ていることQ）の写し及びその邦訳を添

放
射
性
嗣
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
そ
の
二
）

三
六
六



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
そ
の
二
）

巽
七

（10｝放癌性輸送物取編上の注意

　事項

（11｝放射性輸送物の外観図及び

　構造図

9，コンテナの概要

　（1）コンテナの名称又は型式及

　　び主要諸元

　（21収納する放射性輸送物の型

　　式又は名称、澗数及びコンテ

　　ナへの収納方法

　（3）コンテナの放射線量率

　（4）コンテナの輸送指数

　㈲　コンテナの個数

　（6｝　コンテナの外観図

10．車両及び積載方法

　（1＞車両の概要

（2｝車両の外観図並びに積載方

　法及び躍定方法

（3）車薗の放射線量率

（4）車両に積載する放射性輸送

付し、又は基準への適合状況を記載す

　ること。

Q（11｝の外観図は、三面図及び鳥かん麟に

　よること。

○承認申請の場合には、（2＞の「放軸性輸

送物」を「放射性同位元泰等、放射性

輸送物叉は放射性汚染物」と読み替え

　て記載することD

o（1）の主要諸元については、長さ、幅、

　高さ、重量、適合規格等を記載するこ

　と。

o（2｝については、コンテナごとに記載す

　ること。

○（3）については、その位置を附記又は國

示すること。

○（6）については、三面図及び鳥かん図に

　よること。

○（1＞については、鉄道、軌道、索道又は

無軌条電車により運搬する場合は当該

運搬に使用する車両の許容積載墨及び

有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬

する場合は当該運搬に使用する自動車

の車名、型式、登録番号及び最大積載

量を記載すること。

o（2）については、三面図により示すもの

　とし、積載位置、固定等に使用する綱

具、固定等の方法、標識の貼付、他の

積載物等が明確にわかるように示すこ

　と。

○（3＞については、その位置を附記又は図

　示すること。

o（4）については、車両ごとに記載するこ



　　物及びコンテナの型式又は名

　　称、個数並びに輸送指数及び

　　その合計値

11，運搬実施体制

　（1＞運搬責任者、運搬実施者、

　　運搬船事者及び同行する専門

　　家

（2）放射線管理要領

（3＞運搬要領

（4）荷役作業要領

（5）事故時の措置

12．その他

と。

o（1＞において運搬責任者については、運

搬の実務上の責任者であって必要な際

　に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、

運搬実施奢については実際に運搬に従

事する者（運搬従事者）の統轄者の氏

名を、運搬従事者についてはその人数

　を、同行する専門家についてはその氏

　名、所属、資格等を記載すること。

○②については車両、放射性輸送物、コ

　ソテナ等の放射線量率の管理、放射線

量率、測定機器、保護具等について記

載すること。

○（3）については、運搬時における駐車要

　領、踏切通過要領、梯団時の隊列によ

　る運行体制等を記載すること。

○（4）については、荷役時における作業要

　領、安全対策、使用する機器又は用具

の種類等について記載すること◎

○（5）については、裏出時の応急措置、連

絡先等を記載すること。

Q運搬従事者に対する教育訓練内容その

他必要な事項を記載すること。

備考1．用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるもの

　　　とする。ただし、この大きさによることが囲難なものについては、折りた

　　　だんだ状態でこの大きさとすること。

　　2．記載事項の11の（2）から（5）まで及び12については、既に同一の記載による

　　　届出書を提出してあるときは、その旨を明示することによって記載を省略

　　　することができる。

放
射
性
嗣
位
元
素
等
車
澗
運
搬
規
則
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
そ
の
二
）

三
交



別表第2　届出及び申諸先

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
そ
の
二
）

区　　　　　　分 宛　　　　　先 所　管　課

（1）当該運搬が臼本国有鉄

@道の鉄道によってなされ

@る場合

運輸省鉄道監督局長
鉄道監督局国有鉄道部

ﾛ　　　安　　　課

（2）当該運搬が貝本國有田

@道以外の鉄道、軌道、索

@道又は無軌条電車によつ

@てなされる場合

運輪省鉄道監督局長
鉄道監督局民営鉄道部

^　転　車　澗　課

〈3＞当該運搬が自動車又は

@軽車両によってなされる

@場合

運輸省自動車局長 自動車局整備部
ﾔ　　　両　　　課

｛4＞（ユ旧び②に該妾する場

@合
運輸省鉄道監督局長

鉄道監督局国有鉄道部

ﾛ　　　安　　　課

㈲　（1）及び（3）に該当する場

@合、②及び（3）に該当する

@場合又はω、②及び（3）に

@該当する場舎

運輸省鉄道監督局長

yび自動車局長
自動車局整備部
ﾔ　　　両　　　課

三
六
九



第1号様式（届出書）

放射性輸送物運搬届出書

殿

文書番号

昭翻　　年　　月

届出者の氏名

又は名称
住　　　所

説　絡　先

濁

㊥

「放射性岡位元素等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月28目

付け鉄保第157号、鉄運第164号、自車第1257号）に基づき、下記放射性輸送

物の運搬についてお届けします。

記

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
贈
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
そ
の
二
）

毛
O



第2号様式（承認申請書）

放
封
性
嗣
位
元
素
等
車
濁
運
搬
規
則
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
そ
の
二
）

特別措置運搬承認申講書

運　輸　大　臣殿

文書番号

昭和　　年　　月　　日

届出者の氏名

又は名称
住　　　所

連　絡　先

㊧

　放射性岡位元素等車濁運搬規則第24条第1項の規定に基づき、下記の放射性

同位元素等の運搬について承認して載きたく申請いたします。

己昌＝
目

一
毛



國　放射性同位元棄等の船舶運送関係法令と体系

放射挫同位元素等の船舶運送

港　　　則　　　法

i運輸省所管）

船　舶　安　全　法

i運輸省所管）

障害防止法第33条（危

ｯ時の措置）
i科学技術庁所管）

港則法施行規則

i運輸省令）

船舶安全法施行規則

i運輸省令　）

障害防止法施行規剣
謔Q9条（危険時の措置）

i総理府令）

放射性物質等
D舶運送告示

船稲局長通達
海　上　保　安　庁

s政指導文書

（
B

海
上
輸
送
関
係
法
令
）

三
七



○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
含
に
同
じ
。

○
危
険
物
船
舶
運
送
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
Q

O
危
険
物
船
舶
運
送
告
示

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
船
舶
局
長
通
達
（
そ
の
一
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
Q

O
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
交
書
（
そ
の
一
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
Q

船
舶
安
全
法
（
抄
）

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
交
書
（
そ
の
二
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
o

O
港
　
則
　
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

毛
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
晶
漣
癖
難
惰
群
細
〕

最
終
改
正
　
昭
和
四
七
年
六
月
八
日
法
律
第
五
七
号

（
自
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
及
び
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
匿
的
と
す

　
る
。（

運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
巻
及
び
販
売
業
港
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ

　
れ
た
者
は
、
放
射
性
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ

　
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
薫
製
（
鉄
道
、
軌
道
、
索

　
道
、
無
軌
条
電
車
・
、
自
動
車
及
び
軽
車
爾
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
遇
に
従
っ
て
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
廃
棄
業
者
及
び
廃
棄
業
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
放
射
性
同
位

　
元
素
又
は
放
樹
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合

三
無

　
（
船
舶
叉
は
航
空
機
に
よ
り
運
撮
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
戦
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
｝
こ
十
三
条
　
使
用
者
は
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か

　
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射

　
線
発
生
装
置
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

　
放
射
線
障
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し

た
場
合
に
お
い
て
は
・
直
ち
に
・
総
理
府
靹
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
・
応

　
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

3
　
第
～
項
に
規
定
す
る
者
は
、
岡
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁

　
長
富
に
届
け
鵬
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
し
、
放
射
性
間
位
元
素
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る

　
汚
染
の
諸
表
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

　
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
に
対
し
、
報

　
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
Q



第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
年
以
下
の
微
役
若
し
く

　
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
巻

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
四
　
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
又
は
第
十
九
条
の
規

　
　
定
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
　
に
該
当
す
る
者
は
、
　
｝
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
四
十
二
条
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
老

　
　
①
　
障
害
防
止
法
施
行
規
則
第
十
八
条

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
濁
運
撮
規
則

　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条

放
射
性
嗣
位
元
素
等
に
よ
る
放
封
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

毛
脚



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
平
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　
@
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
姻
総
理
府
A
¶
短
濯
五
よ
i
附
則
繭
万
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
総
理
府
令
第
七
号

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
延
焼
す
る
お

　
　
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
直

　
　
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六

　
　
号
）
第
二
十
囚
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
に
通
報
す

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射

　
　
線
施
設
の
内
部
に
い
る
巻
及
び
附
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す

　
　
る
こ
と
。

　
　
二
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、

　
　
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

毛
六

　
五
　
放
射
性
嗣
位
元
素
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
舎
に
は
、
必
要

　
　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ

　
　
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者

　
　
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
借
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か

　
ん
子
叉
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す

　
る
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
被
曝
放
射
線
量
は
、
で
き

　
る
限
り
少
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
男
子
の
放
射
線
作
業
従

　
事
者
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
（
同
条
第
一
一
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
）
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
（
同
条
第

　
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
術
庁
長
窪
が
定
め
る
許
容
被
曝
線
量
ま
で
放
射
線
に
よ
る
被
曝
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
一
　
法
第
三
十
三
条
第
｝
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
霞

　
二
　
発
生
し
、
叉
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
一
二
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
蔚
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
工
場
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ
る

　
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
箏
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
告
示
第
十
三
条



放
射
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

毛
七

○運輸省鉛舶局長通達（その2）

殿

　　　蒲授査第132号

昭和54年2月24日

運輸省　　船　舶　局　長

　　　　　　放射性岡位元素輸送物等に係る運輸大臣の安全確認について

　このたび運輸雀は、危険物船舶運送及び欝蔵規則（昭和32年運輸省令第30号Q以

下「皿貝舅という。）第91条の9第1項の規定に基づく放射性輸送物に係る運輸大臣

の安全確認に関し、放射性同位元素輸送物等（核分裂性輸送物以外の放射性輸送物をい

う。以下「R工輸送物」という。）について、当該審査を円滑に行うための措置として、

RI輸送物の設計承認及び輸送容器の登録等を行うこととしましたので貴職の御協力を

お願いします。

己雪口

1．RI輸送物の設計承認

　　BM型輸送物及びBU型輸送物について設計承認を受けて下さい。申講者は輸送容

器の設計者としますQ承認を受けた後に設計の変更をしょうとする場合も同様です。

　（1＞設計承認申請書及び設計変更承認申請書の様式及び記載事項は、それぞれ別記1

　　及び別記2のとおりとします。

②規則に規定された基準に適合すると認められた設計叉は設計変更には、鼠認書を

　交付します。

2．輸送容器の登録

　　B瓢型輸送物の容器及びBU型輸送物の容器については、登録を受けて下さい。申

請者は、輸送容器の所有者とします。

（1）輸送容器登録申請書の様式は別記3のとおりとしますQ

②　輸送容器登録申講書の申請時期は、原則として、蜀内で新規に製作される容器に

　ついては、承認書の交付を受けた後、製作に着手する前とし、その他の容器につい

　　ては最初に使用する前とします。

（3）国内で新規に製作される容器については、設計承認の際に指示する検査項目につ

　いて検査を行い、その結果を提出して下さい。

　　なお、当該検査については、当局において輸送容器登録申請書を審査のうえ、必



　　要に応じて製作時及び完成時に随時立会うことがあります。

（4）承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器については、登録証を

　交付します。登録を受けた輸送容器は、その使用履歴を勘案のうえ、安全性が損な

　われるおそれがあると認められる場合は、登録の有効期問中であっても改善を求め

　　ることがありますG登録を受けた輸送容器には、登録後最初に輸送に供する前に、

　　別記4の様式による輸送容器登録票を取り付けて下さい。

3．輸送容器の定期的自主検査

　登録された輸送容器について、適宜、定期的自主検査を登録後1年ごとに1回（年

間使用回数が10回を超える場合は10間ごとに1回）行い、その結果の記録を登録

証の有効期間中保存して下さい。

4．輸送容器使用廃止届

　登録証の交付を受けた輸送容器の使用を廃止した場合は、別記5の様式により輸送

容器使用廃止届を提出して下さいQ

5．承認書及び登録証の更新

　承認書及び登録証の更新手続きについては、別途お知らせします。

放
射
性
同
位
元
素
輪
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

毛
脚



放
射
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
〉

三
菱

別記で

運輸省船舶局長殿

申請者の氏名又は名称

住　　所

連絡先

　　　文書番号

年　　月　　日

㊥

　　　　　　　　　　　　RI輸送物設計承認申請書

　昭和54年2月2麗日付け蘭査第132号に基づき、下記輸送物の設計が危険物船舶

運送及び貯蔵規則に定める　　型輸送物の基準に適合する旨承認していただきたく関係

書類を添えて申請いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送物の型式又は名称

2，輸送物の説明

　（1）輸送容器の材料の種類

　（助　輸送物の総：重量

　（3＞外形寸法

　（4）外観及び構造図

　（5）収納する放射性物質等の仕様

　　イ　種　　類

　　ロ　重　　量

　　ハ　放射能強度（主要な核種ごとの値及び合計値）

　　二　性　　状

　　ホ　発熱量等

3、輪送捲数

4　BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

　の説明

5．輸送物の取扱いに関する事項

　（1）輸送容器の取扱い及び保守の方法

　②　輸送物の発送に先立ってとるべき措置



（3）輸送物を運搬する場合の積載方法等に関する事：項

（4）非常の場合に特別の措置が必要な輸送物にあってはその説明

a　輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に関する事項

（注）（1）　2．（4）については、輸送物の荷姿を示す複写可能な説明図を添付すること。

　（2）用紙の大きさは、原則としてβ本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

放
射
性
岡
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

三
八
O



別記2

放
射
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

運輸省船舶局長：殿

申請者の氏名又は名称

住　　所

連絡先

RI輸送物設計変更承認申請書

　　文書番号

年　　月　　日

⑳

　昭和　　年　　月　　日付け舶査第　　　号をもって承認を受けた輸送物の設計につ

いて、下記の変更内容が、危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める　　型輸送物の基準に

適合する旨承認していただきたく関係書類を添えて申請いたします。

記

1．既に交付された設計承認番号及び有効期限

2．輪送物の型式又は名称

3．変更内容

4．変更理由

（注）1　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

　2　変更内容は別紙をもって記すことができる。

三
八



別記3

運輸省　船舶局長　　殿

申請者の氏名又は名称

住　　所

連絡先

　　文書番号

年　　月　　β

⑭

　　　　　　　　　　　輸送容器登録申請書

　昭和54年2月24日付け舶査第132号に基づき、　　型輸送物の容器の登録を

していただきたく下記のとおり二二いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

．搬送容器の型式又は名称

輸送容器の鰯数

輸送物の設計承認番号

輸送容器の検査予定及び検査計画書

姓）1，用紙の大きさは原則として臼本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

　2．輸送容器の検定予定及び検査計画書は、国内で新規に製作する場合のみ記述する

　　こと。

　　　この場合別紙をもってすることができる。

放
射
性
同
位
元
素
輪
…
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

三
八



別記4

放
射
性
同
位
元
素
輪
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
一
　
）

　　　　　　　　　輸送容器登録票（記載例）

輸送容器登録番号　　　　　　　　　　　　　　瓢SNO．B（U）一20

Serial　Nu鵜ber　of　Paekaging

有効期限　　　　　　昭和57年4月1日
Th至g　Reg量strat量on　shall　be　　　　　Apr．1，　1982

vaユid　tl達1

輸送物の型式又は名称　　　　　　　　　　　AB－2－C－10GH

Type　and　Name　of　Packaging

設言十承認番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　／30　／B（0）

Compeもent　Authority　Identification

Marks

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸省船舶局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船査第101号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Direc七〇r　General，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ship　Bureau

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨nistry　of　Transport

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ伍1G工一79／MS

罎
o
O
固

　　　　　　　　　　　　　　　10cm以上

備考

1．目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で蓑示されていること。

a　輸送容器登録票は、本邦内においのみ運送されるものにあっては英語の部分を、本

　邦外において運搬されるものにあっては澱本語の部分を削ることができる。

三
八



別記5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文書番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　運輸省　船舶局長殿

　　　　　　　　　　　　　　　　届繊者の氏名5こは名称　　　　　　　⑳

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　　　　　　　　　　輸送容器の使用廃止届

　昭和54年2月24日付け舶査第132号に基づき、下記のとおり輸送容器の使用

を廃正することにつきお届けいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の型式又は名称

2．輸送容器の登録番号

3．廃止に伴う措置

放
封
性
同
位
元
素
輸
送
物
等
に
係
る
運
輸
大
臣
の
安
全
確
認
に
つ
い
て
（
船
舶
局
長
通
達
そ
の
二
）

（注）1．用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

三
八
四



図　放射性同位元棄等の航空機輪送関係法令と体系
（
C

放射性同位元素等の航空機輸送

航 空　　法

（運輸省所管）

障害防止法第33条
（危険時の措置）

（科学技術庁所管）

航空法施行規則

（運輸省令）

障害防止法施行規
貝週第29条（危険時

の措置）（総理府令）

放射性物質等航空

輸送告示

航空局長通達

航
空
輸
送
関
係
法
令
）

一
乗
五



航
空
法
（
抄
）

○
航
空
法
　
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輪
…
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輪
…
送
の
場
合
に
同
じ
o

O
放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
航
空
局
長
通
達

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

三
八
六



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）晶

鯉
筆
癖
鞍
置
晶
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
四
七
年
六
月
八
日
法
律
第
五
七
号

（
昌
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
置
の
使
用
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
昌
的
と
す

　
る
。（

運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
者
及
び
販
売
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
巻
か
ら
運
搬
を
委
託
さ

　
れ
た
老
は
、
放
射
性
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ

　
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
、
索

　
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
省
令
、
次
項
に
お
い
て
嗣
じ
Q
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
廃
棄
業
者
及
び
廃
棄
業
港
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
放
射
性
同
位

　
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
比
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
儀
に
従
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
三
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
潜
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
線

　
発
生
装
置
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

　
放
射
線
障
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応

　
急
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
撮
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、
事
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁

　
長
宮
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
躰
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る

　
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射
線
障
審
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
借
置
を
講
ず

　
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
躬
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
に
対
し
、
報

　
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
八
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
一
年
以
下
の
徴
役
若
し
く

　
は
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
四
　
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
又
は
第
十
九
条
の
規

　
　
定
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
春
は
、
　
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
四
十
二
条
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
　
ω
　
障
害
防
止
法
施
行
規
瑚
第
十
八
条

　
　
　
　
放
景
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
規
則
第
二
十
九
条

三
八
八



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
な
わ

　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
　
　
　
張
り
、
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

　
　
　
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
ヨ
増
置
麗
隔
｛
肘
A
η
晶
弟
五
十
山
ハ
ロ
ぢ
〕
　
2
瑠
毒
に
響
桑
急
塞
を
行
う
場
合
に
は
・
し
ゃ
へ
い
具
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
総
理
府
令
第
七
号
　
　
　
ん
子
壷
は
擁
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
曝
す
る
時
間
を
短
く
す
る

（
危
険
感
の
措
置
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
慕
す
る
者
の
被
曝
放
射
線
籔
は
、
で
き
る

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
三
春
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
　
　
　
限
り
少
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
男
子
の
放
射
線
作
業
従
事

　
運
鍛
を
委
託
さ
れ
た
潜
が
士
爵
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け
　
　
　
春
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
ど
こ
ろ
に
よ
る
。
　
　
　
　
準
用
す
る
場
舎
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
に
お

　
一
　
放
射
線
施
設
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
施
設
に
延
焼
す
る
お
　
　
　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
（
同
条
第
二

　
　
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
直
　
　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
｝
二
年
法
律
第
百
八
十
六
　
　
　
庁
長
官
が
定
め
る
許
容
被
曝
線
且
嬰
で
放
射
線
に
よ
る
被
曝
を
受
け
る
こ
と

　
　
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場
所
に
通
報
す
　
　
　
が
で
き
る
。

　
　
る
こ
と
σ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
　
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
　
　
　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
線
施
設
の
内
部
に
い
る
春
及
び
附
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
　
　
　
　
｝
　
法
第
三
十
三
条
第
　
項
の
事
態
が
生
じ
た
臼
時
及
び
場
所
並
び
に
原
弱

　
　
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合
　
　
　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

　
　
に
は
、
す
み
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
　
　
4
　
前
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
工
場
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ
る

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
、
　
　
　
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
告
示
第
十
三
条

　
　
　
放
楽
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篇
八
九



m
　
関
連
法
令
及
び
定
義
等



○
薬
事
法
　
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
五
年
八
月
十
日
法
律
第
百
四
十
五
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七
号

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
及
び
医
療
用
具
に

　
関
す
る
事
項
を
規
制
し
、
そ
の
適
正
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
で
「
医
薬
品
し
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
Q

　
一
　
厩
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物

　
二
　
人
又
は
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
叉
は
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
館
的
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
（
歯
科
材
料
、
医
療
用
品

　
　
及
び
衛
生
用
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
を
除

　
　
く
。
）

　
三
　
人
又
は
動
物
の
身
体
の
構
造
又
は
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
霞
的

　
・
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
及

　
　
び
化
粧
品
を
除
く
。
）

（
医
薬
品
の
製
造
に
関
す
る
遵
守
事
項
）

第
十
六
条
　
厚
生
大
臣
は
、
生
物
学
的
製
剤
そ
の
他
そ
の
製
造
に
関
し
特
別
の

　
注
意
を
必
要
と
す
る
医
薬
晶
に
つ
い
て
、
厚
生
省
令
で
、
製
造
所
内
外
の
清

　
潔
保
持
、
作
業
記
録
の
作
成
そ
の
他
そ
の
医
薬
品
の
製
造
に
関
し
製
造
業
春

　
　
　
薬
事
法
（
抄
）

が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

薬
日



放
射
性
医
薬
贔
製
造
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
へ
捗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
醐
理
針
罐
籠
♂
騙
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
一
一
年
九
月
一
日
厚
生
省
令
第
三
九
号

（
定
義
）

第
【
条
　
こ
の
雀
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
麟
性
医
薬
品
　
放
射
線
（
漂
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百

　
　
八
十
六
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
Q
以
下
同
じ
Q
）

　
　
を
放
出
す
る
医
薬
贔
で
あ
っ
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の

　
二
　
放
射
性
物
質
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
に
こ
れ
ら
の
含
有
物

　
三
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
の
放
射
線
量
が
導
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
線

　
　
量
を
こ
え
、
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
厚
生
大
臣

　
　
が
定
め
る
許
容
濃
度
を
こ
え
、
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
表
諭
密
度

　
　
を
こ
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
四
　
放
射
線
作
業
従
事
者
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

　
　
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
常
時
立
ち
入
る
も
の

　
五
　
管
理
区
域
随
時
立
入
者
　
管
理
区
域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
（
へ
時
的

壷
皿

　
　
に
立
ち
入
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
も
の

（
製
造
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
二
条
　
製
造
業
者
は
、
作
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
の
運
搬
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
を

　
作
業
所
等
の
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
及
び
放
射
性
物
質
を
運
搬
す
る
時

　
間
が
き
わ
め
て
短
く
、
か
つ
、
放
射
線
障
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

　
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
運
搬
は
、
容
器
に
入
れ
て
行
な
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
容
器

　
　
の
外
に
あ
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、

　
　
気
密
な
構
造
の
容
器
に
入
れ
、
液
体
状
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、
こ

　
　
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た
容
器

　
　
に
入
れ
る
こ
と
。

　
二
　
容
器
（
容
器
を
こ
ん
書
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
ん
包
）
の
表
面
に
は
、

　
　
放
動
性
物
質
の
種
類
及
び
数
量
を
明
示
す
る
こ
と
。

　
三
　
液
体
状
叉
は
固
体
状
の
放
射
牲
物
質
を
入
れ
た
容
器
で
、
き
れ
つ
、
破

　
　
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性

　
　
物
質
に
よ
る
汚
染
の
ひ
ろ
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
で
包
む

　
　
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
は
、
容
易
に
破
損
し
な
い
よ
う
に
措
置
す

　
　
る
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
（
容
器
を
こ
ん
聾
す
る
場
合
に
は
、
そ
の



こ
ん
包
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
い
て
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
こ
え
ず
、
か
つ
、
容
器

の
表
画
の
放
射
線
量
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
薙
時
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
に
は
、
容
器
の
表
衝
の
放
射
線
量
率
が

十
ミ
リ
レ
ム
毎
二
十
四
時
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

放
射
性
医
薬
晶
製
造
規
則
（
抄
）

究
証



郵
便
法
（
抄
）

○
郵
便
法
　
（
抄
）

〔
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
二
β
法
律
楠
弟
　
百
　
轟
ハ
　
十
　
五
　
　
q
ぢ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
五
竺
買
ヰ
⊥
ハ
月
一
一
工
口
回
沸
広
律
第
七
一
口
写

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
郵
便
の
役
務
を
な
る
べ
く
安
い
料
金
で
、
あ
ま
ね
く
、

　
公
平
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
層
的

　
と
す
る
。

（
郵
便
禁
制
晶
）

第
十
四
条
　
左
の
物
は
、
こ
れ
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
…
　
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
で
郵
政
大
罠
の
指
定
す

　
　
　
　
つ

　
　
る
も
q

　
二
　
毒
薬
、
劇
薬
、
毒
物
及
び
劇
物
（
官
公
署
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医

　
　
師
、
薬
剤
師
又
は
毒
劇
物
営
業
者
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
　
二
　
生
き
た
病
源
体
及
び
生
き
た
病
源
体
を
含
有
し
、
又
は
生
き
た
病
源
体

　
　
が
附
着
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
物
（
官
公
署
、
細
薦
検
査
所
、
匿
師
又

　
　
は
獣
医
師
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
四
　
法
令
に
基
き
移
動
又
は
頒
布
を
禁
止
さ
れ
た
物

（
省
令
に
よ
る
差
出
の
禁
止
）

第
十
五
条
　
郵
政
大
臣
は
、
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
又
は
他
の
郵
便
物
に

　
対
す
る
蕩
害
又
は
損
害
を
避
け
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
染

令
で
物
を
指
定
し
て
、
そ
の
物
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
G
D
　
昭
和
二
十
二
年
逓
儒
省
告
示
第
三
百
八
十
号



○
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　
　
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火

　
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

k
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
九
臼
逓
儒
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
四
〇
年
二
月
一
　
日
郵
政
省
告
示
第
九
五
号

　
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物

は
左
の
通
り
と
し
、
昭
郵
二
十
コ
　
年
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

　
昭
和
十
三
年
四
月
逓
信
省
告
示
第
九
糞
八
十
一
号
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二

月
三
十
一
日
限
り
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

　
九
　
放
射
性
物
質

　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

　
　
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
核
燃
料

　
　
物
質
（
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府

　
　
令
第
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
容
器
に
入
れ
て
差
し
出
す
も
の

　
　
を
除
く
。
）
並
び
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
室
園
の
防
止
に
関

　
　
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
放
射
性
岡
位
元
素
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
　
防
∵
止
に
関
す
る
法
律
施
行
椹
硯
田
則
　
（
昭
和
一
｝
一
十
五
年
総
理
山
府
令
箪
用
五
志
－
論
ハ
ロ
写
）

　
　
第
十
八
条
第
　
項
の
規
定
に
よ
り
容
器
に
入
れ
て
差
し
撮
す
も
の
を
除
く
。
）

昭
和
二
十
二
年
逓
僧
省
告
示
第
三
菖
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）
　
　
誌
略



昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
上
等
）

三
九
八

○
昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号

　
　
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ

　
と
が
で
き
る
国
等
）

〔
昭
和
五
十
年
十
二
月
十
一
　
日
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
二
年
九
月
二
九
日
郵
政
省
告
示
第
七
八
号

　
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等
は
、

お
り
と
し
、
昭
稲
五
十
一
年
　
月
㎝
日
か
ら
施
行
す
る
Q

次
の
と

番
　
　
号

国
　
　
名
　
　
・
　
地
　
　
域
　
　
名

穴

ア
メ
リ
カ
合
衆
國

七
・
一

グ
ア
ム
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
、
　
サ
モ
ア
及
び
米
領
ヴ
ァ
ー

ジ
ン
諸
島

七
・
一
　

信
託
統
治
の
下
に
あ
る
太
平
洋
の
地
域
（
ク
ワ
ジ
エ
レ
イ

ン
、
　
エ
ニ
ウ
ェ
ト
ク
及
び
マ
ジ
ュ
ロ
を
工
む
マ
ー
シ
ャ
ル

諸
島
、
ク
サ
イ
、
ポ
ナ
ベ
、
ト
ラ
ッ
ク
、
ウ
リ
ス
イ
、
ヤ

ッ
プ
及
び
パ
ラ
オ
を
含
む
カ
ロ
リ
ン
諸
島
並
び
に
サ
イ
パ

ン
及
び
テ
ィ
ニ
ア
ン
を
含
み
グ
ア
ム
を
除
く
マ
リ
ア
ナ
二

七
・
三

一
〇

五五五五五五五五五五五五四四…三ニー一一一一
二二二二二二ニニニー一一九三八ニー五四一～○
’。’●”●曾・。・ @　　 の・二一一一六五三ニー三二　　　　　　　　三　一
一八六〇

島
）パ

　
ナ
マ
運
河
地
世
冊

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
（
ロ
コ
ス
諸
島
及
び
ロ
ー
ド
・

を
含
む
。
）

ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
（
島
）

オ
ー
ス
ト
リ
ア

。
・
　
、
レ
ー
ソ

ノ
　
　
ノ

ブ
ー
タ
ソ

白
ロ
シ
ア

ブ
ル
ン
デ
ィ

大
韓
昆
国

ド
ミ
ニ
カ
共
和
飼

エ
テ
ィ
オ
ピ
ア

ガ
ン
ビ
ア

英
国

ガ
ー
ソ
ジ
ィ

ジ
ャ
ー
ジ
ィ

ア
ソ
テ
ィ
グ
ア

ア
セ
ソ
シ
ョ
ソ

ベ
リ
セ

ブ
ル
ネ
イ
（
保
護
領
）

カ
イ
マ
ン

ギ
ル
パ
ー
ト

ロ
ー
デ
シ
ア

セ
ソ
ト
・
ヘ
レ
ナ

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
（
シ
ョ
ー
ト
ラ
ン
ド
島
を
含
む
。
）

ハ
ウ
島



五
二
・
二
八

五
四

六
四

六
六

七
〇

七
四

七
六

七
八

八
○

八
一

八
三

九
｝

九
七一

〇
七

一
一
〇

一
＝
二

一
一
四

一
一
八

＝
一
〇

＝
一
二
の
二

　
二
三

＝
一
四

｝
二
八

一
＝
＝

一
三
六

一
三
七

テ
ェ
ヴ
ア
ル

グ
ァ
テ
マ
ラ

イ
ラ
ソ

ア
イ
ル
ラ
ソ
ド

ジ
ャ
マ
イ
カ

ク
ウ
ェ
イ
ト

レ
ソ
ト

リ
ベ
リ
ア

リ
ヒ
テ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
（
注
1
）

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

マ
ラ
ウ
イ

メ
キ
シ
コ
（
注
2
）

ニ
ジ
エ
ー
レ

　
　
　
　
ノ

ペ
ル
ー

ポ
ル
ト
ガ
ル

カ
タ
ル

エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国

セ
ネ
ガ
ル

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国

ス
リ
・
ラ
ン
カ
共
和
国

ス
ウ
ェ
…
デ
ン

ス
イ
ス
（
注
1
）

チ
ャ
ー
ド

ト
ー
ゴ
…

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

一
四
〇

　
四
四

一
四
五

ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ

ユ
ー
ゴ
；
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

ザ
ソ
ビ
ア

（
注
玉
）
別
配
達
と
し
た
も
の
に
限
る
。

（
注
2
）
名
あ
て
国
の
原
子
力
委
員
会
の
認
可
を
あ
ら
か
じ
め
必
要
と
す
る
。

備
考
　
番
号
欄
の
番
号
は
、
昭
和
四
十
六
年
郵
政
省
告
示
第
九
〇
七
号
（
外

　
　
国
あ
て
通
常
郵
便
物
の
送
達
等
に
関
し
外
国
郵
政
庁
で
定
め
る
条
件
）

　
　
に
掲
げ
る
国
名
・
地
域
名
の
整
理
番
号
と
同
じ
で
あ
る
。

昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
忌
）

三
九
九



原
子
力
基
本
法
（
抄
）

○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）

改
正

〔
翻
鯉
羅
計
べ
葺
鰭
〕

昭
和
四
二
年
七
月
二
〇
日
法
律
第
七
二
号

同
　
　
五
一
二
年
七
月
　
五
　
日
周
　
　
第
八
ふ
ハ
号

（
匿
的
）

第
［
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
推
進
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と

　
産
業
の
振
興
と
を
図
り
、
も
っ
て
入
類
社
会
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
水
準
向

　
上
と
に
審
与
す
る
こ
と
を
昌
的
と
す
る
。

（
縫
方
本
針
）

第
二
条
　
原
子
力
の
研
究
、
瀾
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
安
全

　
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も

　
の
と
し
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
「
原
子
力
」
と
は
、
原
子
核
変
換
の
過
程
に
お
い
て
原
子
核
か
ら
放
出

　
　
さ
れ
る
す
べ
て
の
種
類
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
。

　
二
　
門
核
燃
料
物
質
し
と
は
、
ウ
ラ
ン
、
ト
リ
ウ
ム
等
康
子
核
分
裂
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
に
お
い
て
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
叙
で
定
め
る
、

四
〇
〇

　
　
も
の
を
い
う
。

　
三
　
「
核
漂
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
そ
の
他
核
燃
料
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
質
の
原
料
と
な
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
叙
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
　
「
原
子
炉
」
と
臆
、
核
燃
料
物
質
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
装
置
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
う
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

　
五
　
　
「
放
射
線
」
と
は
、
電
磁
波
又
は
粒
子
線
の
う
ち
、
直
接
又
は
間
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
　
空
気
を
電
離
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
核
原
料
物
質
の
管
理
）

第
十
条
　
核
原
料
物
質
の
輸
入
、
輪
出
、
譲
渡
、
譲
受
及
び
精
錬
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
府
の
指
定
す
る
者
に
限
っ
て
こ
れ
を
行
わ

　
し
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
規
制
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
物
質
を
生
産
し
、
輸
入
し
、
輸
出
し
、
所
有
し
、
所
持
し
、

　
譲
渡
し
、
譲
り
受
け
、
使
用
し
、
又
は
輸
送
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
府
の
行
う
規
倒
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
の
譲
渡
A
叩
令
）

第
十
三
条
　
政
府
は
、
前
条
に
規
定
す
る
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
別
に

　
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
を
所
有
し
、
又
は
駈
持
す
る

　
者
に
対
し
、
譲
渡
先
及
び
価
格
を
指
示
し
て
こ
れ
を
譲
渡
す
べ
き
こ
と
を
命

　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
措
置
）

第
二
十
条
　
放
射
線
に
よ
る
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た

　
め
、
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
製
造
、
販
売
、
使
用
、
測



定
等
に
対
す
る
規
制
そ
の
他
保
安
及
び
保
健
上
の
措
置
に
関
し
て
は
、

法
律
で
定
め
る
。

　
オ
　
　
　
弓

　
附
　
　
貝

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ω
　
核
燃
料
物
質
等
の
定
義
政
令
　
　
第
一
条

②
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
二
条

③
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
三
条

ω
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
四
条

別
に

原
子
力
基
本
法
（
抄
）

四
e



核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、

　
○
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及

　
　
　
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
〔
解
鐸
聾
詳
羽
葺
論
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
三
六
年
九
月
一
日
政
令
第
三
〇
一
号

　
内
閣
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の

規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
）

第
㎜
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
二
号
の
核
燃
料
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物

　
質
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
で

　
　
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
他
の
化
合
物

　
ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
苅
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
に

　
　
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
三
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
四
　
前
三
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃

　
　
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
五
　
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
を

　
　
こ
え
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
六
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
七
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物 原

子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
前
～
二
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
核
療
料
物
質
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
三
号
の
核
原
料
物
質
は
、
ウ
ラ
ン
若
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ト
リ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物
を
含
む
物
質
で
核
燃
料
物
質
以
外
の
も
の
と

　
す
る
。

（
原
子
炉
）

第
三
条
　
漂
子
力
基
本
法
第
三
条
第
四
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
も
の

　
は
、
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
舗
御
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
反

　
応
の
平
衡
状
態
を
中
性
子
源
を
用
い
る
こ
と
な
く
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
又
は
持
続
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
装
置
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
）

第
四
条
　
原
子
ヵ
基
本
法
第
三
条
第
五
号
の
放
麟
線
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
波

　
又
は
粒
子
線
と
す
る
。

　
一
　
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子
線
、
陽
子
線
及
び
ベ
ー
タ
線

　
二
　
中
性
子
線

　
三
　
ガ
ン
マ
線

　
四
　
百
万
電
子
ボ
亙
ト
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ツ
ク

　
　
ス
線

　
　
附
　
則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



　
　
○
放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す

　
　
　
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
一
厨
法
　
　
律
　
　

触
弟
百
よ
ハ
十
二
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
｝
止
　
　
昭
和
五
｝
年
一
巴
月
一
山
ハ
日
法
律
楠
弟
一
一
具
）

（
目
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
的
基
準
策
定
上

　
の
基
本
方
針
を
明
確
に
し
、
か
っ
、
総
理
府
に
放
射
線
審
議
会
を
設
置
す
る

　
こ
と
に
よ
っ
て
、
放
封
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
的
基
準
の
斉
一
を
図

　
る
こ
と
を
屡
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
扁
と
は
、
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子

　
線
、
陽
子
線
、
ベ
ー
タ
線
、
電
子
線
、
中
性
子
線
、
ガ
ン
マ
線
、
エ
ッ
ク
ス

　
線
そ
の
他
電
磁
波
又
は
粒
子
線
で
直
接
又
は
間
接
に
空
気
を
電
離
す
る
能
力

　
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
方
針
）

第
三
条
　
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
策
定
す
る
に
惑
っ
て

　
は
、
放
射
線
を
発
生
す
る
物
を
取
り
扱
う
従
業
員
及
び
一
般
圏
民
の
受
け
る

　
放
射
線
の
線
量
を
こ
れ
ら
の
者
に
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
線
量
以
下

　
と
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
基
本
方
針
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
（
　
略
　
）

　
　
　
放
　
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

四
〇
鼠



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鱗
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

?
師
z
焼
輪
儲
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
六
号

（
定
義
）

第
二
灸
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
漂
子
力
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
を
い
う
。

5
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
製
錬
扁
と
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
奮
ま
れ
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
比
率
を
古
同
め
る
た
め
に
、
核
漂
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

6
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
門
加
工
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
を
原
子
炉
に
燃
料
と

　
し
て
使
用
で
．
き
る
形
状
又
は
組
成
と
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
物
理
的
又
は
化

　
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

7
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
処
理
“
と
は
、
原
子
炬
に
燃
料
と
し
て
使
規
し

　
た
核
燃
料
物
質
そ
の
他
原
子
核
分
裂
を
さ
せ
た
核
燃
料
物
質
（
以
下
「
使
用

　
済
燃
料
」
と
い
う
。
）
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
す
る

　
た
め
に
、
使
用
済
燃
料
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

8
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
規
制
物
資
篇
と
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発

　
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
以
下
単
に
「
国
際
約
束
し

　
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
適
用
そ
の
他
の
規
鯛
を
受
け
る
核
原
料
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
四

　
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
原
子
炉
そ
の
他
の
資
材
又
は
設
備
を
い
う
。

9
　
前
項
の
選
際
規
制
物
資
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
告
示
す
る
。

　
　
　
（
　
略
　
）



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
一
二
十
二
細
ヰ
ふ
ハ
日
丹
十
［
口
法
径
”
第
百
山
ハ
ふ
一
七
暑
〉
〕

最
終
改
｝
止
　
　
昭
〃
和
㎜
四
七
年
轟
ハ
門
月
八
R
町
法
律
第
五
七
易
》

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
樹
線
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
…
二
条
第

　
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
性
同
位
元
素
」
と
は
、
り
ん
三
牽
二
、
コ
パ

　
ル
ト
六
十
等
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ

　
ら
の
含
有
物
（
機
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
政

　
ω

　
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

3
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
発
生
装
置
」
と
は
、
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン
、

　
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
等
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ

　
　
　
　
　
　
勿

　
る
装
置
で
政
叙
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
　
ω
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
～
条

　
　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
二
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

四
〇
五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
π
魍
鉾
語
源
羅
蜻
〕

皿
取
終
改
正
　
　
昭
和
五
一
二
年
一
二
月
　
二
〇
日
政
令
第
六
一
号

　
　
第
［
箪
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
｛
導
義

（
放
射
性
同
位
元
素
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
Q
）
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
問
位
元
素
は
、
放
射

　
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
（
機

　
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
、
放
逸
線
を
放
出
す

　
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
が
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
及
び
濃

　
D

　
嵐
を
こ
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号

　
　
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
核
原
料
物
質

　
二
　
薬
事
法
（
昭
湘
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

　
　
定
す
る
医
薬
品

　
一
二
　
薬
事
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具
で
、
科
学
技
術
庁
長
官

　
　
が
厚
生
大
臣
又
は
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
も
の
に
装
備
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
。

（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
六

　
四
　
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
九
条
第

　
　
　
項
に
規
定
す
る
日
本
工
業
規
格
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
　
特
別
の
表
示
を
附
さ
れ
た
鉱
工
業
四
二
は
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し
て

　
　
こ
れ
と
同
等
に
安
全
と
認
め
ら
れ
る
鉱
工
業
品
で
あ
っ
て
、
科
学
技
術
庁

　
　
長
官
が
指
定
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
自
発
光
性
の
塗
料

　
（
放
射
線
発
生
装
置
）

第
二
条
　
法
面
二
条
第
三
項
の
放
射
線
発
生
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
装
置
と
す

　
る
。

　
一
　
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

　
ニ
　
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン

　
一
角
　
シ
ン
ク
ロ
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

　
四
　
直
線
加
速
装
置

　
五
　
　
ベ
ー
タ
ト
ロ
　
ソ

　
六
　
フ
ァ
ン
・
デ
・
グ
ラ
ー
フ
型
加
速
装
置

　
七
　
コ
ッ
ク
ク
ロ
フ
ト
・
ワ
ル
ト
ン
型
加
速
装
置

　
八
　
そ
の
他
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ
る
装

　
　
置
で
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
と
認
め
て
科
学
技
衛
庁
長
官
が

　
　
捲
定
す
る
も
の
。

　
　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
等
の
数
量
を
定
め
る
件
第
一
条



○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等

　
を
定
め
る
件
（
抄
）

〔

網
羅
籠
蝦
蟹
鉱
主
嘉
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
四
年
三
月
七
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
～
二
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る

放
窮
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第

第
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
改
正
す

る
こ
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
一
目
か
ら
適
用
す

る
。

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る

　
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
は
、
数
量
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

　
お
り
と
し
、
濃
度
に
つ
い
て
は
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム

　
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
然
に
賦
存
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び

　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
で
固
体
状
の
も
の
に
係
る
濃
度
に
つ

　
い
て
は
、
○
・
〇
一
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
！
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

　
｝
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
蚤
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
て
、
そ
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量

二
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

　
て
、
そ
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
種
類
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
～
と
な
る
よ
う
な
そ
れ

　
ら
の
数
量

三
　
放
射
線
を
放
嵐
す
る
同
位
元
素
で
密
封
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
百

　
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

数
　
　
　
量

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
（
以
下
「
第
一
群
」
と
い
う
。
）

○
・
｝
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー

｝
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
　
一

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
以
下
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
（
ふ
つ
素
十
八
、
　
ク
ロ
ム
五
十
～
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
十
一
及
び
タ
リ
ウ
ム
ニ
百
一
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
繊
す
る
も
の
を
除

十
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
　
一

四
〇
七



放
射
線
を
放
出
す
る
嗣
位
元
素
の
数
最
等
を
定
め
る
件

四
〇
八

う　及十水 鉄　く

。び八素 五　　。

）　タ　’三 十）
リ　ク　　’ 九並
ウ　ロ　ベ （　び
ム　ム　リ 以　に

二　五　リ 下い
百十　ウ 一　お

～　　一　　ム 第　う

（　　’七 三　三
以　ゲ　’ 群十
下ル炭 扁　五

「マ素 と　　’

第　ニナ い鉄
四　ウ　四 う　五

群　ム　’ 。十
L　七　ふ ）　五
と　十　つ 及

い一素 び

り　百

i　マ
イ

ク

口

キ

ユ

四
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
時
計
そ
の
他
の
機
器
及
憶
装
琶
似
外
月

　
の
物
に
密
封
さ
れ
た
も
の
（
放
電
管
、
煙
感
知
器
そ
の
他
⑳
畿
器
又
ぱ
婆
…

　
置
に
装
備
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
略
の
集
禽
む
騰
も

　
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
集
合
し
た
も
の
ご
と
に
百
マ
イ
ク
や
キ
喜
サ
王
ゆ
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